
 

 

 

 

 

 

 

 

熊本市の情報公開と個人情報保護 
 

 

平成２３年度運用状況報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊  本  市 

 

 



 



 

Ⅰ 情報公開制度のあらまし 

 

 １ 情報公開制度の意義 

   情報公開制度とは、市が保有している文書等を市民の請求に応じて閲覧に供し、  

又は、写しの交付を行う制度です。 

   この制度の目指すものは、本市の保有する文書等の開示を請求する権利を市民  

の権利として定めることにより、市政運営の公開性の向上を図るとともに、本市

の諸活動を市民に対して説明する責務が全うされ、地方自治の本旨に即した公正

で民主的な市政を実現することです。 

 

 ２ 情報公開制度の概要 

  (1) 実施機関 

    情報公開制度を実施する機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事

委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、

消防長及び議会です。 

 

  (2) 対象となる文書等 

公開請求の対象となる文書等は、次の要件を備えているものです。 

   ア 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィル    

ム、磁気テープその他これらに類するもので、当該実施機関の職員が組織的

に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの 

   イ 現に保有している文書等 

     ただし、議会の文書等については、平成１１年１０月１日以降に作成し、

又は取得したもの 

また、旧富合町関連の文書等については、平成１９年４月１日以降に、旧

城南町関連の文書等については、平成１４年４月１日以降にそれぞれ作成し、

又は取得したもの 

旧植木町関連の文書等については、平成１０年４月１日以降に作成し、又

は取得したもの（一部の電磁的記録については、平成１４年４月１日以降。

また、旧植木町議会の文書等については、平成１９年４月１日以降） 

 

  (3) 請求権者 

文書等の開示を請求できるのは、次のいずれかに該当するものです。 

   ア 本市の区域内に住所を有する者  

  イ 本市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体   

  ウ 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者   

  エ 本市の区域内に存する学校に在学する者  

  オ アからエに掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有す 
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ると認められるもの 

 

  (4) 開示請求の方法並びに請求に対する決定及び通知 

開示請求の方法並びに請求に対する決定及び通知については、次のとおりで   

す。 

   ア 文書等の開示の請求をしようとするものは、必要事項を記載した請求書を    

情報公開窓口へ提出しなければなりません。 

   イ 実施機関は、請求書の提出があった日の翌日から起算して１４日以内に、    

開示請求に係る文書等を開示又は開示しない決定をし、開示請求者に対して    

書面で通知します。 

     ただし、開示請求に係る文書等が著しく大量である場合、第三者情報が含    

まれ、当該第三者に意見聴取の必要がある場合等、やむを得ない理由により、    

１４日以内に決定をすることができない場合は、請求書の提出があった日の    

翌日から起算して４５日を限度として延長することができます。 

     この場合、延長する期限及び理由を文書で請求者に通知します。 

 

  (5) 不開示情報 

    開示請求のあった文書等は原則として開示します。ただし、開示することに   

より、個人又は法人等の正当な利益を害するもの、公共の安全、行政の事務事

業の適正な遂行等に支障を及ぼすもの等、次に掲げる７項目は開示することは

できません。 

   ア 法令秘情報 

     法令等の規定により、開示することができない情報 

   イ 個人に関する情報 

     個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合    

することにより識別され得るもの 

   ウ 法人等に関する情報 

     開示することにより、法人等の競争上の地位、財産権その他正当な利益を    

害するおそれがあるもの 

     公にしないとの約束の下に、任意に提供されたもので、当該約束の締結が    

合理的であると認められるもの 

   エ 公共の安全等に関する情報 

     開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防及び捜    

査その他公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報 

   オ 審議、検討等に関する情報 

     審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な    

意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市民の間に    

混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼ
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すおそれがあるもの 

   カ 事務事業に関する情報 

     事務事業に関する情報のうち、開示することにより、事務事業の性質上、    

その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

   キ 国等に関する情報 

     国等との協議等に基づく情報であって、開示することにより国等との協力

関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの 

 

  (6) 存否不回答 

    開示請求に係る文書等の存否について回答することにより、不開示情報を開   

示した場合と同様に保護される利益が害されることとなるときは、その存否を   

明らかにしないで請求を拒否することができます。 

 

  (7) 第三者保護 

実施機関は、開示請求に係る文書等に本市又は開示請求者以外の第三者に関   

する情報が記録されている場合は、第三者の正当な権利利益を保護するため、

開示等の決定をする際に、当該第三者の意見を聞くことができます。     

 

  (8) 費用負担 

文書等の閲覧に係る手数料は無料ですが、文書等の写しの作成及び送付に必   

要な費用は、請求者の負担となります。 

 

  (9) 不服申立て 

請求者は、開示等の決定に対し不服があるときは、行政不服審査法に基づき   

不服申立てをすることができます。 

    実施機関は、不服申立てがあった場合、学識経験者などの第三者で構成する   

熊本市情報公開・個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重して決定又は

裁決を行います。 

  

  (10) 情報提供施策の充実 

実施機関は、市民生活の向上に資するとともに、市民の市政に対する理解を 

   深めるため、市民が必要とする情報を積極的に提供するよう努めなければなり 

   ません。 

 

 ３ 情報公開窓口 

   情報公開制度を円滑に運営し、市民の利用しやすい制度とするため、情報公開 

  の相談や案内、請求の受付、開示の実施等を一元的に行う総合窓口として、市庁 

  舎１階に「市政情報プラザ」を設置しています。 
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Ⅱ 情報公開制度の運用状況 

 

１ 開示請求件数及びその処理状況 

   平成１０年度から平成２３年度の開示請求の処理状況は、次のとおりです。 

開示請求の処理状況                       （単位：件） 

年度 

開示

請求

件数 

処理状況 

開示

決定 

部分

開示 

請求拒否決定 

合計 取下げ 却下 
不開示 

存否不

回答 
不存在 その他 小計 

10 21 4 16 1 0 5 5 11 31 0 0 

11 64 14 45 2 0 4 0 6 65 0 0 

12 96 67 18 0 0 17 2 19 104 2 0 

13 486 231 86 0 0 246 0 246 563 8 2 

14 346 185 75 0 0 172 2 174 434 3 1 

15 572 225 150 15 1 214 4 234 609 5 0 

16 489 234 112 11 8 142 0 161 507 11 0 

17 536 189 132 12 0 146 6 164 485 68 2 

18 344 120 105 17 0 122 2 141 366 15 4 

19 504 314 80 8 0 177 2 187 581 6 0 

20 416 262 93 8 0 63 4 75 430 13 1 

21 517 364 102 14 1 70 1 86 552 9 14 

22 633 445 147 18 0 96 12 126 718 15 2 

23 787 629 114 16 0 72 0 88 831 6 0 

〔備考〕 

(1) １件の開示請求に対し、複数の決定が為される場合があるため、開示請求件

数と処理件数とは、必ずしも一致しない。 

(2) 部分開示決定とは、開示請求に係る文書等の一部について請求拒否の決定を

し、その他の部分について開示の決定をしたものをいう。 

(3) 存否不回答とは、条例第９条の規定により請求拒否の決定をしたものをいう。 

(4) その他とは、条例が適用されない文書等に対する請求等その他の理由により、

請求拒否の決定をしたものをいう。 

(5) 却下とは、文書等開示請求書の記載内容に不備があったため補正を依頼した

が補正に応じなかったもの、又は開示請求権がないものから請求について、却

下したものをいう。 
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２ 実施機関別の処理状況 

   平成２３年度の実施機関別の処理状況は次のとおりです。平成２３年度に

おける実施機関別請求件数は、市長事務部局が５４９件で最も多く、うち都

市建設局が２５８件、次いで健康福祉局が１０７件となっています。 

 

 平成２３年度の実施機関別の開示請求件数及び処理状況 

（単位：件） 

実施機関 

開示 

請求 

件数 

処    理    状    況 

開示 

決定 

部分 

開示 

決定 

請求拒否決定 

合計 
取下 

げ 
却下 不開 

示 

存否 

不回 

答 

不存 

在 

その 

他 
計 

市 

 

 

 

長 

総 務 局 13 6 2 2 0 8 0 10 18 0 0 

企画財政局 48 39 4 1 0 14 0 15 58 1 0 

市民生活局 31 13 18 2 0 3 0 5 36 0 0 

健康福祉局 107 91 15 3 0 3 0 6 112 1 0 

子ども未来局 18 6 9 0 0 2 0 2 17 1 0 

環境保全局 34 22 8 0 0 5 0 5 35 1 0 

農水商工局 33 29 2 0 0 4 0 4 35 1 0 

観光文化交流局 7 5 1 0 0 2 0 2 8 0 0 

都市建設局 258 214 36 2 0 12 0 14 264 0 0 

会 計 室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

小 計 549 425 95 10 0 53 0 63 583 5 0 

教 育 委 員 会 27 25 1 3 0 4 0 7 33 0 0 

選挙管理委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

人 事 委 員 会 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

監 査 委 員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

農

業

委

員

会 

熊 本 市 5 1 2 0 0 2 0 2 5 0 0 

富 合 町 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 

城 南 町 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 

植 木 町 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 

固定資産評価 

審 査 委 員 会 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

公
営
企
業

管

理

者 

交 通 局 8 6 0 0 0 2 0 2 8 0 0 

上下水道局 177 164 9 3 0 4 0 7 180 1 0 

病 院 局 3 1 0 0 0 2 0 2 3 0 0 

消防長 消防局 6 1 5 0 0 1 0 1 7 0 0 

議 会 8 5 2 0 0 1 0 1 8 0 0 

合 計 787 629 114 16 0 72 0 88 831 6 0 
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３ 開示請求者の内訳 

（単位：件） 

開示請求者の区分 
開示請求 

件  数 

 本市の区域内に住所を有する者 ３７３ 

 本市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 ４０２ 

 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者 ５ 

 本市の区域内に存する学校に在学する者 １ 

 実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められるもの ６ 

 その他 ０ 

合     計 ７８７ 

 

４ 不開示理由の適用状況 

条例第７条各号のいずれかに該当し、不開示（部分開示を含む。）となった事

例の理由別内訳は、次のとおりです。 

  不開示理由別内訳 

不開示理由（条例第７条）  
２３年度 

件数（件） 比率（％） 

第１号 法令秘情報 ０ ０．０ 

第２号 個人に関する情報  １２０ ７０.６ 

第３号 法人等に関する情報 ２１ １２.４ 

第４号 公共の安全等に関する情報 ４ ２.３ 

第５号 審議、検討等に関する情報 ５ ２.９ 

第６号 事務事業に関する情報 ２０ １１.８ 

第７号 国等に関する情報 ０ ０．０ 

その他（条例の適用除外など）   ０ ０．０ 

合    計 １７０ １００.０ 
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５ 不服申立ての状況 

  平成２３年度の不服申立ての状況は、次のとおりです。 

             （単位：件） 

不服申立て件数 

処理状況 

決定済 裁決済 
審議会で 

審 議 中     

実施機関 

で検討中 
取下げ 

２３年度 

異議申立て ２ ０ ― ０ ２ ０ 

審 査 請 求 ０ ― ０ ０ ０ ０ 

合  計 ２ ０ ０ ０ ２ ０ 
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Ⅲ 個人情報保護制度のあらまし 

 

 １ 個人情報保護制度の意義 

熊本市では、昭和６１年１月に「熊本市電子計算組織の運営に係る個人情報の

保護に関する条例」を制定し、電子計算組織により処理される個人情報の保護を

図ってきました。しかし、近年における市民のプライバシーに関する認識の高ま

りや高度情報化社会の急速な進展に伴い、「手作業処理される個人情報」や「民

間業者が保有する個人情報」についても、保護措置を講ずることが求められるよ

うになってきました。このため、平成１１年１１月に熊本市個人情報保護制度検

討委員会が設置され、平成１２年１１月の答申を経て、平成１３年９月２１日に

「熊本市個人情報保護条例」を公布、平成１４年４月１日から施行されました。 

 

この制度は、熊本市や熊本市の民間事業者等における個人情報の取扱いによっ

て侵害されるおそれがある個人の権利利益を、広く保護することを目的とするも

のであり、本市が個人情報を適正に取り扱うためのルールを定めるとともに、個

人情報の本人に開示、訂正などを求める権利を保障しているものです。 

 

 ２ 個人情報保護制度の概要 

  (1) 実施機関 

    市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、

固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長及び議会 

 

  (2) 個人情報を適正に取り扱うルール 

   ア 収集の制限 

    (ｱ) 個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、必要な範囲内で収集する。 

    (ｲ) 適法かつ公正な手段で収集する。 

    (ｳ) 原則として本人から収集する。 

    (ｴ) 思想､信条等に関する個人情報は、原則として収集しない。 

   イ 利用及び提供の制限 

    (ｱ) 目的外利用の制限 

(ｲ) 外部提供の制限 

   ウ 電子計算機結合による提供の制限 

(ｱ) 通信回線の結合による提供の制限（相手方が随時入手できる状態にする

ものに限定して制限） 

   エ 適正管理 

    (ｱ) 正確、最新の状態を確保 

(ｲ) 漏えい、滅失、改ざん等の防止と責任体制の明確化 

    (ｳ) 不必要なものの廃棄、消去 
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(3) 開示や訂正などを求める権利 

 ア 開示請求 

   自己情報の開示請求権の保障 

 イ 訂正請求 

   自己情報の訂正請求権の保障 

 ウ 是正の申出 

個人情報の取扱い（収集、利用及び提供）の違反に対する利用停止請求権

の保障 

※ 利用停止請求（平成１６年４月１日から条例改正・施行） 

    個人情報の取扱い（収集、利用及び提供）の違反に対する利用停止請求

権の保障 

 エ 苦情の処理 

   実施機関の個人情報の取扱いに関する苦情の処理 

 オ 苦情相談の処理 

   事業者の個人情報の取扱いに関する苦情相談の処理 

 

  (4) 請求の方法並びに請求に対する決定及び通知 

請求の方法並びに請求に対する決定及び通知については、次のとおりで   

す。 

   ア 自己に関する個人情報の開示、訂正等の請求をしようとする者は、必要事

項を記載した請求書を情報公開窓口へ提出しなければなりません。 

   イ 実施機関は、請求書の提出があった日の翌日から起算して、開示請求は 

１４日以内に、訂正請求及び利用停止請求は３０日以内に諾否の決定をし、

開示請求者に対して書面で通知します。 

     ただし、やむを得ない理由により、１４日以内（訂正請求及び利用停止請

求は３０日以内）に決定をすることができない場合は、請求書の提出があっ

た日の翌日から起算して４５日（訂正請求及び利用停止請求は６０日）を限

度として延長することができます。 

     この場合、延長する期限及び理由を文書で請求者に通知します。 

 

  (5) 罰則 

    国において職員や受託事務従事者等に対して罰則規定を設けられたことに伴

い、本市においても次のような罰則規定を設け、平成１６年４月１日から施行

しています。 

   ア 職員若しくは委託を受けた者又は指定管理者の行なう事務に従事している

者（職員・受託者・指定管理者であった者も含む。）が、正当な理由がない

のに、個人の秘密に属する事項が記録された､行政文書に記録された個人情

報を含む情報の集合物であって一定の事務の目的を達成するために特定の
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行政文書に記録された個人情報を電子計算機を用いて検索することができ

るように体系的に構成したもの（その全部又は一部を複製し、又は加工した

ものを含む。）を外部提供したときは、２年以下の懲役又は 100 万円以下の

罰金 

   イ 職員若しくは委託を受けた者又は指定管理者の行なう事務に従事している

者（職員・受託者・指定管理者であった者も含む）が、個人情報をその業務

に関して知り得た行政文書に記録された個人情報を自己若しくは第三者の

不正な利益を図る目的で外部提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役

又は５０万円以下の罰金 

   ウ 職員が職権を濫用して専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘

密に係る個人情報を収集した場合は１年以下の懲役又は５０万円以下の罰

金 

   エ 不正な手段により個人情報の開示請求をした場合５万円以下の過料 

 

  (6) 費用負担 

文書等の閲覧に係る手数料は無料ですが、文書等の写しの作成及び送付に必   

要な費用は、請求者の負担となります。 

 

  (7) 不服申立て 

請求者は、開示等の決定に対し不服があるときは、行政不服審査法に基づき   

不服申立てをすることができます。 

    実施機関は、不服申立てがあった場合、学識経験者などの第三者で構成する   

熊本市情報公開・個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重して決定又は

裁決を行います。 
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Ⅳ 個人情報保護制度の運用状況 

 

１ 開示請求件数及びその処理状況 

   平成１４年度から２３年度の開示請求の処理状況は、次のとおりです。 

 

                                （単位：件） 

 
開 示 

請 求 

件 数 

処  理  状  況 

開 示 

決 定 

一 部 

開 示 

決 定 

不開示 不存在 
存 否 

不回答 
取下げ 却下 

14 年度 １７ ４ ０ １ １２ ０ １ ０ 

15 年度 ５１ ２０ １０ ０ １８ ０ ３ ０ 

16 年度 ５２ ２８ １０ ０ １７ ０ ０ ０ 

17 年度 ９４ ４０ １４ ２ ３３ ０ ４ ２ 

18 年度 ６６ ３４ １０ １ ２１ ０ ０ １ 

19 年度 ７９ ４５ ９ ０ ２７ ０ ０ ０ 

20 年度 ８６ ４４ ２９ ０ １３ ０ ０ ０ 

21 年度 ７５ ３５ １９ １ ２２ ０ １ ０ 

22 年度 １０５ ４８ ３８ １ ２４ ０ ０ ０ 

23 年度 ８０ ３７ ３２ ０ １３ ０ ０ ０ 

 

〔備考〕 

１ １件の開示請求に対し、複数の決定が為される場合があるため、開示請求

件数と処理件数とは、必ずしも一致しない。 

２ 一部開示決定とは、開示請求に係る文書等の一部について請求拒否の決定

をし、その他の部分について開示の決定をしたものをいう。 

３ 存否不回答とは、条例第１７条の規定により請求拒否の決定をしたものを

いう。 
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２ 実施機関別の処理状況 

  平成２３年度の実施機関別の処理状況は次のとおりです。平成２３年度における

実施機関別請求件数は、市長事務部局が６６件で最も多く、うち市民生活局が３１

件、次いで健康福祉局が２４件となっています。 

 

 平成２３年度の実施機関別の開示請求件数及び処理状況 

（単位：件） 

実施機関 

開 示 

請 求 

件 数 

処    理    状    況 

開 示 
決 定 

一 部 

開 示 

決 定 

不開 

示 
不存在 

存否 

不回 

答 

合計 
取下 

げ 
却下 

市 

 

 

 

長 

総 務 局 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

企 画 財 政 局 ３ ０ １ ０ ２ ０ ３ ０ ０ 

市 民 生 活 局 ３１ １２ １０ ０ １１ ０ ３３ ０ ０ 

健 康 福 祉 局 ２４ １２ １２ ０ ０ ０ ２４ ０ ０ 

子ども未来局 ３ ０ ３ ０ ０ ０ ３ ０ ０ 

環 境 保 全 局 １ １ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ 

農 水 商 工 局 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

観光文化交流局 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

都 市 建 設 局 ４ ３ １ ０ ０ ０ ４ ０ ０ 

会 計 室 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

小 計 ６６ ２８ ２７ ０ １３ ０ ６８ ０ ０ 

教 育 委 員 会 ６ ６ ０ ０ ０ ０ ６ ０ ０ 

選 挙 管 理 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

人 事 委 員 会 １ １ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ 

監 査 委 員 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

農 業 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

固 定 資 産 評 価 

審 査 委 員 会 
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

公 営 

企 業 

管理者 

交 通 局 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

上下水道局 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

病 院 局 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

消防長 消 防 局 ７ ２ ５ ０ ０ ０ ７ ０ ０ 

議 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

合 計 ８０ ３７ ３２ ０ １３ ０ ８２ ０ ０ 
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３ 不服申立ての状況 

 平成２３年度における不服申立ては、次のとおりです。 

（単位：件） 

不服申立て件数 

処理状況 

決定済 
審議会で 

審 議 中     

実施機関 

で検討中 
取下げ 

２ ３ 年 度 

異議申立て ０ ０ ０ ０ ０ 

審 査 請 求 ０ ０ ０ ０ ０ 

合   計 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

  

４ 訂正請求の状況 

  平成２３年度における自己に関する個人情報の訂正請求は、次のとおりです。 

 

（単位：件） 

訂正請求件数 
処理状況 

訂正 一部訂正 非訂正 

２３年度 訂正請求 １ ０ ０ １ 

 

 

５ 利用停止請求の状況 

  平成２３年度における個人情報の取扱いの違反に対する利用停止請求は、ありま

せん。 
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Ⅴ 熊本市情報公開・個人情報保護審議会の運営状況 
 

１ 開示請求等に対する不開示等の処分に対して不服がある場合は、行政不服審査

法に基づく不服申立てを行うことが出来ます。 
そこで、不服申立てが行われたとき、実施機関は、不服申立てを認容する場合

等を除き、第三者機関である熊本市情報公開・個人情報保護審議会に諮問を行い、

その答申を尊重し当該不服申立てに係る決定を行わなければなりません。この審

議会は、次の５人の有識者によって構成されます。 
 
熊本市情報公開・個人情報保護審議会委員名簿 

 （任期：平成２３年４月２７日～平成２５年４月２６日） 

役  職 氏  名 職  名  等 

会  長  江藤  孝 
 熊本大学名誉教授 
 志學館大学名誉教授  

会長職務代理者  荒木昭次郎 
 東海大学名誉教授 
（元熊本県立大学総合管理学部教授） 

委  員  大江 正昭  熊本学園大学社会福祉学部教授 

委  員  高木 絹子  弁護士 

委  員  馬場  啓  弁護士 

（平成 2４年 3 月 31 日現在） 
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 ２  平成２３年度の情報公開・個人情報保護審議会への諮問は、合計５件で、うち、

情報公開制度に基づく諮問が５件、個人情報保護制度に基づく諮問が０件となっ

ています。 
平成２３年度の情報公開・個人情報保護審議会の開催は、合計１１回で、開催

状況は、次のとおりです。 
 

年  月  日 主 な 審 議 事 項 

平成２３年 ５月 ９日 
平成２２年諮問第５号、第６号、第７号及び第８号

の審議 

平成２３年 ６月 ７日 

平成２３年答申第２号（案）、第３号（案）及び第

４号（案）の審議及び答申 

平成２２年諮問第８号、第９号、第１０号及び第 

１１号の審議 

平成２３年 ７月２５日 
平成２２年諮問第８号、第９号、第１０号及び第 

１１号の審議 

平成２３年 ８月３０日 
平成２２年諮問第８号、第９号、第１０号及び第 

１１号の審議 

平成２３年１０月 ３日 

平成２３年答申第５号（案）、第６号（案）、第７

号（案）及び第８号（案）の審議及び答申 

平成２２年諮問第第１２号及び第１３号の審議 

平成２３年１１月 ４日 
平成２２年諮問第第１２号、第１３号、第１４号及

び第１５号の審議 

平成２３年１１月２８日 
平成２２年諮問第第１２号、第１３号、第１４号及

び第１５号の審議 

平成２３年１２月１９日 平成２２年諮問第第１２号の審議 

平成２４年 １月２３日 
平成２２年諮問第第１２号、第１３号、第１４号及

び第１５号の審議 

平成２４年 ２月２４日 
平成２４年答申第１号（案）、第２号（案）、第３

号（案）及び第４号（案）の審議及び答申 

平成２４年 ３月２３日 平成２３年諮問第第１号及び第２号の審議 

‐15‐



 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔資  料〕 
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東

部
地

区
（
7
工

区
）
公

園
除

草
業

務
委

託
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

・
東

部
地

区
（
1
工

区
）
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

・
東

部
地

区
（
2
工

区
）
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

・
東

部
地

区
（
3
工

区
）
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

・
東

部
地

区
（
4
工

区
）
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

・
東

部
地

区
（
5
工

区
）
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

・
東

部
地

区
（
2
工

区
）
公

園
除

草
業

務
委

託
・
東

部
地

区
（
6
工

区
）
公

園
除

草
業

務
委

託
・
東

部
地

区
（
7
工

区
）
公

園
除

草
業

務
委

託
・
東

部
地

区
（
8
工

区
）
公

園
除

草
業

務
委

託
・
東

部
地

区
（
1
工

区
）
公

園
除

草
業

務
委

託
【
単

価
契

約
】

・
東

部
地

区
（
2
工

区
）
公

園
除

草
業

務
委

託
【
単

価
契

約
】

・
東

部
地

区
（
3
工

区
）
公

園
除

草
業

務
委

託
【
単

価
契

約
】

・
東

部
地

区
（
4
工

区
）
公

園
除

草
業

務
委

託
【
単

価
契

約
】

金
入

設
計

書

開
示

4
/
2
5

5
/
6

9
4
/
1
4

・
西

部
（
2
工

区
）
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

・
西

部
（
3
工

区
）
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

・
西

部
（
4
工

区
）
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

・
西

部
（
1
工

区
）
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

・
西

部
地

区
公

園
除

草
（
1
工

区
）
業

務
委

託
・
西

部
地

区
公

園
除

草
（
2
工

区
）
業

務
委

託
・
西

部
地

区
公

園
除

草
（
4
工

区
）
業

務
委

託
・
西

部
地

区
公

園
除

草
（
6
工

区
）
業

務
委

託
・
西

部
地

区
(2

工
区

）
公

園
管

理
業

務
委

託
【
単

価
契

約
】

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

・
西

部
（
1
工

区
）
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

・
西

部
（
2
工

区
）
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

・
西

部
（
3
工

区
）
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

・
西

部
（
4
工

区
）
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

・
西

部
地

区
公

園
除

草
（
1
工

区
）
業

務
委

託
・
西

部
地

区
公

園
除

草
（
2
工

区
）
業

務
委

託
・
西

部
地

区
公

園
除

草
（
4
工

区
）
業

務
委

託
・
西

部
地

区
公

園
除

草
（
6
工

区
）
業

務
委

託
・
西

部
地

区
(2

工
区

）
公

園
管

理
業

務
委

託
【
単

価
契

約
】

金
入

設
計

書

開
示

4
/
2
6

5
/
6

平
　

成
　

２
３

　
年

　
度

　
情

　
報

　
公

　
開

　
請

　
求

　
一

　
覧
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
0

4
/
1
4

白
川

ﾘﾊ
ﾞｰ

ｵ
ｱ

ｼ
ｽ
維

持
管

理
業

務
委

託
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

白
川

ﾘﾊ
ﾞｰ

ｵ
ｱ

ｼ
ｽ
維

持
管

理
業

務
委

託
金

入
設

計
書

開
示

4
/
2
6

5
/
6

1
1

4
/
1
4

・
北

部
(1

工
区

）
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

・
北

部
地

区
公

園
除

草
(2

工
区

）
業

務
委

託
・
北

部
地

区
公

園
除

草
(1

工
区

）
業

務
委

託
・
北

部
地

区
公

園
除

草
(3

工
区

）
業

務
委

託
　

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

・
北

部
(1

工
区

）
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

・
北

部
地

区
公

園
除

草
(2

工
区

）
業

務
委

託
・
北

部
地

区
公

園
除

草
(1

工
区

）
業

務
委

託
・
北

部
地

区
公

園
除

草
(3

工
区

）
業

務
委

託
　

金
入

設
計

書

開
示

4
/
1
8

5
/
6

1
2

4
/
1
4

・
動

植
物

園
花

の
休

憩
所

植
物

管
理

業
務

委
託

・
動

植
物

園
植

物
ｿ
ﾞｰ

ﾝ
植

物
管

理
業

務
委

託
　

金
入

設
計

書
観

光
文

化
交

流
局

観
光

交
流

部
動

植
物

園

・
動

植
物

園
花

の
休

憩
所

植
物

管
理

業
務

委
託

・
動

植
物

園
植

物
ｿ
ﾞｰ

ﾝ
植

物
管

理
業

務
委

託
　

金
入

設
計

書
開

示
4
/
2
8

5
/
6

1
3

4
/
1
4

緑
の

じ
ゅ

う
た

ん
管

理
（
市

役
所

前
電

停
-
通

町
筋

電
停

）
業

務
委

託
金

入
設

計
書

環
境

保
全

局
環

境
保

全
部

緑
保

全
課

緑
の

じ
ゅ

う
た

ん
管

理
（
市

役
所

前
電

停
-
通

町
筋

電
停

）
業

務
委

託
金

入
設

計
書

開
示

4
/
1
8

5
/
6

1
4

4
/
1
4

塚
原

古
墳

公
園

管
理

業
務

委
託

金
入

設
計

書
企

画
財

政
局

城
南

総
合

支
所

建
設

課

塚
原

古
墳

公
園

管
理

業
務

委
託

金
入

設
計

書
開

示
4
/
2
5

5
/
6

1
5

4
/
1
4

平
成

1
9
年

度
以

降
の

熊
本

市
競

輪
事

業
に

お
け

る
新

聞
広

告
の

入
札

及
び

落
札

状
況

が
わ

か
る

資
料

農
水

商
工

局
競

輪
事

務
所

平
成

1
9
年

度
以

降
の

熊
本

市
競

輪
事

業
に

お
け

る
新

聞
広

告
の

入
札

及
び

落
札

状
況

が
わ

か
る

資
料

開
示

4
/
2
8

5
/
6

1
6

4
/
1
4

各
自

治
協

議
会

の
会

長
様

の
ご

連
絡

先
(氏

名
、

住
所

、
電

話
番

号
）

市
民

生
活

局
市

民
生

活
部

地
域

づ
く

り
推

進
課

熊
本

市
校

区
自

治
協

議
会

会
長

名
簿

(平
成

2
3
年

3
月

3
1
日

現
在

）
開

示
4
/
1
9

4
/
1
9

1
7

4
/
1
4

平
成

2
3
年

3
月

2
9
日

～
4
月

1
4
日

に
お

い
て

新
し

く
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

の
施

設
一

覧
。

項
目

と
し

て
屋

号
、

所
在

地
、

電
話

番
号

、
申

請
者

氏
名

、
許

可
日

。

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

2
3
年

3
月

2
9
日

～
4
月

1
4
日

に
お

い
て

新
し

く
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

営
業

（
移

動
販

売
業

、
仮

設
営

業
、

自
動

販
売

機
を

除
く

）
施

設
一

覧
。

（
項

目
：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

、
許

可
日

）

開
示

4
/
1
8

4
/
2
0

1
8

4
/
1
5

・
H

2
1
年

度
　

都
市

計
画

事
業

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

B
系

N
o
.2

主
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ

ﾟ機
械

設
備

工
事

(1
工

区
）

・
H

2
2
年

度
　

都
市

計
画

事
業

東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

B
系

送
風

機
機

械
設

備
工

事
(6

1
工

区
）
　

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

・
H

2
1
年

度
　

都
市

計
画

事
業

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

B
系

N
o
.2

主
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ

ﾟ機
械

設
備

工
事

(1
工

区
）

・
H

2
2
年

度
　

都
市

計
画

事
業

東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

B
系

送
風

機
機

械
設

備
工

事
(6

1
工

区
）
　

金
入

設
計

書

開
示

4
/
1
9

5
/
2

1
9

4
/
1
5

H
2
2
年

度
　

亀
井

送
水

場
機

械
設

備
改

良
他

1
件

工
事

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

水
道

部
水

道
整

備
課

H
2
2
年

度
　

亀
井

送
水

場
機

械
設

備
改

良
他

1
件

工
事

金
入

設
計

書
開

示
4
/
2
8

5
/
2

2
0

4
/
1
8

土
木

工
事

　
鶴

羽
田

町
改

寄
町

1
号

線
道

路
改

良
工

事
（
そ

の
2
）
〔
総

合
評

価
方

式
〕
B

ｸ
ﾗ
ｽ
　

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

鶴
羽

田
町

改
寄

町
1
号

線
道

路
改

良
工

事
（
そ

の
2
）

金
入

設
計

書
開

示
4
/
2
1

4
/
2
2

2
1

4
/
1
8

都
市

計
画

事
業

　
南

部
汚

水
1
8
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
3
2
2
）

〔
総

合
評

価
方

式
〕
B

ｸ
ﾗ
ｽ
　

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

下
水

道
部

下
水

道
建

設
課

都
市

計
画

事
業

　
南

部
汚

水
1
8
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
3
2
2
工

区
）
　

金
入

設
計

書
開

示
4
/
2
0

4
/
2
2

2
2

4
/
1
8

画
図

町
第

1
1
号

排
水

路
改

良
工

事
　

C
ｸ
ﾗ
ｽ

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

都
市

整
備

部
河

川
課

画
図

町
第

1
1
号

排
水

路
改

良
工

事
開

札
日

　
平

成
2
2
年

1
2
月

2
8
日

　
金

入
設

計
書

開
示

4
/
1
9

4
/
2
2

2
3

4
/
1
8

木
部

第
8
0
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

木
部

第
8
0
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

4
/
2
2

4
/
2
2

2
4

4
/
1
8

開
札

日
：
2
月

2
2
日

工
事

名
：
城

南
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
4
4
8
工

区
）

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

都
市

計
画

事
業

城
南

汚
水

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
4
4
8
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
4
/
2
7

4
/
2
8

2
5

4
/
1
8

平
成

2
3
年

1
月

1
日

か
ら

平
成

2
3
年

3
月

3
1
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
不

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
市

民
生

活
局

市
民

生
活

部
地

籍
調

査
課

平
成

2
3
年

1
月

1
日

か
ら

平
成

2
3
年

3
月

3
1
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
不

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
開

示
（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
4
/
2
5

4
/
2
6

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
6

4
/
1
8

1
.植

木
町

宮
原

2
0
3
番

地
付

近
φ

1
0
0
・
7
5
粍

配
水

管
布

設
替

(1
工

区
）
他

3
件

工
事

に
伴

う
測

量
設

計
業

務
委

託
（
H

2
3
.3

.1
6
開

札
）

2
.城

南
町

舞
原

地
区

及
び

中
央

地
区

φ
1
0
0
・
7
5
粍

配
水

管
布

設
工

事
に

伴
う

測
量

設
計

業
務

委
託

（
H

2
3
.3

.1
6
開

札
）

金
入

設
計

書
(第

1
～

2
号

明
細

書
を

含
む

）

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

1
.植

木
町

宮
原

2
0
3
番

地
付

近
φ

1
0
0
・
7
5
粍

配
水

管
布

設
替

(1
工

区
）
他

3
件

工
事

に
伴

う
測

量
設

計
業

務
委

託
（
H

2
3
.3

.1
6
開

札
）

2
.城

南
町

舞
原

地
区

及
び

中
央

地
区

φ
1
0
0
・
7
5
粍

配
水

管
布

設
工

事
に

伴
う

測
量

設
計

業
務

委
託

（
H

2
3
.3

.1
6
開

札
）

金
入

設
計

書
(第

1
～

2
号

明
細

書
を

含
む

）

開
示

4
/
2
8

5
/
2

2
7

4
/
1
8

道
路

判
定

文
書

一
式

0
7
号

1
0
4
号

(再
判

定
）
月

出
○

丁
目

申
請

者
　

△
□

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

道
路

判
定

文
書

一
式

0
7
号

1
0
4
号

(再
判

定
）
月

出
○

丁
目

申
請

者
　

△
□

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
4
/
2
6

4
/
2
7

2
8

4
/
2
0

工
事

(委
託

)番
号

：
1
1
0
0
1
5
9

工
事

名
：
健

軍
町

第
7
5
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
金

額
入

り
積

算
書

全
て

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

工
事

名
：
健

軍
町

第
7
5
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

4
/
2
2

5
/
1
1

郵
送

2
9

4
/
2
1

子
飼

新
大

江
線

函
渠

築
造

工
事

（
そ

の
1
）
〔
総

合
評

価
方

式
〕

東
本

町
東

町
第

2
号

線
歩

道
改

良
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書
(施

行
単

価
ま

で
す

べ
て

）

都
市

建
設

局
土

木
部

道
路

整
備

課

平
成

2
3
年

3
月

9
日

開
札

　
東

本
町

東
町

第
2
号

線
歩

道
改

良
工

事
金

入
設

計
書

平
成

2
3
年

3
月

2
3
日

開
札

　
子

飼
新

大
江

線
函

渠
築

造
工

事
（
そ

の
1
）
金

入
設

計
書

開
示

4
/
2
6

5
/
6

3
0

4
/
2
1

都
市

計
画

事
業

　
北

部
汚

水
2
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
4
4
0
工

区
）
〔
総

合
評

価
方

式
〕

都
市

計
画

事
業

　
南

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ー

放
流

渠
築

造
工

事
（
6
3
工

区
）
〔
総

合
評

価
方

式
〕

都
市

計
画

事
業

  
南

部
汚

水
1
8
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
3
2
2
工

区
）
〔
総

合
評

価
方

式
〕
　

金
入

設
計

書
(施

行
単

価
ま

で
す

べ
て

）

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

都
市

計
画

事
業

　
北

部
汚

水
2
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
4
4
0
工

区
）

都
市

計
画

事
業

　
南

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

放
流

渠
築

造
工

事
（
6
3
工

区
）

都
市

計
画

事
業

  
南

部
汚

水
1
8
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
3
2
2
工

区
）

金
入

設
計

書

開
示

4
/
2
6

5
/
1
0

3
1

4
/
2
1

鶴
羽

田
町

改
寄

町
第

1
号

線
道

路
改

良
工

事
（
そ

の
2
）
〔
総

合
評

価
方

式
〕
　

金
入

設
計

書
(施

行
単

価
ま

で
す

べ
て

）
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

鶴
羽

田
町

改
寄

町
第

1
号

線
道

路
改

良
工

事
（
そ

の
2
）
〔
総

合
評

価
方

式
〕
　

金
入

設
計

書
(施

行
単

価
ま

で
す

べ
て

）
開

示
4
/
2
8

5
/
6

3
2

4
/
2
1

合
志

・
白

藤
地

区
側

道
整

備
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書
(施

行
単

価
ま

で
す

べ
て

）
都

市
建

設
局

熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

合
志

・
白

藤
地

区
側

道
整

備
工

事
金

入
設

計
書

開
示

5
/
2

5
/
6

3
3

4
/
2
1

船
津

野
出

第
1
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

道
路

整
備

課

平
成

2
3
年

4
月

1
3
日

開
札

船
津

野
出

第
1
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

4
/
2
6

4
/
2
8

3
4

4
/
2
2

○
校

区
△

町
内

□
会

、
代

表
×

●
様

の
廃

品
回

収
の

平
成

2
2
年

度
の

金
額

の
解

る
も

の
環

境
保

全
局

環
境

事
業

部
廃

棄
物

指
導

課

○
校

区
△

町
内

□
会

、
代

表
×

●
様

の
廃

品
回

収
の

平
成

2
2
年

度
の

金
額

の
解

る
も

の
開

示
（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
4
/
2
7

4
/
2
7

3
5

4
/
2
2

工
事

名
：
健

軍
町

第
7
5
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

工
事

名
：
健

軍
町

第
7
5
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

4
/
2
6

4
/
2
8

3
6

4
/
2
2

都
市

計
画

道
路

春
日

池
上

線
(万

日
山

ﾄﾝ
ﾈ

ﾙ
内

)φ
5
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
　

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

水
道

部
水

道
整

備
課

都
市

計
画

道
路

春
日

池
上

線
(万

日
山

ﾄﾝ
ﾈ

ﾙ
内

)φ
5
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
　

金
入

設
計

書
開

示
5
/
2

5
/
9

城
南

町
土

地
区

画
整

理
事

業
資

金
貸

付
に

関
す

る
返

還
実

績
開

示
5
/
2

5
/
4

郵
送

城
南

町
土

地
区

画
整

理
事

業
資

金
貸

付
に

関
す

る
契

約
書

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
5
/
2

5
/
4

郵
送

城
南

町
土

地
区

画
整

理
事

業
資

金
貸

付
に

関
す

る
年

利
1
.3

％
利

息
の

督
促

状
況

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

5
/
2

3
8

4
/
2
6

若
葉

小
学

校
運

動
場

改
良

工
事

城
南

中
学

校
運

動
場

改
良

工
事

(仮
称

）
田

迎
小

学
校

分
離

新
設

校
造

成
工

事
（
第

2
期

）
金

入
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
施

設
課

若
葉

小
学

校
運

動
場

改
良

工
事

城
南

中
学

校
運

動
場

改
良

工
事

(仮
称

）
田

迎
小

学
校

分
離

新
設

校
造

成
工

事
（
第

2
期

）
金

入
設

計
書

開
示

4
/
2
8

5
/
6

3
7

4
/
2
5

城
南

町
土

地
区

画
整

理
事

業
資

金
貸

付
7
6
5
,0

0
0
,0

0
0
円

の
契

約
書

と
年

利
1
.3

％
利

息
の

督
促

状
況

と
返

還
実

績
の

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

企
画

財
政

局
城

南
総

合
支

所
建

設
課

‐19‐



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

熊
本

市
食

の
安

全
安

心
・
食

育
推

進
会

議
公

募
委

員
・
選

考
に

伴
う

資
料

1
及

び
2
.熊

本
市

食
の

安
全

安
心

・
食

育
推

進
会

議
の

公
募

委
員

の
選

考
に

関
す

る
要

綱
5
.熊

本
市

食
の

安
全

安
心

・
食

育
推

進
会

議
公

募
委

員
選

考
委

員
会

名
簿

開
示

5
/
2

5
/
1
0

熊
本

市
食

の
安

全
安

心
・
食

育
推

進
会

議
公

募
委

員
・
選

考
に

伴
う

資
料

3
及

び
4
.　

熊
本

市
食

の
安

全
安

心
・
食

育
推

進
会

議
公

募
委

員
選

考
会

評
価

表

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
5
/
2

5
/
1
0

熊
本

市
食

の
安

全
安

心
・
食

育
推

進
会

議
公

募
委

員
・
選

考
に

伴
う

資
料

6
.応

募
者

全
員

の
応

募
原

稿
の

中
で

の
個

人
情

報
を

除
い

た
応

募
原

稿
不

開
示

2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
5
/
2

4
0

4
/
2
8

下
硯

川
1
丁

目
・
下

硯
川

2
丁

目
に

お
け

る
住

居
表

示
台

帳
・
住

居
表

示
案

内
図

（
新

旧
対

照
案

内
図

で
も

可
。

）
新

旧
対

照
表

　
※

図
面

は
家

形
及

び
各

家
形

に
対

す
る

住
居

表
示

番
号

の
判

別
で

き
る

図
面

市
民

生
活

局
市

民
生

活
部

地
籍

調
査

課

下
硯

川
1
丁

目
・
下

硯
川

2
丁

目
に

お
け

る
住

居
表

示
台

帳
、

新
旧

対
照

案
内

図
又

は
案

内
図

、
新

旧
対

照
簿

開
示

5
/
1
0

5
/
2
4

郵
送

4
1

4
/
2
8

「
く

ま
も

と
森

都
心

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ」

指
定

管
理

者
申

請
書

※
様

式
第

1
号

申
請

書
(添

付
書

類
：
様

式
第

2
号

事
業

計
画

書
、

様
式

第
3
号

収
支

予
算

書
）

農
水

商
工

局
商

工
振

興
部

産
業

政
策

課

取
り

下
げ

取
り

下
げ

5
/
2
7

4
2

4
/
2
8

「
熊

本
市

子
ど

も
文

化
会

館
」
指

定
管

理
者

申
請

書
※

様
式

第
1
号

申
請

書
(添

付
書

類
：
様

式
第

2
号

事
業

計
画

書
、

様
式

第
3
号

収
支

予
算

書
）

子
ど

も
未

来
局

子
ど

も
育

成
部

子
ど

も
政

策
課

「
熊

本
市

子
ど

も
文

化
会

館
」
指

定
管

理
者

申
請

書
※

様
式

第
1
号

申
請

書
(添

付
書

類
：
様

式
第

2
号

事
業

計
画

書
、

様
式

第
3
号

収
支

予
算

書
）

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

5
/
1
0

6
/
1
0

4
3

4
/
2
8

「
東

部
交

流
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

」
指

定
管

理
者

申
請

書
※

様
式

第
1
号

申
請

書
(添

付
書

類
：
様

式
第

2
号

事
業

計
画

書
、

様
式

第
3
号

収
支

予
算

書
）

環
境

保
全

局
環

境
事

業
部

東
部

環
境

工
場

有
5
/
2
7

平
成

2
2
年

「
東

部
交

流
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

」
指

定
管

理
者

に
応

募
し

た
申

請
書

※
様

式
第

1
号

申
請

書
及

び
添

付
資

料
（
様

式
第

2
号

事
業

計
画

書
、

様
式

第
3
号

収
支

予
算

書
）

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

5
/
2
7

6
/
1
0

4
4

5
/
2

平
成

2
3
年

4
月

1
4
日

～
5
月

2
日

に
お

い
て

新
し

く
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

の
施

設
一

覧
。

項
目

と
し

て
屋

号
、

所
在

地
、

電
話

番
号

、
申

請
者

氏
名

、
許

可
日

。

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

2
3
年

4
月

1
4
日

～
5
月

2
日

に
お

い
て

新
し

く
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

の
施

設
一

覧
。

項
目

と
し

て
屋

号
、

所
在

地
、

電
話

番
号

、
申

請
者

氏
名

、
許

可
日

。
開

示
5
/
9

5
/
1
0

4
5

5
/
2

子
飼

新
大

江
線

外
現

場
技

術
業

務
委

託
（
H

2
3
.4

.1
3
開

札
）

金
入

設
計

書
（
第

1
号

単
価

表
を

含
む

）
都

市
建

設
局

土
木

部
道

路
整

備
課

子
飼

新
大

江
線

外
現

場
技

術
業

務
委

託
（
H

2
3
.4

.1
3
開

札
）

金
入

設
計

書
（
第

1
号

単
価

表
を

含
む

）
開

示
5
/
9

5
/
1
7

4
6

5
/
2

舞
原

東
西

3
号

線
外

1
路

線
測

量
設

計
業

務
委

託
（
H

2
3
.4

.1
3
開

札
）

金
入

設
計

書
（
第

1
～

5
号

施
行

内
訳

表
を

含
む

）
企

画
財

政
局

城
南

総
合

支
所

建
設

課

舞
原

東
西

3
号

線
外

1
路

線
測

量
設

計
業

務
委

託
金

入
設

計
書

（
第

1
～

5
号

施
行

内
訳

表
を

含
む

）
開

示
5
/
1
1

5
/
1
7

4
7

5
/
6

以
下

の
各

項
目

に
関

連
す

る
ｺ
ﾝ

ｻ
ﾙ

ﾃ
ｨﾝ

ｸ
ﾞ業

務
(調

査
・
分

析
含

む
）
の

業
務

委
託

入
札

結
果

(契
約

企
業

・
契

約
金

額
）
　

H
2
0
年

5
/
1
～

H
2
3
年

4
/
3
0
ま

で
　

・
経

営
/
事

業
戦

略
の

策
定

・
進

捗
管

理

企
画

財
政

局
企

画
情

報
部

企
画

課

以
下

の
各

項
目

に
関

連
す

る
ｺ
ﾝ

ｻ
ﾙ

ﾃ
ｨﾝ

ｸ
ﾞ業

務
(調

査
・
分

析
含

む
）
の

業
務

委
託

入
札

結
果

(契
約

企
業

・
契

約
全

部
）
　

H
2
0
年

5
/
1
～

H
2
3
年

4
/
3
0
ま

で
　

・
経

営
/
事

業
戦

略
の

策
定

・
進

捗
管

理
開

示
5
/
1
1

5
/
1
8

郵
送

4
8

5
/
6

以
下

の
各

項
目

に
関

連
す

る
ｺ
ﾝ

ｻ
ﾙ

ﾃ
ｨﾝ

ｸ
ﾞ業

務
(調

査
・
分

析
含

む
）
の

業
務

委
託

入
札

結
果

(契
約

企
業

・
契

約
金

額
）
　

H
2
0
年

5
/
1
～

H
2
3
年

4
/
3
0
ま

で
　

・
組

織
改

革
・
再

編
(指

定
管

理
者

制
度

・
P
F

I法
の

導
入

、
独

法
化

含
む

）
・
業

務
改

善
・
効

率
化

(委
託

含
む

）

総
務

局
総

務
部

行
政

経
営

課

以
下

の
各

項
目

に
関

連
す

る
ｺ
ﾝ

ｻ
ﾙ

ﾃ
ｨﾝ

ｸ
ﾞ業

務
(調

査
・
分

析
含

む
）
の

業
務

委
託

入
札

結
果

(契
約

企
業

・
契

約
全

部
）
　

H
2
0
年

5
/
1
～

H
2
3
年

4
/
3
0
ま

で
　

・
組

織
改

革
・
再

編
(指

定
管

理
者

制
度

・
P
F

I法
の

導
入

、
独

法
化

含
む

）
・
業

務
改

善
・
効

率
化

(委
託

含
む

）

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

5
/
9

4
9

5
/
6

以
下

の
各

項
目

に
関

連
す

る
ｺ
ﾝ

ｻ
ﾙ

ﾃ
ｨﾝ

ｸ
ﾞ業

務
(調

査
・
分

析
含

む
）
の

業
務

委
託

入
札

結
果

(契
約

企
業

・
契

約
金

額
）

H
2
0
年

5
/
1
～

H
2
3
年

4
/
3
0
ま

で
　

・
IT

戦
略

・
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
導

入

企
画

財
政

局
企

画
情

報
部

情
報

政
策

課

総
合

行
政

情
報

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
最

適
化

基
本

計
画

策
定

業
務

委
託

の
契

約
企

業
及

び
契

約
金

額
（
IT

戦
略

・
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
導

入
に

関
連

す
る

ｺ
ﾝ

ｻ
ﾙ

ﾃ
ｨﾝ

ｸ
ﾞ(
調

査
・
分

析
含

む
）
業

務
委

託
の

契
約

企
業

及
び

契
約

金
額

の
結

果
）

開
示

5
/
1
2

5
/
1
8

郵
送

5
0

5
/
6

以
下

の
各

項
目

に
関

連
す

る
ｺ
ﾝ

ｻ
ﾙ

ﾃ
ｨﾝ

ｸ
ﾞ業

務
(調

査
・
分

析
含

む
）
の

業
務

委
託

入
札

結
果

(契
約

企
業

・
契

約
金

額
）
　

H
2
0
年

5
/
1
～

H
2
3
年

4
/
3
0
ま

で
　

・
人

事
制

度
改

革
(等

級
、

報
酬

、
評

価
制

度
）

総
務

局
総

務
部

人
事

課

・
人

事
制

度
改

革
(等

級
報

酬
評

価
制

度
）

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

5
/
9

5
1

5
/
6

以
下

の
各

項
目

に
関

連
す

る
ｺ
ﾝ

ｻ
ﾙ

ﾃ
ｨﾝ

ｸ
ﾞ業

務
(調

査
・
分

析
含

む
）
の

業
務

委
託

入
札

結
果

(契
約

企
業

・
契

約
金

額
）

H
2
0
年

5
/
1
～

H
2
3
年

4
/
3
0
ま

で
　

・
公

営
企

業
の

統
合

・
再

編

上
下

水
道

局
総

務
部

総
務

課

以
下

の
各

項
目

に
関

連
す

る
ｺ
ﾝ

ｻ
ﾙ

ﾃ
ｨﾝ

ｸ
ﾞ業

務
(調

査
・
分

析
含

む
）
の

業
務

委
託

入
札

結
果

(契
約

企
業

・
契

約
金

額
）

H
2
0
年

5
/
1
～

H
2
3
年

4
/
3
0
ま

で
　

・
公

営
企

業
の

統
合

・
再

編
不

存
在

第
1
1
条

第
2
項

5
/
1
2

健
康

福
祉

局
健

康
政

策
部

健
康

福
祉

政
策

課
3
9

4
/
2
6

○
熊

本
市

食
の

安
全

安
心

・
食

育
推

進
会

議
公

募
委

員
・
選

考
に

伴
う

資
料

等
。

1
.応

募
原

稿
に

対
す

る
評

価
基

準
等

の
取

扱
規

定
等

の
内

容
の

わ
か

る
資

料
一

式
。

2
.面

接
に

対
す

る
評

価
基

準
等

の
取

扱
等

の
内

容
の

わ
か

る
資

料
等

一
式

。
3
.応

募
者

全
員

の
応

募
原

稿
評

価
点

数
の

わ
か

る
資

料
。

4
.応

募
者

全
員

の
面

接
評

価
点

数
の

わ
か

る
資

料
。

5
.応

募
原

稿
・
面

接
の

選
考

委
員

の
役

職
名

と
氏

名
。

6
.応

募
者

全
員

の
応

募
原

稿
の

中
で

の
個

人
情

報
を

除
い

た
応

募
原

稿
。

7
.応

募
原

稿
へ

の
評

価
基

準
の

基
と

な
る

熊
本

市
が

期
待

し
て

い
る

百
点

満
点

の
模

範
回

答
書

。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

5
2

5
/
6

以
下

の
各

項
目

に
関

連
す

る
ｺ
ﾝ

ｻ
ﾙ

ﾃ
ｨﾝ

ｸ
ﾞ業

務
(調

査
・
分

析
含

む
）
の

業
務

委
託

入
札

結
果

(契
約

企
業

・
契

約
金

額
）

H
2
0
年

5
/
1
～

H
2
3
年

4
/
3
0
ま

で
　

・
公

営
企

業
の

統
合

・
再

編

病
院

局
経

営
企

画
課

以
下

の
各

項
目

に
関

連
す

る
ｺ
ﾝ

ｻ
ﾙ

ﾃ
ｨﾝ

ｸ
ﾞ業

務
(調

査
・
分

析
含

む
）
の

業
務

委
託

入
札

結
果

(契
約

企
業

・
契

約
金

額
）

H
2
0
年

5
/
1
～

H
2
3
年

4
/
3
0
ま

で
　

・
公

営
企

業
の

統
合

・
再

編
不

存
在

第
1
1
条

第
2
項

5
/
1
2

5
3

5
/
6

以
下

の
各

項
目

に
関

連
す

る
ｺ
ﾝ

ｻ
ﾙ

ﾃ
ｨﾝ

ｸ
ﾞ業

務
(調

査
・
分

析
含

む
）
の

業
務

委
託

入
札

結
果

(契
約

企
業

・
契

約
金

額
）

H
2
0
年

5
/
1
～

H
2
3
年

4
/
3
0
ま

で
　

・
公

営
企

業
の

統
合

・
再

編

交
通

局
総

務
課

以
下

の
各

項
目

に
関

連
す

る
ｺ
ﾝ

ｻ
ﾙ

ﾃ
ｨﾝ

ｸ
ﾞ業

務
(調

査
・
分

析
含

む
）
の

業
務

委
託

入
札

結
果

(契
約

企
業

・
契

約
金

額
）

・
公

営
企

業
の

統
合

・
再

編
不

存
在

第
1
1
条

第
2
項

5
/
1
6

5
4

5
/
6

○
-
△

-
□

　
×

法
人

●
平

成
▲

年
■

月
◎

日
消

防
出

動
そ

の
時

の
消

防
活

動
記

録
並

び
に

焼
け

た
物

件

消
防

局
総

務
課

平
成

▲
年

■
月

◎
日

○
-
△

-
□

　
×

法
人

●
に

お
け

る
消

防
活

動
記

録
並

び
に

焼
け

た
物

件
開

示
（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
5
/
1
8

5
/
2
0

5
5

5
/
6

東
部

地
区

（
1
工

区
）
公

園
除

草
業

務
委

託
東

部
地

区
（
3
工

区
）
公

園
除

草
業

務
委

託
東

部
地

区
（
4
工

区
）
公

園
除

草
業

務
委

託
東

部
地

区
（
5
工

区
）
公

園
除

草
業

務
委

託
　

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

東
部

地
区

（
1
工

区
）
公

園
除

草
業

務
委

託
東

部
地

区
（
3
工

区
）
公

園
除

草
業

務
委

託
東

部
地

区
（
4
工

区
）
公

園
除

草
業

務
委

託
東

部
地

区
（
5
工

区
）
公

園
除

草
業

務
委

託
　

金
入

設
計

書

開
示

5
/
1
0

5
/
2
0

5
6

5
/
6

水
前

寺
江

津
湖

公
園

（
2
工

区
）
除

草
業

務
委

託
水

前
寺

江
津

湖
公

園
（
出

水
地

区
）
維

持
管

理
業

務
委

託
水

前
寺

江
津

湖
公

園
（
1
工

区
）
除

草
業

務
委

託
　

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

水
前

寺
江

津
湖

公
園

（
2
工

区
）
除

草
業

務
委

託
水

前
寺

江
津

湖
公

園
（
出

水
地

区
）
維

持
管

理
業

務
委

託
水

前
寺

江
津

湖
公

園
（
1
工

区
）
除

草
業

務
委

託
　

金
入

設
計

書
開

示
5
/
1
0

5
/
2
0

5
7

5
/
6

西
部

地
区

公
園

除
草

（
7
工

区
）
業

務
委

託
西

部
地

区
公

園
除

草
（
5
工

区
）
業

務
委

託
西

部
地

区
公

園
除

草
（
3
工

区
）
業

務
委

託
西

部
地

区
(1

工
区

）
公

園
管

理
業

務
委

託
〔
単

価
契

約
〕

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

西
部

地
区

公
園

除
草

（
7
工

区
）
業

務
委

託
西

部
地

区
公

園
除

草
（
5
工

区
）
業

務
委

託
西

部
地

区
公

園
除

草
（
3
工

区
）
業

務
委

託
西

部
地

区
(1

工
区

）
公

園
管

理
業

務
委

託
〔
単

価
契

約
〕

金
入

設
計

書

開
示

5
/
1
6

5
/
2
0

5
8

5
/
6

北
部

地
区

（
1
工

区
）
公

園
管

理
業

務
委

託
〔
単

価
契

約
〕

北
部

地
区

（
2
工

区
）
公

園
管

理
業

務
委

託
〔
単

価
契

約
〕

北
部

地
区

公
園

除
草

（
4
工

区
）
業

務
委

託
北

部
地

区
公

園
除

草
（
5
工

区
）
業

務
委

託
北

部
（
2
工

区
）
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

　
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

北
部

地
区

（
1
工

区
）
公

園
管

理
業

務
委

託
〔
単

価
契

約
〕

北
部

地
区

（
2
工

区
）
公

園
管

理
業

務
委

託
〔
単

価
契

約
〕

北
部

地
区

公
園

除
草

（
4
工

区
）
業

務
委

託
北

部
地

区
公

園
除

草
（
5
工

区
）
業

務
委

託
北

部
（
2
工

区
）
街

路
樹

管
理

業
務

委
託

　
金

入
設

計
書

開
示

5
/
1
0

5
/
2
0

5
9

5
/
6

八
景

水
谷

公
園

除
草

業
務

委
託

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

八
景

水
谷

公
園

除
草

業
務

委
託

金
入

設
計

書
開

示
5
/
1
0

5
/
2
0

6
0

5
/
6

熊
本

城
内

・
千

葉
城

公
園

外
8
公

園
及

び
特

別
史

跡
管

理
業

務
委

託
金

入
設

計
書

観
光

文
化

交
流

局
観

光
交

流
部

熊
本

城
総

合
事

務
所

熊
本

城
内

・
千

葉
城

公
園

外
8
公

園
及

び
特

別
史

跡
管

理
業

務
委

託
金

入
設

計
書

開
示

5
/
1
6

5
/
2
0

6
1

5
/
6

緑
の

じ
ゅ

う
た

ん
管

理
（
熊

本
駅

前
電

停
-
田

崎
橋

電
停

）
業

務
委

託
金

入
設

計
書

環
境

保
全

局
環

境
保

全
部

緑
保

全
課

工
事

番
号

　
1
1
0
0
0
6
5

緑
の

じ
ゅ

う
た

ん
管

理
（
熊

本
駅

前
電

停
-
田

崎
橋

電
停

）
業

務
委

託
金

入
設

計
書

開
示

5
/
1
0

5
/
2
0

6
2

5
/
6

開
示

情
報

を
取

り
出

し
た

時
点

で
の

許
可

一
覧

　
・
飲

食
店

営
業

許
可

申
請

状
況

閲
覧

　
情

報
提

供
範

囲
　

熊
本

市
内

一
円

。
既

存
施

設
全

て
。

依
頼

項
目

　
申

請
者

氏
名

(法
人

の
名

称
）
　

営
業

施
設

名
称

(屋
号

）
　

営
業

施
設

所
在

地
　

営
業

施
設

電
話

番
号

　
許

可
年

月
日

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

開
示

情
報

を
取

り
出

し
た

時
点

に
お

い
て

営
業

許
可

を
受

け
て

い
る

飲
食

店
営

業
(一

般
食

堂
）
施

設
一

覧
（
項

目
：
申

請
者

氏
名

、
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
電

話
番

号
、

初
許

可
日

）

開
示

5
/
2
4

5
/
2
7

6
3

5
/
9

平
成

2
2
年

度
工

事
名

　
豊

田
団

地
集

会
所

機
械

設
備

工
事

工
事

場
所

　
熊

本
市

植
木

町
大

字
今

藤
地

内
　

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
建

築
部

設
備

課

豊
田

団
地

集
会

所
機

械
設

備
工

事
金

入
設

計
書

開
示

5
/
1
2

5
/
1
8
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

6
4

5
/
1
0

都
市

計
画

事
業

　
杉

島
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(4
2
2
工

区
）

都
市

計
画

事
業

　
杉

島
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(4
2
3
工

区
）

都
市

計
画

事
業

　
城

南
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(4
5
1
工

区
）

都
市

計
画

事
業

　
杉

島
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(4
2
4
工

区
）

都
市

計
画

事
業

　
岩

野
小

野
汚

水
幹

線
及

び
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(4
2
9
工

区
）

都
市

計
画

事
業

　
岩

野
小

野
汚

水
幹

線
及

び
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(4
3
0
工

区
）

都
市

計
画

事
業

　
城

南
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(4
5
0
工

区
）

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
4
号

線
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(4

3
9
工

区
）

都
市

計
画

事
業

　
岩

野
小

野
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(4
3
2
工

区
）
　

金
入

設
計

書
(施

行
単

価
ま

で
す

べ
て

）

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

都
市

計
画

事
業

　
杉

島
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(4
2
2
工

区
）

都
市

計
画

事
業

　
杉

島
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(4
2
3
工

区
）

都
市

計
画

事
業

　
城

南
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(4
5
1
工

区
）

都
市

計
画

事
業

　
杉

島
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(4
2
4
工

区
）

都
市

計
画

事
業

　
岩

野
小

野
汚

水
幹

線
及

び
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(4
2
9
工

区
）

都
市

計
画

事
業

　
岩

野
小

野
汚

水
幹

線
及

び
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(4
3
0
工

区
）

都
市

計
画

事
業

　
城

南
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(4
5
0
工

区
）

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
4
号

線
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(4

3
9
工

区
）

都
市

計
画

事
業

　
岩

野
小

野
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(4
3
2
工

区
）
　

金
入

設
計

書

開
示

5
/
2
2

6
/
1

6
5

5
/
1
0

開
札

日
　

2
0
0
9
/
7
/
1
8

都
市

計
画

事
業

　
　

北
部

汚
水

1
3
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
0
1
工

区
）
　

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

都
市

計
画

事
業

　
　

北
部

汚
水

1
3
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
0
1
工

区
）
　

金
入

設
計

書
開

示
5
/
1
7

5
/
2
4

6
6

5
/
1
0

開
札

日
　

2
0
1
0
/
3
/
3

大
鳥

居
町

第
一

号
線

道
路

改
良

工
事

(そ
の

1
）
　

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

大
鳥

居
町

第
一

号
線

道
路

改
良

工
事

(そ
の

1
）

金
入

設
計

書
開

示
5
/
1
6

5
/
2
4

6
7

5
/
1
0

平
成

2
1
年

度
地

域
ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

月
別

利
用

状
況

(人
数

）
市

民
生

活
局

市
民

生
活

部
地

域
づ

く
り

推
進

課

平
成

2
1
年

度
地

域
ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

月
別

利
用

状
況

(人
数

）
開

示
5
/
1
8

5
/
2
0

6
8

5
/
1
2

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

の
様

式
3
号

（
平

成
2
3
年

2
月

1
1
日

～
3
月

1
0
日

届
出

分
）

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

開
発

景
観

課

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

の
様

式
3
号

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
5
/
1
2

5
/
1
8

6
9

5
/
1
2

平
成

2
3
年

2
月

2
8
日

実
施

、
住

居
表

示
地

区
下

硯
川

1
丁

目
、

下
硯

川
2

丁
目

の
住

居
表

示
台

帳
の

写
し

図
面

市
民

生
活

局
市

民
生

活
部

地
籍

調
査

課

平
成

2
3
年

2
月

2
8
日

実
施

、
住

居
表

示
地

区
下

硯
川

1
丁

目
、

下
硯

川
2

丁
目

の
住

居
表

示
台

帳
開

示
（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
5
/
1
8

5
/
1
9

7
0

5
/
1
2

H
2
2
年

度
分

　
社

会
福

祉
法

人
○

△
指

導
監

査
結

果
健

康
福

祉
局

指
導

監
査

課

平
成

2
2
年

度
実

施
分

社
会

福
祉

法
人

○
△

・
指

導
監

査
結

果
　

　
　

　
　

　
〃

　
　

　
　

　
　

　
改

善
報

告
書

及
び

添
付

資
料

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

5
/
2
5

5
/
3
1

7
1

5
/
1
2

H
2
2
年

度
分

　
社

会
福

祉
法

人
○

△
改

善
報

告
書

及
び

添
付

資
料

健
康

福
祉

局
保

健
福

祉
部

障
が

い
保

健
福

祉
課

平
成

2
2
年

度
実

施
分

社
会

福
祉

法
人

○
△

・
指

導
監

査
結

果
　

　
　

　
　

　
〃

　
　

　
　

　
　

　
改

善
報

告
書

及
び

添
付

資
料

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

5
/
2
5

5
/
3
1

7
2

5
/
1
3

下
油

田
公

園
樹

木
伐

採
業

務
委

託
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

公
園

課

下
油

田
公

園
樹

木
伐

採
業

務
委

託
金

入
設

計
書

開
示

5
/
1
7

5
/
2
6

7
3

5
/
1
3

立
田

山
憩

の
森

下
草

刈
(北

地
区

）
業

務
委

託
立

田
山

憩
の

森
下

草
刈

(南
地

区
）
業

務
委

託
金

入
設

計
書

環
境

保
全

局
環

境
保

全
部

緑
保

全
課

立
田

山
憩

の
森

下
草

刈
(北

地
区

）
業

務
委

託
立

田
山

憩
の

森
下

草
刈

(南
地

区
）
業

務
委

託
金

入
設

計
書

開
示

5
/
2
4

5
/
2
6

7
4

5
/
1
3

西
部

環
境

工
場

植
栽

管
理

業
務

委
託

金
入

設
計

書
環

境
保

全
局

環
境

事
業

部
西

部
環

境
工

場

西
部

環
境

工
場

植
栽

管
理

業
務

委
託

金
入

設
計

書
開

示
5
/
2
0

5
/
2
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

熊
本

市
競

輪
事

業
に

お
け

る
新

聞
広

告
の

契
約

状
況

が
わ

か
る

資
料

2
0
0
7
年

度
～

2
0
0
8
年

度
分

ま
で

開
示

5
/
3
1

6
/
6

熊
本

市
競

輪
事

業
に

お
け

る
新

聞
広

告
の

契
約

状
況

が
わ

か
る

資
料

2
0
0
7
年

度
～

2
0
0
8
年

度
分

ま
で

見
積

書
の

担
当

者
名

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
5
/
3
1

6
/
6

7
6

5
/
2
0

平
成

2
2
年

4
月

1
日

～
平

成
2
3
年

5
月

1
9
日

ま
で

に
新

し
く

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
・
店

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

許
可

日
・
届

出
者

、
面

積
(席

数
）

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

2
2
年

4
月

1
日

～
平

成
2
3
年

5
月

1
9
日

ま
で

に
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
営

業
（
仕

出
・
弁

当
･惣

菜
・
移

動
･屋

台
・
仮

設
・
自

販
機

･
そ

の
他

を
除

く
）
施

設
一

覧
（
項

目
：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
電

話
番

号
、

許
可

日
、

申
請

者
氏

名
）

開
示

5
/
2
7

5
/
3
1

7
7

5
/
2
4

平
成

1
8
年

4
月

1
日

～
平

成
2
3
年

5
月

3
1
日

現
在

に
お

け
る

、
熊

本
市

城
山

校
区

内
の

農
地

法
第

3
条

及
び

同
法

第
5
条

の
許

可
が

な
さ

れ
た

農
地

(田
）
の

、
土

地
の

所
在

、
面

積
、

許
可

年
月

日
及

び
売

買
価

格

農
業

委
員

会
事

務
局

〔
件

名
〕
平

成
1
8
年

4
月

1
日

～
平

成
2
3
年

5
月

2
7
日

現
在

ま
で

に
お

け
る

、
熊

本
市

城
山

校
区

内
の

農
地

法
第

3
条

及
び

同
法

第
5
条

の
許

可
が

な
さ

れ
た

農
地

(田
）
の

、
土

地
の

所
在

、
面

積
、

許
可

年
月

日
及

び
売

買
価

格
〔
冊

子
名

〕
農

地
関

係
申

請
届

出
書

綴
り

（
H

1
8
.4

月
分

～
H

2
3
.5

月
）

〔
文

書
名

〕
・
農

地
法

第
3
条

の
規

定
に

よ
る

許
可

申
請

書
（
閲

覧
内

容
：
土

地
の

所
在

、
面

積
、

許
可

年
月

日
…

※
1
、

売
買

価
格

）
・
農

地
法

第
5
条

の
規

定
に

よ
る

許
可

申
請

書
（
閲

覧
内

容
：
土

地
の

所
在

、
面

積
、

許
可

年
月

日
…

※
1
、

売
買

価
格

）
上

記
許

可
申

請
書

の
う

ち
、

所
有

権
移

転
(売

買
）
の

申
請

内
容

で
あ

っ
て

、
か

つ
、

許
可

が
な

さ
れ

た
も

の
を

抽
出

し
て

開
示

を
行

う
こ

と
と

す
る

。

開
示

5
/
2
7

6
/
2

7
8

5
/
2
4

平
成

1
8
年

4
月

1
日

～
平

成
2
3
年

5
月

3
1
日

現
在

に
お

け
る

、
熊

本
市

白
坪

校
区

内
の

農
地

法
第

3
条

及
び

同
法

第
5
条

の
許

可
が

な
さ

れ
た

農
地

(田
）
の

、
土

地
の

所
在

、
面

積
、

許
可

年
月

日
及

び
売

買
価

格
農

業
委

員
会

事
務

局

平
成

1
8
年

4
月

1
日

～
平

成
2
3
年

5
月

3
1
日

現
在

に
お

け
る

、
熊

本
市

白
坪

校
区

内
の

農
地

法
第

3
条

及
び

同
法

第
5
条

の
許

可
が

な
さ

れ
た

農
地

(田
）
の

、
土

地
の

所
在

、
面

積
、

許
可

年
月

日
及

び
売

買
価

格
不

存
在

第
1
1
条

第
2
項

5
/
2
7

7
9

5
/
2
4

健
軍

川
改

修
工

事
（
5
K

0
0
0
-
5
K

1
0
0
）

金
入

設
計

書
(施

行
単

価
ま

で
す

べ
て

）
都

市
建

設
局

都
市

整
備

部
河

川
課

健
軍

川
改

修
工

事
（
5
K

0
0
0
-
5
K

1
0
0
）

金
入

設
計

書
開

示
5
/
2
7

6
/
3

8
0

5
/
2
4

船
津

野
出

第
1
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

(施
行

単
価

ま
で

す
べ

て
）

都
市

建
設

局
土

木
部

道
路

整
備

課

平
成

2
3
年

4
月

1
3
日

開
札

船
津

野
出

第
1
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

5
/
3
0

6
/
3

8
1

5
/
2
4

健
軍

町
第

7
5
線

外
1
路

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

(施
行

単
価

ま
で

す
べ

て
）

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

健
軍

町
第

7
5
線

外
1
路

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

5
/
2
5

6
/
3

8
2

5
/
2
4

河
内

第
3
号

線
外

１
路

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

(施
行

単
価

ま
で

す
べ

て
）

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
内

分
室

平
成

2
3
年

4
月

1
3
日

入
札

河
内

第
3
号

線
外

１
路

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

5
/
2
6

6
/
3

8
3

5
/
2
4

木
部

第
6
8
号

線
他

1
路

線
道

路
改

良
工

事
平

面
図

-
1
、

-
2
、

-
3

横
断

図
-
1
、

-
2
、

-
3

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

木
部

第
6
8
号

線
他

1
路

線
道

路
改

良
工

事
の

設
計

図
書

（
平

面
図

・
横

断
図

）
開

示
5
/
3
0

5
/
3
1

8
4

5
/
2
4

過
去

3
年

間
(平

成
2
0
年

6
月

1
日

か
ら

平
成

2
3
年

5
月

3
1
日

ま
で

）
の

間
に

都
市

建
設

局
及

び
上

下
水

道
局

の
各

課
が

法
制

室
に

提
出

し
た

、
熊

本
市

の
顧

問
弁

護
士

へ
の

法
律

相
談

結
果

報
告

書
の

写
し

。

総
務

局
総

務
部

総
務

課
法

制
室

法
律

相
談

結
果

報
告

書
開

示
（
一

部
請

求
拒

否
）

5
号

　
審

議
検

討
に

関
す

る
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報

6
/
3

6
/
9

郵
送

8
5

5
/
2
4

過
去

3
年

間
(平

成
2
0
年

6
月

1
日

か
ら

平
成

2
3
年

5
月

3
1
日

ま
で

）
の

間
に

、
個

人
又

は
法

人
に

対
し

て
何

ら
か

の
争

い
の

解
決

の
た

め
に

市
側

が
示

談
金

を
支

払
っ

た
例

が
あ

れ
ば

、
そ

の
示

談
書

と
示

談
金

の
算

出
根

拠
が

判
る

見
積

書
等

の
資

料
の

写
し

。
但

し
、

裁
判

で
の

和
解

に
よ

る
も

の
は

除
く

。

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

都
市

計
画

課

示
談

書
お

よ
び

示
談

金
の

算
出

根
拠

資
料

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

6
/
7

6
/
9

郵
送

農
水

商
工

局
競

輪
事

務
所

7
5

5
/
1
7

熊
本

市
競

輪
事

業
に

お
け

る
新

聞
広

告
の

契
約

状
況

が
わ

か
る

資
料

2
0
0
7
年

度
～

2
0
0
8
年

度
分

ま
で

‐23‐



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

8
6

5
/
2
4

過
去

3
年

間
(平

成
2
0
年

6
月

1
日

か
ら

平
成

2
3
年

5
月

3
1
日

ま
で

）
の

間
に

、
個

人
又

は
法

人
に

対
し

て
何

ら
か

の
争

い
の

解
決

の
た

め
に

市
側

が
示

談
金

を
支

払
っ

た
例

が
あ

れ
ば

、
そ

の
示

談
書

と
示

談
金

の
算

出
根

拠
が

判
る

見
積

書
等

の
資

料
の

写
し

。
但

し
、

裁
判

で
の

和
解

に
よ

る
も

の
は

除
く

。

上
下

水
道

局
総

務
部

総
務

課

過
去

3
年

間
(平

成
2
0
年

6
月

1
日

か
ら

平
成

2
3
年

5
月

3
1
日

ま
で

）
の

間
に

、
個

人
又

は
法

人
に

対
し

て
何

ら
か

の
争

い
の

解
決

の
た

め
に

市
側

が
示

談
金

を
支

払
っ

た
例

が
あ

れ
ば

、
そ

の
示

談
書

と
示

談
金

の
算

出
根

拠
が

判
る

見
積

書
等

の
資

料
の

写
し

。
但

し
、

裁
判

で
の

和
解

に
よ

る
も

の
は

除
く

。

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

6
/
8

6
/
9

郵
送

8
7

5
/
2
6

○
校

区
第

△
町

内
公

民
館

収
支

報
告

書
、

役
員

報
酬

平
成

2
0
年

度
分

か
ら

市
民

生
活

局
市

民
生

活
部

地
域

づ
く

り
推

進
課

平
成

2
0
年

度
及

び
平

成
2
1
年

度
○

校
区

第
△

町
内

公
民

館
決

算
書

開
示

6
/
1

6
/
1

8
8

5
/
2
6

・
開

示
請

求
を

取
り

出
し

た
時

点
で

の
一

覧
・
宿

泊
業

の
中

で
飲

食
店

を
経

営
し

て
い

て
届

け
て

い
る

業
者

・
製

造
業

と
し

て
届

け
て

い
る

業
者

　
・
代

表
者

・
住

所
･業

種

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

・
飲

食
旅

館
業

を
届

け
出

て
い

る
施

設
一

覧
・
製

造
業

を
届

け
出

て
い

る
施

設
一

覧
（
項

目
：
業

種
、

申
請

者
氏

名
、

申
請

者
住

所
、

屋
号

、
営

業
所

所
在

地
）

開
示

6
/
9

6
/
9

8
9

5
/
3
0

都
市

計
画

道
路

新
土

河
原

出
水

線
の

道
路

工
事

の
地

質
調

査
の

資
料

(ﾎ
ﾞｰ

ﾘﾝ
ｸ
ﾞ位

置
図

、
柱

状
図

等
）

(出
来

れ
ば

、
蓮

台
寺

3
丁

目
新

蓮
台

寺
隧

道
付

近
の

資
料

）

都
市

建
設

局
土

木
部

道
路

整
備

課

都
市

計
画

道
路

新
土

河
原

出
水

線
の

道
路

工
事

の
地

質
調

査
資

料
(ﾎ

ﾞｰ
ﾘﾝ

ｸ
ﾞ位

置
図

、
柱

状
図

）
開

示
6
/
2

6
/
2

9
0

5
/
3
0

○
第

2
次

・
熊

本
市

自
治

基
本

条
例

の
（
自

治
の

基
本

理
念

）
第

3
条

、
（
自

治
運

営
の

基
本

原
則

）
第

4
条

、
（
市

民
の

責
務

）
第

6
条

、
等

に
基

づ
き

、
平

成
2
3
年

5
月

1
1
日

（
水

）
・
△

□
公

民
館

・
に

行
わ

れ
た

地
元

有
志

と
の

「
熊

本
駅

周
辺

の
整

備
に

つ
い

て
・
等

」
の

内
容

が
話

し
合

わ
れ

た
と

の
事

で
あ

る
が

、
1
.そ

の
内

容
が

わ
か

る
会

議
録

等
→

説
明

内
容

・
質

疑
応

答
･等

の
わ

か
る

も
の

、
そ

の
時

使
用

し
た

配
布

資
料

等
2
.出

席
し

た
熊

本
県

担
当

者
名

・
熊

本
市

担
当

者
名

3
.出

席
し

た
地

元
有

志
の

名
前

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

1
.平

成
2
3
年

5
月

1
1
日

（
水

）
・
△

□
公

民
館

で
行

わ
れ

た
地

元
有

志
と

の
「
熊

本
駅

周
辺

の
整

備
に

つ
い

て
等

」
の

内
容

が
話

し
合

わ
れ

た
が

、
①

内
容

の
わ

か
る

会
議

録
等

（
説

明
内

容
・
質

疑
応

答
等

、
使

用
し

た
配

布
資

料
等

）
②

出
席

し
た

県
市

の
担

当
者

名
③

出
席

し
た

地
元

有
志

の
名

前
不

存
在

第
1
1
条

第
2
項

6
/
1
0

9
1

5
/
3
0

熊
本

市
道

龍
田

町
弓

削
第

2
0
号

線
（
1
0
-
2
2
6
）

道
路

台
帳

整
備

事
業

昭
和

6
1
年

9
月

1
7
日

立
会

調
書

お
よ

び
確

認
書

、
字

図
、

境
界

点
網

図

都
市

建
設

局
土

木
部

土
木

管
理

課

熊
本

市
道

、
龍

田
町

弓
削

第
2
0
号

線
（
1
0
-
2
2
6
）

道
路

台
帳

整
備

事
業

昭
和

6
1
年

9
月

1
7
日

立
会

調
書

お
よ

び
確

認
書

、
字

図
、

境
界

点
網

図

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
6
/
1
4

6
/
1
6

9
2

5
/
3
1

平
成

2
2
年

1
0
月

6
日

開
札

坪
井

川
親

水
空

間
（
水

辺
の

広
場

）
整

備
工

事
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

平
成

2
2
年

1
0
月

6
日

開
札

坪
井

川
親

水
空

間
（
水

辺
の

広
場

）
整

備
工

事
の

設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書
開

示
6
/
9

6
/
1
0

平
成

2
2
年

度
市

議
会

議
員

の
政

務
調

査
費

収
支

報
告

書
事

務
所

届

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

6
/
1
5

6
/
1
6

有
7
/
1
5

8
/
3
1

平
成

2
2
年

度
市

議
会

議
員

の
政

務
調

査
費

領
収

書
開

示
（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

8
/
3
1

9
/
1

9
4

6
/
1

鶴
羽

田
町

改
寄

町
第

1
号

線
舗

装
打

換
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

鶴
羽

田
町

改
寄

町
第

1
号

線
舗

装
打

換
工

事
金

入
設

計
書

開
示

6
/
6

6
/
9

9
5

6
/
2

市
が

所
有

･使
用

・
管

理
す

る
施

設
の

火
災

リ
ス

ク
、

賠
償

リ
ス

ク
を

ど
の

様
な

方
法

で
回

避
し

て
い

る
か

　
例

･･
火

災
保

険
　

共
済

保
障

　
障

害
保

障
賠

償
保

障
制

度
　

そ
の

費
用

（
保

険
料

・
保

障
料

）
と

損
害

率

総
務

局
総

務
部

総
務

課

1
　

全
国

市
長

会
市

民
総

合
賠

償
補

償
保

険
加

入
証

2
　

平
成

2
3
年

度
保

険
加

入
類

型
と

保
険

金
額

及
び

平
成

2
2
年

度
損

害
率

　
資

料
開

示
6
/
1
5

6
/
1
5

9
6

6
/
2

市
民

活
動

（
自

治
会

活
動

）
　

賠
償

保
険

　
傷

害
保

険
の

保
険

料
（
保

障
料

）
と

損
害

率
　

ス
ポ

ー
ツ

団
体

の
練

習
中

も
対

象
と

す
る

か
　

非
所

有
自

動
車

（
借

用
自

動
車

）
に

よ
る

賠
償

責
任

市
民

生
活

局
市

民
生

活
部

市
民

協
働

推
進

課

市
民

活
動

（
自

治
会

活
動

）
　

賠
償

保
険

　
傷

害
保

険
の

保
険

料
（
保

障
料

）
と

損
害

率
　

ス
ポ

ー
ツ

団
体

の
練

習
中

も
対

象
と

す
る

か
　

非
所

有
自

動
車

（
借

用
自

動
車

）
に

よ
る

賠
償

責
任

開
示

6
/
8

6
/
1
5

9
7

6
/
2

市
が

所
有

･使
用

･管
理

す
る

自
動

車
の

種
類

と
台

数
　

保
険

（
共

済
）
の

付
保

内
容

　
保

障
料

合
計

　
割

引
　

損
害

率
企

画
財

政
局

財
務

部
車

両
管

理
課

市
が

所
有

･使
用

･管
理

す
る

自
動

車
の

種
類

と
台

数
　

保
険

（
共

済
）
の

付
保

内
容

　
保

障
料

合
計

　
割

引
　

損
害

率
開

示
6
/
1
3

6
/
1
5

9
8

6
/
2

熊
本

市
船

場
町

○
丁

目
△

-
□

図
面

国
有

財
産

譲
与

特
定

図
都

市
建

設
局

土
木

部
土

木
管

理
課

熊
本

市
船

場
町

○
丁

目
△

-
□

図
面

国
有

財
産

譲
与

特
定

図
開

示
6
/
1
4

6
/
1
7

9
3

6
/
1

平
成

2
2
年

度
市

議
会

議
員

の
政

務
調

査
費

領
収

書
（
全

員
分

）
収

支
報

告
書

（
全

員
分

）
事

務
所

届
（
全

員
分

）
議

会
事

務
局

総
務

課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

9
9

6
/
2

2
0
0
9
（
平

成
2
1
）
年

6
月

2
0
日

○
△

に
対

す
る

騒
音

測
定

の
記

録
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ

午
前

9
時

よ
り

午
前

1
0
時

ま
で

の
1
時

間
　

5
分

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ

環
境

保
全

局
環

境
保

全
部

環
境

企
画

課

平
成

2
1
年

6
月

2
0
日

の
騒

音
記

録
9
時

か
ら

1
0
時

ま
で

の
、

5
分

ご
と

の
ﾁ

ｬ
ｰ

ﾄ紙
開

示
6
/
6

6
/
8

1
0
0

6
/
2

平
成

2
2
年

8
月

2
4
日

開
札

水
前

寺
線

（
味

噌
天

神
前

停
留

場
～

水
前

寺
駅

通
停

留
場

間
）
軌

道
移

設
工

事
　

2
月

2
8
日

設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書

交
通

局
電

車
課

平
成

2
2
年

8
月

2
4
日

開
札

水
前

寺
線

（
味

噌
天

神
前

停
留

場
～

水
前

寺
駅

通
停

留
場

間
）
軌

道
移

設
工

事
　

2
月

2
8
日

設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書
開

示
6
/
6

6
/
9

1
0
1

6
/
2

平
成

2
3
年

5
月

3
日

～
6
月

2
日

に
お

い
て

新
し

く
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

の
施

設
一

覧
。

項
目

と
し

て
屋

号
、

所
在

地
、

電
話

番
号

、
申

請
者

氏
名

、
許

可
日

。

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

2
3
年

度
5
月

3
日

か
ら

平
成

2
3
年

度
6
月

2
日

に
お

い
て

新
し

く
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

営
業

（
移

動
販

売
業

、
仮

設
営

業
、

自
動

販
売

機
を

除
く

）
施

設
一

覧
。

（
項

目
：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
電

話
番

号
、

申
請

者
氏

名
、

許
可

日
）

開
示

6
/
7

6
/
1
3

1
0
2

6
/
3

健
軍

町
第

7
5
線

外
1
路

線
道

路
改

良
工

事
仮

設
日

数
計

算
都

市
建

設
局

土
木

部
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

健
軍

町
第

7
5
線

外
1
路

線
道

路
改

良
工

事
仮

設
日

数
計

算
開

示
6
/
6

6
/
1
6

1
0
3

6
/
3

河
内

小
学

校
体

育
倉

庫
設

置
工

事
金

入
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
施

設
課

河
内

小
学

校
体

育
倉

庫
設

置
工

事
金

入
設

計
書

開
示

6
/
7

6
/
8

1
0
4

6
/
6

・
ｻ

ｸ
ﾗ
公

園
外

2
公

園
樹

木
伐

採
業

務
委

託
・
瑞

厳
寺

公
園

樹
木

伐
採

業
務

委
託

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

公
園

課

・
ｻ

ｸ
ﾗ
公

園
外

2
公

園
樹

木
伐

採
業

務
委

託
・
瑞

厳
寺

公
園

樹
木

伐
採

業
務

委
託

金
入

設
計

書
開

示
6
/
8

6
/
2
3

1
0
5

6
/
6

・
桃

尾
墓

園
除

草
業

務
委

託
・
花

園
墓

地
外

1
墓

地
除

草
業

務
委

託
・
浦

山
墓

園
外

2
箇

所
除

草
業

務
委

託
　

金
入

設
計

書

健
康

福
祉

局
健

康
政

策
部

健
康

福
祉

政
策

課

・
桃

尾
墓

園
除

草
業

務
委

託
・
花

園
墓

地
外

1
墓

地
除

草
業

務
委

託
・
浦

山
墓

園
外

2
箇

所
除

草
業

務
委

託
　

金
入

請
求

書
開

示
6
/
8

6
/
2
3

1
0
6

6
/
6

・
立

田
山

配
水

池
外

8
箇

所
樹

木
剪

定
及

び
害

虫
防

除
業

務
委

託
・
健

軍
水

源
地

外
1
2
箇

所
樹

木
剪

定
及

び
害

虫
防

除
業

務
委

託
・
岩

倉
山

配
水

池
斜

面
樹

木
伐

採
及

び
除

草
業

務
委

託
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
部

水
源

課

①
立

田
山

配
水

池
外

8
箇

所
樹

木
剪

定
及

び
害

虫
防

除
業

務
委

託
②

健
軍

水
源

地
外

1
2
箇

所
樹

木
剪

定
及

び
害

虫
防

除
業

務
委

託
③

岩
倉

山
配

水
池

斜
面

樹
木

伐
採

及
び

除
草

業
務

委
託

金
入

設
計

書

開
示

6
/
9

6
/
2
3

1
0
7

6
/
6

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

樹
木

管
理

及
び

除
草

業
務

委
託

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

下
水

道
部

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

樹
木

管
理

及
び

除
草

業
務

委
託

金
入

設
計

書
開

示
6
/
8

6
/
2
3

1
0
8

6
/
6

城
南

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

植
栽

管
理

除
草

業
務

委
託

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

下
水

道
部

下
水

道
維

持
課

平
成

2
3
年

度
　

城
南

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

植
栽

管
理

除
草

業
務

委
託

金
入

設
計

書
開

示
6
/
8

6
/
2
3

1
0
9

6
/
6

西
部

地
区

公
園

除
草

（
8
工

区
）
業

務
委

託
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

西
部

地
区

公
園

除
草

（
8
工

区
）
業

務
委

託
金

入
設

計
書

開
示

6
/
7

6
/
2
3

1
1
0

6
/
6

熊
本

城
東

竹
の

丸
上

段
樹

木
環

境
整

備
業

務
委

託
金

入
設

計
書

観
光

文
化

交
流

局
観

光
交

流
部

熊
本

城
総

合
事

務
所

熊
本

城
東

竹
の

丸
上

段
樹

木
環

境
整

備
業

務
委

託
金

入
設

計
書

開
示

6
/
1
7

6
/
2
3

1
1
1

6
/
6

市
庁

舎
周

り
植

栽
物

保
守

管
理

業
務

委
託

金
入

設
計

書
企

画
財

政
局

財
務

部
管

財
課

市
庁

舎
周

り
植

栽
物

保
守

管
理

業
務

委
託

金
入

設
計

書
開

示
6
/
8

6
/
2
3

1
1
2

6
/
6

水
質

汚
濁

防
止

法
の

届
出

（
使

用
物

質
が

わ
か

る
最

新
の

も
の

）
住

所
：
熊

本
市

東
町

○
丁

目
△

番
□

名
称

：
×

●

環
境

保
全

局
環

境
保

全
部

水
保

全
課

取
り

下
げ

取
り

下
げ

6
/
1
3

1
1
3

6
/
6

位
置

指
定

道
路

　
概

要
書

S
3
3
-
0
8
7

※
平

成
1
4
年

1
2
.9

の
地

番
の

錯
誤

に
よ

る
再

指
定

に
関

す
る

書
面

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

位
置

指
定

道
路

　
概

要
書

S
3
3
-
0
8
7

※
平

成
1
4
年

1
2
.9

の
地

番
の

錯
誤

に
よ

る
再

指
定

に
関

す
る

書
面

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
6
/
1
4

6
/
2
0

1
1
4

6
/
7

ｻ
ｸ
ﾗ
公

園
外

2
公

園
樹

木
伐

採
業

務
委

託
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

公
園

課

ｻ
ｸ
ﾗ
公

園
外

2
公

園
樹

木
伐

採
業

務
委

託
金

入
設

計
書

開
示

6
/
8

6
/
1
4

1
1
5

6
/
7

平
成

2
2
年

1
1
月

1
0
日

開
札

熊
本

駅
西

口
広

場
外

歩
道

整
備

外
工

事
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

平
成

2
2
年

1
1
月

1
0
日

開
札

熊
本

駅
西

口
広

場
外

歩
道

整
備

外
工

事
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

開
示

6
/
1
7

6
/
1
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
1
6

6
/
7

平
成

2
3
年

5
月

2
5
日

開
札

海
路

口
漁

港
単

独
用

地
護

岸
整

備
工

事
金

入
設

計
書

農
水

商
工

局
農

林
水

産
振

興
部

水
産

振
興

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

平
成

2
3
年

5
月

2
5
日

開
札

海
路

口
漁

港
単

独
用

地
護

岸
整

備
工

事
金

入
設

計
書

開
示

6
/
1
4

6
/
1
6

1
1
7

6
/
8

道
路

協
定

書
　

判
定

日
　

平
成

1
9
年

1
0
月

9
日

　
判

定
番

号
　

0
7
年

第
3
2
9
号

　
区

域
　

新
南

部
○

丁
目

△
番

□
地

先
～

×
番

●
地

先
　

区
分

要
領

第
3
条

D
-
6

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

道
路

協
定

書
　

判
定

日
　

平
成

1
9
年

1
0
月

9
日

　
判

定
番

号
　

0
7
年

第
3
2
9
号

　
区

域
　

新
南

部
○

丁
目

△
番

□
地

先
～

×
番

●
地

先
　

区
分

要
領

第
3
条

D
-
6

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
6
/
1
4

6
/
1
5

1
1
8

6
/
8

春
竹

町
江

越
2
丁

目
第

1
号

線
舗

装
打

換
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

春
竹

町
江

越
2
丁

目
第

1
号

線
舗

装
打

換
工

事
金

入
設

計
書

開
示

6
/
1
7

6
/
2
1

1
1
9

6
/
9

工
事

名
　

南
田

尻
地

区
排

水
路

1
工

区
整

備
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

工
事

番
号

　
1
0
0
1
3
8
3

金
額

入
り

積
算

書
全

て

企
画

財
政

局
富

合
総

合
支

所
産

業
振

興
課

工
事

名
　

南
田

尻
地

区
排

水
路

1
工

区
整

備
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

工
事

番
号

　
1
0
0
1
3
8
3

金
額

入
り

積
算

書
全

て
開

示
6
/
2
0

6
/
2
7

郵
送

1
2
0

6
/
1
0

平
成

2
2
年

1
2
月

1
0
日

開
札

都
市

計
画

事
業

西
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

最
終

沈
殿

池
増

設
（
土

木
）
工

事
（
5
0

工
区

）
　

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

都
市

計
画

事
業

西
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

最
終

沈
殿

池
増

設
（
土

木
）
工

事
（
5
0

工
区

）
　

金
入

設
計

書
開

示
6
/
1
6

6
/
1
7

1
2
1

6
/
1
0

田
迎

町
大

字
田

井
島

2
3
6
番

地
付

近
φ

1
0
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

水
道

部
管

路
維

持
課

田
迎

町
大

字
田

井
島

2
3
6
番

地
付

近
φ

1
0
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

金
入

設
計

書
開

示
6
/
1
5

6
/
2
0

1
2
2

6
/
1
3

平
成

2
0
年

度
に

実
施

さ
れ

た
熊

本
市

母
子

福
祉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

の
指

定
管

理
者

公
募

に
お

い
て

、
現

在
の

指
定

管
理

者
が

熊
本

市
に

提
出

し
た

事
業

計
画

書

子
ど

も
未

来
局

子
ど

も
支

援
部

子
育

て
支

援
課

熊
本

市
母

子
福

祉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

指
定

管
理

者
申

請
時

に
お

け
る

事
業

計
画

書
開

示
6
/
1
6

6
/
2
2

1
2
3

6
/
1
3

不
動

産
の

名
寄

帳
の

申
請

書
企

画
財

政
局

税
務

部
資

産
税

課

固
定

資
産

課
税

台
帳

閲
覧

、
縦

覧
申

請
書

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

3
号

　
法

人
等

情
報

6
/
1
7

6
/
2
0

1
2
4

6
/
1
3

熊
本

市
建

築
基

準
法

施
行

細
則

1
8
条

及
び

1
9
条

に
関

す
る

特
殊

建
築

物
の

対
象

物
件

一
覧

表
（
昇

降
機

を
除

く
）

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

熊
本

市
建

築
基

準
法

施
行

細
則

1
8
条

及
び

1
9
条

に
関

す
る

特
殊

建
築

物
の

対
象

物
件

一
覧

表
（
昇

降
機

を
除

く
）

開
示

6
/
1
4

6
/
1
7

1
2
5

6
/
1
3

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

の
様

式
3
号

（
平

成
2
3
年

3
月

1
1
日

～
4
月

1
0
日

届
出

分
）

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
の

届
出

書
（
様

式
第

3
号

）
開

示
（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
6
/
1
6

6
/
2
0

1
2
6

6
/
1
5

①
工

事
名

「
平

成
1
5
年

度
　

岳
加

圧
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ

ﾟ所
電

気
設

備
工

事
」

②
工

事
名

「
平

成
1
8
年

度
　

西
部

地
区

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ設

備
改

良
工

事
」

上
記

①
と

②
の

金
入

設
計

書
の

写
し

及
び

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ規

格
（
能

力
）
を

決
め

た
根

拠
の

計
算

部
分

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

①
工

事
名

「
平

成
1
5
年

度
　

岳
加

圧
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ

ﾟ所
電

気
設

備
工

事
」

②
工

事
名

「
平

成
1
8
年

度
　

西
部

地
区

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ設

備
改

良
工

事
」

上
記

の
金

入
設

計
書

及
び

特
記

仕
様

書
開

示
6
/
2
3

6
/
3
0

郵
送

1
2
7

6
/
1
6

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
取

出
し

日
・
飲

食
店

名
・
場

所
・
連

絡
先

・
代

表
者

名
（
届

出
者

）

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

営
業

許
可

を
有

す
る

飲
食

店
営

業
（
移

動
販

売
業

、
仮

設
営

業
、

自
動

販
売

機
を

除
く

）
施

設
一

覧
（
項

目
：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
申

請
者

名
）

開
示

6
/
2
7

6
/
2
8

1
2
8

6
/
1
6

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
2
9
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
7
0
2
工

区
）
　

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

下
水

道
部

下
水

道
建

設
課

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
2
9
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
7
0
2
工

区
）
　

金
入

設
計

書
開

示
6
/
1
7

6
/
2
0

1
2
9

6
/
1
7

飲
食

店
の

水
回

り
検

査
の

申
請

を
行

っ
た

店
舗

期
間

：
2
0
1
1
年

5
月

1
日

～
2
0
1
1
年

6
月

1
5
日

店
舗

名
、

住
所

、
申

請
者

氏
名

、
電

話
番

号

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

2
0
1
1
年

5
月

1
日

～
2
0
1
1
年

6
月

1
5
日

に
新

規
に

申
請

を
行

っ
た

飲
食

店
の

施
設

一
覧

（
た

だ
し

、
移

動
販

売
業

、
仮

設
営

業
、

自
動

販
売

機
を

除
く

）
　

項
目

：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
申

請
者

氏
名

、
営

業
所

電
話

番
号

開
示

6
/
2
7

6
/
2
9

1
3
0

6
/
1
7

理
容

室
の

水
回

り
検

査
の

申
請

を
行

っ
た

店
舗

期
間

：
2
0
1
1
年

5
月

1
日

～
2
0
1
1
年

6
月

1
5
日

店
舗

名
、

住
所

、
申

請
者

氏
名

、
電

話
番

号

健
康

福
祉

局
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

2
3
年

5
月

1
日

～
6
月

1
5
日

の
間

に
開

設
届

出
の

あ
っ

た
理

・
美

容
室

の
施

設
名

称
、

所
在

地
、

開
設

者
氏

名
・
名

称
、

電
話

番
号

開
示

6
/
2
1

6
/
2
3

1
3
1

6
/
2
0

改
寄

町
第

1
号

線
舗

装
打

換
工

事
金

入
設

計
書

（
施

行
単

価
ま

で
す

べ
て

）
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

改
寄

町
第

1
号

線
舗

装
打

換
工

事
金

入
設

計
書

開
示

6
/
2
4

6
/
3
0

1
3
2

6
/
2
0

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
2
9
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
0
2
工

区
）

金
入

設
計

書
（
施

行
単

価
ま

で
す

べ
て

）

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
2
9
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
0
2
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
6
/
2
3

6
/
3
0
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
3
3

6
/
2
0

熊
本

市
新

水
前

寺
駅

東
西

高
架

下
自

転
車

駐
車

場
整

備
工

事
金

入
設

計
書

（
施

行
単

価
ま

で
す

べ
て

）
都

市
建

設
局

交
通

政
策

総
室

熊
本

市
新

水
前

寺
駅

東
西

高
架

下
自

転
車

駐
車

場
整

備
工

事
金

入
設

計
書

開
示

6
/
2
2

6
/
3
0

1
3
4

6
/
2
0

上
松

尾
第

9
号

線
道

路
改

良
工

事
近

津
第

4
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

（
施

行
単

価
ま

で
す

べ
て

）

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

上
松

尾
第

9
号

線
道

路
改

良
工

事
近

津
第

4
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

6
/
2
8

6
/
3
0

1
3
5

6
/
2
0

沖
新

・
小

島
地

区
海

底
構

造
物

設
置

工
事

海
路

口
漁

港
単

独
用

地
護

岸
整

備
工

事
金

入
設

計
書

（
施

行
単

価
ま

で
す

べ
て

）

農
水

商
工

局
農

林
水

産
振

興
部

水
産

振
興

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

平
成

2
3
年

5
月

2
5
日

開
札

沖
新

・
小

島
地

区
海

底
構

造
物

設
置

工
事

海
路

口
漁

港
単

独
用

地
護

岸
整

備
工

事
　

金
入

設
計

書
開

示
6
/
2
8

6
/
3
0

1
3
6

6
/
2
0

河
内

小
学

校
運

動
場

改
良

工
事

金
入

設
計

書
（
施

行
単

価
ま

で
す

べ
て

）
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部

施
設

課

河
内

小
学

校
運

動
場

改
良

工
事

金
入

設
計

書
開

示
6
/
2
2

6
/
3
0

1
3
7

6
/
2
0

沼
山

津
1
丁

目
秋

津
3
丁

目
第

2
号

線
外

2
路

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

（
施

行
単

価
ま

で
す

べ
て

）
都

市
建

設
局

土
木

部
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

沼
山

津
1
丁

目
秋

津
3
丁

目
第

2
号

線
外

2
路

線
道

路
改

良
工

事
開

札
日

　
平

成
2
3
年

6
月

1
日

金
入

設
計

書
（
施

行
単

価
ま

で
す

べ
て

）
開

示
6
/
2
4

6
/
3
0

1
3
8

6
/
2
0

平
成

1
8
年

度
～

平
成

2
2
年

度
の

収
支

報
告

書
・
社

会
福

祉
法

人
「
○

△
」

・
熊

本
市

花
園

□
丁

目
×

-
●

健
康

福
祉

局
保

健
福

祉
部

障
が

い
保

健
福

祉
課

社
会

福
祉

法
人

○
△

の
平

成
1
8
年

度
か

ら
平

成
2
2
年

度
の

収
支

報
告

書
開

示
6
/
2
7

7
/
4

1
3
9

6
/
2
1

社
会

福
祉

法
人

○
△

　
1
.保

育
所

　
□

×
保

育
園

　
2
.保

育
所

　
●

▲
保

育
園

　
3
.■

◎
保

育
園

　
平

成
2
2
年

度
の

決
算

収
支

報
告

書
、

貸
借

対
照

表
、

損
益

計
算

表
（
平

成
2
2
年

3
月

期
分

）

子
ど

も
未

来
局

子
ど

も
支

援
部

保
育

幼
稚

園
課

社
会

福
祉

法
人

○
△

（
□

×
保

育
園

、
●

▲
保

育
園

、
■

◎
保

育
園

）
の

平
成

2
2
年

度
の

資
金

収
支

計
算

書
及

び
貸

借
対

照
表

開
示

7
/
5

7
/
5

1
4
0

6
/
2
2

〔
清

水
亀

井
町

（
八

景
水

谷
送

水
場

か
ら

亀
井

送
水

場
間

）
φ

5
0
0
粍

送
水

管
布

設
替

工
事

〕
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

清
水

亀
井

町
（
八

景
水

谷
送

水
場

か
ら

亀
井

送
水

場
間

）
φ

5
0
0
粍

送
水

管
布

設
替

工
事

金
入

設
計

書
開

示
6
/
2
4

6
/
2
7

3
.「

熊
本

市
公

共
事

業
環

境
配

慮
指

針
」
は

何
の

為
に

作
成

し
た

の
か

等
の

わ
か

る
法

的
根

拠
等

。
4
.答

申
記

述
に

対
し

て
、

分
析

･審
査

･審
議

を
実

施
し

た
か

等
の

会
議

録
等

。

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
6
/
2
9

7
/
1
4

1
.熊

本
市

環
境

基
本

条
例

理
念

を
市

政
理

念
と

せ
ず

、
工

事
施

行
の

際
・

良
好

な
環

境
確

保
・
環

境
維

持
・
等

を
実

施
さ

せ
な

か
っ

た
法

的
根

拠
等

。
2
.熊

本
市

環
境

総
合

計
画

を
策

定
し

な
が

ら
、

何
故

・
実

践
し

な
か

っ
た

か
の

わ
か

る
法

的
根

拠
等

。

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

6
/
2
9

環
境

保
全

局
環

境
保

全
部

環
境

企
画

課
1
4
1

6
/
2
2

熊
本

市
情

報
公

開
等

審
議

会
の

答
申

を
正

当
と

認
め

て
。

1
.熊

本
市

環
境

基
本

条
例

理
念

を
市

政
理

念
と

せ
ず

、
工

事
施

行
の

際
・

良
好

な
環

境
確

保
・
環

境
維

持
・
等

を
実

施
さ

せ
な

か
っ

た
法

的
根

拠
等

。
2
.熊

本
市

環
境

総
合

計
画

を
策

定
し

な
が

ら
、

何
故

・
実

践
し

な
か

っ
た

か
の

わ
か

る
法

的
根

拠
等

。
3
.「

熊
本

市
公

共
事

業
環

境
配

慮
指

針
」
は

何
の

為
に

作
成

し
た

の
か

等
の

わ
か

る
法

的
根

拠
等

。
4
.答

申
記

述
に

対
し

て
、

分
析

･審
査

･審
議

を
実

施
し

た
か

等
の

会
議

録
等

。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
  

第
2
次

・
熊

本
市

自
治

基
本

条
例

理
念

は
機

能
さ

せ
ず

、
ま

た
、

前
例

執
行

行
為

も
無

視
・
不

作
為

し
、

「
全

国
的

な
動

向
」
を

尊
重

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
法

的
根

拠
の

わ
か

る
資

料
等

2
　

熊
本

市
情

報
公

開
条

例
･第

1
4
条

以
外

の
法

的
根

拠
の

わ
か

る
資

料
等 3
　

熊
本

市
事

務
執

行
に

よ
っ

て
、

そ
の

後
の

公
募

委
員

事
務

執
行

に
支

障
を

来
た

し
た

か
？

個
人

情
報

保
護

漏
洩

と
し

て
重

大
な

過
失

を
熊

本
市

が
信

頼
関

係
を

喪
失

し
、

損
害

賠
償

行
為

を
お

こ
な

っ
た

か
？

の
実

績
が

あ
る

の
か

？
等

の
わ

か
る

実
績

等
の

資
料

4
　

平
成

2
2
年

6
月

1
0
日

付
け

の
意

義
申

立
書

の
内

容
を

見
て

、
ど

の
よ

う
な

議
論

を
し

た
の

か
、

具
体

的
議

事
録

等
5
　

意
義

申
立

書
内

容
・
審

議
会

会
長

宛
意

見
書

内
容

・
に

つ
い

て
、

本
人

の
承

諾
を

受
け

て
公

開
し

た
内

容
の

わ
か

る
資

料
6
　

第
2
次

・
自

治
基

本
条

例
の

基
本

理
念

を
情

報
公

開
条

例
、

情
報

公
開

･個
人

情
報

保
護

審
議

会
条

例
、

審
議

会
等

の
設

置
等

に
関

す
る

指
針

等
の

条
令

に
反

映
し

な
く

て
も

良
い

？
と

す
る

法
的

根
拠

等
・
熊

本
市

市
政

理
念

･等
の

わ
か

る
法

的
根

拠
等

資
料

7
　

情
報

公
開

･個
人

情
報

保
護

審
議

会
が

非
公

開
で

あ
る

こ
と

、
審

議
会

の
「
実

施
機

関
へ

の
建

議
」
の

定
義

、
口

頭
陳

述
に

つ
い

て
、

こ
れ

ら
の

関
連

資
料

等
、

明
確

な
基

準
資

料
等

、
条

例
改

正
の

必
要

が
あ

る
の

か
・
な

い
の

か
、

審
議

会
の

建
議

の
定

義
付

づ
け

等
、

の
わ

か
る

資
料

等
8
　

第
2
次

・
熊

本
市

自
治

基
本

条
例

の
条

例
理

念
に

基
づ

き
、

熊
本

市
各

主
管

局
所

属
の

条
例

･規
則

等
の

制
定

改
廃

、
各

種
計

画
の

策
定

、
見

直
し

、
等

が
図

ら
れ

た
条

例
等

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

7
/
4

1
　

市
協

発
第

1
2
4
-
2
号

「
文

書
等

開
示

請
求

拒
否

決
定

通
知

」
の

判
断

に
用

い
た

判
例

2
　

平
成

2
3
年

6
月

7
日

付
情

個
審

答
申

第
3
号

「
熊

本
市

情
報

公
開

条
例

第
1
7
条

の
規

定
に

基
づ

く
諮

問
に

つ
い

て
」
（
答

申
）

開
示

7
/
4

7
/
1
4

1
4
3

6
/
2
2

平
成

2
3
年

1
月

1
日

～
平

成
2
3
年

5
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
　

た
だ

し
、

移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
、

給
食

は
除

く
　

項
目

：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

2
0
1
1
年

1
月

1
日

～
2
0
1
1
年

5
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
　

た
だ

し
、

移
動

販
売

業
、

臨
時

営
業

、
仮

設
営

業
、

自
動

販
売

機
、

給
食

は
除

く
（
項

目
：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

）
開

示
6
/
3
0

7
/
8

郵
送

1
4
4

6
/
2
3

道
路

判
定

　
0
7
　

3
2
9

道
路

協
定

書
新

南
部

○
丁

目
△

番
□

先
～

×
番

●
地

先

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

道
路

判
定

　
0
7
　

3
2
9

道
路

協
定

書
新

南
部

○
丁

目
△

番
□

先
～

×
番

●
地

先

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
6
/
3
0

7
/
1
5

1
4
5

6
/
2
3

・
市

域
内

の
井

戸
の

分
布

　
地

下
水

保
全

条
例

に
基

づ
く

、
登

録
井

戸
の

一
覧

　
・
自

噴
・
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ

ﾟ式
　

・
町

単
位

で
井

戸
の

本
数

、
使

用
量

な
ど

（
○

町
○

丁
目

）
　

・
用

途
別

　
・
経

年
変

化

環
境

保
全

局
環

境
保

全
部

水
保

全
課

平
成

2
1
年

度
分

地
下

水
採

取
量

及
び

井
戸

本
数

（
町

単
位

）
開

示
7
/
4

7
/
5

1
4
6

6
/
2
3

緑
の

じ
ゅ

う
た

ん
張

替
工

事
金

入
設

計
書

環
境

保
全

局
環

境
保

全
部

緑
保

全
課

工
事

番
号

　
緑

保
-
0
0
3

緑
の

じ
ゅ

う
た

ん
張

替
工

事
金

入
設

計
書

開
示

6
/
2
8

6
/
2
9

1
4
2

6
/
2
2

市
民

生
活

局
市

民
生

活
部

市
民

協
働

推
進

課

「
市

協
発

第
1
5
7
号

」
で

受
領

し
た

中
の

、
記

述
文

に
つ

い
て

。
1
.1

)(
1
)検

討
に

使
っ

た
「
判

例
に

よ
る

全
国

的
な

動
向

等
」
の

わ
か

る
資

料
等

の
そ

こ
だ

け
が

わ
か

る
資

料
一

式
。

　
　

(2
)第

2
次

熊
本

市
自

治
基

本
条

例
理

念
は

機
能

さ
せ

ず
、

ま
た

、
前

例
執

行
行

為
も

無
・
不

作
為

し
、

「
全

国
的

な
動

向
」
を

尊
重

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
法

的
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

等
。

  
2
）
公

募
委

員
応

募
者

の
応

募
原

稿
公

開
意

思
の

確
認

を
欠

落
さ

せ
る

市
政

執
行

行
為

と
、

開
示

請
求

権
利

の
剥

奪
が

、
何

に
よ

っ
て

正
当

化
さ

れ
る

の
か

、
法

的
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

等
。

　
3
)過

去
の

熊
本

市
事

務
執

行
、

公
募

原
稿

公
開

執
行

は
判

例
に

基
づ

き
公

開
さ

れ
た

が
、

こ
れ

に
よ

り
そ

の
後

の
公

募
委

員
事

務
執

行
に

支
障

を
来

し
た

か
、

個
人

情
報

漏
洩

と
し

て
重

大
な

過
失

を
熊

本
市

が
信

頼
関

係
を

喪
失

し
、

損
害

賠
償

補
償

行
為

を
行

っ
た

か
の

実
績

が
あ

る
の

か
等

の
わ

か
る

実
績

等
の

資
料

。
　

4
).

「
前

記
４

の
と

お
り

」
が

不
明

の
為

、
実

施
機

関
の

説
明

　
5
）
.意

義
申

立
書

・
内

容
の

「
何

処
何

処
が

不
服

を
の

べ
て

い
る

に
過

ぎ
な

い
」
と

す
る

の
か

、
ど

の
様

な
議

論
を

し
た

の
か

、
具

体
的

議
事

録
等

。
2
.異

議
申

立
て

書
内

容
・
意

見
書

内
容

に
つ

い
て

、
本

人
の

承
諾

を
受

け
て

公
開

し
た

内
容

の
わ

か
る

資
料

等
、

「
不

存
在

」
の

場
合

、
何

故
「
公

開
」

し
な

い
の

か
、

熊
本

市
自

治
基

本
条

例
の

条
例

理
念

に
基

づ
く

市
政

執
行

を
し

な
い

の
か

の
わ

か
る

法
的

根
拠

等
3
.第

2
次

熊
本

市
自

治
基

本
条

例
が

施
行

さ
れ

て
も

、
熊

本
市

現
行

条
例

に
理

念
反

映
が

施
行

さ
れ

て
い

な
い

が
、

条
例

等
に

反
映

さ
せ

な
く

て
も

良
い

と
す

る
、

法
的

根
拠

等
・
熊

本
市

政
理

念
等

の
わ

か
る

法
的

根
拠

等
資

料
4
.実

施
機

関
へ

の
建

議
、

熊
本

市
審

査
会

の
口

頭
陳

述
に

対
し

、
明

確
な

法
的

基
準

を
設

定
し

、
条

例
改

正
を

が
必

要
と

痛
感

し
て

い
る

が
、

こ
れ

ら
の

関
連

資
料

等
、

明
確

な
基

準
資

料
等

、
条

例
改

正
の

必
要

性
が

あ
る

の
か

・
な

い
の

か
、

審
議

会
の

建
議

の
語

句
の

定
義

づ
け

等
の

わ
か

る
資

料
等 5
.第

2
次

熊
本

市
自

治
基

本
条

例
の

条
例

理
念

に
基

づ
き

、
条

例
・
規

則
等

の
制

定
改

廃
、

各
種

計
画

の
策

定
、

見
直

し
等

が
図

ら
れ

た
条

例
等
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
4
7

6
/
2
4

H
2
2
年

度
分

　
社

会
福

祉
法

人
　

○
△

　
1
.現

況
報

告
書

（
様

式
1
-
1
～

3
）

2
.貸

借
対

照
表

、
資

金
収

支
計

算
書

、
事

業
活

動
収

支
計

算
書

の
写

し
（
本

部
）
　

3
.貸

借
対

照
表

、
資

金
収

支
計

算
書

、
事

業
活

動
収

支
計

算
書

の
写

し
（
□

×
幼

育
園

）
　

4
.貸

借
対

照
表

、
資

金
収

支
計

算
書

、
事

業
活

動
収

支
計

算
書

の
写

し
（
学

童
保

育
）
　

5
.貸

借
対

照
表

、
資

金
収

支
計

算
書

、
事

業
活

動
収

支
計

算
書

の
写

し
（
□

×
乳

児
園

）
　

6
.貸

借
対

照
表

、
貸

借
対

照
表

内
訳

表
、

賃
金

収
支

計
算

書
、

資
金

収
支

決
算

内
訳

表
、

事
業

活
動

収
支

計
算

書
、

事
業

活
動

収
支

内
訳

表
の

写
し

（
一

般
会

計
）
　

7
.貸

借
対

照
表

、
損

益
計

算
書

の
写

し
（
収

益
事

業
）
　

8
.財

産
目

録
　

9
.監

事
監

査
報

告
書

の
写

し

子
ど

も
未

来
局

子
ど

も
支

援
部

保
育

幼
稚

園
課

社
会

福
祉

法
人

○
△

の
平

成
2
2
年

度
の

社
会

福
祉

法
人

現
況

報
告

書

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
7
/
4

7
/
4

1
4
8

6
/
2
4

H
1
2
(ウ

）
第

7
号

石
神

山
都

市
建

設
局

都
市

整
備

部
公

園
課

H
1
2
(ウ

）
第

7
号

石
神

山
開

示
（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
7
/
6

7
/
7

1
4
9

6
/
2
4

熊
本

市
花

園
○

丁
目

△
番

　
（
地

番
□

.×
.●

.▲
.■

）
　

何
十

年
前

な
の

か
は

不
明

な
の

で
す

が
、

以
前

学
生

寮
が

建
っ

て
い

て
火

災
が

あ
っ

た
と

人
づ

て
に

聞
い

て
い

る
の

で
す

が
、

何
年

前
の

出
来

事
な

の
か

そ
れ

が
事

実
な

の
か

を
確

認
で

き
る

書
類

。
（
出

火
原

因
、

死
傷

者
な

ど
の

確
認

）

消
防

局
総

務
課

熊
本

市
花

園
○

丁
目

△
番

　
（
地

番
□

.×
.●

.▲
.■

）
　

何
十

年
前

な
の

か
は

不
明

な
の

で
す

が
、

以
前

学
生

寮
が

建
っ

て
い

て
火

災
が

あ
っ

た
と

人
づ

て
に

聞
い

て
い

る
の

で
す

が
、

何
年

前
の

出
来

事
な

の
か

そ
れ

が
事

実
な

の
か

を
確

認
で

き
る

書
類

。
（
出

火
原

因
、

死
傷

者
な

ど
の

確
認

）

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
7
/
7

7
/
7

1
5
0

6
/
2
4

熊
本

市
内

の
新

規
開

設
の

飲
食

店
・
店

名
・
住

所
・
電

話
番

号
・
届

出
人

平
成

2
3
年

5
月

1
9
日

～
平

成
2
3
年

6
月

2
3
日

ま
で

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

2
3
年

5
月

1
9
日

～
平

成
2
3
年

6
月

2
3
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

　
た

だ
し

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
　

項
目

：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
申

請
者

開
示

6
/
3
0

6
/
3
0

1
5
1

6
/
2
7

開
札

日
：
6
月

1
5
日

工
事

名
：
新

大
江

1
丁

目
3
丁

目
第

1
号

線
外

4
路

線
道

路
維

持
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

工
事

名
：
新

大
江

1
丁

目
3
丁

目
第

1
号

線
外

4
路

線
道

路
維

持
工

事
開

札
日

：
平

成
2
3
年

6
月

1
5
日

金
入

設
計

書
開

示
7
/
4

7
/
5

1
5
2

6
/
2
7

H
2
2
年

度
分

　
社

会
福

祉
法

人
　

○
△

　
1
.現

況
報

告
書

（
様

式
1
-
1
～

3
）

2
.貸

借
対

照
表

、
資

金
収

支
計

算
書

、
事

業
活

動
収

支
計

算
書

の
写

し
（
本

部
）
　

3
.貸

借
対

照
表

、
資

金
収

支
計

算
書

、
事

業
活

動
収

支
計

算
書

の
写

し
（
□

×
幼

育
園

）
　

4
.貸

借
対

照
表

、
資

金
収

支
計

算
書

、
事

業
活

動
収

支
計

算
書

の
写

し
（
学

童
保

育
）
　

5
.貸

借
対

照
表

、
資

金
収

支
計

算
書

、
事

業
活

動
収

支
計

算
書

の
写

し
（
□

×
乳

児
園

）
　

6
.貸

借
対

照
表

、
貸

借
対

照
表

内
訳

表
、

賃
金

収
支

計
算

書
、

資
金

収
支

決
算

内
訳

表
、

事
業

活
動

収
支

計
算

書
、

事
業

活
動

収
支

内
訳

表
の

写
し

（
一

般
会

計
）
　

7
.貸

借
対

照
表

、
損

益
計

算
書

の
写

し
（
収

益
事

業
）
　

8
.財

産
目

録
　

9
.監

事
監

査
報

告
書

子
ど

も
未

来
局

子
ど

も
支

援
部

保
育

幼
稚

園
課

社
会

福
祉

法
人

○
△

の
平

成
2
2
年

度
の

社
会

福
祉

法
人

現
況

報
告

書

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
7
/
4

7
/
4

1
5
3

6
/
2
7

工
事

名
　

花
園

小
学

校
屋

内
運

動
場

耐
震

補
強

工
事

金
入

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部

施
設

課

花
園

小
学

校
屋

内
運

動
場

耐
震

補
強

工
事

金
入

設
計

書
開

示
6
/
2
9

6
/
2
9

1
5
4

6
/
2
7

東
部

汚
水

4
6
号

幹
線

枝
園

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
4
0
5
工

区
）

金
入

設
計

書
（
金

額
変

更
）

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

取
り

下
げ

取
り

下
げ

7
/
1
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
.九

州
新

幹
線

熊
本

駅
前

・
西

口
広

場
周

辺
等

に
先

行
移

転
・
換

地
指

定
再

築
一

戸
建

て
で

現
在

居
住

し
て

い
る

地
権

者
の

話
に

よ
れ

ば
昼

も
夜

も
車

の
騒

音
が

激
し

く
苦

慮
し

て
い

る
等

の
話

で
あ

る
。

･･
･･

･車
の

洪
水

氾
濫

等
、

観
光

ﾊ
ﾞｽ

…
新

幹
線

ﾎ
ｰ

ﾑ
か

ら
の

拡
声

機
に

よ
る

案
内

放
送

等
の

騒
音

…
の

居
住

者
等

へ
の

環
境

影
響

調
査

責
務

は
、

条
例

理
念

遵
守

に
則

り
果

た
し

て
お

ら
れ

る
と

思
う

の
で

そ
の

居
住

空
間

に
対

す
る

環
境

影
響

調
査

書
4
.公

共
事

業
に

係
る

事
業

採
択

基
準

の
構

築
・
平

成
2
2
年

9
月

各
局

に
公

共
事

業
採

択
基

準
の

策
定

状
況

に
つ

い
て

、
調

査
を

行
い

把
握

し
た

。
と

あ
る

が
熊

本
市

公
共

事
業

・
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
で

企
画

財
政

局
企

画
課

に
調

査
報

告
し

た
調

査
書

等

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

7
/
1
1

2
.実

施
ﾌ

ﾟﾛ
ｸ
ﾞﾗ

ﾑ
構

造
の

改
善

と
し

て
、

（
1
）
公

共
事

業
ｺ
ｽ
ﾄ構

造
改

善
ﾌ

ﾟﾛ
ｸ
ﾞﾗ

ﾑ
の

策
定

　
平

成
2
1
年

度
完

了
と

あ
る

の
で

、
こ

の
ﾌ

ﾟﾛ
ｸ
ﾞﾗ

ﾑ
で

策
定

･
分

析
し

た
熊

本
市

事
業

主
・
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
に

策
定

さ
れ

た
工

事
件

名
と

そ
の

内
容

の
わ

か
る

資
料

等
3
.協

働
事

業
の

推
進

　
・
平

成
2
3
年

3
月

に
H

2
2
年

度
の

各
事

業
に

お
け

る
参

画
・
協

働
の

取
り

組
み

実
績

を
調

査
し

た
。

と
あ

る
が

熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
業

工
事

施
行

に
お

け
る

実
績

を
、

市
民

生
活

局
市

民
協

働
推

進
課

に
報

告
し

た
報

告
書

等
5
.祗

園
橋

方
面

か
ら

古
道

踏
み

切
り

を
渡

り
、

右
折

し
て

清
水

寺
・
長

谷
寺

の
下

に
出

る
迂

回
付

け
替

え
道

路
を

舗
装

新
設

工
事

を
施

工
す

る
と

の
事

で
あ

っ
た

が
、

一
向

に
工

事
施

行
が

見
え

な
い

。
何

時
か

ら
施

行
し

竣
工

時
期

等
の

わ
か

る
資

料
等

、
総

工
事

費
等

の
わ

か
る

資
料

等

開
示

7
/
1
1

7
/
1
4

1
5
6

6
/
2
7

開
示

情
報

取
出

日
に

お
け

る
熊

本
市

に
喫

茶
店

営
業

（
自

販
機

）
、

飲
食

店
営

業
（
自

販
機

）
の

許
可

を
持

つ
施

設
一

覧
項

目
①

申
請

者
名

②
屋

号
③

営
業

所
所

在
地

④
業

種

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

熊
本

市
に

お
い

て
開

示
情

報
取

出
日

時
現

在
、

営
業

許
可

の
あ

る
飲

食
店

営
業

（
自

動
販

売
機

）
及

び
喫

茶
店

営
業

（
自

動
販

売
機

）
の

施
設

一
覧

　
項

目
①

申
請

者
名

②
屋

号
③

営
業

所
所

在
地

④
業

種
開

示
7
/
1

7
/
4

1
5
7

6
/
2
8

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
取

出
し

日
・
理

美
容

店
名

・
場

所
・
申

請
者

名
・
連

絡
先

健
康

福
祉

局
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

2
3
年

6
月

2
8
日

ま
で

開
設

届
出

の
あ

っ
た

理
・
美

容
室

の
施

設
名

称
、

所
在

地
、

開
設

者
氏

名
、

名
称

、
電

話
番

号
開

示
7
/
5

7
/
8

1
5
8

6
/
2
8

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

　
様

式
3
号

H
2
3
.1

.1
～

H
2
3
.4

.2
7

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
の

届
出

書
　

様
式

3
号

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
7
/
1

7
/
5

1
5
9

6
/
2
9

飲
食

店
の

水
回

り
検

査
の

申
請

を
行

っ
た

店
舗

期
間

：
2
0
1
1
年

6
月

1
6
日

～
2
0
1
1
年

6
月

2
8
日

店
舗

名
、

住
所

、
申

請
者

氏
名

、
電

話
番

号

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

2
0
1
1
年

6
月

1
6
日

か
ら

2
0
1
1
年

6
月

2
8
日

に
新

規
に

申
請

を
行

っ
た

飲
食

店
施

設
一

覧
　

た
だ

し
、

移
動

販
売

業
、

臨
時

営
業

、
仮

設
営

業
、

自
動

販
売

機
を

除
く

　
項

目
：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

所
電

話
番

号

開
示

7
/
1

7
/
5

1
6
0

6
/
2
9

理
美

容
室

の
開

設
届

け
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
期

間
：
2
0
1
1
年

6
月

1
6
日

～
2
0
1
1
年

6
月

2
8
日

店
舗

名
、

住
所

、
申

請
者

氏
名

、
電

話
番

号

健
康

福
祉

局
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

2
3
年

6
月

1
6
日

～
2
0
1
1
年

6
月

2
8
日

の
間

に
開

設
届

出
の

あ
っ

た
理

・
美

容
室

の
施

設
名

称
、

所
在

地
、

開
設

者
氏

名
・
名

称
、

電
話

番
号

開
示

7
/
4

7
/
7

1
6
1

6
/
2
9

桜
木

3
丁

目
第

5
号

線
外

7
路

線
舗

装
打

換
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

工
事

名
　

桜
木

3
丁

目
第

5
号

線
外

7
路

線
舗

装
打

換
工

事
金

入
設

計
書

開
示

7
/
5

7
/
6

1
6
2

6
/
2
9

清
水

小
学

校
耐

震
補

強
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
建

築
部

営
繕

課

平
成

2
3
年

6
月

2
2
日

入
札

清
水

小
学

校
耐

震
補

強
工

事
金

入
設

計
書

開
示

6
/
2
9

7
/
4

1
6
3

6
/
2
9

四
方

寄
町

法
定

外
道

路
側

溝
改

良
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

四
方

寄
町

法
定

外
道

路
側

溝
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

6
/
2
9

7
/
7

1
6
4

6
/
3
0

南
田

尻
地

区
排

水
路

1
工

区
整

備
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
額

入
積

算
書

（
本

工
事

内
訳

表
、

科
目

内
訳

表
を

除
く

）
企

画
財

政
局

富
合

総
合

支
所

産
業

振
興

課

取
り

下
げ

取
り

下
げ

7
/
1
9

1
5
5

6
/
2
7

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

6
/
2
4
開

催
の

熊
本

市
都

市
整

備
委

員
会

「
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
」
に

つ
い

て
。

1
.九

州
新

幹
線

熊
本

駅
前

、
西

口
広

場
周

辺
等

の
、

居
住

空
間

に
対

す
る

環
境

影
響

調
査

調
書

2
.公

共
事

業
ｺ
ｽ
ﾄ構

造
改

善
ﾌ

ﾟﾛ
ｸ
ﾞﾗ

ﾑ
で

策
定

、
分

析
し

た
、

.熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
業

に
直

接
策

定
さ

れ
た

工
事

件
名

と
そ

の
内

容
の

わ
か

る
資

料
等

3
.熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
工

事
施

行
に

お
け

る
実

績
を

、
市

民
生

活
局

市
民

協
働

推
進

課
に

報
告

し
た

報
告

書
等

4
.熊

本
市

公
共

事
業

、
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
で

、
企

画
財

政
局

企
画

課
に

調
査

報
告

し
た

調
査

書
等

5
.祗

園
橋

方
面

か
ら

の
迂

回
付

替
え

道
路

の
舗

道
新

設
工

事
に

つ
い

て
、

何
時

か
ら

施
行

し
竣

工
時

期
等

の
わ

か
る

資
料

等
、

総
工

事
費

等
の

わ
か

る
資

料
等
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
6
5

7
/
1

平
成

2
0
年

に
国

際
交

流
会

館
の

指
定

管
理

者
に

選
定

さ
れ

た
、

○
△

の
申

請
書

観
光

文
化

交
流

局
観

光
交

流
部

ｼ
ﾃ

ｨﾌ
ﾟﾛ

ﾓ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

課
（
国

際
室

）

有
7
/
2
9

平
成

2
0
年

に
国

際
交

流
会

館
の

指
定

管
理

者
に

選
定

さ
れ

た
、

○
△

の
申

請
書

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

7
/
2
6

7
/
2
6

郵
送

1
6
6

7
/
1

平
成

2
2
年

8
月

2
4
日

開
札

水
前

寺
線

（
味

噌
天

神
前

停
留

場
～

水
前

寺
駅

通
停

留
場

間
）
軌

道
移

設
工

事
　

H
2
3
年

6
月

1
7
日

設
計

変
更

後
の

金
入

請
求

書

交
通

局
電

車
課

平
成

2
2
年

8
月

2
4
日

開
札

水
前

寺
線

（
味

噌
天

神
前

停
留

場
～

水
前

寺
駅

通
停

留
場

間
）
軌

道
移

設
工

事
　

H
2
3
年

6
月

1
7
日

設
計

変
更

後
の

金
入

請
求

書
開

示
7
/
5

8
/
3

1
6
7

7
/
1

平
成

2
3
年

6
月

1
6
日

開
札

川
口

小
学

校
防

球
ﾈ

ｯ
ﾄ設

置
そ

の
他

工
事

金
入

請
求

書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
施

設
課

平
成

2
3
年

6
月

1
6
日

開
札

川
口

小
学

校
防

球
ﾈ

ｯ
ﾄ設

置
そ

の
他

工
事

金
入

請
求

書
開

示
7
/
5

7
/
6

1
6
8

7
/
4

平
成

2
3
年

5
月

1
1
日

○
△

公
民

館
で

行
わ

れ
た

地
元

有
志

と
の

会
議

「
熊

本
駅

周
辺

の
整

備
に

つ
い

て
等

」
で

の
、

当
日

熊
本

市
に

対
し

て
地

元
有

志
か

ら
の

「
公

民
館

の
整

備
等

」
に

つ
い

て
の

質
疑

応
答

の
内

容
が

わ
か

る
会

議
録

等
･提

示
資

料
等

の
わ

か
る

資
料

等
。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

平
成

2
3
年

5
月

1
1
日

○
△

公
民

館
で

行
わ

れ
た

地
元

有
志

と
の

会
議

「
熊

本
駅

周
辺

の
整

備
に

つ
い

て
等

」
で

の
、

当
日

熊
本

市
に

対
し

て
地

元
有

志
か

ら
の

「
公

民
館

の
整

備
等

」
に

つ
い

て
の

質
疑

応
答

の
内

容
が

わ
か

る
会

議
録

等
･提

示
資

料
等

の
わ

か
る

資
料

等
。

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

7
/
1
2

・
（
1
）
の

項
目

に
つ

い
て

｢文
書

等
の

開
示

請
求

拒
否

決
定

処
分

に
係

る
異

議
申

立
に

対
す

る
決

定
に

つ
い

て
」
の

起
案

文
書

・
（
2
）
の

項
目

に
つ

い
て

「
熊

本
市

行
政

区
画

の
編

成
及

び
区

役
所

の
位

置
に

つ
い

て
の

検
討

案
」

に
関

す
る

ﾊ
ﾟﾌ

ﾞﾘ
ｯ
ｸ
ｺ
ﾒ
ﾝ

ﾄ結
果

に
つ

い
て

(依
頼

）
」
の

起
案

文
書

開
示

7
/
1
3

7
/
1
9

（
3
）
（
答

申
）
（
３

）
本

件
文

書
Ⅰ

・
Ⅱ

・
Ⅲ

・
Ⅳ

・
の

存
否

に
つ

い
て

～
こ

れ
に

対
し

、
申

立
人

の
主

張
は

、
い

ず
れ

も
実

施
機

関
が

行
っ

た
事

務
事

業
や

判
断

に
つ

い
て

の
不

服
を

述
べ

て
い

る
に

過
ぎ

ず
、

文
書

の
存

在
を

疑
わ

せ
る

合
理

的
な

理
由

は
認

め
ら

れ
ず

、
～

と
の

答
申

記
述

文
に

対
し

、
正

当
で

あ
る

と
の

決
定

を
熊

本
市

長
が

行
っ

て
い

る
の

で
、

私
の

「
異

議
申

立
て

書
・
審

議
会

会
長

宛
意

見
書

・
等

」
の

ど
の

文
章

が
、

不
服

を
述

べ
て

い
る

に
過

ぎ
ず

、
合

理
的

な
理

由
は

認
め

ら
れ

な
い

、
と

し
た

の
か

の
熊

本
市

長
等

審
議

記
録

会
議

録
等

、
私

の
文

章
の

何
処

の
部

分
等

の
具

体
的

指
摘

の
わ

か
る

資
料

等

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

7
/
1
3

1
7
0

7
/
4

2
0
1
0
年

度
の

市
議

会
議

員
の

政
務

調
査

費
に

関
す

る
収

支
報

告
書

議
会

事
務

局
総

務
課

2
0
1
0
年

度
の

市
議

会
議

員
の

政
務

調
査

費
に

関
す

る
収

支
報

告
書

開
示

7
/
1
1

7
/
1
1

1
7
1

7
/
4

平
成

2
3
年

5
月

1
0
日

開
札

都
市

計
画

道
路

　
子

飼
新

大
江

線
橋

梁
下

部
工

事
（
P
2
橋

脚
）

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

道
路

整
備

課

平
成

2
3
年

5
月

1
0
日

開
札

都
市

計
画

道
路

　
子

飼
新

大
江

線
橋

梁
下

部
工

事
（
P
2
橋

脚
）

金
入

設
計

書
開

示
7
/
8

7
/
8

1
7
2

7
/
5

山
室

第
1
0
号

線
外

側
溝

改
良

工
事

四
方

寄
町

法
定

外
道

路
側

溝
溝

改
良

工
事

金
入

設
計

書
（
施

行
単

価
ま

で
す

べ
て

）

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

山
室

第
1
0
号

線
外

側
溝

改
良

工
事

四
方

寄
町

法
定

外
道

路
側

溝
溝

改
良

工
事

金
入

設
計

書
開

示
7
/
5

7
/
1
2

1
7
3

7
/
6

鹿
本

地
区

広
域

農
道

の
平

面
図

（
縮

尺
5
0
0
分

の
1
）

企
画

財
政

局
植

木
総

合
事

務
所

建
設

課

向
原

～
大

久
保

線
道

路
改

良
工

事
平

面
図

（
縮

尺
5
0
0
分

の
1
）

開
示

7
/
2
0

7
/
2
0

1
7
4

7
/
6

社
会

福
祉

法
人

○
△

保
育

園
の

平
成

2
2
年

度
の

資
金

収
支

計
算

書
及

び
貸

借
対

照
表

子
ど

も
未

来
局

子
ど

も
支

援
部

保
育

幼
稚

園
課

社
会

福
祉

法
人

○
△

保
育

園
の

平
成

2
2
年

度
の

資
金

収
支

計
算

書
及

び
貸

借
対

照
表

開
示

7
/
1
9

7
/
2
0

1
7
5

7
/
6

施
設

を
運

営
す

る
市

所
管

福
祉

法
人

の
社

会
福

祉
法

人
現

況
報

告
書

平
成

2
2
年

度
決

算
書

　
　

貸
借

対
照

表
　

資
金

収
支

計
算

書
　

事
業

活
動

計
算

書
　

障
害

者
自

立
支

援
法

に
基

づ
く

施
設

　
児

童
福

祉
施

設
　

母
子

福
祉

施
設

健
康

福
祉

局
保

健
福

祉
部

障
が

い
保

健
福

祉
課

障
が

い
保

健
福

祉
課

が
所

管
す

る
社

会
福

祉
法

人
の

資
料

・
平

成
2
2
年

度
貸

借
対

照
表

・
平

成
2
2
年

度
資

金
収

支
計

算
書

開
示

7
/
1
9

7
/
2
0

1
7
6

7
/
6

施
設

を
運

営
す

る
市

所
管

福
祉

法
人

の
社

会
福

祉
法

人
現

況
報

告
書

平
成

2
2
年

度
決

算
書

　
貸

借
対

照
表

　
資

金
収

支
計

算
書

　
事

業
活

動
計

算
書

　
生

活
保

護
施

設
　

高
齢

者
福

祉
ｻ

ｰ
ﾋ
ﾞｽ

事
業

所

健
康

福
祉

局
保

健
福

祉
部

高
齢

介
護

福
祉

課

市
が

所
管

す
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
2
2
年

度
決

算
書

（
貸

借
対

照
表

、
資

金
収

支
計

算
書

）
開

示
（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
4

7
/
2
0

1
6
9

7
/
4

企
画

財
政

局
政

令
指

定
都

市
推

進
室

熊
本

市
情

報
公

開
等

審
議

会
の

答
申

を
正

当
と

し
て

、
決

定
し

て
い

る
こ

と
に

対
し

、
1
.熊

本
市

ﾊ
ﾟﾌ

ﾞﾘ
ｯ
ｸ
ｺ
ﾒ
ﾝ

ﾄ（
意

見
公

募
）
制

度
実

施
要

綱
・
要

綱
条

例
理

念
に

基
づ

き
、

ど
の

様
な

分
析

･審
査

･審
議

を
実

施
し

て
「
正

当
」
と

結
論

づ
け

た
の

か
の

わ
か

る
検

討
議

事
録

・
会

議
録

等
。

2
.ﾊ

ﾟﾌ
ﾞﾘ

ｯ
ｸ
ｺ
ﾒ
ﾝ

ﾄの
結

果
公

表
に

関
す

る
決

裁
（
室

長
決

裁
）
は

と
っ

た
も

の
の

～
と

あ
る

が
、

私
の

ﾊ
ﾟﾌ

ﾞｺ
ﾒ
で

の
こ

の
部

分
だ

け
の

（
室

長
決

裁
）
の

わ
か

る
資

料
等

。
3
.答

申
記

述
文

に
対

し
、

正
当

で
あ

る
と

の
決

定
を

熊
本

市
長

が
行

っ
て

い
る

の
で

、
私

の
「
異

議
申

立
て

書
・
審

議
会

会
長

宛
意

見
書

・
等

」
の

ど
の

文
章

が
、

不
服

を
述

べ
て

い
る

に
過

ぎ
ず

、
合

理
的

な
理

由
は

認
め

ら
れ

な
い

、
と

し
た

の
か

の
熊

本
市

長
等

審
議

記
録

会
議

録
等

、
私

の
文

章
の

何
処

の
部

分
等

の
具

体
的

指
摘

の
わ

か
る

資
料

等
。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
7
7

7
/
7

飲
食

店
の

水
回

り
検

査
の

申
請

を
行

っ
た

店
舗

期
間

：
2
0
1
1
年

6
月

2
9
日

～
2
0
1
1
年

7
月

7
日

店
舗

名
、

住
所

、
申

請
者

氏
名

、
電

話
番

号

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

2
0
1
1
年

6
月

2
9
日

か
ら

2
0
1
1
年

7
月

7
日

に
新

規
に

申
請

を
行

っ
た

飲
食

店
施

設
一

覧
　

た
だ

し
、

移
動

販
売

業
、

臨
時

営
業

、
仮

設
営

業
、

自
動

販
売

機
を

除
く

　
項

目
：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

所
電

話
番

号

開
示

7
/
1
1

7
/
1
9

1
7
8

7
/
7

理
美

容
室

の
開

設
届

け
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
期

間
：
2
0
1
1
年

6
月

2
9
日

～
2
0
1
1
年

7
月

7
日

店
舗

名
、

住
所

、
申

請
者

氏
名

、
電

話
番

号

健
康

福
祉

局
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

2
3
年

6
月

2
9
日

～
7
月

7
日

の
間

に
開

設
届

出
の

あ
っ

た
理

･美
容

室
の

施
設

名
称

、
所

在
地

、
開

設
者

氏
名

・
名

称
、

電
話

番
号

開
示

7
/
1
2

7
/
1
9

1
7
9

7
/
7

○
校

区
内

の
各

自
治

会
の

平
成

2
2
年

度
の

収
支

決
算

書
及

び
2
3
年

度
の

収
支

予
算

書
の

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

各
一

部
（
△

町
内

～
□

町
内

）
市

民
生

活
局

市
民

生
活

部
地

域
づ

く
り

推
進

課

○
校

区
内

の
各

自
治

会
の

平
成

2
2
年

度
の

収
支

決
算

書
及

び
2
3
年

度
の

収
支

予
算

書
の

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
7
/
2
0

7
/
2
2

1
8
0

7
/
7

○
校

区
第

△
町

内
公

民
館

　
1
.平

成
2
2
年

度
の

決
算

書
　

2
.同

年
か

ら
の

役
員

名
簿

（
平

成
2
0
年

度
か

ら
）
　

3
.助

成
金

の
振

込
み

口
座

市
民

生
活

局
市

民
生

活
部

地
域

づ
く

り
推

進
課

平
成

2
2
年

度
○

校
区

第
△

町
内

公
民

館
会

計
決

算
書

平
成

2
0
・
2
1
・
2
2
・
2
3
年

度
の

役
員

名
簿

平
成

2
3
年

度
補

助
金

請
求

委
任

兼
口

座
振

込
依

頼
書

開
示

7
/
1
3

7
/
1
5

1
8
1

7
/
1
1

藤
園

中
学

校
校

舎
耐

震
補

強
工

事
（
第

2
期

）
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
建

築
部

営
繕

課

平
成

2
3
年

6
月

2
2
日

入
札

藤
園

中
学

校
校

舎
耐

震
補

強
工

事
（
第

2
期

）
金

入
設

計
書

開
示

7
/
1
4

7
/
1
5

1
8
2

7
/
1
1

社
会

福
祉

法
人

○
△

に
関

し
て

（
1
）
□

×
乳

児
園

の
定

員
許

可
関

係
書

類
子

ど
も

未
来

局
子

ど
も

支
援

部
保

育
幼

稚
園

課

□
×

幼
育

園
の

直
近

の
定

員
変

更
許

可
文

書
開

示
7
/
2
1

7
/
2
1

1
8
2
-
1

7
/
1
1

社
会

福
祉

法
人

○
△

に
関

し
て

　
（
1
）
□

×
に

対
す

る
売

掛
金

の
内

容
と

扇
食

品
に

対
す

る
未

収
金

の
内

容
　

（
2
）
上

記
の

売
掛

金
、

未
収

金
に

対
し

、
熊

本
市

当
局

の
指

示
（
指

導
）
内

容

健
康

福
祉

局
保

健
福

祉
部

障
が

い
保

健
福

祉
課

社
会

福
祉

法
人

○
△

の
□

×
に

対
す

る
売

掛
金

の
内

容
等

に
つ

い
て

開
示

7
/
2
2

7
/
2
2

1
8
3

7
/
1
1

横
手

3
丁

目
島

崎
7
丁

目
第

1
号

線
道

路
改

良
工

事
金

額
入

り
積

算
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

横
手

3
丁

目
島

崎
7
丁

目
第

1
号

線
道

路
改

良
工

事
金

額
入

り
積

算
書

開
示

7
/
2
5

7
/
2
5

郵
送

1
8
4

7
/
1
2

都
市

計
画

道
路

春
日

池
上

線
φ

5
0
0
粍

配
水

管
推

進
他

1
件

工
事

金
入

設
計

書
（
施

行
単

価
ま

で
す

べ
て

）
上

下
水

道
局

水
道

部
水

道
整

備
課

都
市

計
画

道
路

春
日

池
上

線
φ

5
0
0
粍

配
水

管
推

進
他

1
件

工
事

金
入

設
計

書
開

示
7
/
2
1

7
/
2
7

1
8
5

7
/
1
2

小
山

町
第

3
7
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

（
施

行
単

価
ま

で
す

べ
て

）
都

市
建

設
局

土
木

部
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

小
山

町
第

3
7
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
開

札
日

　
平

成
2
3
年

6
月

2
9
日

金
入

設
計

書
開

示
7
/
2
2

7
/
2
7

1
8
6

7
/
1
2

横
手

3
丁

目
島

崎
7
丁

目
第

1
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

（
施

行
単

価
ま

で
す

べ
て

）
都

市
建

設
局

土
木

部
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

横
手

3
丁

目
島

崎
7
丁

目
第

1
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

7
/
2
5

7
/
2
7

1
8
7

7
/
1
2

明
徳

町
改

寄
町

第
1
号

線
道

路
改

修
工

事
金

入
設

計
書

（
施

行
単

価
ま

で
す

べ
て

）
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

明
徳

町
改

寄
町

第
1
号

線
道

路
改

修
工

事
金

入
設

計
書

開
示

7
/
1
2

7
/
2
7

1
8
8

7
/
1
2

大
多

尾
第

8
号

線
外

1
路

線
道

路
改

修
工

事
金

入
設

計
書

（
施

行
単

価
ま

で
す

べ
て

）
都

市
建

設
局

土
木

部
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
内

分
室

平
成

2
3
年

6
月

2
9
日

入
札

大
多

尾
第

8
号

線
外

1
路

線
道

路
改

修
工

事
金

入
設

計
書

開
示

7
/
2
1

7
/
2
7

1
8
9

7
/
1
2

H
2
0
～

H
2
2
年

度
の

収
支

報
告

書
（
社

会
福

祉
法

人
　

○
△

）
健

康
福

祉
局

保
健

福
祉

部
障

が
い

保
健

福
祉

課

社
会

福
祉

法
人

　
○

△
の

平
成

2
0
年

度
～

平
成

2
2
年

度
の

収
支

報
告

書
開

示
7
/
1
9

7
/
1
9

1
9
0

7
/
1
2

帯
山

小
学

校
校

舎
廊

下
間

仕
切

改
修

工
事

金
入

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部

施
設

課

帯
山

小
学

校
校

舎
廊

下
間

仕
切

改
修

工
事

金
入

設
計

書
開

示
7
/
1
9

7
/
1
9

1
9
1

7
/
1
3

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

の
様

式
3
号

（
平

成
2
3
年

4
月

1
1
日

～
5
月

1
0
日

届
出

分
）

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
の

届
出

書
（
様

式
第

3
号

）
開

示
（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
4

7
/
2
0

‐32‐



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
9
2

7
/
1
3

①
岳

加
圧

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ所

に
2
台

設
置

さ
れ

た
3
0
kw

電
動

機
と

楊
程

2
3
7
m

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ

設
置

工
事

の
金

入
設

計
書

の
写

し
及

び
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ

ﾟ規
格

（
能

力
）
を

決
め

た
根

拠
の

計
算

部
分

お
よ

び
仕

様
書

。
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ

ﾟの
性

能
曲

線
や

動
力

曲
線

、
配

管
を

含
め

た
根

拠
文

書
。

ま
た

、
3
年

で
低

圧
受

電
か

ら
高

圧
受

電
に

至
っ

た
当

初
計

画
の

根
拠

。
②

平
成

2
0
年

1
1
月

2
5
日

付
け

熊
水

建
発

第
6
1
7
号

及
び

平
成

2
0
年

8
月

1
日

付
け

熊
水

建
発

第
3
9
1
号

で
法

制
室

長
宛

て
に

送
っ

た
「
法

律
相

談
結

果
報

告
書

」
の

2
件

の
写

し
。

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

①
（
1
）
岳

加
圧

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ所

機
械

設
備

他
1
件

工
事

の
金

入
設

計
書

 　
（
2
）
ポ

ン
プ

試
験

成
績

表
　

2
台

 　
（
3
）
切

り
出

し
出

図
　

4
枚

 　
（
4
）
熊

本
市

水
道

8
0
年

史
　

Ｐ
3
8
2
～

Ｐ
3
9
5

②
（
1
）
平

成
2
0
年

1
1
月

2
5
日

付
け

熊
水

建
発

第
6
1
7
号

 　
（
2
）
平

成
2
0
年

8
月

1
日

付
け

熊
水

建
発

第
3
9
1
号

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
7
/
2
7

7
/
3
0

郵
送

1
9
3

7
/
1
3

平
成

2
3
年

6
月

1
日

～
平

成
2
3
年

6
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
　

た
だ

し
、

移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
、

給
食

は
除

く
　

項
目

：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

2
3
年

6
月

1
日

～
平

成
2
3
年

6
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
　

た
だ

し
、

移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
、

給
食

は
除

く
　

項
目

：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

開
示

7
/
1
9

7
/
2
0

郵
送

1
9
4

7
/
1
4

平
成

2
3
年

4
月

1
日

か
ら

2
3
年

6
月

3
0
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
付

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
(可

能
で

あ
れ

ば
、

電
磁

的
記

録
の

交
付

を
希

望
）

市
民

生
活

局
市

民
生

活
部

地
籍

調
査

課

平
成

2
3
年

4
月

1
日

か
ら

2
3
年

6
月

3
0
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
付

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
開

示
（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
7
/
2
1

7
/
2
5

郵
送

1
9
5

7
/
1
4

西
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

最
初

沈
殿

池
増

設
（
土

木
）
工

事
（
７

工
区

）
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

西
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

最
初

沈
殿

池
増

設
（
土

木
）
工

事
（
７

工
区

）
金

入
設

計
書

開
示

7
/
2
0

7
/
2
1

1
9
6

7
/
1
5

工
事

番
号

　
1
1
8
0
0
6
3

工
事

名
　

都
市

計
画

事
業

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

B
系

主
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ

ﾟ機
械

設
備

工
事

（
3
工

区
）
　

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

工
事

番
号

　
1
1
8
0
0
6
3

工
事

名
　

都
市

計
画

事
業

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

B
系

主
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ

ﾟ機
械

設
備

工
事

（
3
工

区
）
　

金
入

設
計

書
開

示
7
/
1
9

7
/
2
2

1
9
7

7
/
1
5

2
1
年

度
～

2
2
年

度
分

○
校

区
△

町
内

□
×

女
性

会
集

団
回

収
実

績
報

告
書

等

環
境

保
全

局
環

境
事

業
部

廃
棄

物
指

導
課

2
1
年

度
～

2
2
年

度
分

○
校

区
△

町
内

□
×

女
性

会
集

団
回

収
実

績
報

告
書

等

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
7
/
2
1

7
/
2
6

1
9
8

7
/
1
5

野
口

清
水

線
橋

梁
下

部
工

（
A

1
）
工

事
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

道
路

整
備

課

野
口

清
水

線
橋

梁
下

部
工

(A
1
）
工

事
変

更
金

入
設

計
書

開
示

7
/
1
9

7
/
1
9

1
9
9

7
/
1
9

平
成

2
3
年

7
月

6
日

開
札

・
東

町
第

4
号

線
舗

装
打

換
工

事
・
本

荘
6
丁

目
大

江
3
丁

目
第

1
号

線
道

路
維

持
工

事
（
そ

の
1
）
　

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

平
成

2
3
年

7
月

6
日

開
札

・
東

町
第

4
号

線
舗

装
打

換
工

事
・
本

荘
6
丁

目
大

江
3
丁

目
第

1
号

線
道

路
維

持
工

事
（
そ

の
1
）
　

金
入

設
計

書

開
示

7
/
2
5

7
/
2
9

2
0
0

7
/
1
9

平
成

2
3
年

7
月

6
日

開
札

健
軍

町
第

2
2
0
号

線
外

1
路

線
側

溝
改

良
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

平
成

2
3
年

7
月

6
日

開
札

健
軍

町
第

2
2
0
号

線
外

1
路

線
側

溝
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

7
/
2
9

7
/
2
9

2
0
1

7
/
1
9

平
成

2
3
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

2
3
年

6
月

3
0
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
不

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
市

民
生

活
局

市
民

生
活

部
地

籍
調

査
課

平
成

2
3
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

2
3
年

6
月

3
0
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
不

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
開

示
（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
7
/
2
1

7
/
2
2

郵
送

2
0
2

7
/
1
9

2
0
1
1
年

7
月

8
日

か
ら

2
0
1
1
年

7
月

1
9
日

に
新

規
に

申
請

を
行

っ
た

飲
食

店
施

設
一

覧
た

だ
し

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
項

目
：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

所
電

話
番

号

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

2
0
1
1
年

7
月

8
日

か
ら

2
0
1
1
年

7
月

1
9
日

に
新

規
に

申
請

を
行

っ
た

飲
食

店
施

設
一

覧
た

だ
し

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
項

目
：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

所
電

話
番

号

開
示

7
/
2
1

8
/
1

2
0
3

7
/
1
9

平
成

2
3
年

7
月

8
日

～
7
月

1
9
日

の
間

に
開

設
届

出
の

あ
っ

た
理

･美
容

室
の

施
設

名
称

、
所

在
地

、
開

設
者

氏
名

・
名

称
、

電
話

番
号

健
康

福
祉

局
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

2
3
年

7
月

8
日

～
7
月

1
9
日

の
間

に
開

設
届

出
の

あ
っ

た
理

･美
容

室
の

施
設

名
称

、
所

在
地

、
開

設
者

氏
名

・
名

称
、

電
話

番
号

開
示

7
/
2
5

7
/
2
7

2
0
4

7
/
2
0

市
が

管
理

す
る

社
会

福
祉

法
人

現
況

報
告

書
Ｈ

2
2
年

度
　

事
業

報
告

書
　

別
添

3
枚

健
康

福
祉

局
保

健
福

祉
部

障
が

い
保

健
福

祉
課

障
が

い
保

健
福

祉
課

が
所

管
す

る
社

会
福

祉
法

人
の

資
料

平
成

2
2
年

度
事

業
報

告
書

等
開

示
（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
7
/
2
9

8
/
4

2
0
5

7
/
2
0

市
が

管
理

す
る

社
会

福
祉

法
人

現
況

報
告

書
Ｈ

2
2
年

度
　

事
業

報
告

書
　

別
添

3
枚

健
康

福
祉

局
保

健
福

祉
部

高
齢

介
護

福
祉

課

市
が

所
管

す
る

社
会

福
祉

法
人

の
社

会
福

祉
法

人
現

況
報

告
書

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
8
/
3

8
/
4

‐33‐



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
0
6

7
/
2
2

八
反

田
1
丁

目
φ

1
0
0
・
7
5
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

（
1
工

区
）

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

水
道

部
管

路
維

持
課

八
反

田
1
丁

目
φ

1
0
0
・
7
5
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

（
1
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
7
/
2
6

7
/
2
8

2
0
7

7
/
2
2

社
会

福
祉

法
人

　
○

△
Ｈ

2
0
～

Ｈ
2
2
年

度
　

貸
借

対
照

表
健

康
福

祉
局

保
健

福
祉

部
障

が
い

保
健

福
祉

課

社
会

福
祉

法
人

　
○

△
Ｈ

2
0
～

Ｈ
2
2
年

度
　

貸
借

対
照

表
開

示
7
/
2
9

8
/
1

2
0
8

7
/
2
5

画
図

町
下

無
田

の
○

△
の

墓
地

転
用

に
関

す
る

農
地

転
用

許
可

申
請

書
一

式
農

業
委

員
会

事
務

局
画

図
町

下
無

田
の

農
地

転
用

（
○

△
の

農
地

転
用

）
に

関
す

る
農

地
転

用
許

可
申

請
書

一
式

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

7
/
2
6

8
/
1
2

画
図

町
下

無
田

字
□

×
-
●

、
▲

-
■

、
◎

の
墓

地
に

か
か

る
墓

地
等

経
営

許
可

証
不

存
在

第
1
1
条

第
2
項

8
/
5

画
図

町
下

無
田

字
□

×
-
●

、
▲

-
■

、
◎

の
墓

地
に

か
か

る
○

△
の

財
産

目
録

不
開

示
3
号

　
法

人
等

情
報

8
/
5

画
図

町
下

無
田

字
□

×
-
●

、
▲

-
■

、
◎

の
墓

地
の

設
置

に
か

か
る

事
前

協
議

書
一

式
、

決
裁

書
一

式
及

び
経

営
許

可
証

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

8
/
5

8
/
1
2

2
1
0

7
/
2
5

平
成

2
3
年

7
月

1
5
日

開
札

都
市

計
画

事
業

　
東

部
汚

水
2
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
7
0
9
工

区
）
　

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

平
成

2
3
年

7
月

1
5
日

開
札

都
市

計
画

事
業

　
東

部
汚

水
2
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
7
0
9
工

区
）
　

金
入

設
計

書
開

示
7
/
2
7

8
/
8

2
1
1

7
/
2
6

平
成

2
3
年

6
月

2
4
日

か
ら

平
成

2
3
年

7
月

2
5
日

ま
で

に
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
営

業
施

設
一

覧
(仕

出
・
弁

当
・
惣

菜
・
移

動
屋

台
自

販
機

の
ぞ

く
）
（
項

目
：
屋

号
営

業
所

所
在

地
、

電
話

番
号

、
許

可
日

、
申

請
者

氏
名

）

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

2
3
年

6
月

2
4
日

か
ら

平
成

2
3
年

7
月

2
5
日

ま
で

に
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
営

業
施

設
一

覧
(仕

出
・
弁

当
・
惣

菜
・
移

動
屋

台
自

販
機

の
ぞ

く
）
（
項

目
：
屋

号
営

業
所

所
在

地
、

電
話

番
号

、
許

可
日

、
申

請
者

氏
名

）

開
示

7
/
2
8

7
/
2
9

2
1
2

7
/
2
6

熊
本

市
世

安
Ｓ

3
7
-
0
6
2

道
路

位
置

指
定

書
類

一
式

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

熊
本

市
世

安
Ｓ

3
7
-
0
6
2

道
路

位
置

指
定

書
類

一
式

開
示

7
/
2
9

8
/
1

2
1
3

7
/
2
6

熊
本

市
内

全
体

の
現

在
(平

成
2
3
年

度
）
の

専
用

水
道

の
名

称
、

所
在

地
(住

所
）

健
康

福
祉

局
衛

生
部

生
活

衛
生

課

熊
本

市
内

全
体

の
現

在
(平

成
2
3
年

度
）
の

専
用

水
道

の
名

称
、

所
在

地
(住

所
）

開
示

8
/
4

8
/
5

2
1
4

7
/
2
6

都
市

計
画

事
業

　
東

部
汚

水
2
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
7
0
9
工

区
）

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

都
市

計
画

事
業

　
東

部
汚

水
2
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
7
0
9
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
7
/
2
8

8
/
3

2
1
5

7
/
2
7

都
市

計
画

道
路

　
春

日
池

上
線

φ
5
0
0
粍

配
水

管
推

進
他

1
件

工
事

金
入

代
価

表
上

下
水

道
局

水
道

部
水

道
整

備
課

都
市

計
画

道
路

　
春

日
池

上
線

φ
5
0
0
粍

配
水

管
推

進
他

1
件

工
事

金
入

代
価

表
開

示
8
/
1
0

8
/
1
9

2
1
6

7
/
2
7

都
市

計
画

事
業

　
東

部
汚

水
2
号

線
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
0
9

工
区

）
都

市
計

画
事

業
　

西
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

最
初

沈
殿

池
増

設
(土

木
）
工

事
（
7

工
区

）
都

市
計

画
事

業
　

北
部

汚
水

5
8
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

工
事

（
8
0
1

工
区

）
　

施
工

単
価

表
又

は
代

価
表

ま
で

す
べ

て

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

都
市

計
画

事
業

　
東

部
汚

水
2
号

線
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
0
9

工
区

）
都

市
計

画
事

業
　

西
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

最
初

沈
殿

池
増

設
(土

木
）
工

事
（
7

工
区

）
都

市
計

画
事

業
　

北
部

汚
水

5
8
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

工
事

（
8
0
1

工
区

）
　

金
入

設
計

書

開
示

8
/
1

8
/
1
9

2
1
7

7
/
2
7

野
出

第
1
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
施

工
単

価
表

又
は

代
価

表
ま

で
す

べ
て

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
内

分
室

野
出

第
1
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

8
/
1

8
/
2
4

2
1
8

7
/
2
7

健
軍

町
第

2
2
0
号

線
外

1
路

線
側

溝
改

良
工

事
施

工
単

価
表

又
は

代
価

表
ま

で
す

べ
て

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

健
軍

町
第

2
2
0
号

線
外

1
路

線
側

溝
改

良
工

事
開

札
日

　
平

成
2
3
年

7
月

6
日

金
入

設
計

書
開

示
8
/
5

8
/
2
4

2
1
9

7
/
2
7

田
崎

3
丁

目
第

1
号

線
道

路
改

良
工

事
施

工
単

価
表

又
は

代
価

表
ま

で
す

べ
て

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

田
崎

3
丁

目
第

1
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

8
/
5

8
/
2
4

健
康

福
祉

局
衛

生
部

生
活

衛
生

課
2
0
9

7
/
2
5

画
図

町
下

無
田

の
○

△
の

「
墓

地
等

の
設

置
等

に
関

す
る

」
許

可
申

請
書

一
式

事
前

協
議

を
含

む
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
2
0

7
/
3
0

平
成

2
3
年

7
月

7
日

開
札

植
木

町
田

底
φ

1
0
0
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

（
1
工

区
）

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

平
成

2
3
年

7
月

7
日

開
札

植
木

町
田

底
φ

1
0
0
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

（
1
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
8
/
9

8
/
1
1

2
2
1

8
/
1

財
務

諸
表

(平
成

2
2
年

度
分

）
平

成
2
2
年

4
月

1
日

～
2
3
年

3
月

3
1
日

貸
借

対
照

表
、

資
金

収
支

計
算

書
及

び
事

務
活

動
収

支
計

算
書

社
会

福
祉

法
人

　
○

△
、

□
×

、
●

▲
、

■
◎

、
▽

◇
、

▼
◆

、
①

②
、

③
④

、
⑤

⑥
、

⑦
⑧

、
⑨

⑩
、

⑪
⑫

健
康

福
祉

局
保

健
福

祉
部

高
齢

介
護

福
祉

課

市
が

所
管

す
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
2
2
年

度
財

務
諸

表
（
賃

借
対

照
表

、
資

金
収

支
計

算
書

、
事

業
活

動
収

支
計

算
書

）
開

示
（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
8
/
1
1

8
/
1
7

2
2
2

8
/
1

財
務

諸
表

(平
成

2
2
年

度
分

）
平

成
2
2
年

4
月

1
日

～
2
3
年

3
月

3
1
日

貸
借

対
照

表
、

資
金

収
支

計
算

書
及

び
事

務
活

動
収

支
計

算
書

社
会

福
祉

法
人

　
○

△

健
康

福
祉

局
保

健
福

祉
部

障
が

い
保

健
福

祉
課

社
会

福
祉

法
人

　
○

△
の

貸
借

対
照

表
、

資
金

収
支

計
算

書
及

び
事

業
活

動
計

算
書

（
平

成
2
2
年

度
分

）
開

示
8
/
1
1

8
/
1
7

2
2
3

8
/
1

財
務

諸
表

(平
成

2
2
年

度
分

）
平

成
2
2
年

4
月

1
日

～
2
3
年

3
月

3
1
日

貸
借

対
照

表
、

資
金

収
支

計
算

書
及

び
事

務
活

動
収

支
計

算
書

社
会

福
祉

法
人

　
○

△

子
ど

も
未

来
局

子
ど

も
育

成
部

子
ど

も
政

策
課

社
会

福
祉

法
人

○
△

の
財

務
諸

表
(平

成
2
2
年

度
分

）
(貸

借
対

照
表

、
資

金
収

支
計

算
書

及
び

事
業

活
動

収
支

計
算

書
）

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
8
/
5

8
/
1
7

2
2
4

8
/
1

財
務

諸
表

(平
成

2
2
年

度
分

）
平

成
2
2
年

4
月

1
日

～
2
3
年

3
月

3
1
日

貸
借

対
照

表
、

資
金

収
支

計
算

書
及

び
事

務
活

動
収

支
計

算
書

社
会

福
祉

法
人

　
　

○
△

、
□

×

子
ど

も
未

来
局

子
ど

も
支

援
部

保
育

幼
稚

園
課

平
成

2
2
年

度
貸

借
対

照
表

、
資

金
収

支
計

算
書

及
び

事
務

活
動

収
支

計
算

書
（
社

会
福

祉
法

人
　

　
○

△
及

び
□

×
分

）
開

示
8
/
1
2

8
/
1
7

2
2
5

8
/
1

位
置

指
定

道
路

熊
本

県
指

令
第

1
0
8
号

　
昭

和
4
4
年

4
月

2
日

近
隣

住
民

の
協

定
書

の
写

し

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

位
置

指
定

道
路

熊
本

県
指

令
第

1
0
8
号

　
昭

和
4
4
年

4
月

2
日

近
隣

住
民

の
協

定
書

の
写

し

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
8
/
5

8
/
1
0

2
2
6

8
/
1

平
成

2
3
年

7
月

1
日

～
平

成
2
3
年

7
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
　

た
だ

し
、

移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
、

給
食

は
除

く
　

項
目

：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

2
3
年

7
月

1
日

～
平

成
2
3
年

7
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
　

た
だ

し
、

移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
、

給
食

は
除

く
　

項
目

：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

開
示

8
/
3

8
/
4

郵
送

2
2
7

8
/
1

上
ノ

郷
町

第
1
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

上
ノ

郷
町

第
1
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

8
/
5

8
/
3
0

2
2
8

8
/
2

飲
食

店
の

新
規

申
請

を
行

っ
た

店
舗

（
移

動
販

売
業

、
自

動
販

売
機

、
臨

時
営

業
、

仮
説

営
業

を
除

く
）
　

期
間

：
2
0
1
1
年

7
月

2
0
日

～
2
0
1
1
年

8
月

2
日

　
店

舗
名

、
住

所
、

申
請

者
名

、
電

話
番

号

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

飲
食

店
の

新
規

申
請

を
行

っ
た

店
舗

（
移

動
販

売
業

、
自

動
販

売
機

、
臨

時
営

業
、

仮
説

営
業

を
除

く
）
　

期
間

：
2
0
1
1
年

7
月

2
0
日

～
2
0
1
1
年

8
月

2
日

　
店

舗
名

、
住

所
、

申
請

者
名

、
電

話
番

号
開

示
8
/
4

8
/
2
3

2
2
9

8
/
2

理
美

容
の

開
設

届
け

を
提

出
さ

れ
た

店
舗

期
間

：
2
0
1
1
年

7
月

2
0
日

～
2
0
1
1
年

8
月

2
日

店
舗

名
、

住
所

、
申

請
者

名
、

電
話

番
号

健
康

福
祉

局
衛

生
部

生
活

衛
生

課

理
美

容
の

開
設

届
け

を
提

出
さ

れ
た

店
舗

期
間

：
2
0
1
1
年

7
月

2
0
日

～
2
0
1
1
年

8
月

2
日

店
舗

名
、

住
所

、
申

請
者

名
、

電
話

番
号

開
示

8
/
4

8
/
2
3

2
3
0

8
/
2

八
反

田
1
丁

目
φ

1
0
0
・
7
5
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

（
1
工

区
）

画
図

町
大

字
重

富
5
4
7
-
3
付

近
φ

2
0
0
・
1
0
0
粍

配
水

管
布

設
他

6
件

工
事

田
迎

町
大

字
田

井
島

2
3
6
番

付
近

φ
1
0
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

金
入

設
計

書
、

代
価

表
ま

で
す

べ
て

上
下

水
道

局
水

道
部

管
路

維
持

課

八
反

田
1
丁

目
φ

1
0
0
・
7
5
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

（
1
工

区
）

画
図

町
大

字
重

富
5
4
7
-
3
付

近
φ

2
0
0
・
1
0
0
粍

配
水

管
布

設
他

6
件

工
事

田
迎

町
大

字
田

井
島

2
3
6
番

付
近

φ
1
0
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

金
入

設
計

書
開

示
8
/
3

8
/
1
8

2
3
1

8
/
2

富
合

町
平

原
(平

原
配

水
場

付
近

）
φ

1
5
0
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
富

合
町

杉
合

郵
便

局
付

近
φ

1
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
2
件

工
事

花
園

5
丁

目
(山

王
橋

西
側

）
φ

5
0
0
・
1
5
0
粍

配
水

管
布

設
他

2
件

工
事

都
市

計
画

道
路

　
春

日
池

上
線

（
万

日
山

ﾄﾝ
ﾈ

ル
内

）
φ

5
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
　

金
入

設
計

書
、

代
価

表
ま

で
す

べ
て

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

富
合

町
平

原
(平

原
配

水
場

付
近

）
φ

1
5
0
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
富

合
町

杉
合

郵
便

局
付

近
φ

1
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
2
件

工
事

花
園

5
丁

目
(山

王
橋

西
側

）
φ

5
0
0
・
1
5
0
粍

配
水

管
布

設
他

2
件

工
事

都
市

計
画

道
路

　
春

日
池

上
線

（
万

日
山

ﾄﾝ
ﾈ

ﾙ
内

）
φ

5
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
　

金
入

設
計

書
、

代
価

表

開
示

8
/
1
6

8
/
1
9

2
3
2

8
/
2

食
品

営
業

許
可

施
設

の
台

帳
コ

ピ
ー

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
上

、
あ

る
も

の
全

て
平

成
2
3
年

8
月

2
日

現
在

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

2
3
年

8
月

2
日

現
在

の
食

品
営

業
許

可
施

設
一

覧
項

目
：
業

種
、

屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

申
請

者
氏

名
、

許
可

期
間

開
示

8
/
1
1

8
/
1
1

2
3
3

8
/
2

都
市

計
画

道
路

　
春

日
池

上
線

φ
5
0
0
粍

配
水

管
推

進
他

1
件

工
事

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

水
道

部
水

道
整

備
課

都
市

計
画

道
路

　
春

日
池

上
線

φ
5
0
0
粍

配
水

管
推

進
他

1
件

工
事

金
入

設
計

書
開

示
8
/
1
5

8
/
1
6

‐35‐



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
3
4

8
/
3

旅
館

業
法

の
営

業
許

可
に

関
す

る
事

項
・
営

業
許

可
主

体
の

名
称

(会
社

名
・
代

表
者

名
）
・
営

業
所

の
住

所
・
営

業
許

可
の

日
付

・
客

室
数

（
当

初
の

営
業

許
可

日
か

ら
現

在
ま

で
の

間
に

変
動

が
あ

る
場

合
は

、
そ

の
変

動
状

況
（
内

容
及

び
そ

の
日

付
）
）
(文

書
の

例
）
営

業
許

可
申

請
書

、
旅

館
台

帳
、

変
更

届
書

・
ホ

テ
ル

名
「
○

×
」

健
康

福
祉

局
衛

生
部

生
活

衛
生

課

「
○

×
」
の

旅
館

業
の

営
業

許
可

に
関

す
る

次
の

事
項

営
業

許
可

を
受

け
た

者
の

氏
名

（
法

人
名

称
及

び
代

表
者

氏
名

）
、

営
業

者
の

住
所

、
営

業
許

可
、

客
室

数
、

許
可

日
か

ら
現

在
ま

で
の

変
更

状
況

(内
容

及
び

そ
の

日
付

け
）

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
8
/
1
1

8
/
1
5

郵
送

2
3
5

8
/
3

平
成

2
3
年

6
月

3
日

～
8
月

3
日

に
お

い
て

新
し

く
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

業
（
移

動
販

売
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
）
施

設
一

覧
（
項

目
：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

、
許

可
日

）

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

2
3
年

6
月

3
日

～
8
月

3
日

に
お

い
て

新
し

く
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

業
（
移

動
販

売
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
）
施

設
一

覧
（
項

目
：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
電

話
番

号
、

申
請

者
名

、
許

可
日

）
開

示
8
/
5

8
/
8

2
3
6

8
/
3

託
麻

市
民

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

改
修

工
事

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

建
築

部
営

繕
課

平
成

2
3
年

7
月

2
8
日

入
札

託
麻

市
民

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

改
修

工
事

金
入

設
計

書
開

示
8
/
1
2

8
/
1
7

2
3
7

8
/
4

西
里

小
学

校
下

水
道

接
続

工
事

金
入

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部

施
設

課

西
里

小
学

校
下

水
道

接
続

工
事

金
入

設
計

書
開

示
8
/
9

8
/
9

2
3
8

8
/
5

第
三

号
様

式
(第

二
条

関
係

）
（
A

4
）
　

定
期

報
告

書
（
第

一
面

）
ｴ

ﾈ
ﾙ

ｷ
ﾞｰ

の
使

用
合

理
化

に
関

す
る

法
律

に
基

づ
く

報
告

書
　

○
△

提
出

分

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

第
三

号
様

式
(第

二
条

関
係

）
（
A

4
）
　

定
期

報
告

書
（
第

一
面

）
ｴ

ﾈ
ﾙ

ｷ
ﾞｰ

の
使

用
合

理
化

に
関

す
る

法
律

に
基

づ
く

報
告

書
　

○
△

提
出

分
開

示
8
/
1
6

8
/
1
9

熊
本

市
五

福
ま

ち
づ

く
り

交
流

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

運
営

協
議

会
の

公
募

委
員

の
選

考
に

関
す

る
要

綱
（
五

福
ま

ち
づ

く
り

交
流

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

運
営

協
議

会
公

募
委

員
選

考
規

定
等

の
わ

か
る

資
料

。
応

募
原

稿
及

び
面

接
採

点
の

基
準

点
お

よ
び

選
考

者
の

わ
か

る
資

料
等

）
熊

本
市

五
福

ま
ち

づ
く

り
交

流
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

条
例

及
び

同
施

行
規

則
熊

本
市

五
福

ま
ち

づ
く

り
交

流
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

委
員

の
選

任
に

関
す

る
要

綱
（
五

福
ま

ち
づ

く
り

交
流

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

運
営

協
議

会
要

綱
等

の
資

料
）

面
接

用
質

問
表

及
び

評
価

表
（
五

福
ま

ち
づ

く
り

交
流

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

運
営

協
議

会
公

募
委

員
の

選
考

委
員

に
つ

い
て

）
（
選

考
委

員
お

よ
び

司
会

者
の

名
簿

）

開
示

8
/
1
6

8
/
2
6

選
考

委
員

審
査

集
計

表
・
五

福
ま

ち
づ

く
り

交
流

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

運
営

協
議

会
公

募
委

員
評

価
表

（
個

別
）

（
熊

本
市

五
福

ま
ち

づ
く

り
交

流
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

運
営

協
議

会
公

募
委

員
選

考
に

お
け

る
応

募
者

全
員

の
各

選
考

委
員

毎
の

評
点

の
わ

か
る

資
料

）

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
8
/
1
9

8
/
2
6

熊
本

市
五

福
ま

ち
づ

く
り

交
流

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

運
営

協
議

会
公

募
委

員
選

考
に

か
か

る
応

募
原

稿
の

模
範

解
答

・
百

点
満

点
と

な
る

資
料

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

8
/
1
9

2
4
0

8
/
8

社
会

福
祉

法
人

現
況

報
告

書
（
監

査
報

告
書

を
除

く
）

平
成

2
3
年

4
月

1
日

現
在

社
会

福
祉

法
人

　
○

△
の

み

健
康

福
祉

局
保

健
福

祉
部

障
が

い
保

健
福

祉
課

社
会

福
祉

法
人

○
△

の
社

会
福

祉
法

人
現

況
報

告
書

（
平

成
2
3
年

4
月

1
日

：
監

査
報

告
書

を
除

く
）

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
8
/
1
1

8
/
1
2

2
4
1

8
/
9

Ｈ
2
3
.2

月
1
日

～
8
月

8
日

分
（
新

規
届

出
）

美
・
理

容
室

ｻ
ﾛ
ﾝ

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

開
設

日
、

席
数

、
広

さ
健

康
福

祉
局

衛
生

部
生

活
衛

生
課

熊
本

市
内

の
理

、
美

容
室

の
店

舗
名

称
、

所
在

地
、

電
話

番
号

、
開

設
日

、
床

面
積

(作
業

所
・
待

合
所

）
及

び
椅

子
数

開
示

8
/
1
2

8
/
1
6

2
4
2

8
/
1
0

都
市

計
画

事
業

　
東

部
汚

水
1
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
1
2
工

区
）
　

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

下
水

道
部

下
水

道
建

設
課

都
市

計
画

事
業

　
東

部
汚

水
1
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
1
2
工

区
）
　

金
入

設
計

書
開

示
8
/
2
4

8
/
2
4

2
4
3

8
/
1
0

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
1
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
8
0
2
工

区
）
　

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

調
整

課
都

市
計

画
事

業
　

西
部

汚
水

1
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
8
0
2
工

区
）
　

金
入

設
計

書
開

示
8
/
1
9

8
/
2
4

2
4
4

8
/
1
0

明
徳

町
大

鳥
居

町
第

1
号

線
側

溝
改

良
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

明
徳

町
大

鳥
居

町
第

1
号

線
側

溝
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

8
/
1
9

8
/
2
4

8
/
5

熊
本

市
五

福
ま

ち
づ

く
り

交
流

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

運
営

協
議

会
公

募
委

員
選

考
が

、
応

募
原

稿
審

査
と

平
成

2
3
年

7
月

2
9
日

面
接

に
よ

り
選

考
が

行
わ

れ
た

こ
と

に
つ

い
て

。
1
.五

福
ま

ち
づ

く
り

交
流

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

運
営

協
議

会
公

募
委

員
選

考
規

定
等

の
わ

か
る

資
料

2
.選

考
基

準
評

点
等

の
1
）
応

募
原

稿
採

点
基

準
評

点
等

の
わ

か
る

資
料

等
2
)応

募
原

稿
の

模
範

回
答

・
百

点
満

点
と

な
る

資
料

等
3
）
公

募
委

員
面

接
採

点
基

準
評

点
等

の
わ

か
る

資
料

等
3
.応

募
原

稿
の

選
考

者
の

役
職

名
・
氏

名
の

わ
か

る
資

料
等

4
.面

接
者

の
選

考
者

等
の

役
職

名
・
氏

名
の

わ
か

る
資

料
等

※
更

に
司

会
者

と
し

て
面

接
選

考
者

と
一

緒
に

盛
ん

に
私

に
質

問
し

て
い

た
職

員
の

役
職

名
・
氏

名
も

含
む

5
.応

募
者

全
員

の
各

選
考

委
員

毎
の

応
募

原
稿

の
評

点
と

面
接

評
点

の
わ

か
る

資
料

等
6
.五

福
ま

ち
づ

く
り

交
流

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

運
営

協
議

会
要

綱
等

の
資

料
等

市
民

生
活

局
市

民
生

活
部

五
福

ま
ち

づ
く

り
交

流
室

2
3
9
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
4
5

8
/
1
0

植
木

町
岩

野
φ

1
5
0
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

（
2
工

区
）

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

水
道

部
水

道
整

備
課

植
木

町
岩

野
φ

1
5
0
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

（
2
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
8
/
1
2

8
/
1
8

2
4
6

8
/
1
0

平
成

2
3
年

8
月

1
0
日

花
畑

町
大

江
本

町
第

1
号

線
道

路
維

持
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

平
成

2
3
年

8
月

1
0
日

花
畑

町
大

江
本

町
第

1
号

線
道

路
維

持
工

事
金

入
設

計
書

開
示

8
/
1
6

8
/
1
9

2
4
7

8
/
1
1

平
成

2
3
年

8
月

3
日

開
札

　
都

市
計

画
事

業
東

部
汚

水
4
6
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
7
0
1
工

区
）

東
部

汚
水

4
4
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
1
3
工

区
）

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

平
成

2
3
年

8
月

3
日

開
札

　
都

市
計

画
事

業
東

部
汚

水
4
6
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
7
0
1
工

区
）

東
部

汚
水

4
4
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
1
3
工

区
）

金
入

設
計

書

開
示

8
/
2
3

8
/
2
4

2
4
8

8
/
1
1

(仮
称

）
新

大
江

三
丁

目
東

公
園

整
備

工
事

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

都
市

整
備

部
公

園
課

(仮
称

）
新

大
江

三
丁

目
東

公
園

整
備

工
事

金
入

設
計

書
開

示
8
/
1
9

8
/
2
2

2
4
9

8
/
1
5

総
務

課
が

、
平

成
2
0
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

2
3
年

3
月

3
1
日

ま
で

の
期

間
で

、
市

の
顧

問
弁

護
士

に
法

律
相

談
し

た
事

案
が

あ
れ

ば
、

そ
の

「
法

律
相

談
結

果
報

告
書

」
法

制
室

に
提

出
済

み
の

も
の

）
の

写
し

上
下

水
道

局
総

務
部

総
務

課

上
下

水
道

局
総

務
課

が
、

平
成

2
0
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

2
3
年

3
月

3
1
日

ま
で

の
期

間
に

市
の

顧
問

弁
護

士
に

法
律

相
談

し
た

事
案

に
係

る
「
法

律
相

談
結

果
報

告
書

」
法

制
室

に
提

出
済

み
の

も
の

）
の

写
し

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

5
号

　
審

議
検

討
に

関
す

る
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報

8
/
2
6

8
/
2
7

郵
送

2
5
0

8
/
1
6

(仮
称

）
新

大
江

三
丁

目
東

公
園

整
備

工
事

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

都
市

整
備

部
公

園
課

(仮
称

）
新

大
江

三
丁

目
東

公
園

整
備

工
事

金
入

設
計

書
開

示
8
/
1
9

8
/
2
4

2
5
1

8
/
1
6

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

の
様

式
3
号

（
平

成
2
3
年

5
月

1
1
日

～
6
月

1
0
日

届
出

分
）

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

開
発

景
観

課

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

の
様

式
3
号

（
平

成
2
3
年

5
月

1
1
日

～
6
月

1
0
日

届
出

分
）

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
2

8
/
2
4

熊
本

市
企

画
財

政
局

財
務

部
管

財
課

所
管

の
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ

（
1
）
借

受
不

動
産

(土
地

・
建

物
）

（
3
）
普

通
財

産
(土

地
・
建

物
）
の

全
一

覧
表

（
6
）
重

要
物

品
の

一
覧

表
開

示
8
/
3
0

9
/
3

郵
送

熊
本

市
企

画
財

政
局

財
務

部
管

財
課

所
管

の
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ

（
2
）
普

通
財

産
(土

地
・
建

物
）
の

貸
付

状
況

（
4
）
行

政
財

産
目

的
外

使
用

許
可

状
況

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
8
/
3
0

9
/
3

郵
送

熊
本

市
企

画
財

政
局

財
務

部
管

財
課

所
管

の
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ

（
5
）
ﾘｰ

ｽ
契

約
や

賃
借

契
約

し
て

い
る

車
両

の
一

覧
表

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

8
/
3
0

2
5
3

8
/
1
8

平
成

2
3
年

7
月

1
3
日

開
札

流
通

団
地

第
1
号

線
歩

道
維

持
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

流
通

団
地

第
1
号

線
歩

道
維

持
工

事
金

入
設

計
書

開
示

8
/
2
6

8
/
2
9

2
5
4

8
/
1
8

平
成

2
3
年

8
月

1
0
日

開
札

熊
本

駅
新

外
線

道
路

維
持

工
事

（
そ

の
1
）

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

平
成

2
3
年

8
月

1
0
日

開
札

熊
本

駅
新

外
線

道
路

維
持

工
事

（
そ

の
1
）

金
入

設
計

書
開

示
8
/
2
6

8
/
2
9

2
5
5

8
/
2
2

平
成

2
3
年

度
河

内
町

ＪＡ
柑

橘
選

果
場

南
側

か
ら

国
道

5
0
1
号

線
間

φ
1
5
0
粍

配
水

管
布

設
他

2
件

工
事

　
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

平
成

2
3
年

度
河

内
町

ＪＡ
柑

橘
選

果
場

南
側

か
ら

国
道

5
0
1
号

線
間

φ
1
5
0
粍

配
水

管
布

設
他

2
件

工
事

　
金

入
設

計
書

開
示

8
/
3
1

9
/
2

2
5
6

8
/
2
2

平
成

2
3
年

度
河

内
町

岳
(峠

の
茶

屋
）
φ

1
5
0
・
1
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

平
成

2
3
年

度
河

内
町

岳
(峠

の
茶

屋
）
φ

1
5
0
・
1
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
金

入
設

計
書

開
示

8
/
3
1

9
/
2

2
5
7

8
/
2
4

美
容

室
(熊

本
市

内
）
の

店
名

、
氏

名
、

住
所

、
電

話
番

号
が

解
る

も
の

健
康

福
祉

局
衛

生
部

生
活

衛
生

課

熊
本

市
内

の
理

・
美

容
室

の
店

舗
名

称
、

所
在

地
、

開
設

者
氏

名
・
名

称
及

び
電

話
番

号
開

示
8
/
3
0

9
/
5

2
5
2

8
/
1
8

企
画

財
政

局
財

務
部

管
財

課

熊
本

市
企

画
財

政
局

財
務

部
管

財
課

所
管

の
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ

（
1
）
借

受
不

動
産

(土
地

・
建

物
）
の

一
覧

表
（
2
）
普

通
財

産
(土

地
・
建

物
）

の
貸

付
状

況
の

一
覧

表
（
3
）
普

通
財

産
(土

地
・
建

物
）
の

全
一

覧
表

→
（
2
）
も

含
む

(貸
し

付
け

て
い

る
物

件
　

遊
休

状
態

の
物

件
　

残
地

な
ど

）
（
4
）
行

政
財

産
目

的
外

使
用

許
可

状
況

の
一

覧
表

①
電

柱
②

電
話

柱
③

自
動

販
売

機
④

金
融

機
関

の
A

T
M

④
各

団
体

へ
の

建
物

・
土

地
の

使
用

許
可

⑤
そ

の
他

具
体

的
に

(電
柱

　
電

話
柱

で
電

柱
番

号
が

判
明

し
て

い
た

ら
記

入
し

て
く

だ
さ

い
）
（
5
）
ﾘｰ

ｽ
契

約
や

賃
借

契
約

し
て

い
る

車
両

の
一

覧
表

（
所

管
の

所
属

課
名

　
車

両
番

号
な

ど
）
（
6
）
熊

本
市

所
管

の
重

要
物

品
の

一
覧

表
(単

な
る

数
量

で
は

な
く

1
品

1
品

記
載

さ
れ

て
い

る
も

の
）
品

名
　

取
得

日
　

取
得

価
格

　
規

格
　

耐
用

年
数

　
以

上
E

xc
el

か
P
D

F
形

式
な

ど
で

編
集

し
C

D
-
R

に
ﾌ

ｧ
ｲ
ﾙ

保
存

し
た

も
の
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
5
8

8
/
2
6

平
成

2
3
年

度
徳

王
1
丁

目
2
5
番

地
付

近
φ

1
5
0
・
7
5
・
5
0
粍

配
水

管
配

水
管

布
設

替
工

事
に

伴
う

測
量

設
計

業
務

委
託

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

平
成

2
3
年

度
徳

王
1
丁

目
2
5
番

地
付

近
φ

1
5
0
・
7
5
・
5
0
粍

配
水

管
配

水
管

布
設

替
工

事
に

伴
う

測
量

設
計

業
務

委
託

金
入

設
計

書
開

示
8
/
3
1

9
/
2

郵
送

2
5
9

8
/
2
6

飲
食

店
営

業
許

可
申

請
健

康
福

祉
局

衛
生

部
食

品
保

健
課

平
成

2
3
年

8
月

2
9
日

現
在

の
食

品
営

業
許

可
施

設
一

覧
項

目
：
業

種
、

屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

申
請

者
氏

名
、

代
表

者
氏

名
(申

請
者

が
法

人
の

場
合

）
、

申
請

者
所

在
地

、
申

請
者

電
話

番
号

、
許

可
日

開
示

9
/
9

2
6
0

8
/
2
6

・
大

気
汚

染
防

止
法

ば
い

煙
発

生
施

設
設

置
届

出
書

・
熊

本
県

生
活

環
境

の
保

全
等

に
関

す
る

条
例

　
ば

い
煙

発
生

施
設

設
置

届
出

書
環

境
保

全
局

環
境

保
全

部
環

境
企

画
課

・
大

気
汚

染
防

止
法

ば
い

煙
発

生
施

設
設

置
届

出
書

・
熊

本
県

生
活

環
境

の
保

全
等

に
関

す
る

条
例

　
ば

い
煙

発
生

施
設

設
置

届
出

書
（
大

気
汚

染
防

止
法

及
び

熊
本

県
生

活
環

境
の

保
全

等
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
ば

い
煙

発
生

施
設

の
一

覧
）

開
示

請
求

項
目

・
工

場
又

は
事

業
所

の
名

称
・
工

場
又

は
事

業
所

の
所

在
地

・
ば

い
煙

発
生

施
設

の
種

類
及

び
規

模
・
燃

料
の

種
類

開
示

8
/
3
0

9
/
1
3

2
6
1

8
/
2
6

・
水

質
汚

濁
防

止
法

特
定

施
設

の
届

出
書

環
境

保
全

局
環

境
保

全
部

水
保

全
課

○
水

質
汚

濁
防

止
法

特
定

施
設

届
出

書
(水

質
汚

濁
防

止
法

に
基

づ
く

特
定

施
設

の
一

覧
表

）
公

共
用

水
域

へ
の

排
水

量
が

日
平

均
2
0
㎥

以
上

の
特

定
事

業
場

、
下

水
道

未
接

続
の

有
害

物
質

使
用

特
定

事
業

場
・
工

場
又

は
事

業
場

の
名

称
・
工

場
又

は
事

業
場

の
所

在
地

・
有

害
物

質
使

用
状

況

開
示

8
/
3
1

9
/
1
3

熊
本

市
事

務
事

業
外

部
評

価
会

議
公

募
委

員
・
選

考
に

当
た

っ
て

1
.応

募
原

稿
に

対
す

る
評

価
基

準
等

の
取

扱
い

規
定

等
の

内
容

の
わ

か
る

資
料

等
一

式
2
.面

接
に

対
す

る
評

価
基

準
等

の
取

扱
い

規
定

等
の

内
容

の
わ

か
る

資
料

等
一

式
5
.熊

本
市

職
員

・
選

考
委

員
が

、
応

募
原

稿
・
面

接
の

評
価

を
し

た
選

考
委

員
の

役
職

名
と

氏
名

の
わ

か
る

資
料

等

開
示

9
/
7

9
/
8

3
.応

募
者

全
員

に
対

し
て

、
各

選
考

委
員

の
応

募
原

稿
評

価
点

数
の

わ
か

る
資

料
等

4
.応

募
者

全
員

に
対

し
て

、
各

選
考

委
員

の
面

接
評

価
点

数
の

わ
か

る
資

料
等

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
9
/
7

9
/
8

6
.個

人
情

報
を

除
い

て
、

応
募

者
全

員
の

応
募

原
稿

不
開

示
2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
9
/
7

7
.応

募
原

稿
へ

の
評

価
基

準
と

な
る

熊
本

市
が

期
待

し
て

い
る

百
点

満
点

の
模

範
回

答
書

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

9
/
7

2
6
3

8
/
2
6

熊
本

市
立

春
日

小
学

校
で

は
、

学
校

保
健

安
全

法
に

基
づ

き
施

行
さ

れ
た

学
校

環
境

衛
生

基
準

学
校

環
境

衛
生

基
準

に
則

り
、

安
全

安
心

の
児

童
教

育
施

設
で

あ
る

と
の

調
査

・
審

査
・
審

議
さ

れ
て

い
る

は
ず

な
の

で
、

そ
の

検
査

項
目

、
換

気
及

び
保

温
等

→
（
4
）
浮

遊
粉

じ
ん

（
6
）
一

酸
化

炭
素

（
７

）
二

酸
化

炭
素

（
8
）
揮

発
性

有
機

化
合

物
、

騒
音

（
1
2
）
騒

音
レ

ベ
ル

等
を

調
査

・
審

査
・
審

議
済

で
あ

る
と

思
う

の
で

、
こ

れ
ら

の
調

書
を

基
に

、
春

日
小

学
校

は
現

在
機

能
さ

せ
、

安
全

安
心

の
基

に
児

童
教

育
が

な
さ

れ
て

い
る

と
確

信
し

て
い

る
。

そ
こ

で
、

こ
れ

ら
の

検
査

項
目

・
調

査
書

と
審

査
・
審

議
等

の
議

事
録

等
の

開
示

請
求

環
境

保
全

局
環

境
保

全
部

環
境

企
画

課

熊
本

市
立

春
日

小
学

校
に

お
け

る
学

校
保

健
安

全
法

に
基

づ
く

学
校

環
境

衛
生

基
準

に
係

る
調

査
、

審
査

等
の

開
示

請
求

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

8
/
3
0

総
務

局
総

務
部

行
政

経
営

課
2
6
2

8
/
2
6

熊
本

市
事

務
事

業
外

部
評

価
会

議
公

募
委

員
・
選

考
に

当
た

っ
て

1
.応

募
原

稿
に

対
す

る
評

価
基

準
等

の
取

扱
い

規
定

等
の

内
容

の
わ

か
る

資
料

等
一

式
2
.面

接
に

対
す

る
評

価
基

準
等

の
取

扱
い

規
定

等
の

内
容

の
わ

か
る

資
料

等
一

式
3
.応

募
者

全
員

に
対

し
て

、
各

選
考

委
員

の
応

募
原

稿
評

価
点

数
の

わ
か

る
資

料
等

4
.応

募
者

全
員

に
対

し
て

、
各

選
考

委
員

の
面

接
評

価
点

数
の

わ
か

る
資

料
等

5
.熊

本
市

職
員

・
選

考
委

員
が

、
応

募
原

稿
・
面

接
の

評
価

を
し

た
選

考
委

員
の

役
職

名
と

氏
名

の
わ

か
る

資
料

等
6
.個

人
情

報
を

除
い

て
、

応
募

者
全

員
の

応
募

原
稿

7
.応

募
原

稿
へ

の
評

価
基

準
と

な
る

熊
本

市
が

期
待

し
て

い
る

百
点

満
点

の
模

範
回

答
書
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

学
校

環
境

衛
生

基
準

に
基

づ
い

た
検

査
項

目
・
調

査
書

〔
（
6
）
一

酸
化

炭
素

（
7
）
二

酸
化

炭
素

（
1
2
）
騒

音
ﾚ
ﾍ

ﾞﾙ
〕

開
示

9
/
1

9
/
8

学
校

環
境

衛
生

基
準

に
基

づ
い

た
検

査
項

目
・
調

査
書

〔
（
4
）
浮

遊
粉

じ
ん

（
8
）
揮

発
性

有
機

化
合

物
〕
と

審
査

・
審

議
等

の
議

事
録

等
の

文
書

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

9
/
1

2
6
5

8
/
2
6

熊
本

市
立

春
日

小
学

校
で

は
、

学
校

保
健

安
全

法
に

基
づ

き
施

行
さ

れ
た

学
校

環
境

衛
生

基
準

学
校

環
境

衛
生

基
準

に
則

り
、

安
全

安
心

の
児

童
教

育
施

設
で

あ
る

と
の

調
査

・
審

査
・
審

議
さ

れ
て

い
る

は
ず

な
の

で
、

そ
の

検
査

項
目

、
換

気
及

び
保

温
等

→
（
4
）
浮

遊
粉

じ
ん

（
6
）
一

酸
化

炭
素

（
７

）
二

酸
化

炭
素

（
8
）
揮

発
性

有
機

化
合

物
、

騒
音

（
1
2
）
騒

音
ﾚ
ﾍ

ﾞﾙ
等

を
調

査
・
審

査
・
審

議
済

で
あ

る
と

思
う

の
で

、
こ

れ
ら

の
調

書
を

基
に

、
春

日
小

学
校

は
現

在
機

能
さ

せ
、

安
全

安
心

の
基

に
児

童
教

育
が

な
さ

れ
て

い
る

と
確

信
し

て
い

る
。

そ
こ

で
、

こ
れ

ら
の

検
査

項
目

・
調

査
書

と
審

査
・
審

議
等

の
議

事
録

等
の

開
示

請
求

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

熊
本

市
立

春
日

小
学

校
で

は
、

学
校

保
健

安
全

法
に

基
づ

き
施

行
さ

れ
た

学
校

環
境

衛
生

基
準

学
校

環
境

衛
生

基
準

に
則

り
、

安
全

安
心

の
児

童
教

育
施

設
で

あ
る

と
の

調
査

・
審

査
・
審

議
さ

れ
て

い
る

は
ず

な
の

で
、

そ
の

検
査

項
目

、
換

気
及

び
保

温
等

→
（
4
）
浮

遊
粉

じ
ん

（
6
）
一

酸
化

炭
素

（
７

）
二

酸
化

炭
素

（
8
）
揮

発
性

有
機

化
合

物
、

騒
音

（
1
2
）
騒

音
ﾚ
ﾍ

ﾞﾙ
等

を
調

査
・
審

査
・
審

議
済

で
あ

る
と

思
う

の
で

、
こ

れ
ら

の
調

書
を

基
に

、
春

日
小

学
校

は
現

在
機

能
さ

せ
、

安
全

安
心

の
基

に
児

童
教

育
が

な
さ

れ
て

い
る

と
確

信
し

て
い

る
。

そ
こ

で
、

こ
れ

ら
の

検
査

項
目

・
調

査
書

と
審

査
・
審

議
等

の
議

事
録

等
の

開
示

請
求

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

9
/
5

2
6
6

8
/
2
6

平
成

2
3
年

8
月

1
0
日

開
札

河
内

町
ＪＡ

柑
橘

選
果

場
南

側
か

ら
国

道
5
0
1
号

線
間

φ
1
5
0
粍

配
水

管
布

設
他

2
件

工
事

　
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

平
成

2
3
年

8
月

1
0
日

開
札

河
内

町
ＪＡ

柑
橘

選
果

場
南

側
か

ら
国

道
5
0
1
号

線
間

φ
1
5
0
粍

配
水

管
布

設
他

2
件

工
事

　
金

入
設

計
書

開
示

8
/
3
1

9
/
1
2

2
6
7

8
/
2
6

政
務

調
査

費
(市

会
議

員
）

2
2
年

度
分

領
収

書
議

会
事

務
局

総
務

課

平
成

2
2
年

度
政

務
調

査
費

の
領

収
書

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

9
/
9

9
/
1
2

2
6
8

8
/
2
9

・
河

内
町

ＪＡ
柑

橘
選

果
場

南
側

か
ら

国
道

5
0
1
号

線
間

φ
1
5
0
粍

配
水

管
布

設
他

2
件

工
事

〔
総

合
評

価
方

式
〕

・
島

崎
5
丁

目
(野

口
清

水
線

）
φ

1
5
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
・
京

町
2
丁

目
(京

町
台

公
園

西
側

）
φ

3
0
0
・
1
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1

件
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

・
小

峯
2
丁

目
・
4
丁

目
小

池
竜

田
線

φ
2
0
0
・
1
5
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

・
河

内
町

岳
(峠

の
茶

屋
）
φ

1
5
0
・
1
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
・
富

合
町

杉
島

1
1
4
5
番

地
付

近
φ

1
5
0
粍

配
水

管
布

設
他

3
件

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
ま

で

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

・
河

内
町

ＪＡ
柑

橘
選

果
場

南
側

か
ら

国
道

5
0
1
号

線
間

φ
1
5
0
粍

配
水

管
布

設
他

2
件

工
事

〔
総

合
評

価
方

式
〕

・
島

崎
5
丁

目
(野

口
清

水
線

）
φ

1
5
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
・
京

町
2
丁

目
(京

町
台

公
園

西
側

）
φ

3
0
0
・
1
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1

件
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

・
小

峯
2
丁

目
・
4
丁

目
小

池
竜

田
線

φ
2
0
0
・
1
5
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

・
河

内
町

岳
(峠

の
茶

屋
）
φ

1
5
0
・
1
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
・
富

合
町

杉
島

1
1
4
5
番

地
付

近
φ

1
5
0
粍

配
水

管
布

設
他

3
件

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表

開
示

9
/
6

9
/
2
0

2
6
9

8
/
2
9

八
反

田
1
丁

目
φ

1
0
0
・
7
5
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

（
2
工

区
）

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
ま

で
上

下
水

道
局

水
道

部
管

路
維

持
課

八
反

田
1
丁

目
φ

1
0
0
・
7
5
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

（
2
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
8
/
3
1

9
/
1
4

2
7
0

8
/
2
9

都
市

計
画

事
業

　
東

部
汚

水
4
7
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
7
2
3
工

区
）

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
1
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
8
0
2
工

区
）

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
1
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
1
5
工

区
）
　

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
ま

で

上
下

水
道

局
計

画
調

整
課

都
市

計
画

事
業

　
東

部
汚

水
4
7
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
7
2
3
工

区
）

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
1
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
8
0
2
工

区
）

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
1
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
1
5
工

区
）
　

金
入

設
計

書

開
示

9
/
2

9
/
1
5

2
6
4

8
/
2
6

熊
本

市
立

春
日

小
学

校
で

は
、

学
校

保
健

安
全

法
に

基
づ

き
施

行
さ

れ
た

学
校

環
境

衛
生

基
準

学
校

環
境

衛
生

基
準

に
則

り
、

安
全

安
心

の
児

童
教

育
施

設
で

あ
る

と
の

調
査

・
審

査
・
審

議
さ

れ
て

い
る

は
ず

な
の

で
、

そ
の

検
査

項
目

、
換

気
及

び
保

温
等

→
（
4
）
浮

遊
粉

じ
ん

（
6
）
一

酸
化

炭
素

（
７

）
二

酸
化

炭
素

（
8
）
揮

発
性

有
機

化
合

物
、

騒
音

（
1
2
）
騒

音
ﾚ
ﾍ

ﾞﾙ
等

を
調

査
・
審

査
・
審

議
済

で
あ

る
と

思
う

の
で

、
こ

れ
ら

の
調

書
を

基
に

、
春

日
小

学
校

は
現

在
機

能
さ

せ
、

安
全

安
心

の
基

に
児

童
教

育
が

な
さ

れ
て

い
る

と
確

信
し

て
い

る
。

そ
こ

で
、

こ
れ

ら
の

検
査

項
目

・
調

査
書

と
審

査
・
審

議
等

の
議

事
録

等
の

開
示

請
求

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部
健

康
教

育
課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
7
1

8
/
2
9

・
都

市
計

画
事

業
　

西
部

汚
水

1
1
号

幹
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
1
9
工

区
）

・
都

市
計

画
事

業
　

東
部

汚
水

5
9
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
2
0
工

区
）
〔
総

合
評

価
方

式
〕

・
都

市
計

画
事

業
　

東
部

汚
水

4
6
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
7
0
1

工
区

）
・
都

市
計

画
事

業
　

東
部

汚
水

4
4
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
1
3
工

区
）

・
都

市
計

画
事

業
　

東
部

汚
水

1
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
1
2
工

区
）
　

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
ま

で

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

・
都

市
計

画
事

業
　

西
部

汚
水

1
1
号

幹
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
1
9
工

区
）

・
都

市
計

画
事

業
　

東
部

汚
水

5
9
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
2
0
工

区
）
〔
総

合
評

価
方

式
〕

・
都

市
計

画
事

業
　

東
部

汚
水

4
6
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
7
0
1

工
区

）
・
都

市
計

画
事

業
　

東
部

汚
水

4
4
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
1
3
工

区
）

・
都

市
計

画
事

業
　

東
部

汚
水

1
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
1
2
工

区
）
　

金
入

設
計

書

開
示

9
/
1

1
0
/
3

2
7
2

8
/
2
9

・
梶

尾
町

第
1
号

線
道

路
改

修
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

・
高

平
1
丁

目
第

1
0
号

線
外

道
路

改
良

工
事

（
そ

の
2
）

・
明

徳
町

大
鳥

居
町

第
1
号

線
側

溝
改

良
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

ま
で

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

・
梶

尾
町

第
1
号

線
道

路
改

修
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

・
高

平
1
丁

目
第

1
0
号

線
外

道
路

改
良

工
事

（
そ

の
2
）

・
明

徳
町

大
鳥

居
町

第
1
号

線
側

溝
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

9
/
1

9
/
1
4

2
7
3

8
/
2
9

本
荘

団
地

駐
車

場
そ

の
他

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
ま

で
都

市
建

設
局

建
築

部
住

宅
課

本
荘

団
地

駐
車

場
そ

の
他

工
事

金
入

設
計

書
開

示
9
/
1

9
/
1
4

2
7
4

8
/
2
9

・
大

多
尾

第
3
号

線
道

路
改

良
工

事
・
船

津
第

2
2
号

線
外

2
路

線
道

路
改

修
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

ま
で

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
内

分
室

・
大

多
尾

第
3
号

線
道

路
改

良
工

事
・
船

津
第

2
2
号

線
外

2
路

線
道

路
改

修
工

事
金

入
設

計
書

開
示

8
/
3
0

9
/
1
4

2
7
5

8
/
2
9

上
ノ

郷
町

第
1
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

ま
で

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

上
ノ

郷
町

第
1
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

9
/
6

9
/
1
4

2
7
6

8
/
2
9

上
代

5
丁

目
水

路
改

良
外

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
ま

で
農

水
商

工
局

農
林

水
産

振
興

部
耕

地
課

上
代

5
丁

目
水

路
改

良
外

工
事

金
入

設
計

書
開

示
9
/
8

9
/
1
4

2
7
7

8
/
2
9

社
会

福
祉

法
人

　
○

△
（
□

×
保

育
園

）
の

平
成

2
2
年

度
、

貸
借

対
照

表
、

事
業

活
動

収
支

計
算

書
、

資
金

収
支

計
算

書
子

ど
も

未
来

局
子

ど
も

支
援

部
保

育
幼

稚
園

課

社
会

福
祉

法
人

　
○

△
（
□

×
保

育
園

）
の

平
成

2
2
年

度
、

貸
借

対
照

表
、

事
業

活
動

収
支

計
算

書
、

資
金

収
支

計
算

書
開

示
（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
9
/
7

9
/
8

2
7
8

8
/
2
9

出
水

4
丁

目
第

2
2
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

出
水

4
丁

目
第

2
2
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

8
/
3
1

9
/
8

2
7
9

8
/
3
0

工
事

（
委

託
）
番

号
1
1
0
0
4
6
0
工

事
・
業

務
名

　
三

和
中

学
校

校
舎

外
壁

改
修

工
事

金
入

設
計

書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
施

設
課

三
和

中
学

校
校

舎
外

壁
改

修
工

事
金

入
設

計
書

開
示

8
/
3
0

9
/
2

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

熊
本

市
五

福
ま

ち
づ

く
り

交
流

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

運
営

協
議

会
公

募
委

員
選

考
に

関
す

る
再

開
示

請
求

〔
開

示
請

求
1
〕
～

〔
開

示
請

求
1
2
〕
-
1
）

点
数

5
・
4
・
3
・
2
・
1
に

各
々

対
応

す
る

「
非

常
に

優
れ

て
い

る
」
「
優

れ
て

い
る

」
「
普

通
」
「
劣

っ
て

い
る

」
「
非

常
に

劣
っ

て
い

る
」
と

各
選

考
者

が
判

断
す

る
た

め
の

、
基

準
や

事
例

等
の

わ
か

る
資

料
・
規

定
等

の
開

示
、

ま
た

、
自

分
の

評
点

に
つ

い
て

、
各

委
員

が
何

ゆ
え

に
こ

の
点

数
を

つ
け

た
か

の
根

拠
と

な
る

資
料

の
開

示
。

〔
開

示
請

求
3
〕
-
1
）

五
福

ま
ち

づ
く

り
交

流
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

運
営

協
議

会
要

綱
不

存
在

第
1
1
条

第
2
項

9
/
1
2

〔
開

示
請

求
1
2
〕
-
3
）

応
募

者
全

員
の

応
募

原
稿

(個
人

情
報

等
は

除
く

）

不
開

示
2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
9
/
1
2

〔
開

示
請

求
1
2
〕
-
2
）

応
募

者
全

員
の

各
選

考
委

員
毎

の
応

募
原

稿
の

評
点

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
9
/
1
2

9
/
2
9

2
8
1

8
/
3
0

・
八

反
田

1
丁

目
φ

1
0
0
・
7
5
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

（
1
工

区
）

・
画

図
町

大
字

重
富

5
4
7
-
3
番

付
近

φ
2
0
0
・
1
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
6

件
工

事
・
田

迎
町

大
字

田
井

島
2
3
6
番

付
近

φ
1
0
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
水

道
部

管
路

維
持

課

・
八

反
田

1
丁

目
φ

1
0
0
・
7
5
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

（
1
工

区
）

・
画

図
町

大
字

重
富

5
4
7
-
3
番

付
近

φ
2
0
0
・
1
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
6

件
工

事
・
田

迎
町

大
字

田
井

島
2
3
6
番

付
近

φ
1
0
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

金
入

設
計

書

開
示

9
/
2

9
/
1
2

2
8
2

8
/
3
0

・
県

道
田

迎
木

原
線

か
ら

富
合

東
部

浄
水

場
間

φ
2
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
（
1
工

区
）

・
富

合
町

平
原

(平
原

配
水

場
付

近
）
φ

1
5
0
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

・
県

道
田

迎
木

原
線

か
ら

富
合

東
部

浄
水

場
間

φ
2
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
（
1
工

区
）

・
富

合
町

平
原

(平
原

配
水

場
付

近
）
φ

1
5
0
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
金

入
設

計
書

開
示

9
/
5

9
/
1
2

2
8
0

8
/
3
0

市
民

生
活

局
市

民
生

活
部

地
域

づ
く

り
推

進
課

熊
本

市
五

福
ま

ち
づ

く
り

交
流

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

運
営

協
議

会
公

募
委

員
選

考
に

お
け

る
【
1
】
点

数
5
・
4
・
3
・
2
・
1
に

各
々

対
応

す
る

非
常

に
優

れ
て

い
る

・
優

れ
て

い
る

・
普

通
・
劣

っ
て

い
る

・
非

常
に

劣
っ

て
い

る
と

各
選

考
者

が
各

自
判

断
材

料
と

し
て

の
模

範
基

準
・
平

準
基

準
・
具

体
的

事
例

・
判

断
基

準
等

の
わ

か
る

資
料

・
規

定
等

【
2
】
運

営
協

議
会

委
員

は
、

ど
の

よ
う

な
価

値
観

・
指

針
を

持
つ

の
が

評
点

5
点

・
4
点

・
3
点

な
の

か
の

わ
か

る
資

料
等

【
3
】
1
）
運

営
協

議
会

要
綱

等
の

わ
か

る
資

料
等

2
）
私

が
ど

の
よ

う
な

回
答

を
し

た
か

ら
評

点
2
点

・
2
点

・
2
点

な
の

か
の

わ
か

る
資

料
等

3
）
評

点
5
点

・
4
点

・
3
点

・
2
点

１
点

と
す

る
各

々
の

具
体

的
評

価
基

準
と

な
る

資
料

等
【
4
】
3
運

営
協

議
会

等
に

つ
い

て
（
委

員
と

し
て

の
）
問

題
意

識
は

あ
る

か
の

私
の

評
価

点
数

の
根

拠
・
基

準
等

の
わ

か
る

資
料

等
【
5
】
質

問
表

（
4
）
の

配
点

は
、

何
の

根
拠

・
何

の
証

拠
・
何

の
基

準
・
何

の
裏

面
調

査
調

書
等

に
よ

っ
て

評
点

3
点

・
2
点

・
1
点

と
し

た
か

の
わ

か
る

資
料 【
6
】
質

問
表

（
5
）
に

つ
い

て
、

評
点

3
点

・
3
点

・
3
点

の
判

断
基

準
・
配

点
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

等
【
7
】
評

価
表

5
に

つ
い

て
、

具
体

的
に

ど
の

よ
う

な
回

答
で

あ
れ

ば
、

評
点

5
点

・
4
点

が
も

ら
え

る
の

か
の

わ
か

る
具

体
的

凡
例

・
事

例
等

の
わ

か
る

資
料

等
応

募
原

稿
採

点
基

準
評

点
等

の
わ

か
る

資
料

等
【
8
】
評

価
表

7
に

つ
い

て
、

期
待

さ
れ

る
関

心
度

は
何

な
の

か
、

評
点

5
点

・
4
点

の
基

準
は

具
体

的
に

ど
の

よ
う

な
活

動
を

す
れ

ば
評

点
5
点

・
4
点

の
評

価
基

準
な

の
か

の
わ

か
る

根
拠

・
具

体
的

基
準

等
の

わ
か

る
資

料
等

【
9
】
評

価
表

8
の

評
点

5
点

・
4
点

の
評

価
基

準
は

具
体

的
に

ど
の

よ
う

な
会

議
に

参
画

出
席

し
、

ど
の

よ
う

な
結

果
を

残
す

こ
と

が
評

点
5
点

・
4
点

に
つ

な
が

る
の

か
具

体
的

評
価

基
準

・
根

拠
等

の
凡

例
・
事

例
等

の
わ

か
る

資
料

等
【
1
0
】
評

価
表

9
に

つ
い

て
、

ど
の

よ
う

に
回

答
す

れ
ば

評
点

5
点

・
4
点

の
評

価
点

数
と

な
る

の
か

の
具

体
的

事
例

・
凡

例
等

の
わ

か
る

資
料

等
【
1
1
】
1
）
「
自

己
主

張
が

強
い

」
と

の
記

述
が

あ
る

が
、

ど
の

場
面

で
の

ど
の

よ
う

な
回

答
・
発

言
等

に
対

し
て

の
記

述
な

の
か

の
わ

か
る

資
料

等
2
）
「
質

問
に

対
す

る
回

答
が

乏
し

い
」
と

の
記

述
が

あ
る

が
、

ど
の

場
面

で
の

ど
の

よ
う

な
回

答
・
発

言
等

に
対

し
て

の
記

述
な

の
か

の
わ

か
る

資
料

等
【
1
2
】
1
）
応

募
原

稿
採

点
基

準
評

点
等

の
わ

か
る

資
料

等
2
）
応

募
者

全
員

の
各

選
考

委
員

毎
の

応
募

原
稿

の
評

点
3
）
応

募
者

全
員

の
応

募
原

稿
（
個

人
情

報
等

は
除

く
）
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
8
3

9
/
1

政
務

調
査

費
に

関
し

て
、

南
九

州
税

理
士

会
の

報
告

書
議

会
事

務
局

総
務

課
政

務
調

査
費

に
関

し
て

、
南

九
州

税
理

士
会

の
報

告
書

開
示

9
/
1
5

9
/
1
6

2
8
4

9
/
1

平
成

2
3
年

8
月

1
日

～
平

成
2
3
年

8
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
　

た
だ

し
、

移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
、

給
食

は
除

く
　

項
目

：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

2
3
年

8
月

1
日

～
平

成
2
3
年

8
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
　

た
だ

し
、

移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
、

給
食

は
除

く
　

項
目

：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

開
示

9
/
5

9
/
6

郵
送

2
8
5

9
/
1

平
成

2
2
年

度
　

城
南

町
舞

原
地

区
及

び
中

央
地

区
φ

1
0
0
・
7
5
粍

配
水

管
布

設
工

事
に

伴
う

測
量

設
計

業
務

委
託

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

平
成

2
2
年

度
　

城
南

町
舞

原
地

区
及

び
中

央
地

区
φ

1
0
0
・
7
5
粍

配
水

管
布

設
工

事
に

伴
う

測
量

設
計

業
務

委
託

金
入

設
計

書
開

示
9
/
7

9
/
2
6

2
8
6

9
/
1

平
成

2
3
年

8
月

2
4
日

開
札

上
熊

本
2
丁

目
第

5
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

平
成

2
3
年

8
月

2
4
日

開
札

上
熊

本
2
丁

目
第

5
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

9
/
1
2

9
/
1
2

2
8
7

9
/
1

平
成

2
3
年

8
月

2
4
日

開
札

西
原

小
学

校
運

動
場

改
良

工
事

金
入

設
計

書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
施

設
課

西
原

小
学

校
運

動
場

改
良

工
事

金
入

設
計

書
開

示
9
/
2

9
/
1
2

2
8
8

9
/
1

平
成

2
3
年

8
月

2
4
日

開
札

扇
田

環
境

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

旧
埋

立
処

分
場

跡
地

活
用

整
備

工
事

金
入

設
計

書

環
境

保
全

局
環

境
事

業
部

環
境

施
設

整
備

室

平
成

2
3
年

8
月

2
4
日

開
札

扇
田

環
境

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

旧
埋

立
処

分
場

跡
地

活
用

整
備

工
事

金
入

設
計

書
開

示
9
/
1
4

9
/
1
5

2
8
9

9
/
5

小
幡

町
の

検
図

帳
都

市
建

設
局

土
木

部
土

木
管

理
課

小
幡

町
の

検
図

帳
開

示
9
/
9

9
/
9

2
9
0

9
/
6

①
京

町
2
丁

目
(京

町
台

公
園

西
側

）
φ

3
0
0
・
1
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1

件
工

事
(8

月
1
0
日

）
②

植
木

町
岩

野
1
5
7
6
番

地
付

近
φ

1
5
0
・
7
5
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

1
件

工
事

　
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

①
京

町
2
丁

目
(京

町
台

公
園

西
側

）
φ

3
0
0
・
1
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1

件
工

事
(8

月
1
0
日

）
②

植
木

町
岩

野
1
5
7
6
番

地
付

近
φ

1
5
0
・
7
5
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

1
件

工
事

　
金

入
設

計
書

開
示

9
/
1
3

9
/
2
0

2
9
1

9
/
6

・
植

木
町

小
野

φ
1
5
0
・
1
0
0
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

・
植

木
町

鐙
田

φ
2
0
0
・
7
5
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

（
1
工

区
）

・
植

木
町

大
和

φ
1
0
0
・
7
5
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

（
3
工

区
）

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
ま

で

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

・
植

木
町

小
野

φ
1
5
0
・
1
0
0
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

・
植

木
町

鐙
田

φ
2
0
0
・
7
5
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

（
1
工

区
）

・
植

木
町

大
和

φ
1
0
0
・
7
5
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

（
3
工

区
）

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表

開
示

9
/
1
3

9
/
2
0

2
9
2

9
/
6

・
河

内
町

住
民

広
場

整
備

工
事

〔
総

合
評

価
方

式
〕

・
田

代
地

区
水

兼
農

道
改

良
外

1
件

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
ま

で

農
水

商
工

局
農

林
水

産
振

興
部

河
内

出
張

所

・
河

内
町

住
民

広
場

整
備

工
事

〔
総

合
評

価
方

式
〕

・
田

代
地

区
水

兼
農

道
改

良
外

1
件

工
事

金
入

設
計

書
開

示
9
/
1
2

9
/
2
6

2
9
3

9
/
6

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
3
0
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
2
2
工

区
）

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
ま

で

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
3
0
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
2
2
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
9
/
8

9
/
2
6

2
9
4

9
/
6

上
熊

本
2
丁

目
第

5
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

ま
で

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

上
熊

本
2
丁

目
第

5
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

9
/
1
2

9
/
2
0

2
9
5

9
/
6

扇
田

環
境

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

旧
埋

立
処

分
場

跡
地

活
用

整
備

工
事

〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
ま

で

環
境

保
全

局
環

境
事

業
部

環
境

施
設

整
備

室

扇
田

環
境

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

旧
埋

立
処

分
場

跡
地

活
用

整
備

工
事

〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書
開

示
9
/
1
4

9
/
2
0

2
9
6

9
/
6

船
場

神
水

線
道

路
改

築
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

ま
で

都
市

建
設

局
土

木
部

道
路

整
備

課

平
成

2
3
年

8
月

2
4
日

開
札

船
場

神
水

線
道

路
改

築
工

事
金

入
設

計
書

開
示

9
/
7

9
/
2
6

2
9
7

9
/
6

西
原

小
学

校
運

動
場

改
良

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
ま

で
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部

施
設

課

西
原

小
学

校
運

動
場

改
良

工
事

金
入

設
計

書
開

示
9
/
6

9
/
2
6

2
9
8

9
/
6

飲
食

業
新

規
登

録
一

覧
（
法

人
名

が
分

か
れ

ば
助

か
り

ま
す

）
・
法

人
名

・
代

表
者

名
・
店

名
・
住

所
・
電

話
番

号
・
本

社
が

あ
れ

ば
本

社
の

所
在

地
・
電

話
番

号
・
代

表
者

名

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

2
3
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

2
3
年

9
月

7
日

ま
で

に
新

し
く

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
営

業
(移

動
販

売
業

、
仮

設
営

業
、

自
動

販
売

機
を

除
く

、
法

人
申

請
者

の
み

）
施

設
一

覧
開

示
9
/
8

9
/
9

2
9
9

9
/
7

熊
本

市
坪

井
○

丁
目

△
番

地
□

×
の

所
有

地
に

接
す

る
水

路
が

国
か

ら
熊

本
市

へ
譲

渡
さ

れ
、

平
成

1
7
年

3
月

3
1
日

に
熊

本
市

の
財

産
と

な
っ

た
そ

の
証

明
資

料

都
市

建
設

局
土

木
部

土
木

管
理

課

熊
本

市
坪

井
○

丁
目

△
番

地
□

×
の

所
有

地
に

接
す

る
水

路
が

国
か

ら
熊

本
市

へ
譲

渡
さ

れ
、

平
成

1
7
年

3
月

3
1
日

に
熊

本
市

の
財

産
と

な
っ

た
そ

の
証

明
資

料
開

示
9
/
1
3

9
/
1
3
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
0
0

9
/
7

熊
本

市
田

迎
○

丁
目

△
-
□

(畑
）

2
4
6
6
㎡

内
（
5
8
2
㎡

）
　

　
　

　
　

　
（
7
0
0
㎡

）
　

残
存

小
作

地
調

査
票

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

2
部

農
業

委
員

会
事

務
局

熊
本

市
田

迎
○

丁
目

△
-
□

(畑
）

2
4
6
6
㎡

内
（
5
8
2
㎡

）
　

　
　

　
　

　
（
7
0
0
㎡

）
　

残
存

小
作

地
調

査
票

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

2
部

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
9
/
8

9
/
9

3
0
1

9
/
8

工
事

(委
託

）
番

号
1
1
0
0
7
3
3
工

事
・
業

務
名

戸
島

旧
埋

立
処

分
場

跡
地

自
由

広
場

及
び

こ
も

れ
び

の
森

整
備

外
工

事
該

当
工

事
　

金
入

設
計

書

環
境

保
全

局
環

境
事

業
部

環
境

施
設

整
備

室

工
事

(委
託

）
番

号
1
1
0
0
7
3
3
工

事
・
業

務
名

戸
島

旧
埋

立
処

分
場

跡
地

自
由

広
場

及
び

こ
も

れ
び

の
森

整
備

外
工

事
該

当
工

事
　

金
入

設
計

書
開

示
9
/
1
3

9
/
1
4

郵
送

3
0
2

9
/
9

平
成

2
3
年

8
月

3
1
日

開
札

植
木

町
今

藤
工

業
団

地
（
仮

称
）
造

成
工

事
金

入
設

計
書

企
画

財
政

局
植

木
総

合
支

所
建

設
課

平
成

2
3
年

8
月

3
1
日

開
札

植
木

町
今

藤
工

業
団

地
（
仮

称
）
造

成
工

事
金

入
設

計
書

開
示

9
/
2
7

9
/
2
8

3
0
3

9
/
9

平
成

2
3
年

7
月

2
8
日

開
札

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
1
0
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
4
0
7
工

区
）
　

設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

平
成

2
3
年

7
月

2
8
日

開
札

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
1
0
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
4
0
7
工

区
）
　

金
入

設
計

書
開

示
9
/
1
3

9
/
1
5

3
0
4

9
/
1
1

平
成

2
3
年

度
富

合
町

古
閑

φ
1
5
0
・
1
0
0
・
7
5
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

に
伴

う
測

量
設

計
業

務
と

平
成

2
3
年

度
富

合
町

莎
崎

4
4
2
番

地
付

近
φ

1
5
0
・
1
0
0
・
7
5
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

に
伴

う
測

量
設

計
委

託
　

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

平
成

2
3
年

度
富

合
町

古
閑

φ
1
5
0
・
1
0
0
・
7
5
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

に
伴

う
測

量
設

計
業

務
と

平
成

2
3
年

度
富

合
町

莎
崎

4
4
2
番

地
付

近
φ

1
5
0
・
1
0
0
・
7
5
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

に
伴

う
測

量
設

計
委

託
　

金
入

設
計

書

開
示

9
/
1
4

9
/
2
6

3
0
5

9
/
1
2

平
成

2
3
年

8
月

3
0
日

契
約

分
植

木
町

小
野

φ
1
5
0
・
1
0
0
・
7
5
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

平
成

2
3
年

8
月

3
0
日

契
約

分
植

木
町

小
野

φ
1
5
0
・
1
0
0
・
7
5
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

金
入

設
計

書
開

示
9
/
1
4

9
/
2
0

3
0
6

9
/
1
2

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

の
様

式
3
号

（
平

成
2
3
年

6
月

1
1
日

～
7
月

1
0
日

届
出

分
）

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

開
発

景
観

課

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

の
様

式
3
号

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
3

9
/
1
5

3
0
7

9
/
1
3

平
成

2
3
年

8
月

3
1
日

開
札

戸
島

旧
埋

立
処

分
場

跡
地

自
由

広
場

及
び

こ
も

れ
び

の
森

整
備

工
事

金
入

設
計

書

環
境

保
全

局
環

境
事

業
部

環
境

施
設

整
備

室

平
成

2
3
年

8
月

3
1
日

開
札

戸
島

旧
埋

立
処

分
場

跡
地

自
由

広
場

及
び

こ
も

れ
び

の
森

整
備

工
事

金
入

設
計

書
開

示
9
/
1
4

9
/
1
5

3
0
8

9
/
1
3

平
成

2
3
年

度
東

部
汚

水
4
4
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
詳

細
設

計
業

務
委

託
(第

5
0
4
号

）
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

平
成

2
3
年

度
東

部
汚

水
4
4
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
詳

細
設

計
業

務
委

託
(第

5
0
4
号

）
金

入
設

計
書

開
示

9
/
2
7

9
/
2
7

郵
送

3
0
9

9
/
1
3

平
成

2
3
年

度
阿

高
汚

水
幹

線
枝

線
外

設
計

業
務

委
託

（
第

6
1
0
号

）
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
調

整
課

平
成

2
3
年

度
阿

高
汚

水
幹

線
枝

線
外

設
計

業
務

委
託

（
第

6
1
0
号

）
金

入
設

計
書

開
示

9
/
2
0

9
/
2
7

郵
送

3
1
0

9
/
1
3

平
成

2
3
年

度
萩

原
町

4
番

地
付

近
φ

1
5
0
・
1
0
0
・
7
5
粍

配
水

管
布

設
替

工
事

に
伴

う
測

量
設

計
業

務
委

託
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

萩
原

町
4
番

地
付

近
φ

1
5
0
・
1
0
0
・
7
5
粍

配
水

管
布

設
替

工
事

に
伴

う
測

量
設

計
業

務
委

託
金

入
設

計
書

開
示

9
/
2
3

9
/
2
8

郵
送

3
1
1

9
/
1
4

・
発

注
仕

様
書

・
資

産
税

課
　

Ｈ
2
1
年

度
委

託
・
固

定
資

産
現

況
調

査
(航

空
写

真
等

）

企
画

財
政

局
税

務
部

資
産

税
課

固
定

資
産

評
価

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
現

況
調

査
業

務
仕

様
書

の
う

ち
航

空
写

真
撮

影
等

に
係

る
部

分
開

示
9
/
2
0

9
/
2
1

3
1
2

9
/
1
5

平
成

2
3
年

7
月

1
日

か
ら

平
成

2
3
年

8
月

3
1
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
不

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
市

民
生

活
局

市
民

生
活

部
地

籍
調

査
課

平
成

2
3
年

7
月

1
日

か
ら

平
成

2
3
年

8
月

3
1
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
不

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
開

示
（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
1

9
/
2
8

郵
送

3
1
3

9
/
1
5

平
成

2
3
年

9
月

8
日

開
札

植
木

町
一

木
φ

1
5
0
・
7
5
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

平
成

2
3
年

9
月

8
日

開
札

植
木

町
一

木
φ

1
5
0
・
7
5
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

金
入

設
計

書
開

示
9
/
2
7

1
0
/
3

3
1
4

9
/
1
5

平
成

2
3
年

9
月

9
日

開
札

都
市

計
画

事
業

　
新

花
畑

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

築
造

（
土

木
）
工

事
（
7
0
5
工

区
）

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

平
成

2
3
年

9
月

9
日

開
札

都
市

計
画

事
業

　
新

花
畑

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

築
造

（
土

木
）
工

事
（
7
0
5
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
9
/
2
0

9
/
2
8

3
1
5

9
/
1
6

植
木

町
今

藤
工

業
団

地
（
仮

称
）
造

成
工

事
【
総

合
評

価
方

式
】

金
入

設
計

書
、

施
工

単
価

、
代

価
表

企
画

財
政

局
植

木
総

合
支

所
建

設
課

植
木

町
今

藤
工

業
団

地
（
仮

称
）
造

成
工

事
【
総

合
評

価
方

式
】

金
入

設
計

書
、

施
工

内
訳

表
開

示
9
/
2
8

1
0
/
1
2

3
1
6

9
/
1
6

・
戸

島
旧

埋
立

処
分

場
跡

地
ﾊ

ﾟｰ
ｸ
ｺ
ﾞﾙ

ﾌ
場

及
び

多
目

的
広

場
整

備
外

工
事

【
総

合
評

価
方

式
】

・
戸

島
旧

埋
立

処
分

場
跡

地
自

由
広

場
及

び
こ

も
れ

び
の

森
整

備
外

工
事

　
金

入
設

計
書

、
施

工
単

価
、

代
価

表

環
境

保
全

局
環

境
事

業
部

環
境

施
設

整
備

室

・
戸

島
旧

埋
立

処
分

場
跡

地
ﾊ

ﾟｰ
ｸ
ｺ
ﾞﾙ

ﾌ
場

及
び

多
目

的
広

場
整

備
外

工
事

【
総

合
評

価
方

式
】

・
戸

島
旧

埋
立

処
分

場
跡

地
自

由
広

場
及

び
こ

も
れ

び
の

森
整

備
外

工
事

　
金

入
設

計
書

開
示

9
/
2
1

1
0
/
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
1
7

9
/
1
6

細
工

町
5
丁

目
新

土
河

原
第

1
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

、
施

工
単

価
、

代
価

表
都

市
建

設
局

熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

細
工

町
5
丁

目
新

土
河

原
第

1
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

9
/
3
0

1
0
/
3

3
1
8

9
/
1
6

・
植

木
町

岩
野

1
5
7
6
番

地
付

近
φ

1
5
0
・
7
5
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事 ・
県

道
田

迎
木

原
線

か
ら

富
合

東
部

浄
水

場
間

φ
2
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
（
2
工

区
）

・
黒

髪
6
丁

目
1
0
番

地
付

近
φ

1
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

金
入

設
計

書
、

施
工

単
価

、
代

価
表

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

・
植

木
町

岩
野

1
5
7
6
番

地
付

近
φ

1
5
0
・
7
5
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事 ・
県

道
田

迎
木

原
線

か
ら

富
合

東
部

浄
水

場
間

φ
2
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
（
2
工

区
）

・
黒

髪
6
丁

目
1
0
番

地
付

近
φ

1
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

金
入

設
計

書
、

施
工

単
価

、
代

価
表

開
示

9
/
2
9

1
0
/
4

3
1
9

9
/
1
6

住
宅

課
が

平
成

2
2
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

2
3
年

3
月

3
1
日

ま
で

の
間

で
、

市
の

顧
問

弁
護

士
に

相
談

を
行

っ
た

す
べ

て
の

事
案

の
「
法

律
相

談
結

果
報

告
書

」
の

写
し

。
但

し
「
6
　

顧
問

弁
護

士
の

所
見

」
及

び
「
7
　

所
管

課
の

処
理

方
針

」
は

開
示

の
必

要
は

あ
り

ま
せ

ん
。

都
市

建
設

局
建

築
部

住
宅

課

平
成

2
2
年

度
中

の
「
法

律
相

談
結

果
報

告
書

」
開

示
（
一

部
請

求
拒

否
）

5
号

　
審

議
検

討
に

関
す

る
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報

9
/
2
6

9
/
2
7

郵
送

・
（
１

）
の

項
目

に
つ

い
て

「
区

民
会

議
（
素

案
）
の

打
ち

合
わ

せ
資

料
」
の

文
書

開
示

1
0
/
4

1
/
2
7

区
民

会
議

（
素

案
）
の

検
討

状
況

の
具

体
的

内
容

の
わ

か
る

資
料

（
出

席
者

の
個

人
名

を
含

む
）

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

1
0
/
4

3
2
1

9
/
2
0

区
民

会
議

（
素

案
）
の

市
民

に
配

布
し

た
文

書
と

関
係

資
料

の
全

部
企

画
財

政
局

政
令

指
定

都
市

推
進

室

・
（
1
）
の

項
目

に
つ

い
て

「
区

民
会

議
（
素

案
）
」
の

文
書

開
示

1
0
/
4

1
/
2
7

3
2
2

9
/
2
0

別
紙

請
求

住
所

一
覧

に
あ

る
住

所
が

記
載

さ
れ

て
い

る
住

居
表

示
台

帳
の

写
し

　
6
4
3
件

（
個

人
情

報
は

不
要

）

市
民

生
活

局
市

民
生

活
部

地
籍

調
査

課

別
紙

請
求

住
所

一
覧

に
あ

る
住

所
が

記
載

さ
れ

て
い

る
住

居
表

示
台

帳
の

写
し

開
示

9
/
2
8

9
/
2
9

郵
送

3
2
3

9
/
2
0

京
町

2
丁

目
(京

町
台

公
園

西
側

）
φ

3
0
0
・
1
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

の
軽

量
鋼

矢
板

等
仮

設
日

数
計

算
書

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

京
町

2
丁

目
(京

町
台

公
園

西
側

）
φ

3
0
0
・
1
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

の
軽

量
鋼

矢
板

等
仮

設
日

数
計

算
書

開
示

1
0
/
3

1
0
/
1
2

平
成

2
4
年

度
用

中
学

校
教

科
書

用
図

書
採

択
に

か
か

る
下

記
の

文
書

（
た

だ
し

地
図

・
社

会
科

）
調

査
報

告
書

　
選

定
委

員
会

名
簿

・
教

育
委

員
名

簿
　

採
択

ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

　
採

択
協

議
会

議
事

録
開

示
1
0
/
4

1
0
/
3
1

平
成

2
4
年

度
用

中
学

校
教

科
書

用
図

書
採

択
に

か
か

る
下

記
の

文
書

（
た

だ
し

地
図

・
社

会
科

）
　

教
科

書
研

究
員

名
簿

不
開

示
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
0
/
4

3
2
5

9
/
2
1

平
成

2
1
年

6
月

2
0
日

の
騒

音
測

定
の

記
録

午
前

1
1
時

3
7
分

及
び

3
9
分

の
1
分

間
の

ﾁ
ｬ
ｰ

ﾄ紙
環

境
保

全
局

環
境

事
業

部
環

境
企

画
課

平
成

2
1
年

6
月

2
0
日

の
騒

音
測

定
の

記
録

午
前

1
1
時

3
7
分

及
び

3
9
分

の
1
分

間
の

ﾁ
ｬ
ｰ

ﾄ紙
開

示
9
/
2
2

9
/
2
6

3
2
6

9
/
2
1

1
　

検
査

項
目

・
調

査
書

「
（
4
）
浮

遊
粉

じ
ん

（
6
）
一

酸
化

炭
素

（
7
）
二

酸
化

炭
素

（
8
）
揮

発
性

有
機

化
合

物
（
1
2
）
騒

音
ﾚ
ﾍ

ﾞﾙ
」

2
　

審
査

･審
議

等
の

議
事

録
等

の
文

書
3
　

環
境

衛
生

調
査

の
実

施
ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

等

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部
健

康
教

育
課

1
　

検
査

項
目

・
調

査
書

「
（
4
）
浮

遊
粉

じ
ん

（
6
）
一

酸
化

炭
素

（
7
）
二

酸
化

炭
素

（
8
）
揮

発
性

有
機

化
合

物
（
1
2
）
騒

音
ﾚ
ﾍ

ﾞﾙ
」

2
　

審
査

･審
議

等
の

議
事

録
等

の
文

書
3
　

環
境

衛
生

調
査

の
実

施
ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

等

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

9
/
3
0

企
画

財
政

局
政

令
指

定
都

市
推

進
室

3
2
4

9
/
2
0

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部
指

導
課

3
2
0

9
/
2
0

区
民

会
議

（
素

案
）
の

検
討

状
況

に
つ

い
て

具
体

的
な

内
容

の
わ

か
る

資
料

（
出

席
者

の
個

人
名

も
）

平
成

2
4
年

度
用

中
学

校
教

科
書

用
図

書
採

択
に

関
し

て
①

専
門

調
査

員
の

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
（
調

査
資

料
）
お

よ
び

名
簿

（
地

図
・
社

会
科

）
②

採
択

協
議

会
、

選
定

委
員

会
等

の
委

員
名

簿
③

採
択

ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

④
採

択
協

議
会

議
事

録
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
2
8

9
/
2
2

清
涼

飲
料

水
の

ﾋ
ﾞﾝ

詰
め

の
許

可
を

有
す

る
企

業
の

・
企

業
名

　
・
住

所
　

・
電

話
番

号
健

康
福

祉
局

衛
生

部
食

品
保

健
課

清
涼

飲
料

水
製

造
業

及
び

か
ん

詰
又

は
び

ん
詰

食
品

製
造

業
の

許
可

を
有

す
る

施
設

（
項

目
：
業

種
、

申
請

者
名

、
営

業
所

名
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

）
開

示
9
/
2
9

9
/
3
0

3
2
9

9
/
2
6

新
花

畑
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ

ﾟ場
築

造
（
土

木
）
工

事
（
7
0
5
工

区
）

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

下
水

道
部

下
水

道
建

設
課

新
花

畑
ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ

ﾟ場
築

造
（
土

木
）
工

事
（
7
0
5
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
9
/
2
9

1
0
/
3

3
3
0

9
/
2
7

中
学

校
教

科
書

採
択

協
議

会
委

員
名

簿
教

育
委

員
会

事
務

局
学

校
教

育
部

指
導

課

平
成

2
4
年

度
用

中
学

校
教

科
用

図
書

採
択

に
か

か
る

下
記

の
文

書
教

科
書

選
定

委
員

会
名

簿
・
教

育
委

員
会

名
簿

開
示

1
0
/
4

1
0
/
5

3
3
1

9
/
2
7

競
輪

場
選

手
管

理
棟

内
部

改
修

そ
の

他
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
建

築
部

営
繕

課

競
輪

場
選

手
管

理
棟

内
部

改
修

そ
の

他
工

事
　

金
入

設
計

書
契

約
日

　
平

成
2
3
年

9
月

1
3
日

工
期

　
平

成
2
3
年

9
月

1
3
日

～
平

成
2
3
年

1
1
月

3
0
日

開
示

1
0
/
4

1
0
/
6

3
3
2

9
/
2
7

○
△

町
内

自
治

会
へ

の
補

助
金

関
係

資
料

平
成

1
8
年

～
2
2
年

度
分

市
民

生
活

局
市

民
生

活
部

地
域

づ
く

り
推

進
課

○
△

町
内

自
治

会
へ

の
補

助
金

関
係

資
料

平
成

1
8
年

～
2
2
年

度
分

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
3

1
0
/
3

3
2
7

9
/
2
1

総
務

局
総

務
部

行
政

経
営

課

熊
本

市
事

務
事

業
外

部
評

価
会

議
公

募
委

員
選

考
に

関
す

る
開

示
請

求 【
1
】
点

数
5
・
4
・
3
・
2
・
1
に

各
々

対
応

す
る

非
常

に
優

れ
て

い
る

・
優

れ
て

い
る

・
普

通
・
劣

っ
て

い
る

・
非

常
に

劣
っ

て
い

る
と

各
選

考
者

が
各

自
判

断
す

る
材

料
・
基

準
と

す
る

模
範

基
準

・
平

準
基

準
・
具

体
的

事
例

等
に

基
づ

く
根

拠
を

基
に

評
点

付
与

を
執

行
し

た
の

で
あ

る
か

ら
、

各
選

考
者

は
、

各
々

の
根

拠
・
裏

づ
け

を
持

っ
て

い
る

は
ず

な
の

で
、

各
選

考
者

の
そ

の
事

の
わ

か
る

資
料

等
【
2
】
応

募
の

動
機

の
口

頭
陳

述
で

、
評

点
が

5
点

と
の

評
価

は
、

ど
の

よ
う

な
発

言
に

対
し

て
付

与
さ

れ
る

の
か

具
体

的
評

価
基

準
が

わ
か

る
資

料
等

【
3
】
会

議
の

開
催

に
関

す
る

質
問

で
、

ど
の

よ
う

に
答

え
れ

ば
評

点
5
点

を
付

与
す

る
と

の
具

体
的

凡
例

・
事

例
・
回

答
の

わ
か

る
資

料
等

【
4
】
私

の
評

点
に

2
点

が
あ

る
が

、
具

体
的

に
何

が
ど

の
よ

う
に

劣
っ

て
い

る
の

か
の

わ
か

る
比

較
資

料
等

。
更

に
、

評
点

5
点

の
付

与
と

な
る

た
め

に
は

、
具

体
的

凡
例

・
事

例
等

の
わ

か
る

資
料

等
【
5
】
地

域
で

ど
の

よ
う

な
行

動
を

行
え

ば
、

「
地

域
に

対
す

る
関

心
度

及
び

参
画

」
と

し
て

評
点

5
点

・
評

点
4
点

の
評

価
数

値
が

付
与

さ
れ

る
の

か
具

体
的

な
事

例
・
凡

例
等

の
わ

か
る

資
料

等
る

資
料

【
6
】
私

の
回

答
・
口

頭
陳

述
等

は
、

選
考

基
準

1
（
1
）
（
2
）
（
3
）
（
4
）
と

2
と

し
て

評
点

さ
れ

、
ど

こ
の

項
目

に
ど

の
よ

う
に

加
味

さ
れ

た
の

か
等

の
わ

か
る

資
料

等
。

何
故

、
今

回
の

委
員

C
の

評
価

が
、

評
点

2
点

な
の

か
の

確
た

る
根

拠
と

な
る

わ
か

る
資

料
等

【
7
】
行

経
発

第
1
2
2
-
3
号

に
つ

い
て

、
熊

本
市

職
員

の
業

務
執

行
理

念
・

条
例

理
念

遵
守

の
不

作
為

・
怠

慢
・
不

遵
法

を
棚

に
あ

げ
て

、
「
熊

本
市

情
報

公
開

条
例

第
7
条

・
第

6
条

」
を

隠
れ

蓑
と

す
る

時
代

は
、

と
う

に
過

去
と

も
の

と
の

認
識

を
自

覚
す

べ
き

か
。

そ
れ

と
も

ほ
か

に
公

開
で

き
な

い
法

的
根

拠
が

現
存

す
る

か
ら

な
の

か
そ

の
事

の
わ

か
る

資
料

等
【
8
】
1
）
応

募
原

稿
へ

の
評

価
基

準
と

な
る

熊
本

市
が

来
た

い
し

て
い

る
百

点
満

点
の

模
範

回
答

書
等

2
）
応

募
原

稿
を

採
点

し
た

時
だ

け
の

書
く

選
考

委
員

の
応

募
者

全
員

へ
の

評
点

の
わ

か
る

資
料

等
3
）
面

接
の

と
き

に
採

点
し

た
時

だ
け

の
各

選
考

委
員

の
応

募
者

全
員

へ
の

評
点

の
わ

か
る

資
料

等

第
1
1
条

第
2
項

熊
本

市
事

務
事

業
外

部
評

価
会

議
公

募
委

員
選

考
に

関
す

る
以

下
の

請
求 ・
「
開

示
請

求
・
1
」

・
「
開

示
請

求
・
2
」

・
「
開

示
請

求
・
3
」

・
「
開

示
請

求
・
4
」

・
「
開

示
請

求
・
5
」

・
「
開

示
請

求
・
6
」

・
「
開

示
請

求
・
7
」

・
「
開

示
請

求
・
8
」

不
存

在
1
0
/
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
3
3

9
/
2
8

今
年

度
、

今
月

ま
で

に
、

熊
本

市
上

下
水

道
局

な
ら

び
に

事
業

管
理

者
が

、
㈱

日
立

情
報

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
ｽ
ﾞか

ら
通

知
さ

れ
た

文
書

の
す

べ
て

。
特

に
、

上
下

水
道

総
合

管
理

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
(仮

称
）
の

開
発

に
つ

い
て

、
「
2
3
ヶ

月
の

開
発

延
長

期
間

内
に

完
了

さ
れ

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
」
旨

の
通

知
文

書

上
下

水
道

局
総

務
部

経
営

企
画

課

上
下

水
道

総
合

管
理

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
（
仮

称
）
開

発
業

務
委

託
に

お
い

て
、

開
発

業
者

か
ら

通
知

さ
れ

た
文

書
の

一
部

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
0
/
1
2

1
0
/
1
3

経
営

戦
略

会
議

の
参

加
者

氏
名

、
日

時
、

討
論

の
内

容
す

べ
て

に
つ

い
て

の
資

料
　

2
3
年

1
月

1
日

～
9
月

2
9
日

ま
で

開
示

1
0
/
1
3

1
0
/
1
4

経
営

戦
略

会
議

の
参

加
者

氏
名

、
日

時
、

討
論

の
内

容
す

べ
て

に
つ

い
て

の
資

料
　

2
3
年

1
月

1
日

～
9
月

2
9
日

ま
で

不
開

示
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
3

熊
本

市
事

務
事

業
外

部
評

価
委

員
会

の
公

募
に

つ
い

て
採

点
結

果
の

全
員

に
つ

い
て

(個
人

名
は

必
要

な
い

）
開

示
1
0
/
1
3

1
0
/
1
7

3
.作

文
と

面
接

の
採

点
、

配
分

に
つ

い
て

。
そ

れ
の

基
準

は
何

か
。

4
.ﾒ

ｰ
ﾙ

と
そ

れ
以

外
の

課
着

受
付

の
不

平
等

に
つ

い
て

な
ぜ

か
そ

の
根

拠
5
.発

表
期

日
は

募
集

日
に

明
記

す
べ

き
で

な
い

か
、

な
ぜ

そ
う

な
っ

て
い

な
い

の
か

。
不

存
在

第
1
1
条

第
2
項

1
0
/
1
3

1
.公

募
採

用
者

及
び

公
募

者
の

提
出

さ
れ

た
論

文
。

個
人

名
は

関
係

な
い

。
不

開
示

2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
0
/
1
3

3
3
6

9
/
2
9

1
.政

令
指

定
都

市
実

現
に

関
す

る
特

別
委

員
会

Ｈ
2
2
.1

0
/
1
2
～

1
4
　

東
京

都
千

代
田

区
、

仙
台

市
2
.出

資
団

体
等

の
調

査
に

関
す

る
特

別
委

員
会

Ｈ
2
2
.1

1
/
9
～

1
1
　

金
沢

市
、

尼
崎

市
3
.議

会
運

営
委

員
会

Ｈ
2
2
.1

0
/
2
5
～

2
7
　

堺
市

、
亀

岡
市

、
高

槻
市

①
そ

れ
ぞ

れ
の

目
的

②
ﾒ
ﾝ

ﾊ
ﾞｰ

③
行

政
職

員
等

4
.　

9
/
2
9
　

竹
原

議
員

の
発

言
報

告
書

議
会

事
務

局
総

務
課

1
.政

令
指

定
都

市
実

現
に

関
す

る
特

別
委

員
会

行
政

視
察

Ｈ
2
2
.1

0
/
1
2
～

1
4
　

東
京

都
千

代
田

区
、

仙
台

市
2
.出

資
団

体
等

の
調

査
に

関
す

る
特

別
委

員
会

行
政

視
察

Ｈ
2
2
.1

1
/
9
～

1
1
　

金
沢

市
、

尼
崎

市
3
.議

会
運

営
委

員
会

行
政

視
察

Ｈ
2
2
.1

0
/
2
5
～

2
7
　

堺
市

、
亀

岡
市

、
高

槻
市

上
記

行
政

視
察

の
視

察
目

的
、

議
員

及
び

随
行

職
員

ﾒ
ﾝ

ﾊ
ﾞｰ

表
4
.平

成
2
3
年

第
3
回

定
例

会
予

算
決

算
委

員
長

報
告

開
示

9
/
2
9

9
/
2
9

3
3
7

9
/
2
9

出
仲

間
笛

田
第

1
号

線
外

1
路

線
舗

装
打

換
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

出
仲

間
笛

田
第

1
号

線
外

1
路

線
舗

装
打

換
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
5

1
0
/
1
3

9
/
2
9

3
3
4

3
3
5

9
/
2
9

経
営

戦
略

会
議

の
参

加
者

氏
名

、
日

時
、

討
論

の
内

容
す

べ
て

に
つ

い
て

の
資

料
2
3
年

1
月

1
日

～
9
月

2
9
日

ま
で

企
画

財
政

局
企

画
情

報
部

企
画

課

総
務

局
総

務
部

行
政

経
営

課

熊
本

市
事

務
事

業
外

部
評

価
委

員
会

の
公

募
に

つ
い

て
1
.公

募
採

用
者

及
び

公
募

者
の

提
出

さ
れ

た
論

文
。

個
人

名
は

関
係

な
い

。
2
.採

点
結

果
の

全
員

に
つ

い
て

(個
人

名
は

必
要

な
い

）
3
.作

文
と

面
接

の
採

点
、

配
分

に
つ

い
て

。
そ

れ
の

基
準

は
何

か
。

4
.ﾒ

ｰ
ﾙ

と
そ

れ
以

外
の

課
着

受
付

の
不

平
等

に
つ

い
て

な
ぜ

か
そ

の
根

拠
5
.発

表
期

日
は

募
集

日
に

明
記

す
べ

き
で

な
い

か
、

な
ぜ

そ
う

な
っ

て
い

な
い

の
か

。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
3
8

9
/
2
9

｢市
長

へ
の

手
紙

」
(平

成
2
3
年

8
月

5
日

受
付

・
第

3
2
4
号

）
の

回
答

文
に

関
連

し
て

以
下

に
記

載
す

る
も

の
1
-
1
）
委

員
等

報
酬

1
0
,7

6
4
千

円
は

｢区
画

整
理

審
議

会
委

員
報

酬
及

び
区

画
整

理
事

業
に

伴
う

埋
蔵

文
化

財
嘱

託
職

員
の

報
酬

の
総

計
」
と

あ
る

が
、

説
明

欄
に

土
地

区
画

整
理

審
議

会
委

員
1
0
人

と
記

載
す

れ
ば

良
い

と
す

る
会

計
処

理
規

則
取

扱
の

わ
か

る
資

料
等

1
-
2
）
金

額
1
0
,7

6
4
千

円
の

予
算

額
の

各
目

ご
と

の
総

計
が

1
0
,7

6
4
千

円
と

な
る

項
目

ご
と

の
数

値
の

わ
か

る
資

料
2
-
1
）
｢共

済
費

1
,5

8
0
千

円
」
は

特
別

職
・
土

地
区

画
整

理
審

議
委

員
と

特
別

職
・
埋

蔵
文

化
財

嘱
託

職
員

の
｢共

済
費

1
,5

8
0
千

円
」
の

経
費

と
思

わ
れ

る
が

、
ど

の
様

な
性

格
の

経
費

な
の

か
。

特
別

職
に

対
し

て
支

払
わ

れ
る

｢共
済

費
」
の

意
味

す
る

会
計

処
理

上
の

規
定

等
の

わ
か

る
資

料
等

と
審

議
会

委
員

と
文

化
財

嘱
託

委
員

の
1
0
人

と
5
人

に
支

払
わ

れ
る

区
分

・
金

額
等

の
わ

か
る

資
料

3
-
1
）
特

別
職

・
文

化
財

嘱
託

職
員

に
、

平
成

1
4
年

度
以

降
、

年
度

ご
と

に
支

払
っ

た
報

酬
(人

数
・
金

額
）
と

共
済

費
(人

数
・
金

額
）
の

わ
か

る
資

料
等 3
-
2
）
年

度
ご

と
の

発
掘

調
査

し
た

場
所

の
分

か
る

資
料

3
-
3
）
特

別
職

5
人

以
外

に
も

一
般

調
査

員
、

発
掘

作
業

員
に

対
し

て
も

賃
金

は
支

払
わ

れ
た

と
思

わ
れ

る
が

、
ど

の
様

な
会

計
規

則
に

よ
っ

て
ど

の
様

に
支

払
わ

れ
た

の
か

の
わ

か
る

会
計

規
定

等
4
一

般
調

査
員

・
発

掘
作

業
員

に
支

払
っ

た
報

酬
の

各
年

度
・
各

場
所

ご
と

・
人

員
・
金

額
の

分
か

る
資

料
5
熊

本
市

特
別

会
計

・
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
会

計
に

な
っ

て
、

こ
の

事
業

開
始

よ
り

今
日

ま
で

、
各

年
度

ご
と

に
発

行
し

た
｢地

方
債

記
債

額
」
の

わ
か

る
資

料

企
画

財
政

局
企

画
情

報
部

広
聴

課

｢市
長

へ
の

手
紙

」
(平

成
2
3
年

8
月

5
日

受
付

・
第

3
2
4
号

）
の

回
答

文
に

関
連

し
て

以
下

に
記

載
す

る
も

の
1
-
1
）
委

員
等

報
酬

1
0
,7

6
4
千

円
は

｢区
画

整
理

審
議

会
委

員
報

酬
及

び
区

画
整

理
事

業
に

伴
う

埋
蔵

文
化

財
嘱

託
職

員
の

報
酬

の
総

計
」
と

あ
る

が
、

説
明

欄
に

土
地

区
画

整
理

審
議

会
委

員
1
0
人

と
記

載
す

れ
ば

良
い

と
す

る
会

計
処

理
規

則
取

扱
の

わ
か

る
資

料
等

1
-
2
）
金

額
1
0
,7

6
4
千

円
の

予
算

額
の

各
目

ご
と

の
総

計
が

1
0
,7

6
4
千

円
と

な
る

項
目

ご
と

の
数

値
の

わ
か

る
資

料
2
-
1
）
｢共

済
費

1
,5

8
0
千

円
」
は

特
別

職
・
土

地
区

画
整

理
審

議
委

員
と

特
別

職
・
埋

蔵
文

化
財

嘱
託

職
員

の
｢共

済
費

1
,5

8
0
千

円
」
の

経
費

と
思

わ
れ

る
が

、
ど

の
様

な
性

格
の

経
費

な
の

か
。

特
別

職
に

対
し

て
支

払
わ

れ
る

｢共
済

費
」
の

意
味

す
る

会
計

処
理

上
の

規
定

等
の

わ
か

る
資

料
等

と
審

議
会

委
員

と
文

化
財

嘱
託

委
員

の
1
0
人

と
5
人

に
支

払
わ

れ
る

区
分

・
金

額
等

の
わ

か
る

資
料

3
-
1
）
特

別
職

・
文

化
財

嘱
託

職
員

に
、

平
成

1
4
年

度
以

降
、

年
度

ご
と

に
支

払
っ

た
報

酬
(人

数
・
金

額
）
と

共
済

費
(人

数
・
金

額
）
の

わ
か

る
資

料
等 3
-
2
）
年

度
ご

と
の

発
掘

調
査

し
た

場
所

の
分

か
る

資
料

3
-
3
）
特

別
職

5
人

以
外

に
も

一
般

調
査

員
、

発
掘

作
業

員
に

対
し

て
も

賃
金

は
支

払
わ

れ
た

と
思

わ
れ

る
が

、
ど

の
様

な
会

計
規

則
に

よ
っ

て
ど

の
様

に
支

払
わ

れ
た

の
か

の
わ

か
る

会
計

規
定

等
4
一

般
調

査
員

・
発

掘
作

業
員

に
支

払
っ

た
報

酬
の

各
年

度
・
各

場
所

ご
と

・
人

員
・
金

額
の

分
か

る
資

料
5
熊

本
市

特
別

会
計

・
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
会

計
に

な
っ

て
、

こ
の

事
業

開
始

よ
り

今
日

ま
で

、
各

年
度

ご
と

に
発

行
し

た
｢地

方
債

記
債

額
」
の

わ
か

る
資

料

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

1
0
/
6

1
.（

1
）
会

計
処

理
規

則
等

取
扱

の
わ

か
る

資
料

等
…

｢熊
本

市
予

算
決

算
規

則
」
の

様
式

規
定

　
（
2
）
予

算
要

求
書

の
報

酬
の

内
訳

2
.予

算
要

求
書

の
共

済
費

の
内

訳
5
.熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
会

計
の

事
業

開
始

か
ら

今
日

ま
で

の
｢

地
方

債
起

債
額

」
・
・
・
｢平

成
1
3
年

度
～

平
成

2
2
年

度
の

決
算

附
属

書

開
示

1
0
/
1
3

1
0
/
2
0

3
.（

1
）
文

化
財

嘱
託

職
員

に
支

払
っ

た
報

酬
・
共

済
費

の
そ

れ
ぞ

れ
の

人
数

・
金

額
の

わ
か

る
資

料
　

（
2
）
年

度
毎

の
発

掘
調

査
し

た
場

所
等

の
わ

か
る

資
料

　
（
3
）
一

般
調

査
員

・
実

稼
動

発
掘

作
業

員
に

ど
の

様
な

会
計

規
則

で
ど

の
様

に
支

払
わ

れ
た

の
か

の
わ

か
る

資
料

4
.一

般
調

査
員

・
実

稼
動

発
掘

作
業

員
に

支
払

っ
た

報
酬

の
各

年
度

・
場

所
毎

・
人

員
・
金

額
の

わ
か

る
資

料

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

1
0
/
1
3

9
/
2
9

3
3
9

企
画

財
政

局
財

務
部

財
政

課

1
.（

1
）
会

計
処

理
規

則
等

取
扱

の
わ

か
る

資
料

等
…

｢熊
本

市
予

算
決

算
規

則
」
の

様
式

規
定

　
（
2
）
予

算
要

求
書

の
報

酬
の

内
訳

2
.予

算
要

求
書

の
共

済
費

の
内

訳
3
.（

1
）
文

化
財

嘱
託

職
員

に
支

払
っ

た
報

酬
・
共

済
費

の
そ

れ
ぞ

れ
の

人
数

・
金

額
の

わ
か

る
資

料
　

（
2
）
年

度
毎

の
発

掘
調

査
し

た
場

所
等

の
わ

か
る

資
料

　
（
3
）
一

般
調

査
員

・
実

稼
動

発
掘

作
業

員
に

ど
の

様
な

会
計

規
則

で
ど

の
様

に
支

払
わ

れ
た

の
か

の
わ

か
る

資
料

4
.一

般
調

査
員

・
実

稼
動

発
掘

作
業

員
に

支
払

っ
た

報
酬

の
各

年
度

・
場

所
毎

・
人

員
・
金

額
の

わ
か

る
資

料
5
.熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
会

計
の

事
業

開
始

か
ら

今
日

ま
で

の
｢

地
方

債
起

債
額

」
・
・
・
｢平

成
1
3
年

度
～

平
成

2
2
年

度
の

決
算

附
属

書
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

私
の

｢市
長

へ
の

手
紙

・
第

3
2
4
号

・
平

成
2
3
年

8
月

5
日

付
」
に

対
し

・
・
・

1
-
1
）
、

1
-
2
）

2
-
1
）

3
-
1
）
、

3
-
3
）

4 5

開
示

1
0
/
1
3

1
0
/
2
0

私
の

｢市
長

へ
の

手
紙

・
第

3
2
4
号

・
平

成
2
3
年

8
月

5
日

付
」
に

対
し

・
・
・

3
-
2
）

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

1
0
/
1
3

3
.特

別
職

・
文

化
財

嘱
託

職
員

に
、

平
成

1
4
年

度
以

降
年

度
毎

に
支

払
っ

た
報

酬
と

共
済

費
に

つ
い

て
2
）
年

度
毎

の
発

掘
調

査
し

た
場

所
等

の
わ

か
る

資
料

開
示

1
0
/
1
1

1
0
/
2
0

1
.添

付
資

料
「
3
歳

出
」
中

｢報
酬

」
1
）
｢区

画
整

理
審

議
会

委
員

報
酬

及
び

区
画

整
理

事
業

に
伴

う
埋

蔵
文

化
財

嘱
託

職
員

報
酬

の
総

計
」
1
0
,7

6
4
千

円
の

説
明

欄
に

「
土

地
区

画
整

理
審

議
会

委
員

1
0
人

」
と

記
載

す
れ

ば
良

い
と

す
る

会
計

処
理

規
則

取
扱

い
等

の
わ

か
る

資
料

等
2
）
1
0
,7

6
4
千

円
の

内
訳

・
項

目
ご

と
の

数
値

の
わ

か
る

資
料

等
2
.添

付
資

料
「
（
2
）
給

与
費

明
細

書
　

1
特

別
職

本
年

度
そ

の
他

の
特

別
職

」
中

「
共

済
費

」
1
）
｢共

済
費

1
,5

8
0
千

円
」
に

つ
い

て
、

特
別

職
に

対
し

て
支

払
わ

れ
る

｢共
済

費
」
の

意
味

す
る

会
計

処
理

上
の

規
定

等
の

わ
か

る
資

料
等

、
ま

た
審

議
会

委
員

と
文

化
財

嘱
託

職
員

に
支

払
わ

れ
る

区
分

・
金

額
等

の
わ

か
る

資
料

3
特

別
職

・
文

化
財

嘱
託

職
員

に
、

平
成

1
4
年

度
以

降
、

年
度

ご
と

に
支

払
っ

た
報

酬
と

共
済

費
に

つ
い

て
1
）
報

酬
・
共

済
費

に
つ

い
て

人
数

・
金

額
の

わ
か

る
資

料
等

3
）
上

記
以

外
に

、
一

般
調

査
員

、
実

稼
動

発
掘

作
業

員
に

賃
金

等
も

支
払

わ
れ

た
と

思
わ

れ
る

が
、

ど
の

様
な

会
計

規
則

に
よ

っ
て

ど
の

様
に

支
払

わ
れ

た
の

か
の

わ
か

る
会

計
規

定
等

の
資

料
等

4
上

記
「
3
.2

）
.3

）
」
の

項
目

に
つ

い
て

年
度

毎
に

一
般

調
査

員
・
実

稼
動

発
掘

調
査

員
に

支
払

っ
た

報
酬

の
、

各
年

度
、

各
場

所
毎

、
人

数
・
金

額
等

の
わ

か
る

資
料

等

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

1
0
/
1
1

3
4
2

9
/
2
9

富
合

東
部

浄
水

場
・
大

町
間

φ
2
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
（
1
工

区
）

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

水
道

部
水

道
整

備
課

富
合

東
部

浄
水

場
・
大

町
間

φ
2
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
（
1
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
1
0
/
3

1
0
/
7

3
4
1

9
/
2
9

3
4
0

1
.1

）
金

額
1
0
,7

6
4
千

円
の

説
明

欄
に

土
地

区
画

整
理

審
議

会
委

員
1
0
人

と
記

載
す

れ
ば

よ
い

と
す

る
会

計
処

理
規

則
取

扱
い

等
の

わ
か

る
資

料
等

2
）
予

算
額

の
各

目
毎

の
総

計
が

1
0
,7

6
4
千

円
と

な
る

内
訳

数
値

の
わ

か
る

項
目

毎
の

数
値

の
わ

か
る

資
料

等
2
.1

）
共

済
費

1
,5

8
0
千

円
に

つ
い

て
、

特
別

職
・
土

地
区

画
整

理
審

議
会

委
員

と
特

別
職

・
埋

蔵
文

化
財

嘱
託

職
員

特
別

職
に

対
し

て
支

払
わ

れ
る

「
共

済
費

」
の

意
味

す
る

会
計

処
理

場
の

規
定

等
の

わ
か

る
資

料
等

と
審

議
会

委
員

と
文

化
財

嘱
託

員
に

支
払

わ
れ

る
区

分
・
金

額
等

の
わ

か
る

資
料

等
3
.特

別
職

・
文

化
財

嘱
託

員
に

平
成

1
4
年

度
以

降
年

度
毎

に
支

払
っ

た
報

酬
と

共
済

費
の

1
）
報

酬
→

人
数

・
金

額
　

2
）
共

済
費

→
人

数
・
金

額
の

わ
か

る
資

料
等

2
）
年

度
毎

の
発

掘
調

査
し

た
場

所
等

の
わ

か
る

資
料

等
3
）
一

般
調

査
員

・
実

稼
動

発
掘

作
業

員
に

対
す

る
支

払
賃

金
等

に
つ

い
て

、
会

計
処

理
上

、
そ

の
賃

金
支

払
い

実
績

金
額

数
値

は
、

ど
の

様
な

会
計

規
則

に
よ

っ
て

ど
の

よ
う

に
支

払
わ

れ
た

か
の

わ
か

る
会

計
規

定
等

の
資

料
等

4
.年

度
毎

に
一

般
調

査
員

・
実

稼
動

発
掘

作
業

員
に

支
払

っ
た

報
酬

の
各

年
度

・
各

場
所

毎
・
人

員
・
金

額
等

の
わ

か
る

資
料

等
5
.熊

本
市

特
別

会
計

・
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
会

計
に

な
っ

て
、

こ
の

事
業

開
始

よ
り

今
日

ま
で

各
年

度
ご

と
に

発
行

し
た

「
地

方
債

起
債

額
」
の

わ
か

る
資

料
等

9
/
2
9

観
光

文
化

交
流

局
文

化
ｽ
ﾎ

ﾟｰ
ﾂ
交

流
部

文
化

振
興

課

1
.添

付
資

料
「
3
歳

出
」
中

｢報
酬

」
1
）
｢区

画
整

理
審

議
会

委
員

報
酬

及
び

区
画

整
理

事
業

に
伴

う
埋

蔵
文

化
財

嘱
託

職
員

報
酬

の
総

計
」
1
0
,7

6
4
千

円
の

説
明

欄
に

「
土

地
区

画
整

理
審

議
会

委
員

1
0
人

」
と

記
載

す
れ

ば
良

い
と

す
る

会
計

処
理

規
則

取
扱

い
等

の
わ

か
る

資
料

等
2
）
1
0
,7

6
4
千

円
の

内
訳

・
項

目
ご

と
の

数
値

の
わ

か
る

資
料

等
2
.添

付
資

料
「
（
2
）
給

与
費

明
細

書
　

1
特

別
職

本
年

度
そ

の
他

の
特

別
職

」
中

「
共

済
費

」
1
）
｢共

済
費

1
,5

8
0
千

円
」
に

つ
い

て
、

特
別

職
に

対
し

て
支

払
わ

れ
る

｢共
済

費
」
の

意
味

す
る

会
計

処
理

上
の

規
定

等
の

わ
か

る
資

料
等

、
ま

た
審

議
会

委
員

と
文

化
財

嘱
託

職
員

に
支

払
わ

れ
る

区
分

・
金

額
等

の
わ

か
る

資
料

3
特

別
職

・
文

化
財

嘱
託

職
員

に
、

平
成

1
4
年

度
以

降
、

年
度

ご
と

に
支

払
っ

た
報

酬
と

共
済

費
に

つ
い

て
1
）
報

酬
・
共

済
費

に
つ

い
て

人
数

・
金

額
の

わ
か

る
資

料
等

2
）
年

度
毎

の
発

掘
調

査
し

た
場

所
等

の
わ

か
る

資
料

3
）
上

記
以

外
に

、
一

般
調

査
員

、
実

稼
動

発
掘

作
業

員
に

賃
金

等
も

支
払

わ
れ

た
と

思
わ

れ
る

が
、

ど
の

様
な

会
計

規
則

に
よ

っ
て

ど
の

様
に

支
払

わ
れ

た
の

か
の

わ
か

る
会

計
規

定
等

の
資

料
等

4
上

記
「
3
.2

）
.3

）
」
の

項
目

に
つ

い
て

年
度

毎
に

一
般

調
査

員
・
実

稼
動

発
掘

調
査

員
に

支
払

っ
た

報
酬

の
、

各
年

度
、

各
場

所
毎

、
人

数
・
金

額
等

の
わ

か
る

資
料

等

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
4
3

9
/
3
0

平
成

2
4
年

度
中

学
校

数
学

教
科

書
採

択
に

お
け

る
・
採

択
の

結
果

と
理

由
・
経

緯
・
採

択
に

ま
つ

わ
る

会
議

の
日

程
・
選

定
委

員
名

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部
指

導
課

平
成

2
4
年

度
用

中
学

校
教

科
用

図
書

採
択

に
か

か
る

下
記

の
文

書
（
た

だ
し

、
数

学
）
　

調
査

報
告

書
　

選
定

委
員

会
名

簿
・
教

育
委

員
名

簿
採

択
ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

　
教

科
書

選
定

委
員

会
会

議
録

開
示

1
0
/
4

1
0
/
4

郵
送

3
4
4

9
/
3
0

区
民

会
議

問
題

　
調

査
・
出

張
に

つ
い

て
、

文
書

ﾒ
ﾓ

1
.訪

問
し

た
都

市
名

と
氏

名
、

日
時

2
.目

的
は

何
か

、
具

体
的

に
明

記
の

こ
と

3
.調

査
項

目
と

内
容

、
そ

の
質

問
4
.相

手
側

の
回

答
、

文
書

等
関

連
資

料
5
.そ

の
評

価
、

分
析

　
訪

問
者

(行
政

）
と

そ
の

文
書

報
告

は
ど

こ
に

報
告

、
誰

に
報

告
し

た
か

6
.出

張
に

関
す

る
書

類
7
.調

査
出

張
に

関
す

る
す

べ
て

の
内

容

企
画

財
政

局
政

令
指

定
都

市
推

進
室

区
民

会
議

問
題

の
調

査
、

出
張

に
関

す
る

文
書

開
示

1
0
/
1
4

1
/
2
7

3
4
5

9
/
3
0

熊
本

市
附

属
機

関
設

置
条

例
に

つ
い

て
情

報
・
資

料
1
.所

管
課

(原
案

作
成

）
2
.こ

の
条

例
の

目
的

と
性

格
、

役
割

3
.議

会
に

提
案

さ
れ

る
ま

で
の

ﾌ
ﾟﾛ

ｾ
ｽ
、

行
政

内
部

ど
の

よ
う

な
期

間
、

組
織

で
議

論
さ

れ
論

点
は

ど
の

よ
う

に
な

っ
た

か
4
.い

つ
か

ら
始

ま
り

、
何

回
の

議
論

、
検

討
を

得
て

結
論

に
達

し
た

か
5
.経

営
戦

略
会

議
の

決
定

の
過

程
、

議
論

、
論

点
6
.議

会
へ

の
提

案
理

由
を

議
会

で
の

議
論

、
議

員
名

、
決

定
の

内
容

7
.こ

の
条

例
を

使
用

す
る

上
で

の
問

題
点

は
議

論
さ

れ
た

か
。

そ
の

内
容

。
8
.こ

の
条

例
作

成
決

定
へ

関
与

し
た

組
織

、
氏

名
9
.こ

の
条

例
に

関
す

る
一

切
の

情
報

総
務

局
総

務
部

行
政

経
営

課

熊
本

市
附

属
機

関
設

置
条

例
に

つ
い

て
情

報
・
資

料
1
.所

管
課

(原
案

作
成

）
2
.こ

の
条

例
の

目
的

と
性

格
、

役
割

3
.議

会
に

提
案

さ
れ

る
ま

で
の

ﾌ
ﾟﾛ

ｾ
ｽ
、

行
政

内
部

ど
の

よ
う

な
期

間
、

組
織

で
議

論
さ

れ
論

点
は

ど
の

よ
う

に
な

っ
た

か
4
.い

つ
か

ら
始

ま
り

、
何

回
の

議
論

、
検

討
を

得
て

結
論

に
達

し
た

か
5
.経

営
戦

略
会

議
の

決
定

の
過

程
、

議
論

、
論

点
6
.議

会
へ

の
提

案
理

由
を

議
会

で
の

議
論

、
議

員
名

、
決

定
の

内
容

7
.こ

の
条

例
を

使
用

す
る

上
で

の
問

題
点

は
議

論
さ

れ
た

か
。

そ
の

内
容

。
8
.こ

の
条

例
作

成
決

定
へ

関
与

し
た

組
織

、
氏

名
9
.こ

の
条

例
に

関
す

る
一

切
の

情
報

開
示

1
0
/
1
3

1
0
/
1
4

3
4
6

1
0
/
3

飲
食

新
規

店
舗

(最
新

）
業

種
、

屋
号

、
住

所
、

電
話

番
号

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

2
3
年

9
月

1
日

以
降

に
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

申
請

を
行

っ
た

飲
食

店
施

設
一

覧
(平

成
2
3
年

1
0
月

5
日

現
在

）
項

目
：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
業

種
、

申
請

日
、

許
可

日
開

示
1
0
/
6

1
0
/
6

3
4
7

1
0
/
3

富
合

東
部

浄
水

場
・
大

町
間

φ
2
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
（
2
工

区
）

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

水
道

部
水

道
整

備
課

富
合

東
部

浄
水

場
・
大

町
間

φ
2
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
（
2
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
1
0
/
4

1
0
/
1
4

3
4
8

1
0
/
3

ｺ
ｲ
ﾝ

ﾗ
ﾝ

ﾄﾞ
ﾘｰ

で
の

ﾄﾞ
ﾗ
ｲ
ｸ
ﾘｰ

ﾆ
ﾝ

ｸ
ﾞを

営
業

し
て

い
る

店
舗

、
名

称
、

電
話

番
号

健
康

福
祉

局
衛

生
部

生
活

衛
生

課

ｺ
ｲ
ﾝ

ﾗ
ﾝ

ﾄﾞ
ﾘｰ

で
の

ﾄﾞ
ﾗ
ｲ
ｸ
ﾘｰ

ﾆ
ﾝ

ｸ
ﾞを

営
業

し
て

い
る

店
舗

、
名

称
、

電
話

番
号

開
示

1
0
/
7

1
0
/
1
1

3
4
9

1
0
/
3

平
成

2
3
年

9
月

1
日

～
平

成
2
3
年

9
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
（
移

動
、

臨
時

、
自

動
販

売
機

を
除

く
）
項

目
：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

2
3
年

9
月

1
日

～
平

成
2
3
年

9
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
（
移

動
、

臨
時

、
自

動
販

売
機

を
除

く
）
項

目
：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

開
示

1
0
/
6

1
0
/
1
3

郵
送

3
5
0

1
0
/
4

熊
本

市
夢

も
や

い
館

指
定

管
理

者
募

集
Ｈ

2
1
年

度
分

、
様

式
第

2
号

株
式

会
社

○
△

分

健
康

福
祉

局
保

健
福

祉
部

地
域

保
健

福
祉

課

有
1
1
/
1
8

熊
本

市
夢

も
や

い
館

指
定

管
理

者
募

集
Ｈ

2
1
年

度
分

、
様

式
第

2
号

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
1
/
1
7

1
1
/
2
1

3
5
1

1
0
/
4

○
校

区
第

△
町

内
公

民
館

(代
表

、
□

×
）
に

対
す

る
集

団
回

収
助

成
金

振
込

み
状

況
　

団
体

限
定

初
年

度
か

ら
平

成
2
3
年

度
上

半
期

ま
で

環
境

保
全

局
環

境
事

業
部

廃
棄

物
指

導
課

○
校

区
第

△
町

内
公

民
館

(代
表

、
□

×
）
に

対
す

る
集

団
回

収
助

成
金

振
込

み
状

況
　

団
体

限
定

初
年

度
か

ら
平

成
2
3
年

度
上

半
期

ま
で

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
1

1
0
/
1
3

平
成

2
4
年

度
用

教
科

用
図

書
採

択
(中

学
校

）
に

お
け

る
音

楽
教

科
分

・
選

定
委

員
会

名
簿

・
教

育
委

員
名

簿
・
採

択
ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

・
調

査
報

告
書

・
教

科
書

選
定

委
員

会
意

見
書

・
教

科
書

選
定

委
員

会
会

議
録

開
示

1
0
/
1
3

1
0
/
2
1

教
科

書
研

究
員

名
簿

不
開

示
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
0
/
1
3

3
5
3

1
0
/
5

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

　
様

式
3
号

（
Ｈ

2
3
.4

.2
8
～

Ｈ
2
3
.8

.4
）

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

開
発

景
観

課

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

　
様

式
3
号

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
1

1
0
/
1
7

3
5
2

1
0
/
5

平
成

2
4
年

度
用

教
科

用
図

書
採

択
(中

学
校

）
に

お
け

る
音

楽
教

科
分

・
調

査
員

名
簿

・
調

査
報

告
書

・
選

定
委

員
名

簿
・
採

択
協

議
会

名
簿

・
採

択
協

議
会

議
事

録
・
選

定
委

員
会

報
告

書
・
採

択
日

程
教

育
委

員
会

事
務

局
学

校
教

育
部

指
導

課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
5
4

1
0
/
5

黒
髪

5
丁

目
渡

鹿
2
丁

目
第

1
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

黒
髪

5
丁

目
渡

鹿
2
丁

目
第

1
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
1
4

1
0
/
1
9

3
5
5

1
0
/
5

沖
新

町
中

原
町

第
1
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

沖
新

町
中

原
町

第
1
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
1
1

1
0
/
1
2

3
5
6

1
0
/
5

岳
東

門
寺

第
1
号

線
道

路
改

良
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
都

市
建

設
局

土
木

部
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

平
成

2
3
年

9
月

1
4
日

入
札

岳
東

門
寺

第
1
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
1
3

1
0
/
1
9

3
5
7

1
0
/
5

奥
古

閑
町

字
古

開
農

道
改

良
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

農
水

商
工

局
農

林
水

産
振

興
部

天
明

出
張

所

平
成

2
3
年

9
月

1
4
日

入
札

奥
古

閑
町

字
古

開
農

道
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
1
3

1
0
/
2
0

3
5
8

1
0
/
5

都
市

計
画

事
業

　
新

花
畑

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

築
造

(土
木

）
工

事
（
7
0
5
工

区
）

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
上

下
水

道
局

下
水

道
部

下
水

道
建

設
課

都
市

計
画

事
業

　
新

花
畑

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ場

築
造

(土
木

）
工

事
（
7
0
5
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
1
0
/
1
1

1
0
/
2
1

3
5
9

1
0
/
5

幹
線

(通
町

筋
停

留
場

-
水

道
町

停
留

場
間

）
軌

条
更

換
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

交
通

局
電

車
課

幹
線

(通
町

筋
停

留
場

-
水

道
町

停
留

場
間

）
軌

条
更

換
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
1
3

1
0
/
2
0

3
6
0

1
0
/
5

公
共

下
水

道
人

孔
改

良
工

事
(水

道
工

事
関

連
）
（
3
2
工

区
）

公
共

下
水

道
人

孔
改

良
工

事
(水

道
工

事
関

連
）
（
3
1
工

区
）

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

維
持

課

公
共

下
水

道
人

孔
改

良
工

事
(水

道
工

事
関

連
）
（
3
2
工

区
）

公
共

下
水

道
人

孔
改

良
工

事
(水

道
工

事
関

連
）
（
3
1
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
1
0
/
1
7

1
0
/
2
0

3
6
1

1
0
/
5

美
登

里
町

1
5
6
1
番

地
付

近
φ

7
5
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
１

件
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

上
下

水
道

局
水

道
部

西
部

水
道

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

美
登

里
町

1
5
6
1
番

地
付

近
φ

7
5
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
１

件
工

事
金

入
設

計
書

、
代

価
表

開
示

1
0
/
1
3

1
0
/
2
0

3
6
2

1
0
/
5

富
合

東
部

浄
水

場
・
大

町
間

φ
2
0
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

（
2
工

区
）
〔
総

合
評

価
方

式
〕

富
合

東
部

浄
水

場
・
大

町
間

φ
2
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
(1

工
区

）
県

道
田

迎
木

原
線

φ
2
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

二
本

木
1
丁

目
3
番

付
近

φ
2
0
0
・
1
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

富
合

町
古

閑
・
田

尻
(県

道
川

尻
宇

土
線

）
φ

1
0
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

富
合

東
部

浄
水

場
・
大

町
間

φ
2
0
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

（
2
工

区
）
〔
総

合
評

価
方

式
〕

富
合

東
部

浄
水

場
・
大

町
間

φ
2
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
(1

工
区

）
県

道
田

迎
木

原
線

φ
2
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

二
本

木
1
丁

目
3
番

付
近

φ
2
0
0
・
1
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

富
合

町
古

閑
・
田

尻
(県

道
川

尻
宇

土
線

）
φ

1
0
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表

開
示

1
0
/
1
8

1
0
/
1
9

3
6
2
-
2

1
0
/
5

平
成

2
3
年

4
月

1
日

～
平

成
2
3
年

9
月

3
0
日

に
新

規
営

業
許

可
を

得
た

施
設

一
覧

　
・
飲

食
店

　
・
食

料
品

製
造

業
（
菓

子
製

造
業

、
乳

製
品

製
造

業
、

魚
肉

ね
り

製
品

製
造

業
、

缶
詰

ま
た

は
瓶

詰
食

品
製

造
業

、
あ

ん
類

製
造

業
、

ｱ
ｲ
ｽ
ｸ
ﾘｰ

ﾑ
類

製
造

業
、

食
肉

製
品

製
造

業
、

乳
酸

菌
飲

料
製

造
業

、
食

用
油

脂
製

造
業

、
ﾏ

ｰ
ｶ
ﾞﾘ

ﾝ
ま

た
は

ｼ
ｮｰ

ﾄﾆ
ﾝ

ｸ
ﾞ製

造
業

、
み

そ
製

造
業

、
醤

油
製

造
業

、
ｿ
ｰ

ｽ
類

製
造

業
、

酒
類

製
造

業
、

豆
腐

製
造

業
、

納
豆

製
造

業
、

め
ん

類
製

造
業

、
そ

う
ざ

い
製

造
業

、
添

加
物

製
造

業
、

清
涼

飲
料

水
製

造
業

、
氷

雪
製

造
業

）
　

・
食

肉
販

売
業

・
乳

類
販

売
業

・
魚

介
類

販
売

業
　

た
だ

し
、

簡
易

営
業

、
移

動
に

よ
る

営
業

、
露

店
、

自
販

機
の

ぞ
く

　
＜

項
目

＞
業

種
、

屋
号

、
事

業
所

住
所

、
事

業
所

電
話

番
号

、
申

請
者

名
、

許
可

年
月

日

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

2
3
年

4
月

1
日

～
平

成
2
3
年

9
月

3
0
日

に
新

規
営

業
許

可
を

得
た

施
設

一
覧

　
・
飲

食
店

　
・
食

料
品

製
造

業
（
菓

子
製

造
業

、
乳

製
品

製
造

業
、

魚
肉

ね
り

製
品

製
造

業
、

缶
詰

ま
た

は
瓶

詰
食

品
製

造
業

、
あ

ん
類

製
造

業
、

ｱ
ｲ
ｽ
ｸ
ﾘｰ

ﾑ
類

製
造

業
、

食
肉

製
品

製
造

業
、

乳
酸

菌
飲

料
製

造
業

、
食

用
油

脂
製

造
業

、
ﾏ

ｰ
ｶ
ﾞﾘ

ﾝ
ま

た
は

ｼ
ｮｰ

ﾄﾆ
ﾝ

ｸ
ﾞ製

造
業

、
み

そ
製

造
業

、
醤

油
製

造
業

、
ｿ
ｰ

ｽ
類

製
造

業
、

酒
類

製
造

業
、

豆
腐

製
造

業
、

納
豆

製
造

業
、

め
ん

類
製

造
業

、
そ

う
ざ

い
製

造
業

、
添

加
物

製
造

業
、

清
涼

飲
料

水
製

造
業

、
氷

雪
製

造
業

）
　

・
食

肉
販

売
業

・
乳

類
販

売
業

・
魚

介
類

販
売

業
　

た
だ

し
、

簡
易

営
業

、
移

動
に

よ
る

営
業

、
露

店
、

自
販

機
の

ぞ
く

　
＜

項
目

＞
業

種
、

屋
号

、
事

業
所

住
所

、
事

業
所

電
話

番
号

、
申

請
者

名
、

許
可

年
月

日

開
示

1
0
/
1
1

1
0
/
1
3

3
6
2
-
3

1
0
/
5

平
成

2
3
年

4
月

1
日

～
平

成
2
3
年

9
月

3
0
日

に
新

規
営

業
許

可
を

得
た

施
設

一
覧

　
・
理

美
容

業
　

た
だ

し
、

簡
易

営
業

、
移

動
に

よ
る

営
業

、
露

店
、

自
販

機
の

ぞ
く

＜
項

目
＞

業
種

、
屋

号
、

事
業

所
住

所
、

事
業

所
電

話
番

号
、

申
請

者
名

、
許

可
年

月
日

健
康

福
祉

局
衛

生
部

生
活

衛
生

課

平
成

2
3
年

4
月

1
日

～
平

成
2
3
年

9
月

3
0
日

に
開

設
確

認
を

行
っ

た
熊

本
市

の
理

・
美

容
所

の
施

設
名

称
、

所
在

地
、

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
名

称
及

び
確

認
日

開
示

1
0
/
1
1

1
0
/
1
3

3
6
3

1
0
/
6

飲
食

店
の

水
回

り
検

査
の

申
請

を
行

っ
た

店
舗

期
間

：
2
0
1
1
年

8
月

1
日

～
2
0
1
1
年

1
0
月

6
日

店
舗

名
、

住
所

、
申

請
者

名
、

電
話

番
号

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

飲
食

店
の

水
回

り
検

査
の

申
請

を
行

っ
た

店
舗

期
間

：
2
0
1
1
年

8
月

1
日

～
2
0
1
1
年

1
0
月

6
日

店
舗

名
、

住
所

、
申

請
者

名
、

電
話

番
号

開
示

1
0
/
1
1

1
0
/
1
3

3
6
4

1
0
/
6

理
美

容
の

開
設

届
け

を
提

出
さ

れ
た

店
舗

期
間

：
2
0
1
1
年

8
月

1
日

～
2
0
1
1
年

1
0
月

6
日

店
舗

名
、

住
所

、
申

請
者

名
、

電
話

番
号

健
康

福
祉

局
衛

生
部

生
活

衛
生

課

理
美

容
の

開
設

届
け

を
提

出
さ

れ
た

店
舗

期
間

：
2
0
1
1
年

8
月

1
日

～
2
0
1
1
年

1
0
月

6
日

店
舗

名
、

住
所

、
申

請
者

名
、

電
話

番
号

開
示

1
0
/
1
1

1
0
/
1
3

‐50‐



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
6
5

1
0
/
6

平
成

2
3
年

9
月

2
8
日

開
札

養
護

老
人

ﾎ
ｰ

ﾑ
明

生
園

敷
地

造
成

工
事

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

道
路

整
備

課

平
成

2
3
年

9
月

2
8
日

開
札

養
護

老
人

ﾎ
ｰ

ﾑ
明

生
園

敷
地

造
成

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
0
/
1
1

1
0
/
1
2

3
6
6

1
0
/
7

平
成

○
年

△
月

□
日

熊
本

市
奥

古
閑

町
×

番
地

●
に

お
い

て
発

生
し

た
▲

■
様

方
全

焼
火

災
に

係
る

消
防

記
録

消
防

局
総

務
課

有
1
1
/
2
1

平
成

○
年

△
月

□
日

熊
本

市
奥

古
閑

町
×

番
地

●
に

お
い

て
発

生
し

た
▲

■
様

方
全

焼
火

災
に

係
る

消
防

記
録

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
5

1
1
/
1
5

3
6
7

1
0
/
7

熊
本

市
国

府
○

-
△

-
□

社
会

福
祉

法
人

×
●

熊
本

市
健

軍
▲

-
■

-
◎

社
会

福
祉

法
人

▽
◇

上
記

2
法

人
の

平
成

2
0
年

度
か

ら
平

成
2
2
年

度
ま

で
の

事
業

活
動

収
支

計
算

書
お

よ
び

貸
借

対
照

表

子
ど

も
未

来
局

子
ど

も
支

援
部

保
育

幼
稚

園
課

社
会

福
祉

法
人

×
●

及
び

▽
◇

の
平

成
2
0
年

度
か

ら
平

成
2
2
年

度
ま

で
の

事
業

活
動

収
支

計
算

書
お

よ
び

貸
借

対
照

表
開

示
（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
1

1
0
/
2
4

3
6
8

1
0
/
7

平
成

2
3
年

1
0
月

現
在

に
営

業
許

可
を

有
す

る
飲

食
店

営
業

及
び

喫
茶

店
営

業
施

設
一

覧
(固

定
店

舗
の

み
）

・
屋

号
・
所

在
地

(営
業

所
）
・
申

請
者

氏
名

・
許

可
年

月
日

(初
）
・
許

可
期

限
日

・
営

業
所

連
絡

先
・
業

種

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

2
3
年

1
0
月

現
在

に
営

業
許

可
を

有
す

る
飲

食
店

営
業

及
び

喫
茶

店
営

業
施

設
一

覧
(固

定
店

舗
の

み
）

・
屋

号
・
所

在
地

(営
業

所
）
・
申

請
者

氏
名

・
許

可
年

月
日

(初
）
・
許

可
期

限
日

・
営

業
所

連
絡

先
・
業

種

開
示

1
0
/
1
3

1
0
/
1
4

3
6
9

1
0
/
1
0

熊
本

市
内

の
温

泉
利

用
許

可
を

受
け

た
施

設
の

温
泉

分
析

書
健

康
福

祉
局

衛
生

部
生

活
衛

生
課

熊
本

市
内

の
温

泉
利

用
許

可
を

受
け

た
施

設
の

温
泉

分
析

書
開

示
（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
0

1
0
/
2
2

郵
送

3
7
0

1
0
/
1
1

植
木

町
鐙

田
φ

2
0
0
・
1
5
0
・
7
5
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

（
２

工
区

）
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

植
木

町
鐙

田
φ

2
0
0
・
1
5
0
・
7
5
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

（
２

工
区

）
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
2
0

1
0
/
2
6

3
7
1

1
0
/
1
2

町
内

会
長

の
氏

名
、

住
所

、
電

話
番

号
(熊

本
市

東
部

、
南

部
地

域
）

市
民

生
活

局
市

民
生

活
部

地
域

づ
く

り
推

進
課

町
内

会
長

の
氏

名
、

住
所

、
電

話
番

号
(熊

本
市

東
部

、
南

部
地

域
）

※
出

水
南

・
田

迎
南

・
御

幸
・
本

荘
・
田

迎
・
出

水
・
日

吉
東

・
川

尻
・
城

南
・

日
吉

・
力

合
　

１
１

校
区

開
示

1
0
/
1
7

1
0
/
1
8

3
7
2

1
0
/
1
2

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

の
様

式
3
号

（
平

成
2
3
年

7
月

1
1
日

～
8
月

1
0
日

届
出

分
）

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

開
発

景
観

課

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

の
様

式
3
号

（
平

成
2
3
年

7
月

1
1
日

～
8
月

1
0
日

届
出

分
）

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
8

1
0
/
2
0

3
7
3

1
0
/
1
2

麻
生

田
送

水
場

場
内

配
管

工
事

〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
上

下
水

道
局

水
道

部
水

道
整

備
課

麻
生

田
送

水
場

場
内

配
管

工
事

〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
開

示
1
0
/
1
8

1
0
/
2
6

3
7
4

1
0
/
1
2

会
富

町
1
1
8
-
2
番

地
付

近
φ

1
0
0
粍

配
水

管
布

設
他

3
件

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
上

下
水

道
局

水
道

部
西

部
水

道
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

会
富

町
1
1
8
-
2
番

地
付

近
φ

1
0
0
粍

配
水

管
布

設
他

3
件

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
開

示
1
0
/
1
8

1
0
/
2
6

3
7
5

1
0
/
1
2

養
護

老
人

ﾎ
ｰ

ﾑ
明

生
園

敷
地

造
成

工
事

〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
都

市
建

設
局

土
木

部
道

路
整

備
課

養
護

老
人

ﾎ
ｰ

ﾑ
明

生
園

敷
地

造
成

工
事

〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
開

示
1
0
/
1
4

1
0
/
2
6

3
7
6

1
0
/
1
2

中
原

町
方

近
水

路
改

良
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
農

水
商

工
局

農
林

水
産

振
興

部
耕

地
課

中
原

町
方

近
水

路
改

良
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
開

示
1
0
/
2
1

1
0
/
2
6

3
7
7

1
0
/
1
2

大
多

尾
第

1
2
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

大
多

尾
第

1
2
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

開
示

1
0
/
1
3

1
0
/
2
6

3
7
8

1
0
/
1
2

公
共

下
水

道
圧

送
管

布
設

替
工

事
（
4
9
工

区
）

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
上

下
水

道
局

下
水

道
部

下
水

道
維

持
課

公
共

下
水

道
圧

送
管

布
設

替
工

事
（
4
9
工

区
）

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
開

示
1
0
/
2
4

1
0
/
2
6

3
7
9

1
0
/
1
3

平
成

2
3
年

7
月

1
日

か
ら

2
3
年

9
月

3
0
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
付

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
(可

能
で

あ
れ

ば
、

電
磁

的
記

録
の

交
付

）

市
民

生
活

局
市

民
生

活
部

地
籍

調
査

課

平
成

2
3
年

7
月

1
日

か
ら

2
3
年

9
月

3
0
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
付

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
開

示
（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
9

1
0
/
3
1

郵
送

3
8
0

1
0
/
1
4

障
が

い
保

健
福

祉
課

が
、

国
の

ふ
る

さ
と

創
成

事
業

基
金

を
使

っ
て

行
っ

て
い

る
。

授
産

施
設

等
、

製
品

販
売

促
進

事
業

(通
称

は
ー

と
ｱ

ﾗ
ｳ
ﾝ

ﾄﾞ
事

業
）
の

実
績

報
告

の
う

ち
平

成
2
1
年

1
0
月

～
平

成
2
3
年

度
上

半
期

分
ま

で
。

健
康

福
祉

局
保

健
福

祉
部

障
が

い
保

健
福

祉
課

障
が

い
保

健
福

祉
課

が
所

管
す

る
「
ふ

る
さ

と
雇

用
再

生
特

別
基

金
事

業
授

産
施

設
等

製
品

販
売

促
進

事
業

」
に

係
る

売
上

実
績

表
開

示
1
0
/
1
9

1
0
/
1
9

3
8
1

1
0
/
1
7

幹
線

（
市

役
所

前
停

留
場

-
通

町
筋

停
留

場
間

）
軌

道
緑

化
工

事
(2

2
年

度
）
　

金
入

設
計

書
交

通
局

電
車

課
幹

線
（
市

役
所

前
停

留
場

-
通

町
筋

停
留

場
間

）
軌

道
緑

化
工

事
(2

2
年

度
）
　

金
入

設
計

書
開

示
1
0
/
2
5

1
0
/
2
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
8
2

1
0
/
1
7

1
号

街
区

公
園

整
備

工
事

(2
2
年

度
）

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

1
号

街
区

公
園

整
備

工
事

(2
2
年

度
）

金
入

設
計

書
開

示
1
0
/
2
1

1
0
/
2
6

3
8
3

1
0
/
1
7

本
荘

団
地

(4
8
戸

）
植

栽
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
建

築
部

住
宅

課

本
荘

団
地

(4
8
戸

）
植

栽
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
1
9

1
0
/
2
6

3
8
4

1
0
/
1
7

豊
田

団
地

児
童

遊
園

整
備

工
事

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

建
築

部
住

宅
課

豊
田

団
地

児
童

遊
園

整
備

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
0
/
1
9

1
0
/
2
6

3
8
5

1
0
/
1
7

養
護

老
人

ﾎ
ｰ

ﾑ
明

生
園

敷
地

造
成

工
事

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
道

路
整

備
課

養
護

老
人

ﾎ
ｰ

ﾑ
明

生
園

敷
地

造
成

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
0
/
1
9

1
0
/
2
6

3
8
6

1
0
/
1
7

(仮
称

）
新

大
江

三
丁

目
東

公
園

整
備

工
事

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

都
市

整
備

部
公

園
課

(仮
称

）
新

大
江

三
丁

目
東

公
園

整
備

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
0
/
2
1

1
1
/
4

3
8
7

1
0
/
1
7

戸
島

旧
埋

立
処

分
場

跡
地

自
由

広
場

及
び

こ
も

れ
び

の
森

整
備

外
工

事
金

入
設

計
書

環
境

保
全

局
環

境
事

業
部

環
境

施
設

整
備

室

戸
島

旧
埋

立
処

分
場

跡
地

自
由

広
場

及
び

こ
も

れ
び

の
森

整
備

外
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
2
4

1
0
/
2
6

3
8
8

1
0
/
1
7

戸
島

旧
埋

立
処

分
場

跡
地

ﾊ
ﾟｰ

ｸ
ｺ
ﾞﾙ

ﾌ
場

及
び

多
目

的
広

場
整

備
外

工
事 金

入
設

計
書

環
境

保
全

局
環

境
事

業
部

環
境

施
設

整
備

室

戸
島

旧
埋

立
処

分
場

跡
地

ﾊ
ﾟｰ

ｸ
ｺ
ﾞﾙ

ﾌ
場

及
び

多
目

的
広

場
整

備
外

工
事 金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
2
4

1
0
/
2
6

3
8
9

1
0
/
1
7

扇
田

環
境

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

旧
埋

立
処

分
場

跡
地

利
活

用
整

備
工

事
金

入
設

計
書

環
境

保
全

局
環

境
事

業
部

環
境

施
設

整
備

室

扇
田

環
境

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

旧
埋

立
処

分
場

跡
地

利
活

用
整

備
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
2
1

1
0
/
2
6

3
9
0

1
0
/
1
7

船
津

第
2
2
号

線
外

2
路

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

船
津

第
2
2
号

線
外

2
路

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
1
9

1
0
/
2
8

3
9
1

1
0
/
1
7

社
会

福
祉

法
人

　
○

△
　

知
的

障
害

者
福

祉
事

業
（
□

×
）
の

平
成

2
2
年

度
貸

借
対

照
表

、
事

業
活

動
収

支
計

算
書

、
資

金
収

支
計

算
書

健
康

福
祉

局
保

健
福

祉
部

障
が

い
保

健
福

祉
課

社
会

福
祉

法
人

　
○

△
　

知
的

障
害

者
福

祉
事

業
（
□

×
）
の

平
成

2
2
年

度
貸

借
対

照
表

、
事

業
活

動
収

支
計

算
書

、
資

金
収

支
計

算
書

開
示

1
0
/
2
6

1
0
/
3
1

3
9
2

1
0
/
1
7

社
会

福
祉

法
人

　
○

△
　

（
□

×
保

育
所

、
軽

費
老

人
福

祉
施

設
●

▲
）

の
平

成
2
2
年

度
貸

借
対

照
表

、
事

業
活

動
収

支
計

算
書

、
資

金
収

支
計

算
書

健
康

福
祉

局
保

健
福

祉
部

高
齢

介
護

福
祉

課

社
会

福
祉

法
人

「
○

△
」
の

平
成

2
2
年

度
貸

借
対

照
表

、
事

業
活

動
収

支
計

算
書

、
資

金
収

支
計

算
書

開
示

1
0
/
2
8

1
0
/
3
1

3
9
3

1
0
/
1
7

事
前

調
査

報
告

書
　

所
見

欄
　

建
築

確
認

番
号

①
平

成
2
2
年

1
0
月

2
5
日

1
2
2
0
9
2
6
0
②

平
成

2
3
年

4
月

1
9
日

　
1
2
3
0
0
6
2
0

上
記

2
点

の
件

の
所

見
欄

「
既

存
の

ｺ
ﾝ

ｸ
ﾘｰ

ﾄﾌ
ﾞﾛ

ｯ
ｸ
に

つ
い

て
は

～
」
そ

の
他

の
注

意
事

項
又

は
問

題
が

な
か

っ
た

か
ど

う
か

に
つ

い
て

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

事
前

調
査

報
告

書
　

所
見

欄
　

建
築

確
認

番
号

①
平

成
2
2
年

1
0
月

2
5
日

1
2
2
0
9
2
6
0
②

平
成

2
3
年

4
月

1
9
日

　
1
2
3
0
0
6
2
0

上
記

2
点

の
件

の
所

見
欄

「
既

存
の

ｺ
ﾝ

ｸ
ﾘｰ

ﾄﾌ
ﾞﾛ

ｯ
ｸ
に

つ
い

て
は

～
」
そ

の
他

の
注

意
事

項
又

は
問

題
が

な
か

っ
た

か
ど

う
か

に
つ

い
て

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
8

1
0
/
1
8

3
9
4

1
0
/
1
7

東
本

町
　

○
-
△

、
□

-
×

,●
-
▲

,■
-
◎

旧
面

積
(国

調
前

）
企

画
財

政
局

税
務

部
資

産
税

課

東
本

町
　

○
-
△

、
□

-
×

,●
-
▲

,■
-
◎

旧
面

積
(国

調
前

）
不

存
在

第
1
1
条

第
2
項

1
0
/
3
1

3
9
5

1
0
/
1
7

平
成

2
3
年

9
月

2
1
日

開
札

保
田

窪
本

町
第

2
号

線
外

8
路

線
舗

装
打

換
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

平
成

2
3
年

9
月

2
1
日

開
札

保
田

窪
本

町
第

2
号

線
外

8
路

線
舗

装
打

換
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
2
4

1
0
/
2
5

3
9
6

1
0
/
1
9

現
在

の
病

院
の

建
設

時
(平

成
1
5
年

5
月

）
以

降
の

保
健

所
立

入
検

査
時

の
指

摘
事

項
(○

△
病

院
）

健
康

福
祉

局
衛

生
部

地
域

医
療

課

現
在

の
病

院
の

建
設

時
(平

成
1
5
年

5
月

）
以

降
の

保
健

所
立

入
検

査
時

の
指

摘
事

項
(○

△
病

院
）

開
示

1
0
/
3
1

1
0
/
3
1

3
9
7

1
0
/
1
9

・
富

合
東

部
浄

水
場

・
大

町
間

φ
2
0
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

（
2
工

区
）

・
県

道
田

迎
木

原
線

φ
2
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
・
二

本
木

1
丁

目
3
番

付
近

φ
2
0
0
・
1
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

の
軽

量
鋼

矢
板

・
水

替
等

の
仮

設
日

数
計

算
書

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

・
富

合
東

部
浄

水
場

・
大

町
間

φ
2
0
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

（
2
工

区
）

・
県

道
田

迎
木

原
線

φ
2
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
・
二

本
木

1
丁

目
3
番

付
近

φ
2
0
0
・
1
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

の
軽

量
鋼

矢
板

・
水

替
等

の
仮

設
日

数
計

算
書

開
示

1
0
/
3
1

1
1
/
1

3
9
8

1
0
/
2
0

・
営

業
許

可
主

体
の

名
称

(会
社

名
・
代

表
者

名
）
・
営

業
者

の
住

所
・
営

業
許

可
の

日
付

・
客

室
数

(○
ﾎ

ﾃ
ﾙ

△
店

、
○

ﾎ
ﾃ

ﾙ
□

店
）

健
康

福
祉

局
衛

生
部

生
活

衛
生

課

・
営

業
許

可
主

体
の

名
称

(会
社

名
・
代

表
者

名
）
・
営

業
者

の
住

所
・
営

業
許

可
の

日
付

・
客

室
数

・
許

可
日

か
ら

現
在

ま
で

の
変

動
状

況
(内

容
及

び
そ

の
日

付
）
　

(○
ﾎ

ﾃ
ﾙ

△
店

、
○

ﾎ
ﾃ

ﾙ
□

店
）

開
示

1
0
/
2
7

1
1
/
1
0
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
9
9

1
0
/
2
0

○
△

病
院

に
伴

う
平

成
1
3
年

7
月

9
日

か
ら

平
成

2
3
年

1
0
月

2
0
日

ま
で

の
行

政
指

導
が

何
回

行
わ

れ
た

か
が

わ
か

る
資

料
健

康
福

祉
局

衛
生

部
地

域
医

療
課

○
△

病
院

に
伴

う
平

成
1
3
年

7
月

9
日

か
ら

平
成

2
3
年

1
0
月

2
0
日

ま
で

の
行

政
指

導
が

何
回

行
わ

れ
た

か
が

わ
か

る
資

料
開

示
1
0
/
3
1

1
1
/
7

異
議

申
立

て
に

対
す

る
決

定
書

に
つ

い
て

の
以

下
の

資
料

1
.答

申
の

内
容

に
つ

い
て

審
議

し
、

決
裁

に
至

る
過

程
の

わ
か

る
資

料
開

示
（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1

1
1
/
7

異
議

申
立

て
に

対
す

る
決

定
書

に
つ

い
て

の
以

下
の

資
料

2
.答

申
に

あ
る

「
事

業
等

の
是

非
に

つ
い

て
は

判
断

し
な

い
。

」
と

の
記

述
に

対
し

、
ど

の
よ

う
な

審
議

等
を

行
っ

た
の

か
が

わ
か

る
資

料
3
.前

記
2
が

不
存

在
で

あ
れ

ば
、

審
議

等
を

し
な

く
て

も
よ

い
と

す
る

根
拠

資
料

4
.答

申
に

｢実
施

機
関

が
行

っ
た

事
務

事
業

や
判

断
に

つ
い

て
の

不
服

を
述

べ
て

い
る

に
過

ぎ
ず

、
」
と

あ
る

が
、

異
議

申
立

書
等

の
ど

の
文

章
が

こ
れ

に
該

当
す

る
と

確
認

し
た

の
か

、
そ

の
記

述
文

章
等

5
.答

申
に

｢文
書

の
存

在
を

疑
わ

せ
る

合
理

的
な

理
由

は
認

め
ら

れ
ず

」
と

あ
る

が
、

何
を

も
っ

て
｢合

理
的

な
理

由
」
と

す
る

の
か

か
が

わ
か

る
資

料
。

何
を

も
っ

て
答

申
を

妥
当

と
し

た
の

か
が

わ
か

る
根

拠
資

料

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

1
1
/
1

4
0
1

1
0
/
2
1

平
成

2
3
年

1
0
月

1
3
日

開
札

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
3
1
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
1
6
工

区
）
　

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

平
成

2
3
年

1
0
月

1
3
日

開
札

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
3
1
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
1
6
工

区
）
　

金
入

設
計

書
開

示
1
0
/
2
8

1
0
/
3
1

4
0
2

1
0
/
2
4

平
成

2
3
年

1
0
月

1
3
日

開
札

神
水

本
町

(八
丁

馬
場

電
停

西
側

)φ
1
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

平
成

2
3
年

1
0
月

1
3
日

開
札

神
水

本
町

(八
丁

馬
場

電
停

西
側

)φ
1
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
1

1
1
/
2

4
0
3

1
0
/
2
4

平
成

2
3
年

4
月

1
日

～
平

成
2
3
年

9
月

3
0
日

に
新

規
営

業
許

可
を

得
た

施
設

一
覧

　
・
飲

食
店

(喫
茶

店
含

む
）
・
食

肉
販

売
業

・
乳

類
販

売
業

・
魚

介
類

販
売

業
・
氷

雪
販

売
業

・
理

美
容

業
　

た
だ

し
、

簡
易

営
業

、
移

動
に

よ
る

営
業

、
露

店
、

自
販

機
の

ぞ
く

　
＜

項
目

＞
業

種
、

屋
号

、
事

業
所

住
所

、
事

業
所

電
話

番
号

、
申

請
者

名
、

許
可

年
月

日

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

2
3
年

4
月

1
日

～
平

成
2
3
年

9
月

3
0
日

に
新

規
営

業
許

可
を

得
た

施
設

一
覧

　
・
飲

食
店

(喫
茶

店
含

む
）
・
食

肉
販

売
業

・
乳

類
販

売
業

・
魚

介
類

販
売

業
・
氷

雪
販

売
業

・
理

美
容

業
　

た
だ

し
、

簡
易

営
業

、
移

動
に

よ
る

営
業

、
露

店
、

自
販

機
の

ぞ
く

　
＜

項
目

＞
業

種
、

屋
号

、
事

業
所

住
所

、
事

業
所

電
話

番
号

、
申

請
者

名
、

許
可

年
月

日

開
示

1
0
/
2
7

1
0
/
2
8

4
0
4

1
0
/
2
4

社
会

福
祉

法
人

　
○

△
の

平
成

2
2
年

度
決

算
書

(2
3
年

3
月

末
）
の

未
収

金
勘

定
5
6
,5

5
0
,8

3
9
円

と
売

掛
金

勘
定

1
0
5
,0

1
6
,5

4
9
円

は
決

算
以

降
全

額
回

収
し

、
正

常
に

な
っ

た
事

を
市

に
は

報
告

済
み

と
言

う
事

で
し

た
が

そ
の

報
告

の
有

無
の

わ
か

る
資

料

子
ど

も
未

来
局

子
ど

も
支

援
部

保
育

幼
稚

園
課

社
会

福
祉

法
人

　
○

△
の

平
成

2
2
年

度
決

算
書

(2
3
年

3
月

末
）
の

未
収

金
勘

定
5
6
,5

5
0
,8

3
9
円

と
売

掛
金

勘
定

1
0
5
,0

1
6
,5

4
9
円

は
決

算
以

降
全

額
回

収
し

、
正

常
に

な
っ

た
事

を
市

に
は

報
告

済
み

と
言

う
事

で
し

た
が

そ
の

報
告

の
有

無
の

わ
か

る
資

料

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

1
0
/
2
6

4
0
5

1
0
/
2
4

以
下

に
掲

げ
る

業
種

の
営

業
許

可
施

設
名

簿
の

施
設

名
、

施
設

所
在

地
、

施
設

電
話

番
号

、
申

請
者

(申
請

者
が

法
人

の
場

合
は

、
法

人
住

所
、

法
人

電
話

番
号

、
法

人
代

表
者

名
）
業

種
、

許
可

年
月

日
(期

限
）

＜
環

境
衛

生
関

係
業

種
＞

旅
館

業
、

公
衆

浴
場

、
興

行
場

、
美

容
所

、
理

容
所

、
ｸ
ﾘｰ

ﾆ
ﾝ

ｸ
ﾞ所

、
ﾌ

ﾟｰ
ﾙ

、
温

泉
利

用
、

特
定

建
築

物
(ﾋ

ﾞﾙ
管

理
）
、

ｺ
ｲ

ﾝ
ﾗ
ﾝ

ﾄﾞ
ﾘｰ

、
ｺ
ｲ
ﾝ

ｼ
ｬ
ﾜ

ｰ
　

※
2
0
1
1
/
8
/
3
1
時

点
で

許
可

届
出

の
あ

る
全

施
設

　
C

D
-
R

で
の

郵
送

希
望

健
康

福
祉

局
衛

生
部

生
活

衛
生

課

以
下

に
掲

げ
る

業
種

の
営

業
許

可
施

設
名

簿
の

施
設

名
、

施
設

所
在

地
、

施
設

電
話

番
号

、
申

請
者

(申
請

者
が

法
人

の
場

合
は

、
法

人
住

所
、

法
人

電
話

番
号

、
法

人
代

表
者

名
）
業

種
、

許
可

年
月

日
(期

限
）

＜
環

境
衛

生
関

係
業

種
＞

旅
館

業
、

公
衆

浴
場

、
興

行
場

、
美

容
所

、
理

容
所

、
ｸ
ﾘｰ

ﾆ
ﾝ

ｸ
ﾞ所

、
ﾌ

ﾟｰ
ﾙ

、
温

泉
利

用
、

特
定

建
築

物
(ﾋ

ﾞﾙ
管

理
）
、

ｺ
ｲ

ﾝ
ﾗ
ﾝ

ﾄﾞ
ﾘｰ

、
ｺ
ｲ
ﾝ

ｼ
ｬ
ﾜ

ｰ

開
示

1
1
/
7

1
1
/
8

4
0
6

1
0
/
2
4

以
下

に
掲

げ
る

業
種

の
営

業
許

可
施

設
名

簿
の

施
設

名
、

施
設

所
在

地
、

施
設

電
話

番
号

、
申

請
者

(申
請

者
が

法
人

の
場

合
は

、
法

人
住

所
、

法
人

電
話

番
号

、
法

人
代

表
者

名
）
業

種
、

許
可

年
月

日
(期

限
）

＜
医

務
・
薬

事
関

係
業

種
＞

助
産

所
、

衛
生

検
査

所
　

※
2
0
1
1
/
8
/
3
1
時

点
で

許
可

届
出

の
あ

る
全

施
設

　
C

D
-
R

で
の

郵
送

希
望

健
康

福
祉

局
衛

生
部

地
域

医
療

課

以
下

に
掲

げ
る

業
種

の
営

業
許

可
施

設
名

簿
の

施
設

名
、

施
設

所
在

地
、

施
設

電
話

番
号

、
申

請
者

(申
請

者
が

法
人

の
場

合
は

、
法

人
住

所
、

法
人

電
話

番
号

、
法

人
代

表
者

名
）
業

種
、

許
可

年
月

日
(期

限
）

＜
医

務
・
薬

事
関

係
業

種
＞

助
産

所
、

衛
生

検
査

所

開
示

1
1
/
1

1
1
/
8

4
0
7

1
0
/
2
5

日
立

情
報

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
ｽ
ﾞか

ら
市

上
下

水
道

局
へ

の
文

書
市

上
下

水
道

局
か

ら
日

立
情

報
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
ｽ
ﾞへ

の
文

書
平

成
2
3
年

4
月

～
9
月

に
か

け
て

上
下

水
道

局
総

務
部

経
営

企
画

課

上
下

水
道

総
合

管
理

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
(仮

称
）
開

発
業

務
委

託
に

お
い

て
、

開
発

業
者

か
ら

通
知

さ
れ

た
文

書
の

一
部

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
1
/
8

1
1
/
8

4
0
8

1
0
/
2
5

・
電

子
組

織
(上

下
水

道
料

金
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
）
に

関
す

る
協

議
に

関
す

る
内

部
の

資
料

の
す

べ
て

・
上

下
水

道
局

、
K

IS
、

日
立

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
(日

立
情

報
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
）
の

交
渉

文
書

の
す

べ
て

・
契

約
書

（
日

立
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
、

K
IS

と
の

）

上
下

水
道

局
総

務
部

経
営

企
画

課

上
下

水
道

総
合

管
理

シ
ス

テ
ム

(仮
称

）
開

発
業

務
委

託
に

お
い

て
、

開
発

業
者

か
ら

通
知

さ
れ

た
文

書
の

一
部

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
1
/
8

1
1
/
9

4
0
0

1
0
/
2
0

企
画

財
政

局
企

画
情

報
部

広
聴

課

異
議

申
立

て
に

対
す

る
決

定
書

に
つ

い
て

以
下

の
開

示
請

求
1
.答

申
の

内
容

に
つ

い
て

審
議

し
、

決
裁

に
至

る
過

程
の

わ
か

る
資

料
2
.答

申
に

あ
る

「
事

業
等

の
是

非
に

つ
い

て
は

判
断

し
な

い
。

」
と

の
記

述
に

対
し

、
ど

の
よ

う
な

審
議

等
を

行
っ

た
の

か
が

わ
か

る
資

料
3
.前

記
2
が

不
存

在
で

あ
れ

ば
、

審
議

等
を

し
な

く
て

も
よ

い
と

す
る

根
拠

資
料

4
.答

申
に

｢実
施

機
関

が
行

っ
た

事
務

事
業

や
判

断
に

つ
い

て
の

不
服

を
述

べ
て

い
る

に
過

ぎ
ず

、
」
と

あ
る

が
、

異
議

申
立

書
等

の
ど

の
文

章
が

こ
れ

に
該

当
す

る
と

確
認

し
た

の
か

、
そ

の
記

述
文

章
等

5
.答

申
に

｢文
書

の
存

在
を

疑
わ

せ
る

合
理

的
な

理
由

は
認

め
ら

れ
ず

」
と

あ
る

が
、

何
を

も
っ

て
｢合

理
的

な
理

由
」
と

す
る

の
か

か
が

わ
か

る
資

料
。

何
を

も
っ

て
答

申
を

妥
当

と
し

た
の

か
が

わ
か

る
根

拠
資

料

‐53‐



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

平
成

2
3
年

1
0
月

3
日

付
け

の
熊

本
市

情
報

公
開

条
例

の
規

定
に

基
づ

く
諮

問
の

答
申

及
び

平
成

2
3
年

1
0
月

1
3
日

付
け

決
定

書
の

内
容

に
つ

い
て

1
.答

申
を

受
け

て
、

決
定

書
作

成
ま

で
の

決
裁

過
程

（
稟

議
等

）
の

わ
か

る
資

料

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
8

1
1
/
1
5

2
.答

申
の

5
（
2
）
「
判

断
に

当
た

っ
て

の
基

本
的

な
考

え
方

」
で

、
「
事

業
等

の
是

非
に

つ
い

て
は

判
断

し
な

い
」
と

あ
る

が
、

判
断

し
な

い
と

の
答

申
記

述
に

対
し

て
、

ど
の

よ
う

な
分

析
、

審
査

、
審

議
等

を
行

っ
た

の
か

の
わ

か
る

議
事

録
等

3
.2

.が
不

存
在

の
場

合
、

分
析

、
審

査
、

審
議

等
を

し
な

く
て

も
よ

い
と

す
る

法
的

根
拠

の
わ

か
る

資
料

等
4
.答

申
の

5
（
3
）
で

、
本

件
文

書
Ⅰ

、
Ⅱ

が
存

在
し

な
い

と
す

る
実

施
機

関
の

説
明

は
い

ず
れ

も
十

分
に

合
理

性
を

認
め

る
こ

と
が

で
き

る
、

と
あ

る
が

、
・
本

件
文

書
Ⅰ

の
存

否
に

つ
い

て
～

「
熊

本
市

教
育

長
が

安
全

安
心

の
教

育
環

境
が

確
保

で
き

る
と

し
て

整
備

計
画

を
許

可
し

た
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

等
で

あ
る

が
、

春
日

小
学

校
は

熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
業

を
始

め
、

熊
本

駅
周

辺
の

各
整

備
事

業
の

対
象

区
域

外
で

あ
り

、
熊

本
市

教
育

長
に

は
整

備
計

画
に

許
可

等
与

え
る

権
限

は
な

い
」
と

の
答

申
記

述
の

内
容

に
対

し
て

、
こ

れ
を

正
当

と
決

定
し

、
決

定
書

送
付

と
い

う
事

務
手

順
経

緯
を

辿
っ

て
い

る
が

、
そ

の
業

務
過

程
の

中
で

、
分

析
、

審
査

、
審

議
等

が
行

わ
れ

た
の

か
、

そ
の

過
程

で
の

わ
か

る
資

料
等

・
児

童
教

育
施

設
春

日
小

学
校

が
安

全
安

心
の

児
童

教
育

施
設

と
し

て
機

能
す

る
の

か
を

、
「
熊

本
駅

周
辺

の
各

整
備

事
業

の
対

象
外

区
域

で
あ

り
、

熊
本

市
教

育
長

に
は

整
備

計
画

に
許

可
等

を
与

え
る

権
限

は
な

い
。

」
と

し
て

他
の

主
幹

局
事

業
だ

か
ら

知
っ

た
こ

と
で

は
な

い
。

と
の

不
存

在
を

正
当

化
し

て
提

示
し

て
い

る
こ

と
に

な
る

が
、

こ
の

こ
と

に
関

し
て

の
分

析
、

審
査

、
審

議
等

を
庁

内
で

し
た

議
事

録
等

5
.「

文
書

の
存

在
を

疑
わ

せ
る

合
理

的
な

認
め

ら
れ

ず
と

の
答

申
記

述
が

あ
る

が
、

「
合

理
的

な
方

法
」
と

は
、

何
を

以
っ

て
「
合

理
的

な
理

由
」
と

す
る

の
か

、
等

を
正

当
と

し
て

棄
却

決
定

し
て

い
る

の
だ

か
ら

、
そ

の
こ

と
の

根
拠

等
・
異

議
申

立
書

と
審

議
会

会
長

へ
の

意
見

書
の

記
述

内
容

の
ど

こ
が

「
事

務
作

業
や

判
断

に
つ

い
て

の
不

服
を

述
べ

て
い

る
に

過
ぎ

ず
」
と

の
答

申
記

述
を

正
当

と
決

定
し

た
の

か
の

根
拠

の
、

そ
こ

だ
け

が
わ

か
る

具
体

的
な

記
述

文
章

指
摘

の
わ

か
る

資
料

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

1
1
/
8

4
0
9

1
0
/
2
5

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
総

務
企

画
課

平
成

2
3
年

1
0
月

3
日

付
け

の
熊

本
市

情
報

公
開

条
例

の
規

定
に

基
づ

く
諮

問
の

答
申

及
び

平
成

2
3
年

1
0
月

1
3
日

付
け

決
定

書
の

内
容

に
つ

い
て

1
.答

申
を

受
け

て
、

決
定

書
作

成
ま

で
の

決
裁

過
程

（
稟

議
等

）
の

わ
か

る
資

料
2
.答

申
の

5
（
2
）
「
判

断
に

当
た

っ
て

の
基

本
的

な
考

え
方

」
で

、
「
事

業
等

の
是

非
に

つ
い

て
は

判
断

し
な

い
」
と

あ
る

が
、

判
断

し
な

い
と

の
答

申
記

述
に

対
し

て
、

ど
の

よ
う

な
分

析
、

審
査

、
審

議
等

を
行

っ
た

の
か

の
わ

か
る

議
事

録
等

3
.2

.が
不

存
在

の
場

合
、

分
析

、
審

査
、

審
議

等
を

し
な

く
て

も
よ

い
と

す
る

法
的

根
拠

の
わ

か
る

資
料

等
4
.答

申
の

5
（
3
）
で

、
本

件
文

書
Ⅰ

、
Ⅱ

が
存

在
し

な
い

と
す

る
実

施
機

関
の

説
明

は
い

ず
れ

も
十

分
に

合
理

性
を

認
め

る
こ

と
が

で
き

る
、

と
あ

る
が

、
・
本

件
文

書
Ⅰ

の
存

否
に

つ
い

て
～

「
熊

本
市

教
育

長
が

安
全

安
心

の
教

育
環

境
が

確
保

で
き

る
と

し
て

整
備

計
画

を
許

可
し

た
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

等
で

あ
る

が
、

春
日

小
学

校
は

熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
業

を
始

め
、

熊
本

駅
周

辺
の

各
整

備
事

業
の

対
象

区
域

外
で

あ
り

、
熊

本
市

教
育

長
に

は
整

備
計

画
に

許
可

等
与

え
る

権
限

は
な

い
」
と

の
答

申
記

述
の

内
容

に
対

し
て

、
こ

れ
を

正
当

と
決

定
し

、
決

定
書

送
付

と
い

う
事

務
手

順
経

緯
を

辿
っ

て
い

る
が

、
そ

の
業

務
過

程
の

中
で

、
分

析
、

審
査

、
審

議
等

が
行

わ
れ

た
の

か
、

そ
の

過
程

で
の

わ
か

る
資

料
等

・
児

童
教

育
施

設
春

日
小

学
校

が
安

全
安

心
の

児
童

教
育

施
設

と
し

て
機

能
す

る
の

か
を

、
「
熊

本
駅

周
辺

の
各

整
備

事
業

の
対

象
外

区
域

で
あ

り
、

熊
本

市
教

育
長

に
は

整
備

計
画

に
許

可
等

を
与

え
る

権
限

は
な

い
。

」
と

し
て

他
の

主
幹

局
事

業
だ

か
ら

知
っ

た
こ

と
で

は
な

い
。

と
の

不
存

在
を

正
当

化
し

て
提

示
し

て
い

る
こ

と
に

な
る

が
、

こ
の

こ
と

に
関

し
て

の
分

析
、

審
査

、
審

議
等

を
庁

内
で

し
た

議
事

録
等

5
.「

文
書

の
存

在
を

疑
わ

せ
る

合
理

的
な

認
め

ら
れ

ず
と

の
答

申
記

述
が

あ
る

が
、

「
合

理
的

な
方

法
」
と

は
、

何
を

以
っ

て
「
合

理
的

な
理

由
」
と

す
る

の
か

、
等

を
正

当
と

し
て

棄
却

決
定

し
て

い
る

の
だ

か
ら

、
そ

の
こ

と
の

根
拠

等
・
異

議
申

立
書

と
審

議
会

会
長

へ
の

意
見

書
の

記
述

内
容

の
ど

こ
が

「
事

務
作

業
や

判
断

に
つ

い
て

の
不

服
を

述
べ

て
い

る
に

過
ぎ

ず
」
と

の
答

申
記

述
を

正
当

と
決

定
し

た
の

か
の

根
拠

の
、

そ
こ

だ
け

が
わ

か
る

具
体

的
な

記
述

文
章

指
摘

の
わ

か
る

資
料

‐54‐



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
.答

申
を

受
け

て
、

答
申

の
内

容
に

つ
い

て
の

庁
内

で
の

分
析

・
審

査
・

審
議

等
を

実
施

し
て

、
市

長
公

印
決

裁
ま

で
の

決
裁

家
庭

（
稟

議
等

）
の

わ
か

る
資

料
等

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1

1
1
/
1
5

2
.答

申
の

内
容

で
、

事
業

等
の

是
非

に
つ

い
て

は
判

断
し

な
い

と
の

答
申

記
述

に
対

し
て

、
庁

内
で

ど
の

よ
う

な
分

析
・
議

論
・
審

査
・
審

議
等

を
行

っ
た

の
か

の
わ

か
る

議
事

録
等

、
出

席
者

名
・
役

職
名

・
発

言
内

容
・
月

日
時

・
場

所
等

の
わ

か
る

資
料

等
3
.2

.が
「
不

存
在

」
の

場
合

、
何

故
・
分

析
・
議

論
・
審

査
・
審

議
等

を
し

な
く

て
も

よ
い

と
す

る
法

的
根

拠
、

法
律

・
熊

本
市

条
例

理
念

・
規

程
・
要

綱
・
取

扱
い

規
程

等
の

わ
か

る
資

料
等

4
.「

市
と

事
業

主
と

の
話

し
合

い
や

事
業

者
か

ら
の

資
料

の
提

出
を

行
う

こ
と

が
既

定
さ

れ
て

い
る

わ
け

で
は

な
い

」
と

の
答

申
記

述
に

つ
い

て
、

庁
内

で
の

分
析

・
審

査
・
審

議
等

が
行

な
わ

れ
た

議
事

録
等

5
.市

と
事

業
主

と
の

話
し

合
い

や
事

業
者

か
ら

の
資

料
の

提
出

を
行

う
こ

と
が

既
定

さ
れ

て
い

る
わ

け
で

は
な

い
」
と

の
答

申
記

述
内

容
に

対
し

て
、

庁
内

で
の

分
析

・
議

論
・
審

査
・
審

議
等

を
ど

の
よ

う
に

行
な

っ
て

、
こ

の
審

議
会

答
申

記
述

を
そ

の
ま

ま
認

知
し

、
棄

却
決

定
を

し
た

の
か

の
わ

か
る

資
料

等
6
.具

体
的

な
「
合

理
的

な
理

由
」
の

わ
か

る
資

料
等

7
.「

事
務

事
業

や
判

断
に

つ
い

て
の

不
服

を
述

べ
て

い
る

に
す

ぎ
ず

、
」
と

の
答

申
記

述
を

認
知

し
、

正
当

で
あ

る
と

決
裁

し
た

の
か

の
わ

か
る

、
私

の
記

述
内

容
を

具
体

的
に

、
そ

こ
だ

け
が

わ
か

る
指

摘
記

述
文

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

1
1
/
1

4
1
1

1
0
/
2
6

室
園

町
第

2
2
号

線
道

路
改

築
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

道
路

整
備

課

室
園

町
第

2
2
号

線
道

路
改

築
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
2
8

1
0
/
2
8

4
1
2

1
0
/
2
6

平
成

2
3
年

1
0
月

1
9
日

開
札

瑞
巌

寺
公

園
施

設
改

修
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

公
園

課

瑞
巌

寺
公

園
施

設
改

修
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
2
7

1
1
/
1

4
1
3

1
0
/
2
6

平
成

2
3
年

1
0
月

1
9
日

開
札

(仮
称

）
力

合
小

学
校

分
離

新
設

校
金

入
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
施

設
課

(仮
称

）
力

合
小

学
校

分
離

新
設

校
造

成
工

事
(第

１
期

）
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
2
8

1
1
/
1

4
1
4

1
0
/
2
6

熊
本

市
内

の
ｶ
ﾞｽ

漏
れ

火
災

警
報

設
備

設
置

建
物

ﾘｽ
ﾄ(

消
防

法
施

行
令

第
2
1
条

の
2
）

消
防

局
総

務
課

熊
本

市
内

の
ｶ
ﾞｽ

漏
れ

火
災

警
報

設
備

設
置

建
物

ﾘｽ
ﾄ(

消
防

法
施

行
令

第
2
1
条

の
2
）

開
示

1
1
/
7

1
1
/
7

環
境

保
全

局
環

境
保

全
部

環
境

企
画

課
4
1
0

1
0
/
2
5

1
.答

申
を

受
け

て
、

答
申

の
内

容
に

つ
い

て
の

庁
内

で
の

分
析

・
審

査
・

審
議

等
を

実
施

し
て

、
市

長
公

印
決

裁
ま

で
の

決
裁

家
庭

（
稟

議
等

）
の

わ
か

る
資

料
等

2
.答

申
の

内
容

で
、

事
業

等
の

是
非

に
つ

い
て

は
判

断
し

な
い

と
の

答
申

記
述

に
対

し
て

、
庁

内
で

ど
の

よ
う

な
分

析
・
議

論
・
審

査
・
審

議
等

を
行

っ
た

の
か

の
わ

か
る

議
事

録
等

、
出

席
者

名
・
役

職
名

・
発

言
内

容
・
月

日
時

・
場

所
等

の
わ

か
る

資
料

等
3
.2

.が
「
不

存
在

」
の

場
合

、
何

故
・
分

析
・
議

論
・
審

査
・
審

議
等

を
し

な
く

て
も

よ
い

と
す

る
法

的
根

拠
、

法
律

・
熊

本
市

条
例

理
念

・
規

程
・
要

綱
・
取

扱
い

規
程

等
の

わ
か

る
資

料
等

4
.「

市
と

事
業

主
と

の
話

し
合

い
や

事
業

者
か

ら
の

資
料

の
提

出
を

行
う

こ
と

が
既

定
さ

れ
て

い
る

わ
け

で
は

な
い

」
と

の
答

申
記

述
に

つ
い

て
、

庁
内

で
の

分
析

・
審

査
・
審

議
等

が
行

な
わ

れ
た

議
事

録
等

5
.市

と
事

業
主

と
の

話
し

合
い

や
事

業
者

か
ら

の
資

料
の

提
出

を
行

う
こ

と
が

既
定

さ
れ

て
い

る
わ

け
で

は
な

い
」
と

の
答

申
記

述
内

容
に

対
し

て
、

庁
内

で
の

分
析

・
議

論
・
審

査
・
審

議
等

を
ど

の
よ

う
に

行
な

っ
て

、
こ

の
審

議
会

答
申

記
述

を
そ

の
ま

ま
認

知
し

、
棄

却
決

定
を

し
た

の
か

の
わ

か
る

資
料

等
6
.具

体
的

な
「
合

理
的

な
理

由
」
の

わ
か

る
資

料
等

7
.「

事
務

事
業

や
判

断
に

つ
い

て
の

不
服

を
述

べ
て

い
る

に
す

ぎ
ず

、
」
と

の
答

申
記

述
を

認
知

し
、

正
当

で
あ

る
と

決
裁

し
た

の
か

の
わ

か
る

、
私

の
記

述
内

容
を

具
体

的
に

、
そ

こ
だ

け
が

わ
か

る
指

摘
記

述
文
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
.臨

時
立

入
検

査
を

実
施

す
る

に
あ

た
っ

て
作

成
し

た
｢医

療
法

第
2
5
条

に
基

づ
く

病
院

の
臨

時
立

入
検

査
実

施
に

つ
い

て
」
の

う
ち

以
下

の
文

書
・
起

案
文

・
立

入
検

査
2
.臨

時
立

入
検

査
を

実
施

し
た

後
に

作
成

し
た

｢病
院

臨
時

立
入

検
査

実
施

報
告

書
及

び
通

知
に

つ
い

て
」
の

う
ち

以
下

の
文

書
・
起

案
文

・
結

果
通

知
3
.臨

時
立

入
検

査
の

結
果

に
基

づ
き

通
知

し
た

指
摘

(法
定

）
事

項
に

対
し

て
○

△
病

院
か

ら
提

出
さ

れ
た

改
善

結
果

報
告

書
に

つ
い

て
作

成
し

た
｢

病
院

臨
時

立
入

検
査

結
果

に
関

す
る

改
善

結
果

報
告

書
の

提
出

に
つ

い
て

」
の

う
ち

以
下

の
文

書
・
起

案
文

・
○

△
病

院
臨

時
立

入
改

善
結

果
報

告
・
提

出
さ

れ
た

改
善

結
果

報
告

書
2
ﾍ

ﾟｰ
ｼ

ﾞ

開
示

1
1
/
8

1
1
/
8

郵
送

1
.臨

時
立

入
検

査
を

実
施

す
る

に
あ

た
っ

て
作

成
し

た
｢医

療
法

第
2
5
条

に
基

づ
く

病
院

の
臨

時
立

入
検

査
実

施
に

つ
い

て
」
の

う
ち

以
下

の
文

書
・
○

△
病

院
臨

時
立

入
検

査
実

施
及

び
通

知
に

つ
い

て
・
参

考
資

料
　

　
・
処

理
記

録
(相

談
者

か
ら

の
電

話
）

　
　

・
熊

本
県

情
報

提
供

書
2
.臨

時
立

入
検

査
を

実
施

し
た

後
に

作
成

し
た

｢病
院

臨
時

立
入

検
査

実
施

報
告

書
及

び
通

知
に

つ
い

て
」
の

う
ち

以
下

の
文

書
・
臨

時
立

入
検

査
調

査
報

告
・
○

△
病

院
立

入
り

検
査

記
録

・
聞

取
り

記
録

・
参

考
資

料
　

　
・
現

地
調

査
ﾒ
ﾓ

　
　

・
相

談
者

か
ら

の
送

付
文

書
3
.臨

時
立

入
検

査
の

結
果

に
基

づ
き

通
知

し
た

指
摘

(法
定

）
事

項
に

対
し

て
○

△
病

院
か

ら
提

出
さ

れ
た

改
善

結
果

報
告

書
に

つ
い

て
作

成
し

た
｢

病
院

臨
時

立
入

検
査

結
果

に
関

す
る

改
善

結
果

報
告

書
の

提
出

に
つ

い
て

」
の

う
ち

以
下

の
文

書
・
参

考
資

料
　

　
・
○

△
病

院
勤

務
表

　
　

・
医

師
当

直
日

誌
写

し

不
開

示
3
号

　
法

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
1
/
8

4
1
6

1
0
/
2
7

校
区

自
治

協
議

会
の

団
体

一
覧

(校
区

別
）

構
成

内
容

に
つ

い
て

市
民

生
活

局
市

民
生

活
部

地
域

づ
く

り
推

進
課

校
区

自
治

協
議

会
の

団
体

一
覧

(校
区

別
）

構
成

内
容

に
つ

い
て

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
2

1
1
/
4

4
1
7

1
0
/
2
7

幼
稚

園
高

線
舗

装
打

換
工

事
金

入
設

計
書

企
画

財
政

局
城

南
総

合
支

所
建

設
課

幼
稚

園
高

線
舗

装
打

換
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
3
1

1
0
/
3
1

4
1
8

1
0
/
2
7

東
本

町
　

○
-
▽

,○
-
◎

,○
-
▲

,○
-
●

,○
-
□

,○
-
■

,○
-
×

,○
-
△

の
地

籍
調

査
票

市
民

生
活

局
市

民
生

活
部

地
籍

調
査

課

東
本

町
○

番
△

、
○

番
□

、
○

番
×

、
○

番
●

、
○

番
▲

、
○

番
■

、
○

番
◎

及
び

○
番

▽
の

地
籍

調
査

票
不

開
示

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報
1
1
/
2

4
1
9

1
0
/
2
8

熊
本

市
国

有
財

産
特

定
図

熊
本

市
銭

塘
町

字
○

△
-
□

の
西

側
水

路
都

市
建

設
局

土
木

部
土

木
管

理
課

熊
本

市
国

有
財

産
特

定
図

熊
本

市
銭

塘
町

字
○

△
-
□

の
西

側
水

路
開

示
1
1
/
8

1
1
/
8

4
2
0

1
0
/
2
8

平
成

2
3
年

1
0
月

1
3
日

開
札

蓮
台

寺
1
丁

目
2
丁

目
第

1
号

線
外

1
路

線
道

路
維

持
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

平
成

2
3
年

1
0
月

1
3
日

開
札

蓮
台

寺
1
丁

目
2
丁

目
第

1
号

線
外

1
路

線
道

路
維

持
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
1
/
9

1
1
/
1
5

健
康

福
祉

局
衛

生
部

地
域

医
療

課
4
1
5

1
0
/
2
7

熊
本

市
保

健
所

が
2
0
1
1
年

9
月

1
4
日

に
○

△
病

院
に

対
し

て
行

っ
た

立
ち

入
り

検
査

に
関

し
て

作
成

し
た

す
べ

て
の

文
書

な
ら

び
に

立
ち

入
り

検
査

に
対

し
て

○
△

病
院

が
熊

本
市

保
健

所
に

提
出

し
た

改
善

報
告

書
を

含
む

す
べ

て
の

文
書

‐56‐



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

4
2
1

1
0
/
2
8

社
会

福
祉

法
人

　
○

△
　

熊
本

市
太

郎
迫

町
□

-
×

社
会

福
祉

法
人

　
●

▲
　

熊
本

市
鹿

子
木

町
■

平
成

2
0
年

度
か

ら
平

成
2
2
年

度
ま

で
の

事
業

活
動

収
支

計
算

書
お

よ
び

貸
借

対
照

表

健
康

福
祉

局
保

健
福

祉
部

高
齢

介
護

福
祉

課

社
会

福
祉

法
人

「
○

△
」
及

び
「
●

▲
」
平

成
2
1
年

度
決

算
書

及
び

平
成

2
2
年

度
決

算
書

（
貸

借
対

照
表

、
事

業
活

動
収

支
計

算
書

）
開

示
1
1
/
1
1

1
1
/
1
8

4
2
2

1
0
/
3
1

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
7
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
2
9
工

区
）

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
調

整
課

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
7
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
2
9
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
7

1
1
/
8

4
2
3

1
1
/
1

都
市

計
画

事
業

　
城

南
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
1
8
工

区
）

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

下
水

道
部

下
水

道
建

設
課

都
市

計
画

事
業

　
城

南
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
1
8
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
7

1
1
/
1
0

4
2
4

1
1
/
1

平
成

2
3
年

1
0
月

1
日

～
平

成
2
3
年

1
0
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
（
移

動
、

臨
時

、
自

動
販

売
機

を
除

く
）
項

目
：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

2
3
年

1
0
月

1
日

～
平

成
2
3
年

1
0
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
（
移

動
、

臨
時

、
自

動
販

売
機

を
除

く
）
項

目
：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

開
示

1
1
/
9

1
1
/
9

郵
送

4
2
5

1
1
/
2

(仮
称

）
力

合
小

学
校

分
離

新
設

校
造

成
工

事
(第

1
期

）
〔
総

合
評

価
方

式
〕
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
施

設
課

(仮
称

）
力

合
小

学
校

分
離

新
設

校
造

成
工

事
(第

1
期

）
金

入
設

計
書

開
示

1
1
/
8

1
1
/
1
1

4
2
6

1
1
/
2

室
園

町
第

2
2
号

線
道

路
改

築
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
都

市
建

設
局

土
木

部
道

路
整

備
課

室
園

町
第

2
2
号

線
道

路
改

築
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
1
/
8

1
1
/
8

4
2
7

1
1
/
2

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
7
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
2
9
工

区
）
〔
総

合
評

価
方

式
〕

都
市

計
画

事
業

　
北

部
汚

水
8
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
7
3
1
工

区
）
　

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表

上
下

水
道

局
計

画
調

整
課

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
7
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
2
9
工

区
）

都
市

計
画

事
業

　
北

部
汚

水
8
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
7
3
1
工

区
）
　

金
入

設
計

書

開
示

1
1
/
7

1
1
/
8

4
2
8

1
1
/
2

扇
田

環
境

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

新
埋

立
処

分
場

搬
入

路
切

替
及

び
ﾏ

ﾝ
ﾎ

ｰ
ﾙ

嵩
上

げ
工

事
　

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
環

境
保

全
局

環
境

事
業

部
環

境
施

設
整

備
室

扇
田

環
境

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

新
埋

立
処

分
場

搬
入

路
切

替
及

び
ﾏ

ﾝ
ﾎ

ｰ
ﾙ

嵩
上

げ
工

事
　

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
7

1
1
/
1
1

4
2
9

1
1
/
2

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
3
1
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
1
6
工

区
）
〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
3
1
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
1
6
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
7

1
1
/
8

4
3
0

1
1
/
2

笛
田

第
1
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

笛
田

第
1
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
1
/
1
4

1
1
/
1
5

4
3
1

1
1
/
2

鶴
羽

田
町

鶴
の

原
西

公
園

付
近

φ
1
0
0
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事 金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

上
下

水
道

局
水

道
部

北
部

水
道

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

鶴
羽

田
町

鶴
の

原
西

公
園

付
近

φ
1
0
0
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事 金

入
設

計
書

開
示

1
1
/
4

1
1
/
1
7

4
3
2

1
1
/
2

神
水

本
町

(八
丁

馬
場

電
停

西
側

)φ
1
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

富
合

東
部

仮
設

配
水

池
築

造
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

魚
屋

町
1
丁

目
付

近
φ

1
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

神
水

本
町

(八
丁

馬
場

電
停

西
側

)φ
1
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

富
合

東
部

仮
設

配
水

池
築

造
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

魚
屋

町
1
丁

目
付

近
φ

1
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

金
入

設
計

書
、

代
価

表
開

示
1
1
/
1
4

1
1
/
1
8

4
3
3

1
1
/
4

熊
本

市
に

あ
る

保
育

園
を

経
営

す
る

平
成

2
2
年

度
社

会
福

祉
法

人
の

現
況

報
告

書
　

平
成

2
2
年

度
の

決
算

書
(貸

借
対

照
表

、
資

金
収

支
計

算
書

、
事

業
活

動
収

支
計

算
書

）

子
ど

も
未

来
局

子
ど

も
支

援
部

保
育

幼
稚

園
課

平
成

2
2
年

度
貸

借
対

照
表

、
資

金
収

支
計

算
書

、
事

業
活

動
収

支
計

算
書 （
熊

本
市

で
保

育
園

を
経

営
す

る
社

会
福

祉
法

人
分

）

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
8

1
1
/
2
2

4
3
4

1
1
/
4

陳
内

立
田

の
杜

第
一

公
園

整
備

工
事

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

都
市

整
備

部
公

園
課

陳
内

立
田

の
杜

第
一

公
園

整
備

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
7

1
1
/
1
5

4
3
5

1
1
/
4

瑞
巌

寺
公

園
施

設
改

修
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

公
園

課

瑞
巌

寺
公

園
施

設
改

修
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
1
/
7

1
1
/
1
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

4
3
6

1
1
/
4

熊
本

市
上

下
水

道
局

の
総

合
管

理
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
の

開
発

契
約

に
関

し
て

、
平

成
2
1
年

8
月

に
行

わ
れ

た
入

札
の

、
○

△
と

日
立

の
そ

れ
ぞ

れ
の

入
札

書
お

よ
び

入
札

申
込

書
。

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
の

構
築

費
用

や
運

用
費

用
が

わ
か

る
金

額
の

入
っ

た
も

の
。

ま
た

日
立

と
の

契
約

書
、

そ
れ

か
ら

技
術

提
案

書
。

上
下

水
道

局
総

務
部

経
営

企
画

課

1
.○

△
及

び
日

立
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
ｽ
ﾞの

入
札

参
加

資
格

確
認

申
請

書
、

入
札

書
及

び
運

用
保

守
経

費
見

積
書

2
.日

立
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
ｽ
ﾞの

契
約

書
及

び
技

術
提

案
書

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
1
/
1
8

1
1
/
2
2

4
3
7

1
1
/
4

上
下

水
道

局
が

今
年

7
月

に
日

立
情

報
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
ｽ
ﾞと

契
約

延
長

に
つ

い
て

の
協

議
を

し
た

際
の

「
総

合
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
開

発
委

託
の

継
続

に
む

け
て

の
方

針
書

」
（
日

立
側

か
ら

提
出

さ
れ

た
も

の
）
お

よ
び

、
上

下
水

道
局

か
ら

の
回

答
書

。
そ

れ
か

ら
、

ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

の
見

直
し

に
関

わ
る

「
ﾘｽ

ｹ
ｼ

ﾞｭ
ｰ

ﾙ
表

」
「
作

業
工

程
表

」

上
下

水
道

局
総

務
部

経
営

企
画

課

1
　

日
立

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
ｽ
ﾞか

ら
提

出
さ

れ
た

総
合

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
開

発
委

託
の

継
続

に
向

け
て

の
方

針
書

2
　

1
に

対
す

る
上

下
水

道
局

か
ら

の
回

答
書

3
　

開
発

ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

見
直

し
後

の
ﾘｽ

ｹ
ｼ

ﾞｭ
ｰ

ﾙ
表

及
び

作
業

行
程

表
不

開
示

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
1
/
1
8

1
　

ﾘｽ
ｸ
評

価
報

告
書

2
　

改
善

勧
告

書
開

示
1
1
/
1
8

1
1
/
2
2

3
　

改
善

報
告

書
4
　

新
ﾒ
ﾝ

ﾊ
ﾞｰ

の
経

歴
書

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

1
1
/
1
8

4
3
9

1
1
/
4

今
年

8
/
3
1
づ

け
で

、
日

立
情

報
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
ｽ
ﾞが

水
道

局
に

提
出

し
た

文
書

で
、

上
下

水
道

総
合

管
理

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
の

機
能

設
計

に
つ

い
て

、
機

能
を

「
1

次
」
「
2
次

」
と

選
別

し
た

お
願

い
文

書
。

お
よ

び
水

道
局

の
回

答
書

。

上
下

水
道

局
総

務
部

経
営

企
画

課

日
立

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
ｽ
ﾞか

ら
提

出
の

あ
っ

た
、

平
成

2
3
年

8
月

3
1
日

付
け

1
次

、
2
次

の
ﾘﾘ

ｰ
ｽ
案

件
の

分
類

表
開

示
1
1
/
1
8

1
1
/
2
2

4
4
0

1
1
/
7

大
江

2
丁

目
新

大
江

3
丁

目
第

1
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

大
江

2
丁

目
新

大
江

3
丁

目
第

1
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
1
/
1
0

1
1
/
1
7

4
4
1

1
1
/
7

・
東

町
第

1
号

線
道

路
改

良
工

事
・
長

嶺
町

第
1
9
5
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

・
東

町
第

1
号

線
道

路
改

良
工

事
・
長

嶺
町

第
1
9
5
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
1
/
1
6

1
2
/
8

4
4
2

1
1
/
7

上
下

水
道

総
合

管
理

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
の

開
発

や
契

約
に

関
連

し
て

、
平

成
2
3
年

7
月

か
ら

本
日

（
1
1
月

7
日

）
ま

で
に

日
立

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
ｽ
ﾞが

上
下

水
道

局
に

提
出

し
た

す
べ

て
の

文
書

。
お

よ
び

、
上

下
水

道
局

が
日

立
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
ｽ
ﾞに

提
出

し
た

す
べ

て
の

文
書

。

上
下

水
道

局
総

務
部

経
営

企
画

課

上
下

水
道

総
合

管
理

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
開

発
業

務
委

託
に

お
い

て
、

上
下

水
道

局
及

び
日

立
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
ｽ
ﾞの

間
で

平
成

2
3
年

7
月

か
ら

平
成

2
3
年

1
1
月

7
日

ま
で

に
取

り
交

わ
さ

れ
た

文
書

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
8

1
1
/
2
2

4
4
3

1
1
/
8

理
美

容
の

開
設

届
け

を
提

出
さ

れ
た

店
舗

期
間

：
2
0
1
1
年

1
0
月

7
日

～
2
0
1
1
年

1
1
月

8
日

店
舗

名
、

住
所

、
申

請
者

名
、

電
話

番
号

健
康

福
祉

局
衛

生
部

生
活

衛
生

課

理
美

容
の

開
設

届
け

を
提

出
さ

れ
た

店
舗

期
間

：
2
0
1
1
年

1
0
月

7
日

～
2
0
1
1
年

1
1
月

8
日

店
舗

名
、

住
所

、
申

請
者

名
、

電
話

番
号

開
示

1
1
/
1
1

1
2
/
5

4
4
4

1
1
/
8

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
期

間
：
2
0
1
1
年

8
月

1
日

～
2
0
1
1
年

1
0
月

6
日

屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
名

、
営

業
電

話
番

号

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
期

間
：
2
0
1
1
年

8
月

1
日

～
2
0
1
1
年

1
0
月

6
日

屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
名

、
営

業
電

話
番

号
開

示
1
1
/
1
0

1
2
/
5

4
4
5

1
1
/
9

保
田

窪
本

町
健

軍
町

第
4
号

線
道

路
改

良
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

東
町

第
1
号

線
道

路
改

良
工

事
大

江
2
丁

目
新

大
江

3
丁

目
第

1
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
長

嶺
町

第
1
9
5
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
上

南
部

町
御

領
町

第
1
号

線
外

1
路

線
側

溝
新

設
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

保
田

窪
本

町
健

軍
町

第
4
号

線
道

路
改

良
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

東
町

第
1
号

線
道

路
改

良
工

事
大

江
2
丁

目
新

大
江

3
丁

目
第

1
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
長

嶺
町

第
1
9
5
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
上

南
部

町
御

領
町

第
1
号

線
外

1
路

線
側

溝
新

設
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
1
/
1
6

1
1
/
2
1

4
4
6

1
1
/
9

野
口

清
水

線
道

路
改

築
工

事
（
そ

の
１

）
〔
総

合
評

価
方

式
〕

上
熊

本
駅

西
口

線
道

路
改

築
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表

都
市

建
設

局
土

木
部

道
路

整
備

課

野
口

清
水

線
道

路
改

築
工

事
（
そ

の
１

）
〔
総

合
評

価
方

式
〕

上
熊

本
駅

西
口

線
道

路
改

築
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
1
4

1
1
/
2
1

4
4
7

1
1
/
9

藻
器

堀
川

保
田

窪
放

水
路

改
修

工
事

（
2
K

7
6
7
-
2
K

8
1
0
）

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
都

市
建

設
局

都
市

整
備

部
河

川
課

藻
器

堀
川

保
田

窪
放

水
路

改
修

工
事

（
2
K

7
6
7
-
2
K

8
1
0
）

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
1
5

1
1
/
2
1

4
4
8

1
1
/
9

畠
口

町
第

1
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
都

市
建

設
局

土
木

部
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

畠
口

町
第

1
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
1
8

1
1
/
2
5

4
4
9

1
1
/
9

都
市

計
画

事
業

　
東

部
汚

水
4
4
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
4
0
工

区
）

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表

上
下

水
道

局
計

画
調

整
課

都
市

計
画

事
業

　
東

部
汚

水
4
4
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
4
0
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
1
4

1
1
/
2
1

上
下

水
道

局
総

務
部

経
営

企
画

課
1
1
/
4

4
3
8

今
年

9
月

、
上

下
水

道
局

総
合

管
理

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
の

新
し

い
開

発
計

画
に

対
し

て
企

画
情

報
部

が
監

査
を

行
っ

た
際

の
「
ﾘｽ

ｸ
評

価
報

告
書

」
お

よ
び

「
改

善
勧

告
書

」
。

そ
れ

か
ら

、
日

立
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
ｽ
ﾞの

「
改

善
報

告
書

」
ま

た
、

日
立

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
ｽ
ﾞの

開
発

体
制

の
強

化
に

と
も

な
う

、
新

ﾒ
ﾝ

ﾊ
ﾞｰ

の
経

歴
書

。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

4
5
0

1
1
/
9

鶴
羽

田
町

鶴
の

原
南

口
公

園
付

近
φ

1
0
0
・
7
5
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表

上
下

水
道

局
水

道
部

北
部

水
道

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

鶴
羽

田
町

鶴
の

原
南

口
公

園
付

近
φ

1
0
0
・
7
5
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
1
0

1
1
/
2
1

4
5
1

1
1
/
9

西
部

汚
水

3
1
号

（
7
1
6
工

区
）
の

鋼
矢

板
等

の
仮

設
日

数
計

算
書

水
替

日
数

計
算

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

西
部

汚
水

3
1
号

（
7
1
6
工

区
）
の

鋼
矢

板
等

の
仮

設
日

数
計

算
書

水
替

日
数

計
算

開
示

1
1
/
1
5

1
1
/
1
8

4
5
2

1
1
/
9

楠
中

央
公

園
ﾊ

ﾞﾘ
ｱ

ﾌ
ﾘｰ

ﾄｲ
ﾚ
新

築
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
建

築
部

営
繕

課

平
成

2
3
年

1
0
月

2
5
日

入
札

楠
中

央
公

園
ﾊ

ﾞﾘ
ｱ

ﾌ
ﾘｰ

ﾄｲ
ﾚ
新

築
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
1
/
1
7

1
1
/
1
8

4
5
3

1
1
/
9

地
域

ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

の
平

成
2
2
年

度
利

用
状

況
に

つ
い

て
市

民
生

活
局

市
民

生
活

部
地

域
づ

く
り

推
進

課

地
域

ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

の
平

成
2
2
年

度
利

用
状

況
に

つ
い

て
開

示
1
1
/
1
4

1
1
/
1
5

4
5
4

1
1
/
9

畠
口

町
第

1
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

畠
口

町
第

1
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
1
/
1
8

1
1
/
2
2

4
5
5

1
1
/
1
0

政
務

調
査

費
に

よ
る

研
究

・
調

査
・
研

修
旅

行
の

報
告

書
議

会
事

務
局

総
務

課

政
務

調
査

費
に

よ
る

研
究

・
調

査
・
研

修
旅

行
の

報
告

書
開

示
（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
1
/
2
4

1
1
/
2
4

4
5
6

1
1
/
1
0

平
成

2
3
年

1
0
月

2
5
日

開
札

鰐
瀬

土
鹿

野
線

道
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書

企
画

財
政

局
城

南
総

合
支

所
建

設
課

鰐
瀬

土
鹿

野
線

道
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
1
8

1
1
/
2
1

4
5
7

1
1
/
1
1

上
下

水
道

総
合

管
理

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
の

日
立

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
ｽ
ﾞと

の
契

約
に

関
連

し
て

、
平

成
2
3
年

6
月

以
降

に
顧

問
弁

護
士

に
法

律
相

談
を

行
っ

た
内

容
に

つ
い

て
の

報
告

書

上
下

水
道

局
総

務
部

経
営

企
画

課

上
下

水
道

総
合

管
理

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
に

係
る

法
律

相
談

報
告

書
開

示
（
一

部
請

求
拒

否
）

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
1
/
2
4

1
1
/
2
5

4
5
8

1
1
/
1
1

平
成

2
2
年

5
月

に
上

下
水

道
局

で
行

っ
た

電
算

協
議

会
の

中
で

日
立

情
報

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
ｽ
ﾞと

の
上

下
水

道
総

合
管

理
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
の

契
約

に
関

す
る

議
事

録
と

そ
の

際
の

資
料

上
下

水
道

局
総

務
部

経
営

企
画

課

上
下

水
道

総
合

管
理

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
に

係
る

電
算

協
議

会
資

料
開

示
1
1
/
2
4

1
1
/
2
5

4
5
9

1
1
/
1
1

平
成

2
3
年

1
1
月

2
日

開
札

川
尻

町
下

無
田

第
1
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

道
路

整
備

課

平
成

2
3
年

1
1
月

2
日

開
札

川
尻

町
下

無
田

第
1
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
1
/
2
4

1
1
/
2
4

4
6
0

1
1
/
1
1

平
成

2
3
年

1
1
月

2
日

開
札

区
画

道
路

1
1
-
1
号

線
舗

装
外

工
事

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

平
成

2
3
年

1
1
月

2
日

開
札

区
画

道
路

1
1
-
1
号

線
舗

装
外

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
2
4

1
1
/
2
4

4
6
1

1
1
/
1
1

平
成

2
3
年

1
1
月

2
日

開
札

熊
本

駅
新

外
線

道
路

維
持

工
事

（
そ

の
2
）
～

熊
本

駅
新

外
線

乗
合

自
動

車
停

留
施

設
整

備
工

事
　

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

平
成

2
3
年

1
1
月

2
日

開
札

熊
本

駅
新

外
線

道
路

維
持

工
事

（
そ

の
2
）
～

熊
本

駅
新

外
線

乗
合

自
動

車
停

留
施

設
整

備
工

事
　

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
2
1

1
1
/
2
4

4
6
2

1
1
/
1
1

平
成

2
3
年

1
0
月

2
6
日

開
札

保
田

窪
本

町
健

軍
町

第
4
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

平
成

2
3
年

1
0
月

2
6
日

開
札

保
田

窪
本

町
健

軍
町

第
4
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
1
/
2
2

1
1
/
2
4

4
6
3

1
1
/
1
1

豊
田

団
地

第
5
期

及
び

集
会

所
解

体
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
建

築
部

住
宅

課

豊
田

団
地

第
5
期

及
び

集
会

所
解

体
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
1
/
1
6

1
2
/
8

4
6
4

1
1
/
1
1

熊
本

市
上

下
水

道
局

庁
舎

本
館

解
体

工
事

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

総
務

部
総

務
課

熊
本

市
上

下
水

道
局

庁
舎

本
館

解
体

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
2
1

1
2
/
8

4
6
5

1
1
/
1
1

旧
中

央
消

防
署

楠
出

張
所

庁
舎

解
体

工
事

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

建
築

部
営

繕
課

旧
中

央
消

防
署

楠
出

張
所

庁
舎

解
体

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
2
2

1
2
/
8

‐59‐



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

4
6
6

1
1
/
1
4

熊
本

市
小

山
町

○
　

社
会

福
祉

法
人

　
△

□
平

成
2
1
年

度
財

務
諸

表
平

成
2
2
年

度
財

務
諸

表

健
康

福
祉

局
保

健
福

祉
部

高
齢

介
護

福
祉

課

社
会

福
祉

法
人

　
「
△

□
」
の

平
成

2
1
年

度
、

及
び

平
成

2
2
年

度
決

算
書

(貸
借

対
照

表
、

資
金

収
支

計
算

書
、

資
金

収
支

決
算

内
訳

書
、

事
業

活
動

収
支

計
算

書
、

事
業

活
動

収
支

内
訳

書
）

開
示

1
1
/
1
8

1
1
/
1
8

④
2
0
1
1
/
8
/
3
1
付

け
日

立
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
ｽ
ﾞ作

成
の

｢1
次

、
2
次

の
ﾘﾘ

ｰ
ｽ
案

件
分

類
」
の

関
連

資
料

開
示

1
1
/
2
9

1
1
/
3
0

①
総

合
評

価
審

査
会

審
査

員
の

職
名

及
び

氏
名

②
K

IS
か

ら
日

立
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
ｽ
ﾞに

移
行

し
た

際
の

N
T

T
回

線
費

用
③

管
理

者
が

平
成

2
3
年

1
1
月

1
0
日

に
K

K
T

の
取

材
に

対
し

て
答

え
た

、
日

立
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
ｽ
ﾞと

Ⅰ
契

約
継

続
し

た
方

が
経

済
的

に
よ

い
と

判
断

し
た

数
字

等
の

根
拠

、
及

び
Ⅱ

契
約

破
棄

が
困

難
と

し
た

法
的

根
拠

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

1
1
/
2
9

⑤
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
開

発
の

遅
れ

に
伴

う
出

費
額

及
び

そ
の

資
料

不
開

示
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
1
/
2
9

4
6
8

1
1
/
1
5

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

の
様

式
3
号

（
平

成
2
3
年

8
月

1
1
日

～
9
月

1
0
日

届
出

分
）

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

開
発

景
観

課

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

の
様

式
3
号

（
平

成
2
3
年

8
月

1
1
日

～
9
月

1
0
日

届
出

分
）

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
8

1
1
/
2
3

4
6
9

1
1
/
1
6

・
池

田
2
丁

目
2
0
番

付
近

φ
3
0
0
・
1
5
0
・
1
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

〔
総

合
評

価
方

式
〕

・
本

荘
1
丁

目
φ

5
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
・
大

江
3
丁

目
(大

江
小

学
校

南
側

）
φ

2
0
0
・
1
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1

件
工

事
　

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

・
池

田
2
丁

目
2
0
番

付
近

φ
3
0
0
・
1
5
0
・
1
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

〔
総

合
評

価
方

式
〕

・
本

荘
1
丁

目
φ

5
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
・
大

江
3
丁

目
(大

江
小

学
校

南
側

）
φ

2
0
0
・
1
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1

件
工

事
　

金
入

設
計

書
、

代
価

表

開
示

1
1
/
2
5

1
2
/
6

4
7
0

1
1
/
1
6

榎
町

9
番

付
近

φ
1
0
0
・
7
5
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
上

下
水

道
局

水
道

部
管

路
維

持
課

榎
町

9
番

付
近

φ
1
0
0
・
7
5
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
1
6

1
1
/
1
8

4
7
1

1
1
/
1
6

・
花

園
池

亀
線

地
盤

改
良

外
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

・
川

尻
町

下
無

田
第

1
号

線
道

路
改

良
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

・
花

園
池

亀
線

道
路

改
築

工
事

（
そ

の
１

）
〔
総

合
評

価
方

式
〕

・
二

本
木

新
大

江
線

道
路

改
築

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表

都
市

建
設

局
土

木
部

道
路

整
備

課

・
花

園
池

亀
線

地
盤

改
良

外
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

・
川

尻
町

下
無

田
第

1
号

線
道

路
改

良
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

・
花

園
池

亀
線

道
路

改
築

工
事

（
そ

の
１

）
〔
総

合
評

価
方

式
〕

・
二

本
木

新
大

江
線

道
路

改
築

工
事

金
入

設
計

書

開
示

1
1
/
2
4

1
1
/
2
8

4
7
2

1
1
/
1
6

・
中

無
田

町
第

1
号

線
道

路
改

良
工

事
・
南

高
江

町
第

4
6
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

・
中

無
田

町
第

1
号

線
道

路
改

良
工

事
・
南

高
江

町
第

4
6
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
1
/
3
0

1
2
/
2

4
7
3

1
1
/
1
6

小
川

内
尾

跡
野

出
第

1
号

線
落

石
防

止
対

策
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
内

分
室

小
川

内
尾

跡
野

出
第

1
号

線
落

石
防

止
対

策
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
1
/
1
7

1
1
/
2
5

4
7
4

1
1
/
1
6

徳
王

町
和

泉
町

第
1
号

線
外

道
路

改
修

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

徳
王

町
和

泉
町

第
1
号

線
外

道
路

改
修

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
2
5

1
1
/
2
8

4
7
5

1
1
/
1
7

都
市

計
画

事
業

　
北

部
汚

水
2
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
7
3
3
工

区
）
　

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

調
整

課
都

市
計

画
事

業
　

北
部

汚
水

2
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
7
3
3
工

区
）
　

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
2
4

1
2
/
1

4
7
6

1
1
/
1
7

熊
本

市
佐

土
原

○
丁

目
△

-
□

社
会

福
祉

法
人

　
×

●
決

算
書

、
３

期
分

　
直

近
か

ら
３

ケ
年

分

健
康

福
祉

局
保

健
福

祉
部

高
齢

介
護

福
祉

課

社
会

福
祉

法
人

　
×

●
の

平
成

2
1
年

度
、

及
び

平
成

2
2
年

度
決

算
書

（
貸

借
対

照
表

、
資

金
収

支
計

算
書

、
資

金
収

支
決

算
内

訳
書

、
事

業
活

動
収

支
計

算
書

、
事

業
活

動
収

支
内

訳
書

）
開

示
1
2
/
1

1
2
/
6

4
7
7

1
1
/
2
1

熊
本

市
と

熊
本

市
居

住
支

援
協

議
会

と
の

業
務

委
託

契
約

書
の

た
ぐ

い
、

事
業

計
画

の
写

し
、

特
に

人
件

費
等

○
氏

と
な

ぜ
事

業
を

行
う

の
か

都
市

建
設

局
建

築
部

建
築

計
画

課

・
熊

本
市

居
住

支
援

協
議

会
設

立
準

備
会

会
則

・
ﾌ

ｪ
ｰ

ｽ
ｼ

ｰ
ﾄ

・
熊

本
市

居
住

支
援

協
議

会
設

立
準

備
会

の
設

立
に

つ
い

て
開

示
1
2
/
2

1
2
/
2

上
下

水
道

局
総

務
部

経
営

企
画

課

①
上

下
水

道
公

告
第

2
7
号

に
お

け
る

総
合

評
価

審
査

会
委

員
の

氏
名

及
び

役
職

名
（
別

紙
熊

本
市

公
報

第
1
2
5
8
号

）
※

ｲ
②

K
IS

（
現

行
）
か

ら
日

立
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
ｽ
ﾞに

移
行

し
た

場
合

の
N

T
T

回
線

費
用

は
ど

う
推

移
す

る
の

か
③

花
田

事
業

管
理

者
が

2
0
1
1
年

1
1
月

1
0
日

の
K

K
T

の
取

材
に

対
し

て
答

え
た

日
立

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
ｽ
ﾞと

の
契

約
続

行
が

よ
り

経
済

的
に

良
い

と
判

断
し

た
具

体
的

数
字

な
ど

の
根

拠
の

全
て

。
同

じ
く

契
約

破
棄

は
困

難
と

し
た

法
的

根
拠

の
全

て
。

④
2
0
1
1
/
8
/
3
1
日

立
情

報
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
ｽ
ﾞ作

成
（
別

紙
）
に

係
る

関
連

資
料

の
全

て
※

ﾛ
⑤

今
回

の
遅

れ
に

伴
う

出
資

額
と

そ
の

内
容

4
6
7

1
1
/
1
5

‐60‐



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

4
7
8

1
1
/
2
1

道
路

判
定

書
の

一
部

写
し

　
0
6
-
3
0
7
号

所
在

　
熊

本
市

井
川

淵
町

○
番

△
先

～
□

番
×

地
先

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

熊
本

市
建

設
指

導
課

保
管

文
書

中
道

路
判

定
書

の
一

部
写

し
　

0
6
-
3
0
7
号

所
在

　
熊

本
市

井
川

淵
町

○
番

△
先

～
□

番
×

地
先

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
3
0

1
1
/
3
0

4
7
9

1
1
/
2
2

錦
ケ

丘
中

学
校

運
動

場
改

良
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部

施
設

課

錦
ケ

丘
中

学
校

運
動

場
改

良
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
3
0

1
2
/
2

4
8
0

1
1
/
2
2

・
元

三
町

第
1
号

線
道

路
改

良
工

事
・
近

見
町

第
1
1
7
号

線
道

路
改

修
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

・
元

三
町

第
1
号

線
道

路
改

良
工

事
・
近

見
町

第
1
1
7
号

線
道

路
改

修
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
1

1
2
/
2

4
8
1

1
1
/
2
2

都
市

計
画

事
業

　
北

部
汚

水
2
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
7
3
3
工

区
）
　

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
上

下
水

道
局

計
画

調
整

課
都

市
計

画
事

業
　

北
部

汚
水

2
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
7
3
3
工

区
）
　

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
2
9

1
1
/
2
9

4
8
2

1
1
/
2
2

清
藤

地
区

第
2
0
号

排
水

路
そ

の
2
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

企
画

財
政

局
富

合
総

合
支

所
産

業
振

興
課

清
藤

地
区

第
2
0
号

排
水

路
そ

の
2
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

開
示

1
1
/
2
9

1
2
/
2

4
8
3

1
1
/
2
2

沖
新

町
二

番
水

路
改

良
外

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
農

水
商

工
局

農
林

水
産

振
興

部
耕

地
課

沖
新

町
二

番
水

路
改

良
外

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
3
0

1
2
/
2

4
8
4

1
1
/
2
2

新
生

2
丁

目
2
0
番

付
近

φ
1
0
0
・
7
5
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
上

下
水

道
局

水
道

部
水

道
整

備
課

新
生

2
丁

目
2
0
番

付
近

φ
1
0
0
・
7
5
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

金
入

設
計

書
、

代
価

表
開

示
1
1
/
2
9

1
2
/
2

4
8
5

1
1
/
2
2

富
合

町
平

原
5
7
1
番

地
付

近
φ

1
5
0
・
1
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
上

下
水

道
局

水
道

部
管

路
維

持
課

富
合

町
平

原
5
7
1
番

地
付

近
φ

1
5
0
・
1
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
2
4

1
2
/
2

4
8
6

1
1
/
2
2

道
路

の
穴

に
関

す
る

事
、

地
方

公
務

員
法

に
反

す
る

た
め

事
故

の
賠

償
金

に
か

ん
し

て
　

5
年

～
7
年

都
市

建
設

局
土

木
部

土
木

総
務

課

道
路

の
穴

に
関

す
る

事
、

事
故

の
賠

償
金

に
か

ん
し

て
　

5
年

～
7
年

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
6

1
2
/
7

4
8
7

1
1
/
2
4

力
合

中
学

校
教

室
増

設
（
そ

の
2
）
工

事
（
8
/
3
）

金
入

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
教

育
総

務
部

施
設

課

力
合

中
学

校
教

室
増

設
（
そ

の
2
）
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
1
/
3
0

1
2
/
6

4
8
8

1
1
/
2
4

上
下

水
道

局
庁

舎
建

設
に

伴
う

仮
設

庁
舎

そ
の

他
建

築
改

修
工

事
（
8
/
2
4
）

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
総

務
部

総
務

課

上
下

水
道

局
庁

舎
建

設
に

伴
う

仮
設

庁
舎

そ
の

他
建

築
改

修
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
2

1
2
/
6

4
8
9

1
1
/
2
4

幸
田

市
民

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

増
設

外
1
箇

所
改

修
工

事
（
8
/
1
0
）

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

建
築

部
営

繕
課

幸
田

市
民

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

増
設

外
1
箇

所
改

修
工

事
（
8
/
1
0
）

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
2
8

1
2
/
6

4
9
0

1
1
/
2
4

（
仮

称
）
新

大
江

三
丁

目
東

公
園

ﾄｲ
ﾚ
新

築
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
建

築
部

営
繕

課

（
仮

称
）
新

大
江

三
丁

目
東

公
園

ﾄｲ
ﾚ
新

築
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
7

1
2
/
7

4
9
1

1
1
/
2
4

平
成

2
3
年

1
1
月

1
6
日

開
札

・
元

三
町

第
3
6
号

線
道

路
改

良
工

事
・
今

町
八

分
字

町
第

1
号

線
歩

道
新

設
工

事
・
近

見
町

第
1
1
9
号

線
外

2
路

線
歩

道
新

設
工

事
　

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

平
成

2
3
年

1
1
月

1
6
日

開
札

・
元

三
町

第
3
6
号

線
道

路
改

良
工

事
・
今

町
八

分
字

町
第

1
号

線
歩

道
新

設
工

事
・
近

見
町

第
1
1
9
号

線
外

2
路

線
歩

道
新

設
工

事
　

金
入

設
計

書

開
示

1
2
/
1

1
2
/
2

4
9
2

1
1
/
2
4

開
札

日
2
0
1
1
年

1
1
月

1
7
日

　
工

事
名

　
東

西
1
号

線
舗

装
打

換
工

事
　

場
所

　
熊

本
市

富
合

町
沙

崎
外

地
内

　
予

定
価

格
　

6
,9

1
2
,0

0
0
(税

抜
き

）
金

入
設

計
書

企
画

財
政

局
富

合
総

合
支

所
建

設
課

工
事

名
　

東
西

1
号

線
舗

装
打

換
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
1
/
3
0

1
2
/
1
3

4
9
3

1
1
/
2
4

開
札

日
2
0
1
1
年

1
1
月

2
日

　
工

事
名

　
池

田
2
丁

目
2
0
番

付
近

φ
3
0
0
・

1
5
0
・
1
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

　
場

所
　

熊
本

市
池

田
2
丁

目
予

定
価

格
　

9
0
,2

6
4
,0

0
0
円

(税
抜

き
）
　

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

池
田

2
丁

目
2
0
番

付
近

φ
3
0
0
・
1
5
0
・
1
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
3
0

1
2
/
1
3

4
9
4

1
1
/
2
4

開
札

日
2
0
1
1
年

1
0
月

2
6
日

　
工

事
名

　
保

田
窪

本
町

健
軍

町
第

4
号

線
道

路
改

良
工

事
　

総
合

評
価

方
式

　
場

所
　

熊
本

市
帯

山
7
丁

目
外

地
内

予
定

価
格

　
3
4
,2

2
3
,0

0
0
円

(税
抜

）
　

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

工
事

名
　

保
田

窪
本

町
健

軍
町

第
4
号

線
道

路
改

良
工

事
　

総
合

評
価

方
式

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
7

1
2
/
1
3
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

4
9
5

1
1
/
2
4

集
団

給
食

の
登

録
及

び
飲

食
店

営
業

許
可

(委
託

給
食

を
取

得
し

て
い

る
者

）
平

成
2
3
年

1
1
月

2
0
日

ま
で

許
可

し
た

も
の

(屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

申
請

者
氏

名
、

申
請

者
法

人
代

表
者

名
、

申
請

者
住

所
、

申
請

者
電

話
番

号
）

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

集
団

給
食

の
登

録
及

び
飲

食
店

営
業

許
可

(委
託

給
食

を
取

得
し

て
い

る
者

）
平

成
2
3
年

1
1
月

2
0
日

ま
で

許
可

し
た

も
の

(屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

申
請

者
氏

名
、

申
請

者
法

人
代

表
者

名
、

申
請

者
住

所
、

申
請

者
電

話
番

号
）

開
示

1
2
/
5

1
2
/
5

4
9
6

1
1
/
2
4

画
図

町
所

島
排

水
路

護
岸

整
備

工
事

(1
工

区
）

金
入

設
計

書
農

水
商

工
局

農
林

水
産

振
興

部
耕

地
課

画
図

町
所

島
排

水
路

護
岸

整
備

工
事

(1
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
3
0

1
2
/
1

上
下

水
道

局
と

K
IS

の
平

成
2
3
年

1
2
月

以
降

の
①

変
更

契
約

書
②

覚
書

開
示

1
2
/
9

1
2
/
1
2

③
平

成
2
3
年

1
2
月

か
ら

平
成

2
5
年

1
0
月

末
ま

で
の

K
IS

の
運

用
継

続
に

係
る

見
積

書
④

契
約

延
長

に
伴

い
、

発
生

す
る

損
害

額
(日

立
と

K
IS

が
運

用
し

た
場

合
の

経
費

の
差

に
つ

い
て

）
を

計
算

し
た

文
書

。

不
開

示
6
号

　
事

務
事

業
に

関 す
る

情
報

1
2
/
9

4
9
8

1
1
/
2
5

平
成

2
2
年

度
に

実
施

し
た

道
路

台
帳

業
務

の
成

果
①

測
定

基
図

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
　

②
区

域
変

更
図

　
③

境
界

点
網

図
（
1
/
5
0
0
）
展

開
④

道
路

台
帳

調
書

ﾏ
ｽ
ﾀ
ｰ

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
　

⑤
路

線
網

図
位

置
情

報
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
　

⑥
図

郭
割

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
　

⑦
路

線
網

図
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
(構

造
化

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
）
　

⑧
過

年
度

更
新

漏
れ

路
線

検
証

ﾘｽ
ﾄ・

検
証

位
置

図
　

※
そ

の
他

整
備

方
針

検
討

に
て

と
り

ま
と

め
を

行
っ

た
も

の

都
市

建
設

局
土

木
部

土
木

管
理

課

平
成

2
2
年

度
に

実
施

し
た

道
路

台
帳

業
務

の
成

果
　

①
測

定
基

図
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ

②
区

域
変

更
図

　
③

境
界

点
網

図
（
1
/
5
0
0
）
展

開
　

④
道

路
台

帳
調

書
ﾏ

ｽ
ﾀ
ｰ

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
　

⑤
路

線
網

図
位

置
情

報
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
　

⑥
図

郭
割

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
　

⑦
路

線
網

図
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
(構

造
化

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
）
　

⑧
過

年
度

更
新

漏
れ

路
線

検
証

リ
ス

ト
・
検

証
位

置
図

　
※

そ
の

他
整

備
方

針
検

討
に

て
と

り
ま

と
め

を
行

っ
た

も
の

※
そ

の
他

整
備

方
針

検
討

に
て

と
り

ま
と

め
を

行
っ

た
も

の
。

た
だ

し
、

②
、

⑧
に

つ
い

て
は

原
本

の
閲

覧
と

す
る

。

開
示

1
2
/
8

1
2
/
9

4
9
9

1
1
/
2
5

平
成

2
3
年

7
月

2
6
日

か
ら

平
成

2
3
年

1
1
月

2
4
日

ま
で

に
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
営

業
施

設
一

覧
　

※
仕

出
、

弁
当

、
惣

菜
、

移
動

屋
台

、
自

販
機

除
く

(項
目

：
屋

号
、

営
業

所
在

地
、

電
話

番
号

、
申

請
者

氏
名

）

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

2
3
年

7
月

2
6
日

か
ら

平
成

2
3
年

1
1
月

2
4
日

ま
で

に
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
営

業
施

設
一

覧
　

※
仕

出
、

弁
当

、
惣

菜
、

移
動

屋
台

、
自

販
機

除
く

(項
目

：
屋

号
、

営
業

所
在

地
、

電
話

番
号

、
申

請
者

氏
名

）

開
示

1
2
/
7

1
2
/
1
5

5
0
0

1
1
/
2
9

熊
本

市
母

子
福

祉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

指
定

管
理

者
に

応
募

し
た

、
当

法
人

以
外

の
申

請
者

（
A

社
及

び
B

社
）
の

指
定

申
請

者
の

写
し

子
ど

も
未

来
局

子
ど

も
支

援
部

子
育

て
支

援
課

取
り

下
げ

取
り

下
げ

1
1
/
3
0

5
0
1

1
1
/
2
9

熊
本

市
東

部
在

宅
福

祉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

・
熊

本
市

東
老

人
福

祉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

の
指

定
管

理
者

に
応

募
し

た
、

当
法

人
以

外
の

申
請

者
（
A

社
）
の

指
定

申
請

者
の

写
し

健
康

福
祉

局
保

健
福

祉
部

地
域

保
健

福
祉

課

取
り

下
げ

取
り

下
げ

1
1
/
3
0

5
0
2

1
1
/
3
0

・
都

市
計

画
道

路
春

日
池

上
線

φ
5
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

・
大

江
4
丁

目
(慶

誠
高

校
東

側
）
φ

2
0
0
・
1
0
0
・
7
5
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

・
清

水
新

地
2
丁

目
φ

1
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
3
件

工
事

　
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

・
都

市
計

画
道

路
春

日
池

上
線

φ
5
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

・
大

江
4
丁

目
(慶

誠
高

校
東

側
）
φ

2
0
0
・
1
0
0
・
7
5
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

・
清

水
新

地
2
丁

目
φ

1
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
3
件

工
事

　
金

入
設

計
書

、
代

価
表

開
示

1
2
/
5

1
2
/
1
6

5
0
3

1
1
/
3
0

・
都

市
計

画
事

業
　

加
勢

川
第

６
排

水
区

雨
水

調
整

池
遮

水
工

事
(1

工
区

）
〔
総

合
評

価
方

式
〕

・
大

井
手

川
改

修
及

び
小

島
下

町
第

1
3
号

線
道

路
改

修
工

事
・
神

水
2
丁

目
排

水
路

改
良

及
び

尾
ノ

上
1
丁

目
第

５
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
　

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

河
川

課

・
都

市
計

画
事

業
　

加
勢

川
第

６
排

水
区

雨
水

調
整

池
遮

水
工

事
(1

工
区

）
〔
総

合
評

価
方

式
〕

・
大

井
手

川
改

修
及

び
小

島
下

町
第

1
3
号

線
道

路
改

修
工

事
・
神

水
2
丁

目
排

水
路

改
良

及
び

尾
ノ

上
1
丁

目
第

５
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
　

金
入

設
計

書

開
示

1
2
/
2

1
2
/
5

5
0
4

1
1
/
3
0

富
合

宇
土

南
北

線
道

路
改

良
工

事
(1

工
区

）
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

企
画

財
政

局
富

合
総

合
支

所
建

設
課

富
合

宇
土

南
北

線
道

路
改

良
工

事
(1

工
区

）
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
7

1
2
/
8

5
0
5

1
1
/
3
0

・
画

図
町

所
島

排
水

路
護

岸
整

備
工

事
（
2
工

区
）
〔
総

合
評

価
方

式
〕

・
画

図
町

所
島

排
水

路
護

岸
整

備
工

事
（
１

工
区

）
・
御

幸
木

部
町

水
路

改
良

工
事

（
そ

の
１

）
・
渡

鹿
堰

二
の

井
出

護
岸

整
備

工
事

・
画

図
町

所
島

水
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表

農
水

商
工

局
農

林
水

産
振

興
部

耕
地

課

・
画

図
町

所
島

排
水

路
護

岸
整

備
工

事
（
2
工

区
）
〔
総

合
評

価
方

式
〕

・
画

図
町

所
島

排
水

路
護

岸
整

備
工

事
（
１

工
区

）
・
御

幸
木

部
町

水
路

改
良

工
事

（
そ

の
１

）
・
渡

鹿
堰

二
の

井
出

護
岸

整
備

工
事

・
画

図
町

所
島

水
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表

開
示

1
1
/
3
0

1
2
/
1
4

4
9
7

1
1
/
2
5

上
下

水
道

局
総

務
部

経
営

企
画

課

上
下

水
道

総
合

管
理

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
に

関
す

る
水

道
局

と
K

IS
の

平
成

2
3
年

1
2
月

以
降

の
契

約
変

更
に

か
か

わ
る

契
約

書
と

覚
え

書
き

。
及

び
、

平
成

2
5
年

1
0
月

ま
で

の
運

用
保

守
や

機
器

の
購

入
・
設

置
な

ど
運

用
継

続
に

関
わ

る
経

費
の

K
IS

の
見

積
書

。
ま

た
、

契
約

延
長

に
伴

い
、

発
生

す
る

損
害

額
(日

立
と

K
IS

が
運

用
し

た
場

合
の

経
費

の
差

に
つ

い
て

）
を

計
算

し
た

文
書

。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

5
0
6

1
1
/
3
0

・
元

三
町

第
3
6
号

線
道

路
改

良
工

事
・
野

口
町

荒
尾

町
第

3
号

線
歩

道
新

設
外

2
路

線
工

事
・
今

町
八

分
字

町
第

1
号

線
歩

道
新

設
工

事
・
近

見
町

第
1
1
9
号

線
外

2
路

線
歩

道
新

設
工

事
・
奥

古
閑

町
第

8
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

・
元

三
町

第
3
6
号

線
道

路
改

良
工

事
・
野

口
町

荒
尾

町
第

3
号

線
歩

道
新

設
外

2
路

線
工

事
・
今

町
八

分
字

町
第

1
号

線
歩

道
新

設
工

事
・
近

見
町

第
1
1
9
号

線
外

2
路

線
歩

道
新

設
工

事
・
奥

古
閑

町
第

8
号

線
道

路
改

良
工

事
　

金
入

設
計

書

開
示

1
2
/
7

1
2
/
1
4

5
0
7

1
1
/
3
0

・
孫

代
町

上
道

念
外

水
路

改
良

工
事

・
八

分
字

町
北

田
水

路
改

良
工

事
・
護

藤
町

上
護

藤
水

路
改

良
工

事
　

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表

農
水

商
工

局
農

林
水

産
振

興
部

飽
田

出
張

所

・
孫

代
町

上
道

念
外

水
路

改
良

工
事

・
八

分
字

町
北

田
水

路
改

良
工

事
・
護

藤
町

上
護

藤
水

路
改

良
工

事
　

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表

開
示

1
2
/
6

1
2
/
1
2

5
0
8

1
1
/
3
0

現
在

の
熊

本
市

母
子

福
祉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

指
定

管
理

者
の

事
業

計
画

書
の

写
し

子
ど

も
未

来
局

子
ど

も
支

援
部

子
育

て
支

援
課

現
在

の
熊

本
市

母
子

福
祉

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

指
定

管
理

者
の

事
業

計
画

書
の

写
し

開
示

1
2
/
5

1
2
/
5

5
0
9

1
2
/
1

①
熊

本
市

坪
井

○
丁

目
△

番
□

,×
,●

,▲
号

に
建

築
さ

れ
た

建
築

物
の

容
積

率
(地

番
○

番
■

号
の

土
地

を
利

用
し

て
の

容
積

率
の

ｸ
ﾘｱ

、
土

地
賃

借
の

有
無

、
地

番
○

番
■

号
に

つ
い

て
の

容
積

率
に

つ
い

て
②

検
査

済
の

未
発

行
に

つ
い

て
の

書
類

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

①
熊

本
市

坪
井

○
丁

目
△

番
□

,×
,●

,▲
号

に
建

築
さ

れ
た

建
築

物
の

容
積

率
(地

番
○

番
■

号
の

土
地

を
利

用
し

て
の

容
積

率
の

ｸ
ﾘｱ

、
土

地
賃

借
の

有
無

、
地

番
○

番
■

号
に

つ
い

て
の

容
積

率
に

つ
い

て
の

書
類

②
検

査
済

の
未

発
行

に
つ

い
て

の
書

類

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
2

1
2
/
1
2

5
1
0

1
2
/
1

平
成

2
3
年

1
1
月

1
日

～
平

成
2
3
年

1
1
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
（
移

動
、

臨
時

、
自

動
販

売
機

を
除

く
）
　

項
目

：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

2
3
年

1
1
月

1
日

～
平

成
2
3
年

1
1
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
（
移

動
、

臨
時

、
自

動
販

売
機

を
除

く
）
　

項
目

：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

開
示

1
2
/
2

1
2
/
5

郵
送

5
1
1

1
2
/
1

砂
原

町
上

居
上

水
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書
農

水
商

工
局

農
林

水
産

振
興

部
飽

田
出

張
所

砂
原

町
上

居
上

水
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
7

1
2
/
1
2

5
1
2

1
2
/
2

平
成

2
3
年

1
1
月

2
4
日

開
札

都
市

計
画

事
業

　
東

部
汚

水
3
7
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
8
0
5
工

区
）
　

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

平
成

2
3
年

1
1
月

2
4
日

開
札

都
市

計
画

事
業

　
東

部
汚

水
3
7
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
8
0
5
工

区
）
　

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
8

1
2
/
1
2

5
1
3

1
2
/
2

市
民

協
働

推
進

課
　

ﾁ
ｬ
ﾚ
ﾝ

ｼ
ﾞ協

働
事

業
　

委
託

契
約

書
市

民
生

活
局

市
民

生
活

部
市

民
協

働
推

進
課

市
民

協
働

事
業

　
協

働
委

託
契

約
書

(写
し

）
開

示
1
2
/
7

1
2
/
7

5
1
4

1
2
/
2

①
平

成
2
3
年

1
1
月

に
行

わ
れ

た
熊

本
市

地
域

包
括

支
援

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

委
託

法
人

選
考

に
お

け
る

「
東

5
」
｢南

2
」
圏

域
を

第
一

希
望

と
し

て
応

募
し

た
す

べ
て

の
法

人
の

「
相

対
評

価
項

目
」
（
Ⅰ

書
類

審
査

項
目

、
Ⅱ

ﾋ
ｱ

ﾘﾝ
ｸ
ﾞ審

査
項

目
）
に

つ
い

て
、

採
点

基
準

ご
と

の
採

点
結

果
②

平
成

2
1
年

度
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

の
指

定
事

業
者

の
推

薦
に

係
る

事
前

協
議

の
審

査
結

果
に

お
け

る
、

上
位

３
法

人
の

｢平
成

2
1
年

度
審

査
評

点
の

配
分

表
」
に

そ
っ

た
、

配
点

基
準

ご
と

の
採

点
結

果

健
康

福
祉

局
保

健
福

祉
部

高
齢

介
護

福
祉

課

・
地

域
包

括
支

援
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

申
請

者
別

採
点

一
覧

表
(東

5
圏

域
、

南
2
圏

域
）

・
平

成
2
1
年

度
特

定
施

設
審

査
表

(有
料

老
人

ﾎ
ｰ

ﾑ
）

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

3
号

　
法

人
等

情
報

1
2
/
8

1
2
/
8

5
1
5

1
2
/
2

(仮
称

）
田

迎
小

学
校

分
離

新
設

校
校

舎
新

築
そ

の
他

機
械

設
備

工
事

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

建
築

部
設

備
課

(仮
称

）
田

迎
小

学
校

分
離

新
設

校
校

舎
新

築
そ

の
他

機
械

設
備

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
1
3

1
2
/
1
3

5
1
6

1
2
/
5

鶴
羽

田
町

鶴
の

原
西

公
園

付
近

φ
1
0
0
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事 金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
部

北
部

水
道

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

鶴
羽

田
町

鶴
の

原
西

公
園

付
近

φ
1
0
0
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事 金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
6

1
2
/
1
2

5
1
7

1
2
/
5

・
工

事
番

号
　

1
1
0
0
8
7
5
　

・
工

事
名

　
瑞

巌
寺

公
園

施
設

改
修

工
事

　
・

予
定

価
格

　
1
5
,5

2
2
,0

0
0
円

　
・
開

札
日

　
2
0
1
1
/
1
0
/
1
9
　

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

都
市

整
備

部
公

園
課

瑞
巌

寺
公

園
施

設
改

修
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
6

1
2
/
1
5

郵
送

5
1
8

1
2
/
5

・
工

事
番

号
　

1
1
0
0
8
6
1
　

・
工

事
名

　
陣

内
立

田
の

杜
第

一
公

園
整

備
工

事
〔
総

合
評

価
〕
　

・
予

定
価

格
　

2
0
,8

4
7
,0

0
0
円

　
・
開

札
日

2
0
1
1
/
1
0
/
1
3
　

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

公
園

課

陣
内

立
田

の
杜

第
一

公
園

整
備

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
8

1
2
/
1
5

郵
送

5
1
9

1
2
/
5

2
0
1
1
年

1
0
月

1
日

～
2
0
1
1
年

1
2
月

5
日

の
間

に
開

設
届

出
の

あ
っ

た
、

針
・
鍼

灸
院

・
柔

道
整

体
・
整

骨
院

の
施

設
名

称
、

所
在

地
、

開
設

者
氏

名
、

名
称

、
電

話
番

号

健
康

福
祉

局
衛

生
部

地
域

医
療

課

2
0
1
1
年

1
0
月

1
日

～
2
0
1
1
年

1
2
月

5
日

の
間

に
開

設
届

出
の

あ
っ

た
、

針
・
鍼

灸
院

・
柔

道
整

体
・
整

骨
院

の
施

設
名

称
、

所
在

地
、

開
設

者
氏

名
、

名
称

、
電

話
番

号
開

示
1
2
/
1
3

2
/
2
1

‐63‐



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

5
2
0

1
2
/
5

2
0
1
1
年

1
1
月

9
日

～
2
0
1
1
年

1
2
月

5
日

の
間

に
開

設
届

出
の

あ
っ

た
理

・
美

容
所

の
施

設
名

称
、

所
在

地
、

開
設

者
氏

名
、

名
称

、
電

話
番

号
健

康
福

祉
局

衛
生

部
生

活
衛

生
課

2
0
1
1
年

1
1
月

9
日

～
2
0
1
1
年

1
2
月

5
日

の
間

に
開

設
届

出
の

あ
っ

た
理

・
美

容
所

の
施

設
名

称
、

所
在

地
、

開
設

者
氏

名
、

名
称

、
電

話
番

号
開

示
1
2
/
8

2
/
2
1

5
2
1

1
2
/
5

2
0
1
1
年

1
1
月

9
日

か
ら

2
0
1
1
年

1
2
月

5
日

に
新

規
に

申
請

を
行

っ
た

飲
食

店
施

設
一

覧
た

だ
し

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
項

目
：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

所
電

話
番

号

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

2
0
1
1
年

1
1
月

9
日

か
ら

2
0
1
1
年

1
2
月

5
日

に
新

規
に

申
請

を
行

っ
た

飲
食

店
施

設
一

覧
た

だ
し

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
項

目
：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

所
電

話
番

号

開
示

1
2
/
8

2
/
2
1

5
2
1
-
2

1
2
/
5

平
成

2
3
年

1
2
月

1
日

付
け

で
契

約
を

締
結

し
た

、
熊

本
市

発
注

の
「
江

津
二

丁
目

第
2
0
号

線
側

溝
改

良
工

事
」

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

工
事

名
　

江
津

2
丁

目
第

2
0
号

線
側

溝
改

良
工

事
開

札
日

　
平

成
2
3
年

1
1
月

2
4
日

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
9

1
2
/
9

5
2
2

1
2
/
6

・
富

合
町

新
田

尻
φ

2
0
0
・
1
5
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

・
御

幸
木

部
3
丁

目
φ

1
0
0
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

・
富

合
町

新
田

尻
φ

2
0
0
・
1
5
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

・
御

幸
木

部
3
丁

目
φ

1
0
0
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
金

入
設

計
書

、
代

価
表

開
示

1
2
/
1
2

1
2
/
1
6

5
2
3

1
2
/
6

都
市

計
画

事
業

　
東

部
汚

水
3
7
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
8
0
5
工

区
）

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

都
市

計
画

事
業

　
東

部
汚

水
3
7
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
8
0
5
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
8

1
2
/
1
2

5
2
4

1
2
/
6

西
無

田
第

2
6
号

線
外

3
路

線
道

路
改

良
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
都

市
建

設
局

土
木

部
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

西
無

田
第

2
6
号

線
外

3
路

線
道

路
改

良
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
1
3

1
2
/
1
4

5
2
5

1
2
/
6

花
園

池
亀

線
道

路
改

築
工

事
（
そ

の
２

）
〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
都

市
建

設
局

土
木

部
道

路
整

備
課

花
園

池
亀

線
道

路
改

築
工

事
（
そ

の
２

）
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
1
2

1
2
/
1
2

5
2
6

1
2
/
6

江
津

2
丁

目
第

2
0
号

線
側

溝
改

良
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

江
津

2
丁

目
第

2
0
号

線
側

溝
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
9

1
2
/
1
2

5
2
7

1
2
/
6

砂
原

町
上

居
上

水
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
農

水
商

工
局

農
林

水
産

振
興

部
飽

田
出

張
所

砂
原

町
上

居
上

水
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
9

1
2
/
1
2

5
2
8

欠
番

5
2
9

1
2
/
6

江
津

ｾ
ｲ
ﾗ
西

公
園

整
備

工
事

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

都
市

整
備

部
公

園
課

江
津

ｾ
ｲ
ﾗ
西

公
園

整
備

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
6

1
2
/
8

5
3
0

1
2
/
6

大
江

4
丁

目
(慶

誠
高

校
東

側
）
φ

2
0
0
・
1
0
0
・
7
5
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

大
江

4
丁

目
(慶

誠
高

校
東

側
）
φ

2
0
0
・
1
0
0
・
7
5
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
1
9

3
/
5

5
3
1

1
2
/
6

渡
鹿

2
丁

目
１

番
１

号
付

近
φ

3
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
１

件
工

事
（
１

工
区

）
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

渡
鹿

2
丁

目
１

番
１

号
付

近
φ

3
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
１

件
工

事
（
１

工
区

）
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
1
9

3
/
5

5
3
2

1
2
/
8

城
山

公
園

整
備

に
伴

う
施

設
整

備
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

公
園

課

城
山

公
園

整
備

に
伴

う
施

設
整

備
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
1
4

1
2
/
1
4

5
3
3

1
2
/
1
2

・
江

津
ｾ

ｲ
ﾗ
西

公
園

整
備

工
事

・
城

山
公

園
整

備
に

伴
う

施
設

整
備

工
事

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

公
園

課

・
江

津
ｾ

ｲ
ﾗ
西

公
園

整
備

工
事

・
城

山
公

園
整

備
に

伴
う

施
設

整
備

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
1
4

1
2
/
2
2

5
3
4

1
2
/
1
2

・
託

麻
団

地
第

2
号

線
外

2
4
路

線
街

路
樹

剪
定

業
務

委
託

・
水

前
寺

江
津

湖
公

園
(出

水
地

区
）
樹

木
剪

定
業

務
委

託
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

・
託

麻
団

地
第

2
号

線
外

2
4
路

線
街

路
樹

剪
定

業
務

委
託

・
水

前
寺

江
津

湖
公

園
(出

水
地

区
）
樹

木
剪

定
業

務
委

託
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
1
4

1
2
/
2
2

5
3
5

1
2
/
1
2

東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

樹
木

剪
定

等
業

務
委

託
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

維
持

課
東

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

樹
木

剪
定

等
業

務
委

託
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
1
4

1
2
/
2
2
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

5
3
6

1
2
/
1
2

・
城

山
圃

場
樹

木
伐

採
そ

の
他

業
務

委
託

・
国

府
一

丁
目

緑
地

外
3
公

園
樹

木
伐

採
業

務
委

託
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

公
園

課

・
城

山
圃

場
樹

木
伐

採
そ

の
他

業
務

委
託

・
国

府
一

丁
目

緑
地

外
3
公

園
樹

木
伐

採
業

務
委

託
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
1
4

1
2
/
2
2

5
3
7

1
2
/
1
2

室
園

町
麻

生
田

第
1
号

線
外

街
路

樹
剪

定
業

務
委

託
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

室
園

町
麻

生
田

第
1
号

線
外

街
路

樹
剪

定
業

務
委

託
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
2
0

1
2
/
2
2

5
3
8

1
2
/
1
3

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

の
様

式
3
号

（
平

成
2
3
年

9
月

1
1
日

～
1
0
月

1
0
日

届
出

分
）

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

開
発

景
観

課

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

の
様

式
3
号

（
平

成
2
3
年

9
月

1
1
日

～
1
0
月

1
0
日

届
出

分
）

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
6

1
2
/
2
0

5
3
9

1
2
/
1
3

熊
本

市
内

で
保

育
園

を
経

営
し

て
い

る
社

会
福

祉
法

人
の

現
況

報
告

書
（
Ｈ

2
3
.4

.1
現

在
）
の

う
ち

様
式

1
-
1
.1

-
2

子
ど

も
未

来
局

子
ど

も
支

援
部

保
育

幼
稚

園
課

熊
本

市
内

で
保

育
園

を
経

営
し

て
い

る
社

会
福

祉
法

人
の

現
況

報
告

書
（
Ｈ

2
3
.4

.1
現

在
）
の

う
ち

様
式

1
-
1
.1

-
2

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
2
7

1
/
1
3

5
4
0

1
2
/
1
3

社
会

福
祉

法
人

○
△

（
熊

本
市

奥
古

閑
町

□
-
×

）
の

事
業

報
告

書
(決

算
資

料
一

式
3
期

分
2
0
年

度
、

2
1
年

度
、

2
2
年

度
、

2
3
年

3
月

資
料

）
健

康
福

祉
局

保
健

福
祉

部
高

齢
介

護
福

祉
課

市
が

所
管

す
る

社
会

福
祉

法
人

「
○

△
」
の

決
算

書
(2

1
年

度
、

及
び

2
2
年

度
）

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
2
7

1
2
/
2
8

5
4
1

1
2
/
1
3

平
成

2
3
年

1
1
月

3
0
日

開
札

孫
代

町
下

道
念

水
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書

農
水

商
工

局
農

林
水

産
振

興
部

飽
田

出
張

所

孫
代

町
下

道
念

水
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
1
6

1
2
/
2
1

5
4
2

1
2
/
1
4

平
成

2
3
年

1
2
月

8
日

開
札

都
市

計
画

事
業

　
大

和
広

住
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
2
7
工

区
）
　

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

平
成

2
3
年

1
2
月

8
日

開
札

都
市

計
画

事
業

　
大

和
広

住
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
2
7
工

区
）
　

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
2
0

1
2
/
2
1

5
4
3

1
2
/
1
5

道
路

位
置

指
定

　
市

指
令

(計
建

）
第

3
1
号

平
成

1
2
年

1
1
月

7
日

熊
本

市
元

三
町

○
丁

目
△

-
□

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

道
路

位
置

指
定

　
市

指
令

(計
建

）
第

3
1
号

平
成

1
2
年

1
1
月

7
日

熊
本

市
元

三
町

○
丁

目
△

-
□

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
2
0

1
2
/
2
0

5
4
4

1
2
/
1
5

熊
本

県
熊

本
市

壺
川

○
-
△

-
□

　
社

会
福

祉
法

人
　

×
●

平
成

2
0
年

・
2
1
年

・
2
2
年

度
決

算
関

係
書

類
（
貸

借
対

照
表

・
収

支
計

算
書

等
）

健
康

福
祉

局
保

健
福

祉
部

保
護

第
一

課

社
会

福
祉

法
人

「
×

●
」
の

平
成

2
0
年

・
2
1
年

・
2
2
年

度
決

算
関

係
書

類
（
貸

借
対

照
表

・
資

金
収

支
計

算
書

、
資

金
収

支
決

算
内

訳
表

、
事

業
活

動
収

支
計

算
書

、
事

業
活

動
収

支
内

訳
表

）
開

示
1
2
/
2
0

1
2
/
2
1

5
4
5

1
2
/
1
5

平
成

2
3
年

1
1
月

2
5
日

か
ら

平
成

2
4
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

に
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
営

業
施

設
一

覧
※

仕
出

、
弁

当
、

惣
菜

、
移

動
屋

台
、

自
販

機
除

く
項

目
：
屋

号
、

営
業

所
在

地
、

電
話

番
号

、
申

請
者

氏
名

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

2
3
年

1
1
月

2
5
日

か
ら

平
成

2
4
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

に
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
営

業
施

設
一

覧
※

仕
出

、
弁

当
、

惣
菜

、
移

動
屋

台
、

自
販

機
除

く
項

目
：
屋

号
、

営
業

所
在

地
、

電
話

番
号

、
申

請
者

氏
名

開
示

1
/
5

1
/
1
0

5
4
6

1
2
/
1
6

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
3
1
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
3
2
工

区
）
〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
3
1
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
3
2
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
2
1

1
/
5

5
4
7

1
2
/
1
6

藻
器

堀
川

雨
水

第
5
号

幹
線

排
水

路
改

良
及

び
長

嶺
町

第
1
6
3
号

線
道

路
改

修
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

河
川

課

藻
器

堀
川

雨
水

第
5
号

幹
線

排
水

路
改

良
及

び
長

嶺
町

第
1
6
3
号

線
道

路
改

修
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
1
9

1
/
5

5
4
8

1
2
/
1
6

九
品

寺
交

差
点

電
停

改
良

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
交

通
局

電
車

課
九

品
寺

交
差

点
電

停
改

良
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

開
示

1
2
/
2
6

1
/
5

5
4
9

1
2
/
1
6

・
孫

代
町

下
道

念
水

路
改

良
工

事
・
無

田
口

町
北

三
町

水
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表

農
水

商
工

局
農

林
水

産
振

興
部

飽
田

出
張

所

・
孫

代
町

下
道

念
水

路
改

良
工

事
・
無

田
口

町
北

三
町

水
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
開

示
1
2
/
2
8

1
/
5

5
5
0

1
2
/
1
6

都
市

計
画

事
業

　
中

部
汚

水
１

号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
7
3
4
工

区
）

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
上

下
水

道
局

計
画

調
整

課

都
市

計
画

事
業

　
中

部
汚

水
１

号
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
7
3
4
工

区
）

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
7
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

(配
水

管
）
工

事
（
7
6
1
工

区
）
　

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表

開
示

1
2
/
2
7

1
/
5

5
5
1

1
2
/
1
6

・
中

無
田

町
法

定
外

道
路

改
良

工
事

・
平

山
第

8
号

線
道

路
改

良
工

事
・
白

藤
町

第
1
4
号

線
歩

道
新

設
工

事
・
島

崎
2
丁

目
第

1
1
号

線
歩

道
新

設
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

・
中

無
田

町
法

定
外

道
路

改
良

工
事

・
平

山
第

8
号

線
道

路
改

良
工

事
・
白

藤
町

第
1
4
号

線
歩

道
新

設
工

事
・
島

崎
2
丁

目
第

1
1
号

線
歩

道
新

設
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
2
7

1
/
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

5
5
2

1
2
/
1
6

画
図

町
下

無
田

下
水

路
改

良
外

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
農

水
商

工
局

農
林

水
産

振
興

部
耕

地
課

画
図

町
下

無
田

下
水

路
改

良
外

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
2
2

1
/
1
1

5
5
3

1
2
/
1
6

南
田

尻
地

区
排

水
路

2
工

区
整

備
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

企
画

財
政

局
富

合
総

合
支

所
産

業
振

興
課

南
田

尻
地

区
排

水
路

2
工

区
整

備
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
2
0

1
/
1
1

5
5
4

1
2
/
1
6

富
合

町
南

田
尻

φ
1
5
0
・
1
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

１
件

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
上

下
水

道
局

水
道

部
水

道
整

備
課

富
合

町
南

田
尻

φ
1
5
0
・
1
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

１
件

工
事

金
入

設
計

書
、

代
価

表
開

示
1
2
/
2
1

1
/
1
1

5
5
5

1
2
/
1
6

花
園

4
丁

目
2
番

付
近

φ
1
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
１

件
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

上
下

水
道

局
水

道
部

管
路

維
持

課

花
園

4
丁

目
2
番

付
近

φ
1
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
１

件
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
1
9

1
/
1
1

5
5
6

1
2
/
1
6

渡
鹿

堰
大

井
出

外
4
件

除
草

業
務

委
託

金
入

設
計

書
農

水
商

工
局

農
林

水
産

振
興

部
耕

地
課

渡
鹿

堰
大

井
出

外
4
件

除
草

業
務

委
託

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
1
6

1
2
/
2
6

5
5
7

1
2
/
1
6

道
路

位
置

指
定

図
S
4
1
.4

.1
3
熊

本
県

指
令

6
0
号

S
5
1
.7

.2
6
熊

本
市

指
令

(計
建

）
4
8
号

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

道
路

位
置

指
定

図
S
4
1
.4

.1
3
熊

本
県

指
令

6
0
号

S
5
1
.7

.2
6
熊

本
市

指
令

(計
建

）
4
8
号

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
2
6

1
2
/
2
7

5
5
8

1
2
/
1
6

平
成

2
3
年

度
職

員
採

用
試

験
(初

級
職

・
消

防
職

(上
級

/
初

級
）
実

施
状

況
に

つ
い

て
1
.試

験
区

分
・
職

種
別

の
一

次
試

験
・
二

次
試

験
の

最
低

合
格

点
及

び
最

高
合

格
点

　
2
.試

験
区

分
・
職

種
別

の
一

次
試

験
の

平
均

点
お

よ
び

合
格

基
準

点
　

3
.試

験
区

分
・
職

種
別

の
二

次
試

験
の

口
述

試
験

の
不

合
格

者
数

　
4
.試

験
区

分
・
職

種
別

の
二

次
試

験
の

論
（
作

）
文

試
験

の
不

合
格

者
数

　
5
.消

防
職

(上
級

/
初

級
）
の

身
体

検
査

の
不

合
格

数

人
事

委
員

会
事

務
局

平
成

2
3
年

度
職

員
採

用
試

験
(初

級
職

・
消

防
職

）
に

係
る

文
書

①
第

一
次

試
験

・
第

二
次

試
験

に
お

け
る

合
格

者
の

最
低

点
及

び
最

高
点

　
　

第
一

次
試

験
・
第

二
次

試
験

に
お

け
る

試
験

種
目

別
最

低
点

及
び

最
高

点
②

第
一

次
試

験
に

お
け

る
試

験
種

目
別

平
均

点
お

よ
び

基
準

点
③

第
二

次
試

験
に

お
け

る
口

述
試

験
・
論

作
文

試
験

の
基

準
点

未
満

者
数

及
び

消
防

職
身

体
検

査
不

合
格

者
数

開
示

1
2
/
2
2

1
2
/
2
6

5
5
9

1
2
/
1
6

九
品

寺
交

差
点

電
停

改
良

工
事

金
入

設
計

書
交

通
局

電
車

課
九

品
寺

交
差

点
電

停
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
2
6

1
2
/
2
7

5
6
0

1
2
/
1
9

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
7
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

(配
水

管
）
工

事
　

工
区

　
7
6
1
工

区
　

場
所

　
熊

本
市

上
代

一
丁

目
外

　
地

内
予

定
価

格
　

8
,0

5
7
,0

0
0
円

(税
抜

き
）
　

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
調

整
課

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
7
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

(配
水

管
）
工

事
工

区
　

7
6
1
工

区
　

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
2
7

1
/
6

5
6
1

1
2
/
1
9

都
市

計
画

事
業

　
岩

野
小

野
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

工
区

　
7
4
1
工

区
　

場
所

　
熊

本
市

植
木

町
岩

野
　

地
内

予
定

価
格

　
4
,6

2
7
,0

0
0
円

(税
抜

き
）
　

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
計

画
調

整
課

都
市

計
画

事
業

　
岩

野
小

野
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

工
区

　
7
4
1
工

区
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
2
7

1
/
6

5
6
2

1
2
/
2
0

熊
本

市
が

締
結

し
て

い
る

損
害

保
険

契
約

(障
害

、
賠

償
、

等
）

保
険

証
書

の
写

し
で

保
険

期
間

、
保

険
料

等
わ

か
る

も
の

総
務

局
総

務
部

総
務

課

1
　

全
国

市
長

会
市

民
総

合
賠

償
補

償
保

険
加

入
証

2
　

平
成

2
3
年

度
保

険
金

限
度

額
等

資
料

開
示

1
2
/
2
6

1
/
1
8

5
6
3

1
2
/
2
0

熊
本

市
が

締
結

し
て

い
る

損
害

保
険

契
約

(火
災

等
）

保
険

証
書

の
写

し
で

保
険

期
間

、
保

険
料

等
わ

か
る

も
の

企
画

財
政

局
財

務
部

管
財

課

熊
本

市
が

締
結

し
て

い
る

損
害

保
険

契
約

(火
災

等
）

開
示

1
2
/
2
7

1
/
1
8

5
6
4

1
2
/
2
0

熊
本

市
が

締
結

し
て

い
る

損
害

保
険

契
約

(自
動

車
等

）
保

険
証

書
の

写
し

で
保

険
期

間
、

保
険

料
等

わ
か

る
も

の

企
画

財
政

局
財

務
部

車
両

管
理

課

熊
本

市
が

締
結

し
て

い
る

損
害

保
険

契
約

(自
動

車
等

）
保

険
証

書
の

写
し

で
保

険
期

間
、

保
険

料
等

わ
か

る
も

の
開

示
1
2
/
2
6

1
/
1
8

5
6
5

1
2
/
2
1

野
口

清
水

線
道

路
改

築
工

事
①

工
事

費
総

括
書

②
工

事
総

括
書

③
種

別
内

訳
書

④
付

加
明

細
書

⑤
諸

経
費

計
算

書
⑥

図
面

都
市

建
設

局
土

木
部

道
路

整
備

課

平
成

1
9
年

7
月

2
3
日

開
札

野
口

清
水

線
道

路
改

築
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
2
7

1
2
/
2
7

5
6
6

1
2
/
2
1

Ｈ
○

.△
/
□

午
後

×
時

代
救

急
活

動
報

告
書

。
●

▲
が

自
宅

電
話

よ
り

1
1
9
番

通
報

。
夫

■
◎

が
▽

◇
よ

り
首

を
絞

め
ら

れ
た

の
理

由
で

。
救

急
車

の
隊

員
が

救
急

車
内

で
検

査
を

し
た

と
い

う
検

察
庁

で
の

供
述

調
書

が
あ

っ
た

の
で

。

消
防

局
総

務
課

平
成

○
年

△
月

□
日

午
後

×
時

台
の

救
急

活
動

報
告

書
(●

▲
に

関
す

る
も

の
）

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
2
8

1
/
5

5
6
7

1
2
/
2
1

平
成

2
4
年

度
か

ら
熊

本
市

中
心

市
街

地
自

転
車

駐
車

場
の

指
定

管
理

者
と

し
て

選
定

さ
れ

た
「
○

△
」
が

申
請

に
あ

た
っ

て
提

出
さ

れ
た

申
請

書
市

民
生

活
局

市
民

生
活

部
生

活
安

全
課

有 2
/
3

熊
本

市
中

心
市

街
地

自
転

車
駐

車
場

の
指

定
管

理
者

と
し

て
選

定
さ

れ
た

○
△

が
申

請
し

た
当

該
指

定
管

理
者

の
申

請
書

類
の

一
部

(様
式

第
1

号
、

第
2
号

、
第

3
号

、
第

8
号

）

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報
2
/
3

‐66‐



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

5
6
8

1
2
/
2
1

平
成

2
4
年

度
か

ら
熊

本
市

武
蔵

塚
駅

前
自

転
車

駐
車

場
の

指
定

管
理

者
と

し
て

選
定

さ
れ

た
「
○

△
」
が

申
請

に
あ

た
っ

て
提

出
さ

れ
た

申
請

書
市

民
生

活
局

市
民

生
活

部
生

活
安

全
課

有 2
/
3

熊
本

市
武

蔵
塚

駅
前

自
転

車
駐

車
場

指
定

管
理

者
と

し
て

選
定

さ
れ

た
○

△
が

申
請

し
た

当
該

指
定

管
理

者
の

申
請

書
類

の
一

部
(様

式
第

1
号

、
第

2
号

、
第

3
号

、
第

8
号

）

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
2
/
2

2
/
1
6

5
6
9

1
2
/
2
1

平
成

2
4
年

度
か

ら
熊

本
市

ﾘｻ
ｲ
ｸ
ﾙ

情
報

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞの

指
定

管
理

者
と

し
て

選
定

さ
れ

た
「
○

△
」
が

申
請

に
あ

た
っ

て
提

出
さ

れ
た

申
請

書
環

境
保

全
局

環
境

事
業

部
廃

棄
物

指
導

課

有
1
/
2
5

熊
本

市
公

の
施

設
(熊

本
市

ﾘｻ
ｲ
ｸ
ﾙ

情
報

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ）

に
係

る
指

定
管

理
者

の
申

請
書

(添
付

書
類

2
～

1
0
を

除
く

）
開

示
（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報
1
/
2
4

5
7
0

1
2
/
2
1

平
成

2
3
年

1
2
月

1
4
日

開
札

都
市

計
画

事
業

　
東

部
汚

水
4
6
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
7
2
8
工

区
）
　

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

平
成

2
3
年

1
2
月

1
4
日

開
札

都
市

計
画

事
業

　
東

部
汚

水
4
6
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
7
2
8
工

区
）
　

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
2
7

1
/
5

5
7
1

1
2
/
2
1

平
成

2
3
年

1
2
月

1
4
日

開
札

沖
新

町
第

1
7
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

平
成

2
3
年

1
2
月

1
4
日

開
札

沖
新

町
第

1
7
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
2
7

1
/
5

5
7
2

1
2
/
2
1

平
成

2
3
年

1
2
月

1
4
日

開
札

富
合

総
合

支
所

前
道

路
改

良
外

工
事

金
入

設
計

書

企
画

財
政

局
富

合
総

合
支

所
建

設
課

平
成

2
3
年

1
2
月

1
4
日

開
札

富
合

総
合

支
所

前
道

路
改

良
外

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
2
8

1
/
5

5
7
3

1
2
/
2
2

十
禅

寺
町

平
田

町
第

1
号

線
歩

道
新

設
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

十
禅

寺
町

平
田

町
第

1
号

線
歩

道
新

設
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
2
8

1
2
/
2
8

5
7
4

1
2
/
2
6

平
成

2
3
年

1
2
月

1
4
日

開
札

都
市

計
画

事
業

　
杉

島
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
3
6
工

区
）

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

平
成

2
3
年

1
2
月

1
4
日

開
札

都
市

計
画

事
業

　
杉

島
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
3
6
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
1
/
4

1
/
1
1

5
7
5

1
2
/
2
6

良
町

4
丁

目
油

田
公

園
整

備
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

公
園

課

良
町

4
丁

目
油

田
公

園
整

備
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
2
7

1
/
1
6

5
7
6

1
2
/
2
6

平
成

2
3
年

2
月

2
日

開
札

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
2
5
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
4
2
1
工

区
）
　

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

平
成

2
3
年

2
月

2
日

開
札

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
2
5
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
4
2
1
工

区
）
　

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
2
8

1
/
5

5
7
7

1
2
/
2
6

平
成

2
3
年

1
2
月

7
日

開
札

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
3
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
1
0
工

区
）
　

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

平
成

2
3
年

1
2
月

7
日

開
札

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
3
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
1
0
工

区
）
　

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
2
8

1
/
5

5
7
8

1
2
/
2
6

熊
本

市
の

専
用

水
道

（
水

道
法

3
条

6
項

　
水

道
法

施
工

令
第

1
条

）
の

登
録

者
の

名
称

及
び

住
所

健
康

福
祉

局
衛

生
部

生
活

衛
生

課

熊
本

市
の

専
用

水
道

設
置

者
名

称
及

び
住

所
並

び
に

建
築

物
名

称
及

び
所

在
地

開
示

1
/
4

1
/
6

5
7
9

1
2
/
2
7

良
町

4
丁

目
油

田
公

園
整

備
工

事
（
熊

本
市

良
町

4
丁

目
）

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

公
園

課

良
町

4
丁

目
油

田
公

園
整

備
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
/
4

1
/
5

5
8
0

1
2
/
2
8

動
植

物
園

駐
車

場
整

備
に

伴
う

幹
線

道
路

築
造

工
事

（
C

工
区

）
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

動
植

物
園

駐
車

場
整

備
に

伴
う

幹
線

道
路

築
造

工
事

（
C

工
区

）
金

入
設

計
書

開
示

1
/
1
0

1
/
1
2

5
8
1

1
2
/
2
8

平
成

2
3
年

1
2
月

1
4
日

開
札

島
崎

１
丁

目
横

手
１

丁
目

第
2
号

線
外

１
路

線
舗

装
打

換
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

平
成

2
3
年

1
2
月

1
4
日

開
札

島
崎

１
丁

目
横

手
１

丁
目

第
2
号

線
外

１
路

線
舗

装
打

換
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
/
1
1

1
/
1
1

5
8
2

1
2
/
2
8

平
成

2
3
年

1
2
月

2
3
日

開
札

都
市

計
画

事
業

　
杉

島
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
3
7
工

区
）

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

平
成

2
3
年

1
2
月

2
3
日

開
札

都
市

計
画

事
業

　
杉

島
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
3
7
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
1
/
4

1
/
1
1

5
8
3

1
2
/
2
8

平
成

2
3
年

1
2
月

2
3
日

開
札

桃
尾

墓
園

拡
張

整
備

事
業

外
周

道
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

道
路

整
備

課

平
成

2
3
年

1
2
月

2
3
日

開
札

桃
尾

墓
園

拡
張

整
備

事
業

外
周

道
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
/
4

1
/
1
1
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

運
転

月
報

報
告

書
2
0
0
9
年

4
月

～
2
0
0
9
年

5
月

(熊
本

4
0
0
さ

1
6
1
7
）
、

（
熊

本
4
8
0
か

4
5
9
7
）
　

運
転

月
報

報
告

書
2
0
0
9
年

6
月

～
2
0
0
9
年

7
月

(熊
本

4
0
0
さ

1
6
1
7
）
、

（
熊

本
4
8
0
か

4
5
9
7
）
、

(熊
本

4
8
0
か

2
3
9
6
）
　

運
転

日
誌

2
0
1
1
年

7
月

2
1
日

～
2
0
1
1
年

1
2
月

2
8
日

ま
で

(熊
本

4
0
0
つ

8
2
3
7
）

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報
1
/
1
0

1
/
1
1

運
転

日
誌

2
0
0
9
年

4
月

～
2
0
0
9
年

5
月

(熊
本

4
0
0
さ

1
6
1
7
）
、

（
熊

本
4
8
0

か
4
5
9
7
）
　

運
転

日
誌

2
0
0
9
年

6
月

～
2
0
0
9
年

7
月

(熊
本

4
0
0
さ

1
6
1
7
、

2
0
1
1
年

7
月

以
降

廃
車

手
続

き
の

為
、

使
用

な
し

）
（
熊

本
4
8
0
か

4
5
9
7
）

（
熊

本
4
8
0
か

2
3
9
6
）
　

運
転

日
誌

2
0
1
1
年

6
月

2
3
日

～
2
0
1
1
年

7
月

2
0
日

ま
で

（
熊

本
4
0
0
つ

8
2
3
7
）

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

1
/
1
0

5
8
5

1
/
4

平
山

第
8
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

平
山

第
8
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
/
1
6

1
/
1
6

5
8
6

1
/
5

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
3
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
1
0
工

区
）

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
3
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
1
0
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
1
/
1
2

1
/
1
6

5
8
7

1
/
5

十
禅

寺
町

平
田

町
第

1
号

線
歩

道
新

設
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

十
禅

寺
町

平
田

町
第

1
号

線
歩

道
新

設
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
/
1
7

1
/
2
4

5
8
8

1
/
5

か
ざ

落
農

道
改

良
外

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
農

水
商

工
局

農
林

水
産

振
興

部
河

内
出

張
所

か
ざ

落
農

道
改

良
外

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
開

示
1
/
1
3

1
/
1
6

5
8
9

1
/
5

平
成

2
3
年

1
2
月

2
1
日

開
札

花
園

池
亀

線
道

路
改

築
工

事
（
そ

の
３

）
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

道
路

整
備

課

平
成

2
3
年

1
2
月

2
1
日

開
札

花
園

池
亀

線
道

路
改

築
工

事
（
そ

の
３

）
金

入
設

計
書

開
示

1
/
1
0

1
/
1
1

5
9
0

1
/
5

動
植

物
園

駐
車

場
整

備
工

事
（
A

工
区

）
設

計
書

（
内

訳
、

科
目

、
施

工
ま

で
）

観
光

文
化

交
流

局
観

光
交

流
部

動
植

物
園

動
植

物
園

駐
車

場
整

備
工

事
（
A

工
区

）
設

計
書

（
内

訳
、

科
目

、
施

工
ま

で
）

開
示

1
/
1
6

1
/
1
8

5
9
1

1
/
5

平
山

第
8
号

線
道

路
改

良
工

事
内

訳
書

一
式

（
金

入
り

）
都

市
建

設
局

土
木

部
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

平
山

第
8
号

線
道

路
改

良
工

事
内

訳
書

一
式

（
金

入
り

）
開

示
1
/
1
6

1
/
1
7

5
9
2

1
/
5

平
成

2
3
年

1
2
月

1
日

～
平

成
2
3
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
（
移

動
、

臨
時

、
自

動
販

売
機

を
除

く
）
項

目
：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

2
3
年

1
2
月

1
日

～
平

成
2
3
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
（
移

動
、

臨
時

、
自

動
販

売
機

を
除

く
）
項

目
：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

開
示

1
/
1
1

1
/
1
2

郵
送

5
9
3

1
/
6

桃
尾

墓
園

拡
張

整
備

（
公

園
部

分
そ

の
１

）
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

公
園

課

桃
尾

墓
園

拡
張

整
備

（
公

園
部

分
そ

の
１

）
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
/
1
8

1
/
2
6

5
9
4

1
/
1
0

平
成

2
3
年

1
2
月

2
1
日

開
札

動
植

物
園

駐
車

場
整

備
工

事
（
A

工
区

）
〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

平
成

2
3
年

1
2
月

2
1
日

開
札

動
植

物
園

駐
車

場
整

備
工

事
（
A

工
区

）
金

入
設

計
書

開
示

1
/
2
4

1
/
2
4

5
9
5

1
/
1
0

下
記

ﾎ
ﾃ

ﾙ
の

旅
館

業
法

の
営

業
許

可
に

関
す

る
次

の
事

項
　

・
営

業
施

設
の

名
称

お
よ

び
所

在
地

　
・
営

業
許

可
主

体
の

名
称

(会
社

名
・
代

表
者

名
）
　

・
営

業
者

の
住

所
・
営

業
許

可
の

日
付

　
・
客

室
数

ﾎ
ﾃ

ﾙ
名

　
熊

本
県

熊
本

市
紺

屋
今

町
○

-
△

「
□

×
」
　

熊
本

県
熊

本
市

新
市

街
●

-
▲

｢■
◎

」
　

熊
本

県
熊

本
市

水
道

町
▽

-
◇

｢▲
◆

(旧
：
①

②
）
　

熊
本

県
熊

本
市

春
日

町
③

-
④

-
⑤

｢⑥
⑦

」
　

熊
本

県
熊

本
市

辛
島

町
⑧

-
⑨

「
⑩

⑪
」
　

熊
本

県
熊

本
市

新
市

街
⑫

-
⑬

「
⑭

⑮
」

健
康

福
祉

局
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

旅
館

に
つ

い
て

の
旅

館
業

の
営

業
許

可
に

関
す

る
次

の
事

項
営

業
施

設
の

名
称

お
よ

び
所

在
地

、
営

業
許

可
主

体
の

名
称

(法
人

名
及

び
代

表
者

氏
名

）
、

営
業

者
の

住
所

、
営

業
許

可
日

、
客

室
数

、
許

可
日

か
ら

現
在

ま
で

の
変

更
状

況
(内

容
及

び
そ

の
日

付
旅

館
名

・
□

×
　

・
■

◎
　

・
▲

◆
　

・
⑥

⑦
　

・
⑩

⑪
　

・
⑭

⑮

開
示

1
/
1
6

1
/
1
7

郵
送

5
9
6

1
/
1
1

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

の
様

式
3
号

（
平

成
2
3
年

1
0
月

1
1
日

～
1
1
月

1
0
日

届
出

分
）

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

開
発

景
観

課

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

の
様

式
3
号

（
平

成
2
3
年

1
0
月

1
1
日

～
1
1
月

1
0
日

届
出

分
）

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
1
/
1
7

1
/
1
9

農
水

商
工

局
農

林
水

産
振

興
部

水
産

振
興

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

水
産

振
興

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

漁
港

係
公

用
車

の
運

行
記

録
2
0
0
9
年

4
月

～
2
0
1
1
年

1
2
月

ま
で

5
8
4

1
2
/
2
8
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

5
9
7

1
/
1
1

道
路

位
置

指
定

台
帳

Ｓ
3
7
-
0
6
2

熊
本

市
世

安
町

大
字

○
△

の
□

他

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

道
路

位
置

指
定

台
帳

S
3
7
-
0
6
2

熊
本

市
世

安
町

大
字

○
△

の
□

　
他

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
0

1
/
2
0

5
9
8

1
/
1
1

2
0
1
1
/
8
/
3
1
開

札
植

木
町

今
藤

工
業

団
地

(仮
称

）
造

成
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

企
画

財
政

局
植

木
総

合
支

所
建

設
課

2
0
1
1
/
8
/
3
1
開

札
植

木
町

今
藤

工
業

団
地

(仮
称

）
造

成
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
内

訳
表

開
示

1
/
2
6

2
/
2

5
9
9

1
/
1
1

・
都

市
計

画
事

業
　

杉
島

汚
水

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
7
3
6
工

区
）

〔
総

合
評

価
方

式
〕

・
都

市
計

画
事

業
　

東
部

汚
水

４
６

号
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
2
8

工
区

）
　

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

・
都

市
計

画
事

業
　

杉
島

汚
水

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
7
3
6
工

区
）

〔
総

合
評

価
方

式
〕

・
都

市
計

画
事

業
　

東
部

汚
水

４
６

号
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
2
8

工
区

）
　

金
入

設
計

書

開
示

1
/
1
6

1
/
2
6

6
0
0

1
/
1
1

春
日

池
上

線
道

路
築

造
（
そ

の
4
）
工

事
春

日
池

上
線

道
路

築
造

（
そ

の
3
）
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

春
日

池
上

線
道

路
築

造
（
そ

の
4
）
工

事
春

日
池

上
線

道
路

築
造

（
そ

の
3
）
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
開

示
1
/
2
5

1
/
2
6

6
0
1

1
/
1
1

・
富

合
宇

土
南

北
線

道
路

改
良

工
事

（
2
工

区
）

・
富

合
総

合
支

所
前

道
路

改
良

外
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

企
画

財
政

局
富

合
総

合
支

所
建

設
課

・
富

合
宇

土
南

北
線

道
路

改
良

工
事

（
2
工

区
）

・
富

合
総

合
支

所
前

道
路

改
良

外
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
/
2
5

1
/
2
6

6
0
2

1
/
1
1

改
寄

町
灰

塚
原

農
道

改
良

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
農

水
商

工
局

農
林

水
産

振
興

部
北

部
出

張
所

改
寄

町
灰

塚
原

農
道

改
良

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
/
1
8

1
/
2
4

6
0
3

1
/
1
1

楠
小

学
校

運
動

場
改

良
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
施

設
課

楠
小

学
校

運
動

場
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
/
1
1

1
/
2
4

6
0
4

1
/
1
1

・
沖

新
町

第
1
7
号

線
道

路
改

良
工

事
・
谷

尾
崎

町
第

1
0
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
・
良

町
第

2
9
号

線
外

１
路

線
道

路
改

良
工

事
・
銭

塘
町

第
1
0
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

・
沖

新
町

第
1
7
号

線
道

路
改

良
工

事
・
谷

尾
崎

町
第

1
0
号

線
外

１
路

線
道

路
改

良
工

事
・
良

町
第

2
9
号

線
外

１
路

線
道

路
改

良
工

事
・
銭

塘
町

第
1
0
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
/
1
9

1
/
2
4

6
0
5

1
/
1
1

長
嶺

東
2
丁

目
里

道
外

１
路

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

長
嶺

東
2
丁

目
里

道
外

１
路

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
/
1
2

1
/
2
4

6
0
6

1
/
1
1

出
水

7
丁

目
長

溝
水

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

農
水

商
工

局
農

林
水

産
振

興
部

耕
地

課

出
水

7
丁

目
長

溝
水

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
/
2
3

1
/
2
4

6
0
7

1
/
1
1

浜
口

町
南

水
深

水
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
農

水
商

工
局

農
林

水
産

振
興

部
飽

田
出

張
所

浜
口

町
南

水
深

水
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
/
2
3

1
/
2
4

6
0
8

1
/
1
1

宮
の

本
地

区
農

道
改

良
外

１
件

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
農

水
商

工
局

農
林

水
産

振
興

部
河

内
出

張
所

宮
の

本
地

区
農

道
改

良
外

１
件

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
/
1
6

1
/
2
6

6
0
9

1
/
1
2

植
木

病
院

重
油

使
用

量
　

給
湯

温
度

、
貯

湯
槽

の
容

量
、

貯
湯

槽
の

温
度

、
原

水
種

類
、

原
水

温
度

、
燃

料
の

種
類

、
月

平
均

燃
料

消
費

量
又

は
支

払
燃

料
費

、
廃

棄
物

処
理

費
/
年

病
院

局
植

木
病

院

植
木

病
院

重
油

使
用

量
開

示
1
/
2
6

1
/
2
7

6
1
0

1
/
1
2

1
.公

図
(字

図
等

）
の

写
し

等
、

居
住

地
に

係
る

調
査

の
も

と
に

な
る

調
査

図
の

一
切

　
2
.地

籍
調

査
推

進
委

員
(全

員
）
の

選
出

方
法

、
手

続
き

。
い

つ
選

ば
れ

た
か

日
時

。
日

当
と

役
割

、
任

務
に

つ
い

て
の

一
切

　
3
.地

籍
調

査
に

関
す

る
規

則
要

綱
等

の
一

切

市
民

生
活

局
市

民
生

活
部

地
籍

調
査

課

1
.公

図
(字

図
等

）
の

写
し

等
、

居
住

地
に

係
る

調
査

の
も

と
に

な
る

調
査

図
の

一
切

　
2
.地

籍
調

査
推

進
委

員
(全

員
）
の

選
出

方
法

、
手

続
き

。
い

つ
選

ば
れ

た
か

日
時

。
日

当
と

役
割

、
任

務
に

つ
い

て
の

一
切

　
3
.地

籍
調

査
に

関
す

る
規

則
要

綱
等

の
一

切

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
0

1
/
2
5

6
1
1

1
/
1
2

昭
和

3
5
年

、
上

通
り

商
店

街
初

代
ｱ

ｰ
ｹ

ｰ
ﾄﾞ

完
成

時
の

建
築

確
認

申
請

書
(申

請
人

が
わ

か
る

も
の

）
都

市
建

設
局

都
市

政
策

部
建

築
指

導
課

建
築

確
認

申
請

書
(申

請
人

が
わ

か
る

も
の

）
不

存
在

第
1
1
条

第
2
項

1
/
2
0

6
1
2

1
/
1
2

1
.初

代
ｱ

ｰ
ｹ

ｰ
ﾄﾞ

完
成

時
、

上
通

5
丁

目
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

と
称

す
る

団
体

の
役

員
名

簿
　

2
.昭

和
3
5
年

完
成

、
上

通
商

店
街

初
代

ｵ
ｰ

ﾆ
ﾝ

ｸ
ﾞ建

設
申

請
団

体
お

よ
び

名
簿

農
水

商
工

局
商

工
振

興
部

商
工

振
興

課

1
.初

代
ｱ

ｰ
ｹ

ｰ
ﾄﾞ

完
成

時
、

上
通

5
丁

目
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

と
称

す
る

団
体

の
役

員
名

簿
　

2
.昭

和
3
5
年

完
成

、
上

通
商

店
街

初
代

ｵ
ｰ

ﾆ
ﾝ

ｸ
ﾞ建

設
申

請
団

体
お

よ
び

名
簿

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

1
/
2
0

‐69‐



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

6
1
3

1
/
1
3

池
田

2
丁

目
公

園
の

売
買

に
関

す
る

書
類

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

公
園

課

池
田

二
丁

目
公

園
の

売
買

に
関

す
る

書
類

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
7

2
/
2
2

6
1
4

1
/
1
3

宮
の

本
地

区
農

道
改

良
外

１
件

工
事

金
額

入
り

工
事

内
訳

明
細

書
農

水
商

工
局

農
林

水
産

振
興

部
河

内
出

張
所

宮
の

本
地

区
農

道
改

良
外

１
件

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
/
1
8

1
/
2
0

6
1
5

1
/
1
3

託
麻

南
中

央
公

園
ﾊ

ﾞﾘ
ｱ

ﾌ
ﾘｰ

ﾄｲ
ﾚ
新

築
給

排
水

衛
生

そ
の

他
設

備
工

事
金

額
入

り
工

事
内

訳
明

細
書

都
市

建
設

局
建

築
部

設
備

課

託
麻

南
中

央
公

園
ﾊ

ﾞﾘ
ｱ

ﾌ
ﾘｰ

ﾄｲ
ﾚ
新

築
給

排
水

衛
生

そ
の

他
設

備
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
/
1
3

1
/
2
0

6
1
6

1
/
1
3

本
妙

寺
第

一
加

圧
所

解
体

外
2
件

工
事

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

水
道

部
水

源
課

本
妙

寺
第

一
加

圧
所

解
体

外
2
件

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
/
1
9

1
/
2
4

昭
和

3
2
年

設
立

し
た

協
同

組
合

の
役

員
・
会

員
の

詳
細

資
料

(昭
和

3
2
年

8
月

5
日

付
け

中
小

企
業

等
協

同
組

合
法

に
基

づ
き

熊
本

県
に

申
請

さ
れ

た
協

同
組

合
上

通
振

興
会

の
中

小
企

業
等

協
同

組
合

設
立

認
可

申
請

書
等

一
式

）

開
示

1
/
2
6

1
/
2
7

昭
和

3
2
年

設
立

し
た

協
同

組
合

の
役

員
・
会

員
の

詳
細

資
料

。
こ

れ
に

付
随

す
る

昭
和

3
5
年

完
成

第
1
回

ｱ
ｰ

ｹ
ｰ

ﾄﾞ
設

立
に

関
す

る
資

料
不

存
在

第
1
1
条

第
2
項

1
/
2
6

6
1
8

1
/
1
6

熊
本

市
農

水
商

工
局

競
輪

事
務

所
「
第

6
5
回

日
本

選
手

権
競

輪
」
の

入
札

に
関

す
る

件
。

　
○

新
聞

社
6
社

　
○

上
記

の
入

札
参

加
社

数
及

び
入

札
参

加
代

理
店

名
　

○
入

札
参

加
社

の
各

新
聞

社
ご

と
の

入
札

金
額

(入
札

状
況

調
書

)及
び

落
札

金
額

・
落

札
業

者
名

農
水

商
工

局
競

輪
事

務
所

熊
本

市
農

水
商

工
局

競
輪

事
務

所
「
第

6
5
回

日
本

選
手

権
競

輪
」
の

入
札

に
関

す
る

件
。

　
○

新
聞

社
6
社

　
○

上
記

の
入

札
参

加
社

数
及

び
入

札
参

加
代

理
店

名
　

○
入

札
参

加
社

の
各

新
聞

社
ご

と
の

入
札

金
額

(入
札

状
況

調
書

)及
び

落
札

金
額

・
落

札
業

者
名

開
示

1
/
3
0

1
/
3
1

6
1
9

1
/
1
6

昨
年

、
熊

本
市

内
の

中
学

校
で

来
年

度
使

用
す

る
社

会
科

の
教

科
書

が
決

ま
り

ま
し

た
。

熊
本

市
の

H
P
を

み
て

み
る

と
、

各
教

科
の

教
科

書
が

最
終

的
に

決
定

し
た

会
議

の
記

録
が

ｱ
ｯ
ﾌ

ﾟさ
れ

て
い

ま
し

た
。

そ
こ

で
可

能
な

ら
、

教
科

書
が

決
定

さ
れ

る
ま

で
に

教
科

書
の

内
容

が
ど

の
よ

う
に

吟
味

精
査

さ
れ

た
の

か
知

る
こ

と
が

で
き

れ
ば

と
考

え
て

お
り

ま
す

。
教

科
書

の
内

容
に

つ
い

て
精

査
す

る
会

議
の

名
前

は
分

か
り

ま
せ

ん
が

,決
定

す
る

ま
で

に
会

議
が

何
回

も
行

わ
れ

て
い

る
よ

う
で

し
た

ら
、

最
後

に
行

わ
れ

た
会

議
の

記
録

に
つ

い
て

情
報

を
開

示
し

て
い

た
だ

け
れ

ば
と

思
い

ま
す

。
教

科
は

社
会

科
の

内
容

に
関

す
る

も
の

だ
け

で
構

い
ま

せ
ん

。

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部
指

導
課

平
成

2
4
年

度
用

中
学

校
教

科
用

図
書

選
択

に
か

か
る

下
記

の
文

書
（
た

だ
し

、
歴

史
、

公
民

）
調

査
報

告
書

教
科

書
選

定
委

員
会

会
議

録

開
示

1
/
2
5

1
/
2
6

郵
送

平
成

2
4
年

度
使

用
中

学
校

教
科

用
図

書
採

択
に

か
か

る
下

記
の

文
書

(た
だ

し
国

語
、

書
写

、
英

語
）
・
調

査
報

告
書

・
選

定
委

員
会

名
簿

、
教

育
委

員
名

簿
・
採

択
ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

・
教

科
書

選
定

委
員

会
会

議
録

開
示

1
/
2
5

1
/
3
1

郵
送

平
成

2
4
年

度
使

用
中

学
校

教
科

用
図

書
採

択
に

か
か

る
下

記
の

文
書

(た
だ

し
国

語
、

書
写

、
英

語
）
教

科
書

研
究

員
名

簿
不

開
示

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
/
2
5

6
2
1

1
/
1
6

・
動

植
物

園
駐

車
場

整
備

工
事

（
A

工
区

）
・
動

植
物

園
駐

車
場

整
備

工
事

（
B

工
区

）
・
動

植
物

園
駐

車
場

整
備

工
事

（
D

工
区

）
　

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

・
動

植
物

園
駐

車
場

整
備

工
事

（
A

工
区

）
・
動

植
物

園
駐

車
場

整
備

工
事

（
B

工
区

）
・
動

植
物

園
駐

車
場

整
備

工
事

（
D

工
区

）
　

金
入

設
計

書
開

示
1
/
2
4

2
/
2

6
2
2

1
/
1
6

熊
本

駅
新

外
線

外
2
路

線
街

路
樹

剪
定

業
務

委
託

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

熊
本

駅
新

外
線

外
2
路

線
街

路
樹

剪
定

業
務

委
託

金
入

設
計

書
開

示
1
/
1
8

2
/
2

6
2
3

1
/
1
6

東
本

町
東

町
第

1
号

線
街

路
樹

剪
定

業
務

委
託

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

東
本

町
東

町
第

1
号

線
街

路
樹

剪
定

業
務

委
託

金
入

設
計

書
開

示
1
/
1
8

2
/
2

6
2
4

1
/
1
6

岩
倉

山
配

水
池

北
東

斜
面

外
２

箇
所

樹
木

伐
採

業
務

委
託

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

水
道

部
水

源
課

岩
倉

山
配

水
池

北
東

斜
面

外
２

箇
所

樹
木

伐
採

業
務

委
託

金
入

設
計

書
開

示
1
/
1
8

2
/
2

6
2
5

1
/
1
6

・
西

部
地

区
（
1
-
2
工

区
）
公

園
管

理
業

務
委

託
「
単

価
契

約
」

・
西

部
地

区
（
2
-
2
工

区
）
公

園
管

理
業

務
委

託
「
単

価
契

約
」

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

・
西

部
地

区
（
1
-
2
工

区
）
公

園
管

理
業

務
委

託
「
単

価
契

約
」

・
西

部
地

区
（
2
-
2
工

区
）
公

園
管

理
業

務
委

託
「
単

価
契

約
」

金
入

設
計

書
開

示
1
/
2
6

2
/
2

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部
指

導
課

農
水

商
工

局
商

工
振

興
部

商
工

振
興

課
6
1
7

1
/
1
6

昭
和

3
2
年

設
立

し
た

協
同

組
合

の
役

員
・
会

員
の

詳
細

資
料

。
こ

れ
に

付
随

す
る

昭
和

3
5
年

完
成

第
1
回

ｱ
ｰ

ｹ
ｰ

ﾄﾞ
設

立
に

関
す

る
資

料

6
2
0

1
/
1
6

平
成

2
4
年

度
使

用
中

学
校

教
科

書
用

図
書

採
択

に
関

す
る

文
書

・
調

査
委

員
会

、
選

定
委

員
会

、
採

択
協

議
会

の
名

簿
、

日
程

及
び

議
事

録
(国

語
、

書
写

、
英

語
）

・
各

社
の

調
査

報
告

書
(国

語
、

書
写

、
英

語
選

定
理

由
の

わ
か

る
も

の
）

‐70‐



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

6
2
6

1
/
1
6

新
町

4
丁

目
上

熊
本

2
丁

目
第

1
号

線
外

街
路

樹
剪

定
業

務
委

託
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

新
町

4
丁

目
上

熊
本

2
丁

目
第

1
号

線
外

街
路

樹
剪

定
業

務
委

託
金

入
設

計
書

開
示

1
/
2
6

2
/
2

6
2
7

1
/
1
6

花
畑

町
紺

屋
今

町
第

１
号

線
街

路
樹

剪
定

業
務

委
託

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
西

部
土

木
セ

ン
タ

ー

花
畑

町
紺

屋
今

町
第

１
号

線
街

路
樹

剪
定

業
務

委
託

金
入

設
計

書
開

示
1
/
2
6

2
/
2

6
2
8

1
/
1
6

八
景

水
谷

公
園

樹
木

伐
採

そ
の

他
業

務
委

託
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

公
園

課

八
景

水
谷

公
園

樹
木

伐
採

そ
の

他
業

務
委

託
金

入
設

計
書

開
示

1
/
2
6

2
/
2

6
2
9

1
/
1
6

東
部

環
境

工
場

樹
木

剪
定

業
務

委
託

金
入

設
計

書
環

境
保

全
局

環
境

事
業

部
東

部
環

境
工

場

東
部

環
境

工
場

樹
木

剪
定

業
務

委
託

金
入

設
計

書
開

示
1
/
2
5

2
/
2

6
3
0

1
/
1
7

都
市

計
画

事
業

　
杉

島
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
3
7
工

区
）

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
上

下
水

道
局

下
水

道
部

下
水

道
建

設
課

都
市

計
画

事
業

　
杉

島
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
3
7
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
1
/
1
9

2
/
2

6
3
1

1
/
1
7

動
植

物
園

駐
車

場
整

備
に

伴
う

幹
線

道
路

築
造

工
事

（
Ｃ

工
区

）
「
総

合
評

価
方

式
」

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

動
植

物
園

駐
車

場
整

備
に

伴
う

幹
線

道
路

築
造

工
事

（
Ｃ

工
区

）
金

入
設

計
書

開
示

1
/
2
4

1
/
3
1

6
3
2

1
/
1
7

壺
井

川
親

水
空

間
春

日
橋

右
岸

(水
辺

の
広

場
）
整

備
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

壺
井

川
親

水
空

間
春

日
橋

右
岸

(水
辺

の
広

場
）
整

備
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
/
3
0

1
/
3
1

6
3
3

1
/
1
7

・
花

園
池

亀
線

道
路

改
築

工
事

（
そ

の
3
）

・
桃

尾
墓

園
拡

張
整

備
事

業
外

周
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

都
市

建
設

局
土

木
部

道
路

整
備

課

・
花

園
池

亀
線

道
路

改
築

工
事

（
そ

の
3
）

・
桃

尾
墓

園
拡

張
整

備
事

業
外

周
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
/
1
8

1
/
3
1

6
3
4

1
/
1
7

桃
尾

墓
園

拡
張

整
備

(公
園

部
分

そ
の

1
）
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

公
園

課

桃
尾

墓
園

拡
張

整
備

(公
園

部
分

そ
の

1
）
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
/
2
6

1
/
3
1

6
3
5

1
/
1
7

沖
新

町
第

1
6
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
内

分
室

沖
新

町
第

1
6
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

開
示

1
/
2
5

1
/
3
1

6
3
5
-
2

1
/
1
7

上
下

水
道

局
が

去
年

1
1
月

か
ら

1
2
月

に
、

㈱
K

IS
と

の
間

で
交

わ
し

た
料

金
管

理
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
の

延
長

契
約

に
か

か
る

変
更

契
約

書
な

ら
び

に
覚

書
な

ど
付

帯
文

書
の

す
べ

て

上
下

水
道

局
総

務
部

経
営

企
画

課

上
下

水
道

局
が

去
年

1
1
月

か
ら

1
2
月

に
、

㈱
K

IS
と

の
間

で
交

わ
し

た
料

金
管

理
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
の

延
長

契
約

に
か

か
る

変
更

契
約

書
な

ら
び

に
覚

書
な

ど
附

帯
文

書
の

す
べ

て
開

示
1
/
1
9

1
/
2
0

6
3
6

1
/
1
8

平
成

2
3
年

1
0
月

1
日

か
ら

2
3
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
付

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
(可

能
で

あ
れ

ば
、

電
磁

的
記

録
の

交
付

）

市
民

生
活

局
市

民
生

活
部

地
籍

調
査

課

平
成

2
3
年

1
0
月

1
日

か
ら

2
3
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
付

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
(可

能
で

あ
れ

ば
、

電
磁

的
記

録
の

交
付

）

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
3

1
/
2
3

郵
送

6
3
7

1
/
1
8

（
仮

称
）
上

通
東

側
桜

井
町

通
り

自
転

車
駐

車
場

新
築

工
事

「
総

合
評

価
方

式
」

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
建

築
部

営
繕

課

（
仮

称
）
上

通
東

側
桜

井
町

通
り

自
転

車
駐

車
場

新
築

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
/
1
9

1
/
2
3

6
3
8

1
/
1
8

熊
本

市
が

所
轄

し
て

い
る

全
て

の
施

設
(小

中
学

校
や

庁
舎

）
で

高
圧

受
電

設
備

（
ｷ

ｭ
ｰ

ﾋ
ﾞｸ

ﾙ
）
が

設
置

し
て

あ
り

、
6
,0

0
0
Ｖ

以
上

で
受

電
し

て
い

る
施

設
の

電
気

料
金

の
明

細
(九

州
電

力
等

契
約

電
力

会
社

発
行

の
明

細
内

容
の

一
式

）
を

直
近

1
2
ヶ

月
分

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
総

務
企

画
課

熊
本

市
が

所
轄

し
て

い
る

全
て

の
施

設
(小

中
学

校
）
で

高
圧

受
電

設
備

（
ｷ

ｭ
ｰ

ﾋ
ﾞｸ

ﾙ
）
が

設
置

し
て

あ
り

、
6
,0

0
0
Ｖ

以
上

で
受

電
し

て
い

る
施

設
の

電
気

料
金

の
明

細
の

直
近

1
2
ヶ

月
分

開
示

1
/
3
1

2
/
1

6
3
9

1
/
1
8

熊
本

市
が

所
轄

し
て

い
る

全
て

の
施

設
(小

中
学

校
や

庁
舎

）
で

高
圧

受
電

設
備

（
ｷ

ｭ
ｰ

ﾋ
ﾞｸ

ﾙ
）
が

設
置

し
て

あ
り

、
6
,0

0
0
Ｖ

以
上

で
受

電
し

て
い

る
施

設
の

電
気

料
金

の
明

細
(九

州
電

力
等

契
約

電
力

会
社

発
行

の
明

細
内

容
の

一
式

）
を

直
近

1
2
ヶ

月
分

企
画

財
政

局
財

務
部

管
財

課

熊
本

市
が

所
轄

し
て

い
る

全
て

の
施

設
(小

中
学

校
や

庁
舎

）
で

高
圧

受
電

設
備

（
ｷ

ｭ
ｰ

ﾋ
ﾞｸ

ﾙ
）
が

設
置

し
て

あ
り

、
6
,0

0
0
Ｖ

以
上

で
受

電
し

て
い

る
施

設
の

電
気

料
金

の
明

細
(九

州
電

力
等

契
約

電
力

会
社

発
行

の
明

細
内

容
の

一
式

）
を

直
近

1
2
ヶ

月
分

開
示

1
/
2
6

2
/
1

6
4
0

1
/
1
8

水
の

科
学

館
　

指
定

管
理

者
入

札
時

の
事

業
計

画
書

上
下

水
道

局
総

務
部

経
営

企
画

課

水
の

科
学

館
　

指
定

管
理

者
入

札
時

の
事

業
計

画
書

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
/
3
0

2
/
1
3

‐71‐



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

6
4
1

1
/
1
8

平
成

2
3
年

1
2
月

2
7
日

開
札

白
川

・
坪

井
川

背
割

り
堤

防
道

路
整

備
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

平
成

2
3
年

1
2
月

2
7
日

開
札

白
川

・
坪

井
川

背
割

り
堤

防
道

路
整

備
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
/
3
0

1
/
3
1

6
4
2

1
/
1
8

平
成

2
3
年

1
2
月

2
7
日

開
札

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
2
5
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
5
1
工

区
）
　

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
2
5
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
5
1
工

区
）
　

金
入

設
計

書
開

示
1
/
2
4

1
/
3
1

6
4
3

1
/
1
8

平
成

2
3
年

1
2
月

2
7
日

開
札

公
共

下
水

道
人

孔
改

良
工

事
(円

形
工

法
）
（
2
0
2
工

区
）

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

維
持

課

公
共

下
水

道
人

孔
改

良
工

事
(円

形
工

法
）
（
2
0
2
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
1
/
2
7

1
/
3
1

6
4
4

1
/
1
9

Ｈ
2
3
.8

/
1
6
契

約
幸

田
市

民
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

増
築

外
1
箇

所
改

修
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
建

築
部

営
繕

課

開
札

日
　

8
月

1
0
日

幸
田

市
民

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

増
築

外
1
箇

所
改

修
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
/
2
0

1
/
2
4

6
4
5

1
/
2
0

九
品

寺
3
丁

目
5
番

地
付

近
φ

1
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

水
道

部
水

道
整

備
課

九
品

寺
3
丁

目
5
番

地
付

近
φ

1
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
/
2
4

1
/
3
1

6
4
6

1
/
2
0

坪
井

川
親

水
空

間
春

日
橋

右
岸

(水
辺

の
広

場
）
整

備
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

坪
井

川
親

水
空

間
春

日
橋

右
岸

(水
辺

の
広

場
）
整

備
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
/
3
0

1
/
3
1

6
4
7

1
/
2
3

○
△

丁
内

自
治

会
に

交
付

さ
れ

て
い

る
補

助
金

額
が

わ
か

る
書

類
　

過
去

5
年

分
市

民
生

活
局

市
民

生
活

部
地

域
づ

く
り

推
進

課

○
校

区
第

△
町

内
自

治
会

に
交

付
さ

れ
て

い
る

補
助

金
額

が
わ

か
る

書
類 過

去
5
年

分
(平

成
1
9
年

度
～

平
成

2
3
年

度
）

開
示

1
/
2
6

1
/
2
6

6
4
8

1
/
2
4

平
成

2
3
年

9
月

1
日

か
ら

平
成

2
3
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
不

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
市

民
生

活
局

市
民

生
活

部
地

籍
調

査
課

平
成

2
3
年

9
月

1
日

か
ら

平
成

2
3
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
不

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
開

示
（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
6

1
/
2
6

郵
送

6
4
9

1
/
2
6

熊
本

市
中

央
街

○
-
△

-
□

Ｆ
居

酒
屋

「
×

●
」
様

の
営

業
許

可
証

に
記

載
の

あ
る

・
氏

名
・
住

所
・
連

絡
先

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

熊
本

市
中

央
街

○
-
△

-
□

Ｆ
居

酒
屋

「
×

●
」
の

営
業

許
可

証
に

記
載

の
あ

る
氏

名
、

住
所

お
よ

び
連

絡
先

開
示

1
/
3
0

1
/
3
1

6
5
0

1
/
2
6

飲
食

業
の

新
規

出
店

ﾘｽ
ﾄ

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

飲
食

業
の

新
規

出
店

ﾘｽ
ﾄ(

平
成

2
3
年

1
月

1
日

か
ら

平
成

2
4
年

1
月

2
7
日

ま
で

に
新

規
に

飲
食

店
営

業
許

可
を

受
け

た
施

設
(仮

設
、

移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

）
、

項
目

：
屋

号
、

業
種

、
営

業
所

住
所

、
営

業
所

電
話

番
号

、
申

請
者

氏
名

、
申

請
者

住
所

、
申

請
者

電
話

番
号

開
示

1
/
3
1

2
/
1

6
5
1

1
/
2
6

・
公

共
下

水
道

管
渠

更
生

工
事

（
7
0
工

区
）

・
公

共
下

水
道

人
孔

改
良

工
事

(円
形

工
法

）
（
7
1
工

区
）

・
公

共
下

水
道

人
孔

改
良

工
事

(円
形

工
法

）
（
7
2
工

区
）

・
公

共
下

水
道

人
孔

改
良

工
事

(円
形

工
法

）
（
2
0
2
工

区
）

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

維
持

課

・
公

共
下

水
道

管
渠

更
生

工
事

（
7
0
工

区
）

・
公

共
下

水
道

人
孔

改
良

工
事

(円
形

工
法

）
（
７

1
工

区
）

・
公

共
下

水
道

人
孔

改
良

工
事

(円
形

工
法

）
（
７

2
工

区
）

・
公

共
下

水
道

人
孔

改
良

工
事

(円
形

工
法

）
（
2
0
2
工

区
）

金
入

設
計

書

開
示

2
/
3

2
/
9

6
5
2

1
/
2
6

白
川

・
坪

井
川

背
割

り
堤

防
道

路
整

備
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
都

市
建

設
局

熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

白
川

・
坪

井
川

背
割

り
堤

防
道

路
整

備
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書
開

示
2
/
9

2
/
9

6
5
3

1
/
2
6

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
2
5
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
5
1
工

区
）
〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
2
5
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
5
1
工

区
）
〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書
開

示
2
/
1

2
/
9

6
5
4

1
/
2
6

・
沖

新
町

第
2
3
号

線
道

路
改

良
工

事
・
白

石
町

第
1
号

線
外

1
路

線
交

差
点

改
良

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

・
沖

新
町

第
2
3
号

線
道

路
改

良
工

事
・
白

石
町

第
1
号

線
外

1
路

線
交

差
点

改
良

工
事

金
入

設
計

書
開

示
2
/
6

2
/
9

6
5
5

1
/
2
6

画
図

町
所

島
水

路
改

良
工

事
（
そ

の
2
）

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
農

水
商

工
局

農
林

水
産

振
興

部
耕

地
課

画
図

町
所

島
水

路
改

良
工

事
（
そ

の
2
）

金
入

設
計

書
開

示
2
/
2

2
/
9

‐72‐



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

平
成

○
年

△
月

□
日

に
発

生
し

た
熊

本
市

鳶
町

×
-
●

、
▲

■
の

火
災

に
お

け
る

概
要

、
消

火
活

動
内

容
、

火
災

発
生

原
因

・
火

元
に

つ
い

て
。

・
火

災
報

告
書

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
2
/
9

2
/
1
3

郵
送

平
成

○
年

△
月

□
日

に
発

生
し

た
熊

本
市

鳶
町

×
-
●

、
▲

■
の

火
災

に
お

け
る

概
要

、
消

火
活

動
内

容
、

火
災

発
生

原
因

・
火

元
に

つ
い

て
・
火

災
防

ぎ
ょ

報
告

書
・
火

災
防

ぎ
ょ

概
要

報
告

書
・
火

災
原

因
判

定
書

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

2
/
9

6
5
7

1
/
3
0

東
本

町
東

町
第

１
号

線
街

路
樹

剪
定

業
務

委
託

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

東
本

町
東

町
第

１
号

線
街

路
樹

剪
定

業
務

委
託

金
入

設
計

書
開

示
1
/
3
1

2
/
1
7

6
5
8

1
/
3
0

本
妙

寺
第

一
加

圧
所

解
体

外
２

件
工

事
金

入
設

計
書

の
内

　
給

水
切

替
工

事
単

価
表

　
栓

止
工

事
２

件
単

価
表

上
下

水
道

局
水

道
部

水
源

課

本
妙

寺
第

一
加

圧
所

解
体

外
２

件
工

事
金

入
設

計
書

の
内

　
給

水
切

替
工

事
単

価
表

　
栓

止
工

事
２

件
単

価
表

開
示

1
/
3
1

2
/
2

6
5
9

1
/
3
1

大
鳥

居
町

排
水

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

(施
行

単
価

ま
で

す
べ

て
）

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

河
川

課

大
鳥

居
町

排
水

路
改

良
工

事
開

札
日

　
平

成
2
4
年

1
月

2
5
日

金
入

設
計

書
開

示
2
/
8

2
/
1
0

6
6
0

2
/
1

田
崎

春
日

線
及

び
周

辺
区

画
道

路
築

造
外

工
事

・
施

行
体

制
図

・
全

体
の

図
面

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

工
事

名
：
「
田

崎
春

日
線

及
び

周
辺

区
画

道
路

築
造

外
工

事
」

担
当

部
局

：
都

市
建

設
局

熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

落
札

者
：
大

智
・
富

総
ＪＶ

　
・
施

行
体

制
図

・
全

体
の

図
面

開
示

2
/
1
0

2
/
1
3

6
6
1

2
/
1

平
成

2
4
年

1
月

1
日

～
平

成
2
4
年

1
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
（
移

動
、

臨
時

、
自

動
販

売
機

を
除

く
）
項

目
：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

2
4
年

1
月

1
日

～
平

成
2
4
年

1
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
（
移

動
、

臨
時

、
自

動
販

売
機

を
除

く
）
項

目
：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

開
示

2
/
6

4
/
2

郵
送

6
6
2

2
/
2

貢
町

前
田

農
道

改
良

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
農

水
商

工
局

農
林

水
産

振
興

部
北

部
出

張
所

貢
町

前
田

農
道

改
良

工
事

金
入

設
計

書
開

示
2
/
9

2
/
1
4

6
6
3

2
/
2

城
山

薬
師

2
丁

目
法

定
外

道
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
都

市
建

設
局

土
木

部
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

城
山

薬
師

2
丁

目
法

定
外

道
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書
開

示
2
/
1
0

2
/
1
4

6
6
4

2
/
2

平
成

2
3
年

1
1
月

3
0
日

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
3
1
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
3
2
工

区
）
　

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
3
1
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
3
2
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
2
/
1
0

2
/
1
5

6
6
5

2
/
3

都
市

計
画

事
業

　
東

部
浄

化
セ

ン
タ

ー
雨

水
滞

水
池

築
造

(土
木

）
工

事
（
7
3
5
工

区
）

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

都
市

計
画

事
業

　
東

部
浄

化
セ

ン
タ

ー
雨

水
滞

水
池

築
造

(土
木

）
工

事
（
7
3
5
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
2
/
6

2
/
1
3

6
6
6

2
/
3

平
成

2
4
年

1
月

1
日

か
ら

平
成

2
4
年

1
月

3
1
日

ま
で

に
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
営

業
施

設
一

覧
　

※
仕

出
、

弁
当

、
惣

菜
、

移
動

屋
台

、
自

販
機

除
く

(項
目

：
屋

号
、

営
業

所
在

地
、

電
話

番
号

、
申

請
者

氏
名

）

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

2
4
年

1
月

1
日

か
ら

平
成

2
4
年

1
月

3
1
日

ま
で

に
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
営

業
施

設
一

覧
　

※
仕

出
、

弁
当

、
惣

菜
、

移
動

屋
台

、
自

販
機

除
く

(項
目

：
屋

号
、

営
業

所
在

地
、

電
話

番
号

、
申

請
者

氏
名

）

開
示

2
/
8

2
/
8

2
0
0
7
年

１
月

１
日

～
2
0
1
2
年

1
月

3
1
日

の
間

に
「
感

染
症

の
予

防
及

び
感

染
症

の
患

者
に

対
す

る
医

療
に

関
す

る
法

律
」
に

基
づ

き
熊

本
市

内
の

医
療

機
関

か
ら

提
出

さ
れ

た
｢ｳ

ｲ
ﾙ

ｽ
性

肝
炎

（
E

型
肝

炎
及

び
A

型
肝

炎
を

除
く

）
発

生
届

」
の

す
べ

て

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関 す
る

情
報

2
/
1
6

2
/
2
3

郵
送

○
人

工
透

析
を

実
施

す
る

医
療

機
関

で
ｳ
ｲ
ﾙ

ｽ
性

肝
炎

の
院

内
感

染
が

発
生

し
た

場
合

に
熊

本
市

が
行

う
調

査
、

指
導

な
ど

一
連

の
行

政
手

続
き

に
つ

い
て

定
め

た
文

書
○

2
0
0
7
年

1
月

1
日

～
2
0
1
2
年

1
月

3
1
日

の
間

に
熊

本
市

内
の

人
工

透
析

実
施

施
設

で
ｳ
ｲ
ﾙ

ｽ
性

肝
炎

の
院

内
感

染
が

発
生

し
た

事
例

が
あ

れ
ば

、
そ

の
全

て
の

事
例

に
お

い
て

熊
本

市
が

調
査

、
指

導
、

再
発

防
止

の
た

め
に

収
集

、
作

成
し

た
す

べ
て

の
文

書

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

2
/
1
6

6
6
8

2
/
6

菓
子

(ﾊ
ﾟﾝ

含
む

）
製

造
業

の
住

所
・
屋

号
・
申

請
者

名
健

康
福

祉
局

衛
生

部
食

品
保

健
課

菓
子

(ﾊ
ﾟﾝ

含
む

）
製

造
業

の
住

所
・
屋

号
・
申

請
者

名
開

示
2
/
8

2
/
9

健
康

福
祉

局
衛

生
部

感
染

症
対

策
課

○
年

△
月

□
日

に
発

生
し

た
熊

本
市

鳶
町

×
-
●

、
▲

■
の

火
災

に
お

け
る

概
要

、
消

火
活

動
内

容
・
火

災
発

生
の

原
因

・
火

元
に

つ
い

て

1
.2

0
0
7
年

１
月

１
日

～
2
0
1
2
年

1
月

3
1
日

の
間

に
「
感

染
症

の
予

防
及

び
感

染
症

の
患

者
に

対
す

る
医

療
に

関
す

る
法

律
」
に

基
づ

き
熊

本
市

内
の

医
療

機
関

か
ら

提
出

さ
れ

た
｢ｳ

ｲ
ﾙ

ｽ
性

肝
炎

（
E

型
肝

炎
及

び
A

型
肝

炎
を

除
く

）
発

生
届

」
の

す
べ

て
2
.人

工
透

析
を

実
施

す
る

医
療

機
関

で
ｳ
ｲ
ﾙ

ｽ
性

肝
炎

の
院

内
感

染
が

発
生

し
た

場
合

に
熊

本
市

が
行

う
調

査
、

指
導

な
ど

一
連

の
行

政
手

続
き

に
つ

い
て

定
め

た
文

書
3
.2

0
0
7
年

1
月

1
日

～
2
0
1
2
年

1
月

3
1
日

の
間

に
熊

本
市

内
の

人
工

透
析

実
施

施
設

で
ｳ
ｲ
ﾙ

ｽ
性

肝
炎

の
院

内
感

染
が

発
生

し
た

事
例

が
あ

れ
ば

、
そ

の
全

て
の

事
例

に
お

い
て

熊
本

市
が

調
査

、
指

導
、

再
発

防
止

の
た

め
に

収
集

、
作

成
し

た
す

べ
て

の
文

書

消
防

局
総

務
課

6
5
6

6
6
7

2
/
3

1
/
2
7

‐73‐



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

6
6
9

2
/
6

都
市

計
画

事
業

　
東

部
汚

水
6
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
8
0
4
工

区
）

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

都
市

計
画

事
業

　
東

部
汚

水
6
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
8
0
4
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
2
/
9

2
/
1
4

6
7
0

2
/
7

(仮
称

）
田

迎
小

学
校

分
離

新
設

校
校

舎
新

築
そ

の
他

電
気

設
備

工
事

〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
建

築
部

設
備

課

(仮
称

）
田

迎
小

学
校

分
離

新
設

校
校

舎
新

築
そ

の
他

電
気

設
備

工
事

〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書
開

示
2
/
1
0

2
/
1
5

6
7
1

2
/
7

平
成

2
3
年

3
月

1
6
日

開
札

都
市

計
画

事
業

　
杉

島
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
4
2
3
工

区
）

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

都
市

計
画

事
業

　
杉

島
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
4
2
3
工

区
）

金
入

り
変

更
設

計
書

開
示

2
/
9

2
/
1
5

6
7
2

2
/
7

社
会

福
祉

法
人

　
○

△
　

住
所

　
熊

本
市

御
幸

笛
田

□
丁

目
×

番
●

号
平

成
2
0
年

度
、

2
1
年

度
、

2
2
年

度
の

貸
借

対
照

表
、

損
益

計
算

書
(事

業
収

支
報

告
書

、
資

金
収

支
報

告
書

等
）

健
康

福
祉

局
保

健
福

祉
部

高
齢

介
護

福
祉

課

社
会

福
祉

法
人

「
○

△
」
の

平
成

2
1
年

度
、

及
び

平
成

2
2
年

度
決

算
書

（
貸

借
対

照
表

、
資

金
収

支
計

算
書

、
資

金
収

支
決

算
内

訳
書

、
事

業
活

動
収

支
計

算
書

、
事

業
活

動
収

支
内

訳
書

）
開

示
2
/
1
3

2
/
1
4

6
7
3

2
/
8

都
市

計
画

事
業

　
中

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

汚
泥

貯
留

槽
築

造
工

事
（
1
2
工

区
）

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

下
水

道
部

下
水

道
建

設
課

都
市

計
画

事
業

　
中

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

汚
泥

貯
留

槽
築

造
工

事
（
1
2
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
2
/
1
3

2
/
1
4

6
7
4

2
/
9

下
記

ﾎ
ﾃ

ﾙ
の

旅
館

業
法

の
営

業
許

可
に

関
す

る
次

の
事

項
　

・
営

業
許

可
主

体
の

名
称

(会
社

名
・
代

表
者

名
）
　

・
営

業
者

の
住

所
　

・
営

業
許

可
の

日
付

　
・
客

室
数

ホ
テ

ル
名

　
熊

本
市

出
水

○
-
△

-
□

「
×

●
」
　

熊
本

市
神

水
▲

-
■

-
◎

｢
▽

◇
」
　

熊
本

市
中

央
街

▲
-
◆

｢①
②

」
　

熊
本

市
中

央
街

③
-
④

｢⑤
⑥

」

健
康

福
祉

局
衛

生
部

生
活

衛
生

課

下
記

旅
館

に
つ

い
て

の
旅

館
業

の
営

業
許

可
に

関
す

る
次

の
事

項
・
営

業
許

可
主

体
の

名
称

(法
人

名
及

び
代

表
者

氏
名

）
、

営
業

者
の

住
所

、
営

業
許

可
日

、
、

客
室

数
、

許
可

日
か

ら
現

在
ま

で
の

変
更

状
況

旅
館

名
　

「
×

●
」
　

｢▽
◇

」
　

｢①
②

」
　

｢⑤
⑥

」
開

示
2
/
2
1

2
/
2
2

郵
送

6
7
5

2
/
1
0

平
成

2
4
年

1
月

2
5
日

開
札

植
木

町
今

藤
工

業
団

地
(仮

称
）
道

路
改

築
工

事
金

入
設

計
書

企
画

財
政

局
植

木
総

合
支

所
建

設
課

平
成

2
4
年

1
月

2
5
日

開
札

植
木

町
今

藤
工

業
団

地
(仮

称
）
道

路
改

築
工

事
金

入
設

計
書

開
示

2
/
2
4

2
/
2
7

6
7
6

2
/
1
0

平
成

2
4
年

2
月

1
日

開
札

都
市

計
画

事
業

　
東

部
汚

水
4
4
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
2
1
工

区
）
　

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

平
成

2
4
年

2
月

1
日

開
札

都
市

計
画

事
業

　
東

部
汚

水
4
4
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
2
1
工

区
）
　

金
入

設
計

書
開

示
2
/
1
4

2
/
2
7

6
7
7

2
/
1
0

・
国

道
2
6
6
号

活
力

創
出

基
盤

交
付

金
(電

共
）
工

事
に

伴
う

公
共

下
水

道
改

良
工

事
（
9
8
工

区
）

・
公

共
下

水
道

(管
渠

）
布

設
に

起
因

す
る

舗
装

打
換

工
事

（
8
9
工

区
）

金
入

設
計

書
(内

訳
、

明
細

、
代

価
、

単
価

表
を

含
む

）

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

維
持

課

・
国

道
2
6
6
号

活
力

創
出

基
盤

交
付

金
(電

共
）
工

事
に

伴
う

公
共

下
水

道
改

良
工

事
（
9
8
工

区
）

・
公

共
下

水
道

(管
渠

）
布

設
に

起
因

す
る

舗
装

打
換

工
事

（
8
9
工

区
）

金
入

設
計

書
(内

訳
、

明
細

、
代

価
、

単
価

表
を

含
む

）

開
示

2
/
2
3

2
/
2
3

郵
送

6
7
8

2
/
1
0

・
都

市
計

画
事

業
　

城
南

汚
水

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
7
7
4
工

区
）

・
都

市
計

画
事

業
　

東
部

汚
水

5
7
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
8
0
7

工
区

）
　

金
入

設
計

書
(内

訳
、

明
細

、
代

価
、

単
価

表
を

含
む

）

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

・
都

市
計

画
事

業
　

城
南

汚
水

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
7
7
4
工

区
）

・
都

市
計

画
事

業
　

東
部

汚
水

5
7
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
8
0
7

工
区

）
　

金
入

設
計

書
開

示
2
/
1
4

2
/
2
3

郵
送

6
7
9

2
/
1
0

大
鳥

居
町

排
水

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

(内
訳

、
明

細
、

代
価

、
単

価
表

を
含

む
）

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

河
川

課

大
鳥

居
町

排
水

路
改

良
工

事
開

札
日

　
平

成
2
4
年

1
月

2
5
日

金
入

設
計

書
開

示
2
/
1
5

2
/
2
3

郵
送

6
8
0

2
/
1
0

・
護

藤
町

第
4
号

線
道

路
改

良
工

事
・
内

田
町

第
1
8
号

線
側

溝
改

良
工

事
・
戸

坂
町

第
1
4
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

(内
訳

、
明

細
、

代
価

、
単

価
表

を
含

む
）

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

・
護

藤
町

第
4
号

線
道

路
改

良
工

事
・
内

田
町

第
1
8
号

線
側

溝
改

良
工

事
・
戸

坂
町

第
1
4
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

2
/
1
6

2
/
2
3

郵
送

6
8
1

2
/
1
0

貢
町

前
田

農
道

改
良

工
事

金
入

設
計

書
(内

訳
、

明
細

、
代

価
、

単
価

表
を

含
む

）
農

水
商

工
局

農
林

水
産

振
興

部
北

部
出

張
所

貢
町

前
田

農
道

改
良

工
事

金
入

設
計

書
開

示
2
/
2
0

2
/
2
3

郵
送

6
8
2

2
/
1
0

東
本

町
第

8
号

線
外

1
路

線
舗

装
打

換
工

事
金

入
設

計
書

(内
訳

、
明

細
、

代
価

、
単

価
表

を
含

む
）

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

東
本

町
第

8
号

線
外

1
路

線
舗

装
打

換
工

事
金

入
設

計
書

開
示

2
/
1
7

2
/
2
3

郵
送

6
8
3

2
/
1
3

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

の
様

式
3
号

（
平

成
2
3
年

1
1
月

1
1
日

～
1
2
月

1
0
日

届
出

分
）

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

開
発

景
観

課

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

の
様

式
3
号

（
平

成
2
3
年

1
1
月

1
1
日

～
1
2
月

1
0
日

届
出

分
）

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
2
/
1
4

2
/
1
6

‐74‐



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

6
8
4

2
/
1
3

廻
江

団
地

周
辺

水
路

橋
改

修
そ

の
他

工
事

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

建
築

部
住

宅
課

廻
江

団
地

周
辺

水
路

橋
改

修
そ

の
他

工
事

金
入

設
計

書
開

示
2
/
2
1

2
/
2
4

6
8
5

2
/
1
4

区
画

道
路

1
1
-
1
号

線
外

道
路

築
造

外
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
都

市
建

設
局

熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

区
画

道
路

1
1
-
1
号

線
外

道
路

築
造

外
工

事
〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書
開

示
2
/
2
1

3
/
6

6
8
6

2
/
1
4

植
木

町
今

藤
工

業
団

地
(仮

称
）
道

路
改

築
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

企
画

財
政

局
植

木
総

合
支

所
建

設
課

植
木

町
今

藤
工

業
団

地
(仮

称
）
道

路
改

築
工

事
金

入
設

計
書

開
示

2
/
2
4

3
/
6

6
8
7

2
/
1
4

弓
削

第
3
2
号

線
歩

道
新

設
工

事
（
そ

の
2
）

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

弓
削

第
3
2
号

線
歩

道
新

設
工

事
（
そ

の
2
）

金
入

設
計

書
開

示
2
/
2
1

3
/
6

6
8
8

2
/
1
4

都
市

計
画

事
業

　
東

部
汚

水
6
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
8
0
4
工

区
）

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

都
市

計
画

事
業

　
東

部
汚

水
6
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
8
0
4
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
2
/
2
0

2
/
2
1

6
8
9

2
/
1
4

・
大

鳥
居

町
排

水
路

改
良

工
事

・
下

南
部

3
丁

目
排

水
路

改
良

及
び

下
南

部
町

第
6
号

線
道

路
改

修
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

河
川

課

・
大

鳥
居

町
排

水
路

改
良

工
事

・
下

南
部

3
丁

目
排

水
路

改
良

及
び

下
南

部
町

第
6
号

線
道

路
改

修
工

事
金

入
設

計
書

開
示

2
/
1
5

2
/
2
1

6
9
0

2
/
1
4

護
藤

町
第

4
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

都
市

建
設

局
土

木
部

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

護
藤

町
第

4
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

2
/
2
2

3
/
6

6
9
1

2
/
1
4

・
八

幡
1
1
丁

目
φ

1
5
0
・
1
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

・
川

尻
4
丁

目
1
番

付
近

(川
尻

小
学

校
東

側
）
φ

1
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

工
事

　
金

入
設

計
書

、
施

行
単

価
及

び
代

価
表

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

・
八

幡
1
1
丁

目
φ

1
5
0
・
1
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

・
川

尻
4
丁

目
1
番

付
近

(川
尻

小
学

校
東

側
）
φ

1
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

工
事

　
金

入
設

計
書

、
代

価
表

開
示

2
/
2
4

3
/
6

6
9
2

2
/
1
4

弓
削

第
3
2
号

線
歩

道
新

設
工

事
（
そ

の
2
）

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

土
木

部
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

弓
削

第
3
2
号

線
歩

道
新

設
工

事
（
そ

の
2
）

金
入

設
計

書
開

示
2
/
2
1

2
/
2
3

6
9
3

2
/
1
5

(仮
称

）
田

迎
小

学
校

分
離

新
設

校
校

舎
新

築
そ

の
他

機
械

設
備

工
事

〔
総

合
評

価
方

式
〕

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
建

築
部

設
備

課

(仮
称

）
田

迎
小

学
校

分
離

新
設

校
校

舎
新

築
そ

の
他

機
械

設
備

工
事

金
入

設
計

書
開

示
2
/
2
0

2
/
2
0

6
9
4

2
/
1
5

平
成

2
1
,2

2
年

度
の

政
務

調
査

費
に

か
か

る
個

人
ご

と
の

交
付

額
、

支
出

額
、

残
額

が
わ

か
る

書
類

議
会

事
務

局
総

務
課

平
成

2
1
,2

2
年

度
の

政
務

調
査

費
に

か
か

る
個

人
ご

と
の

交
付

額
、

支
出

額
、

残
額

が
わ

か
る

書
類

開
示

2
/
1
5

2
/
1
5

6
9
5

2
/
1
5

平
成

2
4
年

2
月

1
日

開
札

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
1
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
5
0
工

区
）
　

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
1
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
5
0
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
2
/
2
1

2
/
2
2

6
9
6

2
/
1
5

社
会

福
祉

法
人

　
○

△
（
熊

本
市

河
内

町
□

字
×

●
-
▲

＜
決

算
書

類
一

式
＞

上
記

の
直

近
2
期

分
の

財
産

目
録

、
貸

借
対

照
表

、
事

業
活

動
収

支
計

算
書

、
資

金
収

支
計

算
書

、
及

び
直

近
1
期

分
の

事
業

報
告

書
。

※
各

施
設

毎
の

決
算

書
内

訳
は

不
要

健
康

福
祉

局
保

健
福

祉
部

高
齢

介
護

福
祉

課

社
会

福
祉

法
人

｢○
△

」
の

平
成

2
1
年

度
、

及
び

平
成

2
2
年

度
決

算
書

（
財

産
目

録
、

貸
借

対
照

表
、

事
業

活
動

収
支

計
算

書
、

資
金

収
支

計
算

書
）

開
示

2
/
2
9

3
/
1
2

郵
送

6
9
7

2
/
1
6

八
幡

1
1
丁

目
φ

1
5
0
・
1
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

金
額

入
り

工
事

内
訳

明
細

書
上

下
水

道
局

水
道

部
水

道
整

備
課

八
幡

1
1
丁

目
φ

1
5
0
・
1
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

金
額

入
り

設
計

書
開

示
2
/
2
2

2
/
2
4

6
9
8

2
/
1
6

平
成

2
4
年

2
月

8
日

開
札

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
2
6
号

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
5
8
工

区
）
　

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
2
6
号

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
5
8
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
2
/
2
0

2
/
2
7

6
9
9

2
/
1
6

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

　
様

式
3
号

（
Ｈ

2
3
.8

.5
～

Ｈ
2
3
.1

2
.1

5
）

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

開
発

景
観

課

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

　
様

式
3
号

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
2
/
1
7

2
/
2
1

7
0
0

2
/
1
6

工
事

名
　

都
市

計
画

事
業

　
東

部
汚

水
3
7
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

　
工

区
　

8
0
5
工

区
　

場
所

　
熊

本
市

東
野

2
丁

目
外

地
内

　
予

定
価

格
　

8
5
,2

9
8
,0

0
0
円

（
税

抜
き

）
　

開
札

日
　

2
0
1
1
/
1
1
/
2
4
　

1
3
：
3
0
：

0
0
　

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

都
市

計
画

事
業

　
東

部
汚

水
3
7
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
8
0
5
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
2
/
2
0

2
/
2
8
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
0
1

2
/
1
6

工
事

名
　

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
2
5
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

　
工

区
　

7
5
1
工

区
　

場
所

　
熊

本
市

沖
新

町
外

地
内

　
予

定
価

格
　

4
2
,2

3
2
,0

0
0
円

（
税

抜
き

）
　

開
札

日
　

2
0
1
1
/
1
2
/
2
7
　

1
3
：
3
0
：
0
0

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
2
5
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
5
1
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
2
/
2
2

2
/
2
8

7
0
2

2
/
1
7

1
 熊

本
県

生
活

環
境

の
保

全
等

に
関

す
る

条
例

第
4
款

　
拡

声
機

の
制

限
第

5
8
条

等
に

お
い

て
、

熊
本

駅
西

口
(新

幹
線

口
)の

深
夜

も
含

め
て

環
境

基
準

以
内

で
あ

る
と

の
、

熊
本

市
環

境
影

響
調

査
基

準
以

内
数

値
が

わ
か

る
資

料
一

式
と

そ
の

営
業

が
許

可
さ

れ
て

い
る

営
業

許
可

調
書

等
の

開
示

請
求

。
2
　

同
条

例
第

7
章

　
光

害
の

防
止

　
第

8
8
条

　
当

該
屋

外
証

明
設

備
か

ら
の

照
明

を
最

小
限

に
と

ど
め

る
　

と
あ

る
が

、
花

岡
山

中
腹

の
巨

大
ｺ
ﾝ

ｸ
ﾘｰ

ﾄの
建

物
か

ら
発

す
る

異
様

な
光

、
風

致
地

域
内

に
二

ヵ
所

ﾈ
ｵ

ﾝ
が

輝
い

て
い

る
お

り
、

こ
の

条
例

に
違

反
し

て
い

な
い

と
し

て
認

知
許

可
し

て
い

る
条

件
等

の
わ

か
る

資
料

の
情

報
開

示
。

環
境

保
全

局
環

境
保

全
部

環
境

企
画

課

熊
本

駅
（
新

幹
線

口
）
及

び
西

口
広

場
に

お
け

る
環

境
影

響
評

価
等

関
連

資
料

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

2
/
2
4

2
.（

1
）
区

役
所

新
設

経
費

、
区

役
所

改
装

経
費

、
等

の
金

額
等

の
わ

か
る

各
区

役
所

毎
の

資
料

等
一

覧
表

の
開

示
請

求
の

項
目

に
つ

い
て

「
区

役
所

整
備

事
業

費
(H

2
2
+
H

2
3
)」

の
文

書
開

示
3
/
1

3
/
6

1
.「

区
バ

ス
導

入
に

よ
る

公
共

交
通

不
便

地
域

の
解

消
」
に

つ
い

て
、

公
表

さ
れ

て
い

る
以

外
の

地
域

・
私

の
質

疑
応

答
し

て
い

る
不

便
地

域
解

消
へ

の
検

討
分

析
結

果
の

わ
か

る
審

議
議

事
録

・
今

後
の

区
役

所
へ

の
不

便
地

域
解

消
検

討
図

式
方

向
性

・
ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

等
、

実
現

に
向

け
て

の
具

体
的

資
料

等
一

式
2
.（

2
）
各

区
役

所
に

配
置

す
る

職
員

増
加

に
伴

う
熊

本
市

役
所

全
体

と
し

て
の

職
員

増
加

人
員

と
人

件
費

(通
勤

手
当

額
増

加
も

含
む

）
増

加
額

の
金

額
等

の
わ

か
る

資
料

等
一

覧
表

2
.（

3
）
各

区
役

所
を

結
ぶ

ｵ
ﾝ

ﾗ
ｲ
ﾝ

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
設

計
外

注
経

費
・
保

守
点

検
費

等
の

金
額

等
の

わ
か

る
資

料
等

一
式

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

3
/
1

7
0
4

2
/
1
7

1
 「

区
ﾊ

ﾞｽ
導

入
に

よ
る

公
共

交
通

不
便

地
域

の
解

消
」
に

つ
い

て
、

公
表

さ
れ

て
い

る
以

外
の

地
域

の
不

便
地

域
解

消
の

検
討

分
析

結
果

等
の

わ
か

る
審

議
会

議
事

録
・
今

後
の

区
役

所
へ

の
不

便
解

消
検

討
図

式
方

向
性

・
ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

等
、

実
現

に
向

け
て

の
具

体
的

資
料

等
一

式
の

開
示

請
求

。

都
市

建
設

局
交

通
政

策
総

室

政
令

指
定

都
市

移
行

住
民

説
明

会
に

関
す

る
開

示
請

求
開

示
2
/
2
7

3
/
6

7
0
5

2
/
1
7

1
 「

区
ﾊ

ﾞｽ
導

入
に

よ
る

公
共

交
通

不
便

地
域

の
解

消
」
に

つ
い

て
、

公
表

さ
れ

て
い

る
以

外
の

地
域

の
不

便
地

域
解

消
の

検
討

分
析

結
果

等
の

わ
か

る
審

議
会

議
事

録
・
今

後
の

区
役

所
へ

の
不

便
解

消
検

討
図

式
方

向
性

・
ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

等
、

実
現

に
向

け
て

の
具

体
的

資
料

等
一

式
の

開
示

請
求

。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

○
熊

本
市

政
令

指
定

都
市

移
行

住
民

説
明

会
が

今
ま

で
何

回
と

な
く

施
行

さ
れ

た
が

、
そ

の
都

度
、

何
回

と
な

く
右

添
付

資
料

を
提

示
し

て
、

質
疑

応
答

を
繰

り
返

し
た

。
こ

の
事

に
つ

い
て

。
1
.右

添
付

資
料

等
の

内
容

を
、

そ
の

都
度

、
説

明
会

会
場

に
て

質
疑

を
繰

り
返

し
た

。
熊

本
市

事
業

主
公

共
施

行
事

業
に

伴
い

、
五

反
バ

ス
停

・
春

日
寺

前
バ

ス
停

を
剥

奪
さ

れ
て

、
公

共
交

通
機

関
の

利
用

権
・
移

動
権

を
剥

奪
さ

れ
、

高
齢

者
・
交

通
弱

者
・
買

い
物

弱
者

等
は

交
通

不
便

地
域

・
過

疎
地

域
転

落
さ

せ
ら

れ
、

非
常

に
困

窮
を

極
め

て
い

る
。

こ
の

事
を

説
明

会
等

で
訴

え
続

け
て

い
る

が
、

そ
の

都
度

「
現

在
検

討
中

」
と

の
回

答
を

続
け

て
お

ら
れ

た
が

｢区
ﾊ

ﾞｽ
導

入
に

よ
る

公
共

交
通

不
便

地
域

の
解

消
」

に
つ

い
て

、
公

表
さ

れ
て

い
る

以
外

の
地

域
、

私
の

質
疑

提
示

し
て

い
る

不
便

地
域

解
消

へ
の

検
討

分
析

結
果

等
の

わ
か

る
審

議
議

事
録

、
今

後
の

区
役

所
へ

の
不

便
解

消
検

討
図

式
方

向
性

、
ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

等
、

実
現

に
向

け
て

の
具

体
的

資
料

等
一

式

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

3
/
1

1
 「

区
ﾊ

ﾞｽ
導

入
に

よ
る

公
共

交
通

不
便

地
域

の
解

消
」
に

つ
い

て
、

公
表

さ
れ

て
い

る
以

外
の

地
域

の
不

便
地

域
解

消
の

検
討

分
析

結
果

等
の

わ
か

る
審

議
会

議
事

録
・
今

後
の

区
役

所
へ

の
不

便
解

消
検

討
図

式
方

向
性

・
ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

等
、

実
現

に
向

け
て

の
具

体
的

資
料

等
一

式
の

開
示

請
求

。
2
 政

令
指

定
都

市
移

行
に

伴
う

1
)区

役
所

新
設

経
費

、
区

役
所

改
装

経
費

等
の

金
額

等
が

わ
か

る
各

区
役

所
毎

の
資

料
等

一
覧

表
2
)各

区
役

所
に

配
置

す
る

職
員

増
加

に
伴

う
、

熊
本

市
役

所
全

体
と

し
て

の
職

員
増

加
人

員
と

人
件

費
(通

勤
手

当
額

増
額

も
含

む
)増

加
額

の
金

額
等

が
わ

か
る

資
料

等
一

覧
表

3
)各

区
役

所
を

結
ぶ

ｵ
ﾝ

ﾗ
ｲ
ﾝ

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
設

計
外

注
経

費
・
保

守
点

検
経

費
等

の
金

額
等

が
わ

か
る

資
料

等
一

式

7
0
3

2
/
1
7

企
画

財
政

局
政

令
指

定
都

市
推

進
室

‐76‐



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

有
3
/
1
6

熊
本

市
発

達
障

が
い

者
支

援
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

運
営

業
務

委
託

企
画

ｺ
ﾝ

ﾍ
ﾟに

つ
い

て
の

一
、

企
画

ｺ
ﾝ

ﾍ
ﾟの

結
果

が
わ

か
る

も
の

一
、

参
加

し
た

団
体

全
て

の
項

目
別

評
価

結
果

一
覧

表
(点

数
化

さ
れ

た
も

の
）

一
、

選
考

委
員

名
簿

一
、

選
考

会
議

の
議

事
録

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
2
/
2
4

3
/
2
0

郵
送

有
3
/
1
6

熊
本

市
発

達
障

が
い

者
支

援
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

運
営

業
務

委
託

企
画

ｺ
ﾝ

ﾍ
ﾟに

つ
い

て
の

一
、

ｺ
ﾝ

ﾍ
ﾟに

参
加

し
た

団
体

全
て

の
企

画
提

案
書

の
写

し
開

示
（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
9

3
/
2
0

郵
送

7
0
7

2
/
2
0

上
通

町
上

林
町

第
１

号
線

の
道

路
維

持
管

理
に

関
す

る
協

定
書

(上
通

商
店

街
）

都
市

建
設

局
土

木
部

土
木

総
務

課

上
通

町
上

林
町

第
１

号
線

の
道

路
維

持
管

理
に

関
す

る
協

定
書

(上
通

商
店

街
）

開
示

2
/
2
9

3
/
2

7
0
8

2
/
2
1

公
共

下
水

道
人

孔
改

良
工

事
（
9
5
工

区
）

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

下
水

道
部

下
水

道
維

持
課

公
共

下
水

道
人

孔
改

良
工

事
（
9
5
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
2
/
2
8

2
/
2
8

7
0
9

2
/
2
1

整
体

・
針

治
療

院
の

開
設

届
け

を
提

出
さ

れ
た

店
舗

期
間

：
2
0
1
1
年

1
2
月

6
日

～
2
0
1
2
年

2
月

2
1
日

店
舗

名
、

住
所

、
申

請
者

氏
名

、
電

話
番

号

健
康

福
祉

局
衛

生
部

地
域

医
療

課

2
0
1
1
年

1
2
月

6
日

～
2
0
1
2
年

2
月

2
1
日

の
間

に
開

設
届

出
の

あ
っ

た
針

・
鍼

灸
院

、
柔

道
整

体
・
整

骨
院

の
施

設
名

称
、

所
在

地
、

開
設

者
氏

名
、

名
称

、
電

話
番

号
開

示
2
/
2
4

2
/
2
4

閲
覧

7
1
0

2
/
2
1

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
た

だ
し

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
項

目
：
屋

号
・
営

業
所

在
地

・
申

請
者

名
・
営

業
電

話
番

号
期

間
：
2
0
1
1
年

1
2
月

6
日

～
2
0
1
2
年

2
月

2
1
日

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
た

だ
し

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
項

目
：
屋

号
・
営

業
所

在
地

・
申

請
者

名
・
営

業
電

話
番

号
期

間
：
2
0
1
1
年

1
2
月

6
日

～
2
0
1
2
年

2
月

2
1
日

開
示

2
/
2
3

2
/
2
7

7
1
1

2
/
2
1

理
美

容
の

開
設

届
け

を
提

出
さ

れ
た

店
舗

期
間

：
2
0
1
1
年

1
2
月

6
日

～
2
0
1
2
年

2
月

2
1
日

店
舗

名
、

住
所

、
申

請
者

氏
名

、
電

話
番

号

健
康

福
祉

局
衛

生
部

生
活

衛
生

課

理
美

容
の

開
設

届
け

を
提

出
さ

れ
た

店
舗

期
間

：
2
0
1
1
年

1
2
月

6
日

～
2
0
1
2
年

2
月

2
1
日

店
舗

名
、

住
所

、
申

請
者

氏
名

、
電

話
番

号
開

示
2
/
2
3

2
/
2
7

7
1
2

2
/
2
1

熊
本

市
発

注
土

木
工

事
の

歩
掛

ｺ
ｰ

ﾄﾞ
一

覧
表

（
S
＊

で
始

ま
る

ｺ
ｰ

ﾄﾞ
）

都
市

建
設

局
技

術
管

理
課

熊
本

市
発

注
土

木
工

事
の

歩
掛

ｺ
ｰ

ﾄﾞ
一

覧
表

（
S
＊

で
始

ま
る

ｺ
ｰ

ﾄﾞ
）

開
示

3
/
5

3
/
2
6

7
1
3

2
/
2
1

・
都

市
計

画
事

業
　

西
部

汚
水

2
6
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
7
5
8

工
区

）
・
都

市
計

画
事

業
　

東
部

汚
水

4
4
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
2
1
工

区
）
〔
総

合
評

価
方

式
〕

・
都

市
計

画
事

業
　

中
部

汚
水

3
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
7
4
4
工

区
）
〔
総

合
評

価
方

式
〕

・
都

市
計

画
事

業
　

西
部

汚
水

1
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
5
0
工

区
）

・
都

市
計

画
事

業
　

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

汚
泥

貯
留

槽
築

造
工

事
（
1
2
工

区
）

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

・
都

市
計

画
事

業
　

西
部

汚
水

2
6
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
7
5
8

工
区

）
・
都

市
計

画
事

業
　

東
部

汚
水

4
4
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
2
1
工

区
）
〔
総

合
評

価
方

式
〕

・
都

市
計

画
事

業
　

中
部

汚
水

3
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
7
4
4
工

区
）
〔
総

合
評

価
方

式
〕

・
都

市
計

画
事

業
　

西
部

汚
水

1
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
7
5
0
工

区
）

・
都

市
計

画
事

業
　

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

汚
泥

貯
留

槽
築

造
工

事
（
1
2
工

区
）

金
入

設
計

書

開
示

2
/
2
4

3
/
2
1

閲
覧

7
1
4

2
/
2
1

菅
原

町
出

水
７

丁
目

第
１

号
線

道
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
都

市
建

設
局

土
木

部
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

菅
原

町
出

水
７

丁
目

第
１

号
線

道
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書
開

示
3
/
9

3
/
1
3

7
1
5

2
/
2
1

・
富

合
町

志
々

水
9
番

地
付

近
φ

1
5
0
粍

配
水

管
布

設
及

び
推

進
工

事
・
島

崎
4
丁

目
φ

2
0
0
・
1
5
0
・
1
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
１

件
工

事
・
富

合
町

古
閑

φ
1
0
0
・
7
5
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
3
件

工
事

(1
工

区
）

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

・
富

合
町

志
々

水
9
番

地
付

近
φ

1
5
0
粍

配
水

管
布

設
及

び
推

進
工

事
・
島

崎
4
丁

目
φ

2
0
0
・
1
5
0
・
1
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
１

件
工

事
・
富

合
町

古
閑

φ
1
0
0
・
7
5
・
5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
3
件

工
事

(1
工

区
）

金
入

設
計

書
、

代
価

表

開
示

2
/
2
8

3
/
1
3

熊
本

市
発

達
障

害
者

支
援

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

運
営

業
務

委
託

企
画

ｺ
ﾝ

ﾍ
ﾟに

つ
き

ま
し

て
　

一
、

企
画

ｺ
ﾝ

ﾍ
ﾟの

結
果

が
わ

か
る

も
の

　
一

、
ｺ
ﾝ

ﾍ
ﾟに

参
加

し
た

団
体

全
て

の
企

画
提

案
書

の
写

し
　

一
、

参
加

し
た

団
体

全
て

の
項

目
別

評
価

結
果

一
覧

表
(点

数
化

さ
れ

た
も

の
）
　

一
、

選
考

委
員

名
簿

　
一

、
選

考
会

議
の

議
事

録
※

上
記

資
料

が
作

成
さ

れ
て

い
な

い
場

合
、

ど
の

よ
う

な
方

法
で

選
考

さ
れ

た
の

か
※

ｺ
ﾝ

ﾍ
ﾟが

1
/
3
1
に

行
わ

れ
て

、
2
/
1
付

の
文

書
が

2
/
6
に

こ
ち

ら
に

届
き

ま
し

た
。

そ
の

後
、

情
報

開
示

請
求

を
熊

本
市

子
ど

も
発

達
支

援
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

に
提

出
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
し

た
が

、
ｺ
ﾝ

ﾍ
ﾟの

要
項

で
は

情
報

開
示

請
求

は
三

月
以

内
に

な
っ

て
い

る
と

の
こ

と
で

断
ら

れ
ま

し
た

。
2
/
6
に

確
認

し
た

と
き

に
は

市
の

該
当

ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞは

閉
鎖

さ
れ

て
お

り
要

項
を

確
認

す
る

の
も

で
き

な
い

状
況

で
し

た
。

情
報

開
示

請
求

の
期

限
が

三
月

以
内

を
妥

当
と

さ
れ

た
根

拠
と

、
事

業
者

が
結

果
を

知
る

前
に

ﾎ
ｰ

ﾑ
ﾍ

ﾟｰ
ｼ

ﾞを
閉

鎖
す

る
こ

と
を

妥
当

と
さ

れ
た

理
由

も
あ

わ
せ

て
お

聞
か

せ
く

だ
さ

い
。

7
0
6

2
/
1
7

子
ど

も
未

来
局

子
ど

も
育

成
部

子
ど

も
発

達
支

援
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
1
6

2
/
2
1

廻
江

団
地

周
辺

水
路

橋
改

修
そ

の
他

工
事

金
入

設
計

書
、

施
行

単
価

及
び

代
価

表
都

市
建

設
局

建
築

部
住

宅
課

廻
江

団
地

周
辺

水
路

橋
改

修
そ

の
他

工
事

金
入

設
計

書
開

示
2
/
2
9

3
/
1
3

7
1
7

2
/
2
1

当
該

判
定

資
料

中
　

里
道

立
会

図
(平

面
図

、
写

真
等

）
立

会
資

料
判

定
番

号
9
9
年

3
5
号

の
書

類
一

式
都

市
建

設
局

都
市

政
策

部
建

築
指

導
課

当
該

判
定

資
料

中
　

里
道

立
会

図
(平

面
図

、
写

真
等

）
立

会
資

料
判

定
番

号
9
9
年

3
5
号

の
書

類
一

式
開

示
（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
2
/
2
7

2
/
2
7

7
1
8

2
/
2
4

工
事

番
号

　
1
0
8
0
3
5
9
-
0
0

工
事

名
　

沼
山

津
調

整
池

耐
震

補
強

工
事

工
期

　
H

2
2
年

1
1
月

2
6
日

～
H

2
4
年

1
月

3
1
日

工
事

費
内

訳
書

(最
終

版
）
　

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

沼
山

津
調

整
池

耐
震

補
強

工
事

金
入

設
計

書
(最

終
版

）
開

示
2
/
2
8

3
/
2

7
1
9

3
/
1

平
成

2
3
年

3
月

1
6
日

開
札

都
市

計
画

事
業

　
杉

島
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
4
2
4
工

区
）

設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

都
市

計
画

事
業

　
杉

島
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
4
2
4
工

区
）

金
入

設
計

書
開

示
3
/
2

3
/
7

7
2
0

3
/
1

政
令

指
定

都
市

へ
の

移
行

に
伴

う
、

熊
本

市
全

域
の

「
新

旧
(旧

新
）
地

番
対

照
表

」
企

画
財

政
局

政
令

指
定

都
市

推
進

室

政
令

指
定

都
市

へ
の

移
行

に
伴

う
、

熊
本

市
全

域
の

「
新

旧
(旧

新
）
地

番
対

照
表

」
開

示
3
/
1
4

3
/
2
7

郵
送

7
2
1

3
/
1

平
成

2
4
年

2
月

1
日

～
平

成
2
4
年

2
月

2
9
日

ま
で

の
間

に
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
（
移

動
、

臨
時

、
自

動
販

売
機

を
除

く
）
項

目
：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

2
4
年

2
月

1
日

～
平

成
2
4
年

2
月

2
9
日

ま
で

の
間

に
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
（
移

動
、

臨
時

、
自

動
販

売
機

を
除

く
）
項

目
：
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

開
示

3
/
6

3
/
1
2

郵
送

7
2
2

3
/
2

平
成

1
9
年

度
以

降
、

請
求

日
ま

で
の

間
、

電
力

会
社

(主
要

1
0
社

）
、

そ
の

子
会

社
(関

係
部

局
の

認
識

の
限

り
で

構
わ

な
い

）
、

電
気

事
業

者
連

合
会

な
ど

関
連

団
体

か
ら

の
財

物
の

交
付

(金
銭

・
建

造
物

・
物

品
な

ど
の

寄
付

。
電

力
会

社
の

株
式

と
社

債
を

除
き

、
対

価
性

の
な

い
も

の
に

限
る

）
に

つ
い

て
、

庁
内

及
び

先
方

と
の

協
議

・
打

ち
合

わ
せ

な
ど

の
会

議
の

開
催

状
況

、
内

容
が

わ
か

る
も

の
(職

員
の

メ
モ

及
び

備
忘

録
を

含
む

）
配

布
資

料
、

先
方

が
財

物
を

提
供

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
、

実
際

に
財

物
を

受
領

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
が

分
か

る
も

の
。

ま
た

、
電

力
会

社
の

株
式

及
び

社
債

の
保

有
状

況
(購

入
・
売

却
の

経
緯

も
分

か
る

も
の

）
、

配
当

及
び

償
還

の
時

期
と

金
額

が
分

か
る

も
の

。
た

だ
し

、
そ

れ
ぞ

れ
、

文
書

が
膨

大
(目

安
は

3
0
0
頁

）
に

な
る

場
合

は
そ

の
概

要
が

分
か

る
も

の
。

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

総
務

部
総

務
企

画
課

平
成

1
9
年

度
以

降
、

請
求

日
ま

で
の

間
、

電
力

会
社

(主
要

1
0
社

）
、

そ
の

子
会

社
(関

係
部

局
の

認
識

の
限

り
で

構
わ

な
い

）
、

電
気

事
業

者
連

合
会

な
ど

関
連

団
体

か
ら

の
財

物
の

交
付

(金
銭

・
建

造
物

・
物

品
な

ど
の

寄
付

。
電

力
会

社
の

株
式

と
社

債
を

除
き

、
対

価
性

の
な

い
も

の
に

限
る

）
に

つ
い

て
、

庁
内

及
び

先
方

と
の

協
議

・
打

ち
合

わ
せ

な
ど

の
会

議
の

開
催

状
況

、
内

容
が

わ
か

る
も

の
(職

員
の

メ
モ

及
び

備
忘

録
を

含
む

）
配

布
資

料
、

先
方

が
財

物
を

提
供

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
、

実
際

に
財

物
を

受
領

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
が

分
か

る
も

の
。

ま
た

、
電

力
会

社
の

株
式

及
び

社
債

の
保

有
状

況
(購

入
・
売

却
の

経
緯

も
分

か
る

も
の

）
、

配
当

及
び

償
還

の
時

期
と

金
額

が
分

か
る

も
の

。
た

だ
し

、
そ

れ
ぞ

れ
、

文
書

が
膨

大
(目

安
は

3
0
0
頁

）
に

な
る

場
合

は
そ

の
概

要
が

分
か

る
も

の
。

開
示

3
/
1
1

3
/
1
9

7
2
3

3
/
2

平
成

1
9
年

度
以

降
、

請
求

日
ま

で
の

間
、

電
力

会
社

(主
要

1
0
社

）
、

そ
の

子
会

社
(関

係
部

局
の

認
識

の
限

り
で

構
わ

な
い

）
、

電
気

事
業

者
連

合
会

な
ど

関
連

団
体

か
ら

の
財

物
の

交
付

(金
銭

・
建

造
物

・
物

品
な

ど
の

寄
付

。
電

力
会

社
の

株
式

と
社

債
を

除
き

、
対

価
性

の
な

い
も

の
に

限
る

）
に

つ
い

て
、

庁
内

及
び

先
方

と
の

協
議

・
打

ち
合

わ
せ

な
ど

の
会

議
の

開
催

状
況

、
内

容
が

わ
か

る
も

の
(職

員
の

メ
モ

及
び

備
忘

録
を

含
む

）
配

布
資

料
、

先
方

が
財

物
を

提
供

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
、

実
際

に
財

物
を

受
領

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
が

分
か

る
も

の
。

ま
た

、
電

力
会

社
の

株
式

及
び

社
債

の
保

有
状

況
(購

入
・
売

却
の

経
緯

も
分

か
る

も
の

）
、

配
当

及
び

償
還

の
時

期
と

金
額

が
分

か
る

も
の

。
た

だ
し

、
そ

れ
ぞ

れ
、

文
書

が
膨

大
(目

安
は

3
0
0
頁

）
に

な
る

場
合

は
そ

の
概

要
が

分
か

る
も

の
。

交
通

局
総

務
課

平
成

1
9
年

度
以

降
、

請
求

日
ま

で
の

間
、

電
力

会
社

(主
要

1
0
社

）
、

そ
の

子
会

社
(関

係
部

局
の

認
識

の
限

り
で

構
わ

な
い

）
、

電
気

事
業

者
連

合
会

な
ど

関
連

団
体

か
ら

の
財

物
の

交
付

(金
銭

・
建

造
物

・
物

品
な

ど
の

寄
付

。
電

力
会

社
の

株
式

と
社

債
を

除
き

、
対

価
性

の
な

い
も

の
に

限
る

）
に

つ
い

て
、

庁
内

及
び

先
方

と
の

協
議

・
打

ち
合

わ
せ

な
ど

の
会

議
の

開
催

状
況

、
内

容
が

わ
か

る
も

の
(職

員
の

メ
モ

及
び

備
忘

録
を

含
む

）
配

布
資

料
、

先
方

が
財

物
を

提
供

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
、

実
際

に
財

物
を

受
領

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
が

分
か

る
も

の
。

ま
た

、
電

力
会

社
の

株
式

及
び

社
債

の
保

有
状

況
(購

入
・
売

却
の

経
緯

も
分

か
る

も
の

）
、

配
当

及
び

償
還

の
時

期
と

金
額

が
分

か
る

も
の

。
た

だ
し

、
そ

れ
ぞ

れ
、

文
書

が
膨

大
(目

安
は

3
0
0
頁

）
に

な
る

場
合

は
そ

の
概

要
が

分
か

る
も

の
。

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

3
/
6

‐78‐



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
2
4

3
/
2

平
成

1
9
年

度
以

降
、

請
求

日
ま

で
の

間
、

電
力

会
社

(主
要

1
0
社

）
、

そ
の

子
会

社
(関

係
部

局
の

認
識

の
限

り
で

構
わ

な
い

）
、

電
気

事
業

者
連

合
会

な
ど

関
連

団
体

か
ら

の
財

物
の

交
付

(金
銭

・
建

造
物

・
物

品
な

ど
の

寄
付

。
電

力
会

社
の

株
式

と
社

債
を

除
き

、
対

価
性

の
な

い
も

の
に

限
る

）
に

つ
い

て
、

庁
内

及
び

先
方

と
の

協
議

・
打

ち
合

わ
せ

な
ど

の
会

議
の

開
催

状
況

、
内

容
が

わ
か

る
も

の
(職

員
の

メ
モ

及
び

備
忘

録
を

含
む

）
配

布
資

料
、

先
方

が
財

物
を

提
供

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
、

実
際

に
財

物
を

受
領

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
が

分
か

る
も

の
。

ま
た

、
電

力
会

社
の

株
式

及
び

社
債

の
保

有
状

況
(購

入
・
売

却
の

経
緯

も
分

か
る

も
の

）
、

配
当

及
び

償
還

の
時

期
と

金
額

が
分

か
る

も
の

。
た

だ
し

、
そ

れ
ぞ

れ
、

文
書

が
膨

大
(目

安
は

3
0
0
頁

）
に

な
る

場
合

は
そ

の
概

要
が

分
か

る
も

の
。

上
下

水
道

局
総

務
部

総
務

課

平
成

1
9
年

度
以

降
、

請
求

日
ま

で
の

間
、

電
力

会
社

(主
要

1
0
社

）
、

そ
の

子
会

社
(関

係
部

局
の

認
識

の
限

り
で

構
わ

な
い

）
、

電
気

事
業

者
連

合
会

な
ど

関
連

団
体

か
ら

の
財

物
の

交
付

(金
銭

・
建

造
物

・
物

品
な

ど
の

寄
付

。
電

力
会

社
の

株
式

と
社

債
を

除
き

、
対

価
性

の
な

い
も

の
に

限
る

）
に

つ
い

て
、

庁
内

及
び

先
方

と
の

協
議

・
打

ち
合

わ
せ

な
ど

の
会

議
の

開
催

状
況

、
内

容
が

わ
か

る
も

の
(職

員
の

メ
モ

及
び

備
忘

録
を

含
む

）
配

布
資

料
、

先
方

が
財

物
を

提
供

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
、

実
際

に
財

物
を

受
領

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
が

分
か

る
も

の
。

ま
た

、
電

力
会

社
の

株
式

及
び

社
債

の
保

有
状

況
(購

入
・
売

却
の

経
緯

も
分

か
る

も
の

）
、

配
当

及
び

償
還

の
時

期
と

金
額

が
分

か
る

も
の

。
た

だ
し

、
そ

れ
ぞ

れ
、

文
書

が
膨

大
(目

安
は

3
0
0
頁

）
に

な
る

場
合

は
そ

の
概

要
が

分
か

る
も

の
。

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

3
/
9

7
2
5

3
/
2

平
成

1
9
年

度
以

降
、

請
求

日
ま

で
の

間
、

電
力

会
社

(主
要

1
0
社

）
、

そ
の

子
会

社
(関

係
部

局
の

認
識

の
限

り
で

構
わ

な
い

）
、

電
気

事
業

者
連

合
会

な
ど

関
連

団
体

か
ら

の
財

物
の

交
付

(金
銭

・
建

造
物

・
物

品
な

ど
の

寄
付

。
電

力
会

社
の

株
式

と
社

債
を

除
き

、
対

価
性

の
な

い
も

の
に

限
る

）
に

つ
い

て
、

庁
内

及
び

先
方

と
の

協
議

・
打

ち
合

わ
せ

な
ど

の
会

議
の

開
催

状
況

、
内

容
が

わ
か

る
も

の
(職

員
の

メ
モ

及
び

備
忘

録
を

含
む

）
配

布
資

料
、

先
方

が
財

物
を

提
供

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
、

実
際

に
財

物
を

受
領

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
が

分
か

る
も

の
。

ま
た

、
電

力
会

社
の

株
式

及
び

社
債

の
保

有
状

況
(購

入
・
売

却
の

経
緯

も
分

か
る

も
の

）
、

配
当

及
び

償
還

の
時

期
と

金
額

が
分

か
る

も
の

。
た

だ
し

、
そ

れ
ぞ

れ
、

文
書

が
膨

大
(目

安
は

3
0
0
頁

）
に

な
る

場
合

は
そ

の
概

要
が

分
か

る
も

の
。

病
院

局
熊

本
市

民
病

院
事

務
局 総

務
課

平
成

1
9
年

度
以

降
、

請
求

日
ま

で
の

間
、

電
力

会
社

(主
要

1
0
社

）
、

そ
の

子
会

社
(関

係
部

局
の

認
識

の
限

り
で

構
わ

な
い

）
、

電
気

事
業

者
連

合
会

な
ど

関
連

団
体

か
ら

の
財

物
の

交
付

(金
銭

・
建

造
物

・
物

品
な

ど
の

寄
付

。
電

力
会

社
の

株
式

と
社

債
を

除
き

、
対

価
性

の
な

い
も

の
に

限
る

）
に

つ
い

て
、

庁
内

及
び

先
方

と
の

協
議

・
打

ち
合

わ
せ

な
ど

の
会

議
の

開
催

状
況

、
内

容
が

わ
か

る
も

の
(職

員
の

メ
モ

及
び

備
忘

録
を

含
む

）
配

布
資

料
、

先
方

が
財

物
を

提
供

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
、

実
際

に
財

物
を

受
領

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
が

分
か

る
も

の
。

ま
た

、
電

力
会

社
の

株
式

及
び

社
債

の
保

有
状

況
(購

入
・
売

却
の

経
緯

も
分

か
る

も
の

）
、

配
当

及
び

償
還

の
時

期
と

金
額

が
分

か
る

も
の

。
た

だ
し

、
そ

れ
ぞ

れ
、

文
書

が
膨

大
(目

安
は

3
0
0
頁

）
に

な
る

場
合

は
そ

の
概

要
が

分
か

る
も

の
。

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

3
/
8

7
2
6

3
/
2

平
成

1
9
年

度
以

降
、

請
求

日
ま

で
の

間
、

電
力

会
社

(主
要

1
0
社

）
、

そ
の

子
会

社
(関

係
部

局
の

認
識

の
限

り
で

構
わ

な
い

）
、

電
気

事
業

者
連

合
会

な
ど

関
連

団
体

か
ら

の
財

物
の

交
付

(金
銭

・
建

造
物

・
物

品
な

ど
の

寄
付

。
電

力
会

社
の

株
式

と
社

債
を

除
き

、
対

価
性

の
な

い
も

の
に

限
る

）
に

つ
い

て
、

庁
内

及
び

先
方

と
の

協
議

・
打

ち
合

わ
せ

な
ど

の
会

議
の

開
催

状
況

、
内

容
が

わ
か

る
も

の
(職

員
の

メ
モ

及
び

備
忘

録
を

含
む

）
配

布
資

料
、

先
方

が
財

物
を

提
供

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
、

実
際

に
財

物
を

受
領

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
が

分
か

る
も

の
。

ま
た

、
電

力
会

社
の

株
式

及
び

社
債

の
保

有
状

況
(購

入
・
売

却
の

経
緯

も
分

か
る

も
の

）
、

配
当

及
び

償
還

の
時

期
と

金
額

が
分

か
る

も
の

。
た

だ
し

、
そ

れ
ぞ

れ
、

文
書

が
膨

大
(目

安
は

3
0
0
頁

）
に

な
る

場
合

は
そ

の
概

要
が

分
か

る
も

の
。

農
業

委
員

会
事

務
局

平
成

1
9
年

度
以

降
、

請
求

日
ま

で
の

間
、

電
力

会
社

(主
要

1
0
社

）
、

そ
の

子
会

社
(関

係
部

局
の

認
識

の
限

り
で

構
わ

な
い

）
、

電
気

事
業

者
連

合
会

な
ど

関
連

団
体

か
ら

の
財

物
の

交
付

(金
銭

・
建

造
物

・
物

品
な

ど
の

寄
付

。
電

力
会

社
の

株
式

と
社

債
を

除
き

、
対

価
性

の
な

い
も

の
に

限
る

）
に

つ
い

て
、

庁
内

及
び

先
方

と
の

協
議

・
打

ち
合

わ
せ

な
ど

の
会

議
の

開
催

状
況

、
内

容
が

わ
か

る
も

の
(職

員
の

メ
モ

及
び

備
忘

録
を

含
む

）
配

布
資

料
、

先
方

が
財

物
を

提
供

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
、

実
際

に
財

物
を

受
領

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
が

分
か

る
も

の
。

ま
た

、
電

力
会

社
の

株
式

及
び

社
債

の
保

有
状

況
(購

入
・
売

却
の

経
緯

も
分

か
る

も
の

）
、

配
当

及
び

償
還

の
時

期
と

金
額

が
分

か
る

も
の

。
た

だ
し

、
そ

れ
ぞ

れ
、

文
書

が
膨

大
(目

安
は

3
0
0
頁

）
に

な
る

場
合

は
そ

の
概

要
が

分
か

る
も

の
。

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

3
/
6

7
2
7

3
/
2

平
成

1
9
年

度
以

降
、

請
求

日
ま

で
の

間
、

電
力

会
社

(主
要

1
0
社

）
、

そ
の

子
会

社
(関

係
部

局
の

認
識

の
限

り
で

構
わ

な
い

）
、

電
気

事
業

者
連

合
会

な
ど

関
連

団
体

か
ら

の
財

物
の

交
付

(金
銭

・
建

造
物

・
物

品
な

ど
の

寄
付

。
電

力
会

社
の

株
式

と
社

債
を

除
き

、
対

価
性

の
な

い
も

の
に

限
る

）
に

つ
い

て
、

庁
内

及
び

先
方

と
の

協
議

・
打

ち
合

わ
せ

な
ど

の
会

議
の

開
催

状
況

、
内

容
が

わ
か

る
も

の
(職

員
の

メ
モ

及
び

備
忘

録
を

含
む

）
配

布
資

料
、

先
方

が
財

物
を

提
供

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
、

実
際

に
財

物
を

受
領

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
が

分
か

る
も

の
。

ま
た

、
電

力
会

社
の

株
式

及
び

社
債

の
保

有
状

況
(購

入
・
売

却
の

経
緯

も
分

か
る

も
の

）
、

配
当

及
び

償
還

の
時

期
と

金
額

が
分

か
る

も
の

。
た

だ
し

、
そ

れ
ぞ

れ
、

文
書

が
膨

大
(目

安
は

3
0
0
頁

）
に

な
る

場
合

は
そ

の
概

要
が

分
か

る
も

の
。

富
合

町
農

業
委

員
会

事
務

局

平
成

1
9
年

度
以

降
、

請
求

日
ま

で
の

間
、

電
力

会
社

(主
要

1
0
社

）
、

そ
の

子
会

社
(関

係
部

局
の

認
識

の
限

り
で

構
わ

な
い

）
、

電
気

事
業

者
連

合
会

な
ど

関
連

団
体

か
ら

の
財

物
の

交
付

(金
銭

・
建

造
物

・
物

品
な

ど
の

寄
付

。
電

力
会

社
の

株
式

と
社

債
を

除
き

、
対

価
性

の
な

い
も

の
に

限
る

）
に

つ
い

て
、

庁
内

及
び

先
方

と
の

協
議

・
打

ち
合

わ
せ

な
ど

の
会

議
の

開
催

状
況

、
内

容
が

わ
か

る
も

の
(職

員
の

メ
モ

及
び

備
忘

録
を

含
む

）
配

布
資

料
、

先
方

が
財

物
を

提
供

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
、

実
際

に
財

物
を

受
領

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
が

分
か

る
も

の
。

ま
た

、
電

力
会

社
の

株
式

及
び

社
債

の
保

有
状

況
(購

入
・
売

却
の

経
緯

も
分

か
る

も
の

）
、

配
当

及
び

償
還

の
時

期
と

金
額

が
分

か
る

も
の

。
た

だ
し

、
そ

れ
ぞ

れ
、

文
書

が
膨

大
(目

安
は

3
0
0
頁

）
に

な
る

場
合

は
そ

の
概

要
が

分
か

る
も

の
。

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

3
/
5

‐79‐



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
2
8

3
/
2

平
成

1
9
年

度
以

降
、

請
求

日
ま

で
の

間
、

電
力

会
社

(主
要

1
0
社

）
、

そ
の

子
会

社
(関

係
部

局
の

認
識

の
限

り
で

構
わ

な
い

）
、

電
気

事
業

者
連

合
会

な
ど

関
連

団
体

か
ら

の
財

物
の

交
付

(金
銭

・
建

造
物

・
物

品
な

ど
の

寄
付

。
電

力
会

社
の

株
式

と
社

債
を

除
き

、
対

価
性

の
な

い
も

の
に

限
る

）
に

つ
い

て
、

庁
内

及
び

先
方

と
の

協
議

・
打

ち
合

わ
せ

な
ど

の
会

議
の

開
催

状
況

、
内

容
が

わ
か

る
も

の
(職

員
の

メ
モ

及
び

備
忘

録
を

含
む

）
配

布
資

料
、

先
方

が
財

物
を

提
供

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
、

実
際

に
財

物
を

受
領

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
が

分
か

る
も

の
。

ま
た

、
電

力
会

社
の

株
式

及
び

社
債

の
保

有
状

況
(購

入
・
売

却
の

経
緯

も
分

か
る

も
の

）
、

配
当

及
び

償
還

の
時

期
と

金
額

が
分

か
る

も
の

。
た

だ
し

、
そ

れ
ぞ

れ
、

文
書

が
膨

大
(目

安
は

3
0
0
頁

）
に

な
る

場
合

は
そ

の
概

要
が

分
か

る
も

の
。

城
南

町
農

業
委

員
会

事
務

局

平
成

1
9
年

度
以

降
、

請
求

日
ま

で
の

間
、

電
力

会
社

(主
要

1
0
社

）
、

そ
の

子
会

社
、

電
気

事
業

者
連

合
会

な
ど

関
連

団
体

か
ら

の
財

物
の

交
付

に
つ

い
て

、
庁

内
及

び
先

方
と

の
協

議
・
打

ち
合

わ
せ

な
ど

の
会

議
の

開
催

状
況

、
内

容
が

わ
か

る
も

の
配

布
資

料
、

先
方

が
財

物
を

提
供

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
、

実
際

に
財

物
を

受
領

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
が

分
か

る
も

の
。

ま
た

、
電

力
会

社
の

株
式

及
び

社
債

の
保

有
状

況
、

配
当

及
び

償
還

の
時

期
と

金
額

が
分

か
る

も
の

。
不

存
在

第
1
1
条

第
2
項

3
/
6

7
2
9

3
/
2

平
成

1
9
年

度
以

降
、

請
求

日
ま

で
の

間
、

電
力

会
社

(主
要

1
0
社

）
、

そ
の

子
会

社
(関

係
部

局
の

認
識

の
限

り
で

構
わ

な
い

）
、

電
気

事
業

者
連

合
会

な
ど

関
連

団
体

か
ら

の
財

物
の

交
付

(金
銭

・
建

造
物

・
物

品
な

ど
の

寄
付

。
電

力
会

社
の

株
式

と
社

債
を

除
き

、
対

価
性

の
な

い
も

の
に

限
る

）
に

つ
い

て
、

庁
内

及
び

先
方

と
の

協
議

・
打

ち
合

わ
せ

な
ど

の
会

議
の

開
催

状
況

、
内

容
が

わ
か

る
も

の
(職

員
の

メ
モ

及
び

備
忘

録
を

含
む

）
配

布
資

料
、

先
方

が
財

物
を

提
供

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
、

実
際

に
財

物
を

受
領

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
が

分
か

る
も

の
。

ま
た

、
電

力
会

社
の

株
式

及
び

社
債

の
保

有
状

況
(購

入
・
売

却
の

経
緯

も
分

か
る

も
の

）
、

配
当

及
び

償
還

の
時

期
と

金
額

が
分

か
る

も
の

。
た

だ
し

、
そ

れ
ぞ

れ
、

文
書

が
膨

大
(目

安
は

3
0
0
頁

）
に

な
る

場
合

は
そ

の
概

要
が

分
か

る
も

の
。

植
木

町
農

業
委

員
会

事
務

局

平
成

1
9
年

度
以

降
、

請
求

日
ま

で
の

間
、

電
力

会
社

(主
要

1
0
社

）
、

そ
の

子
会

社
(関

係
部

局
の

認
識

の
限

り
で

構
わ

な
い

）
、

電
気

事
業

者
連

合
会

な
ど

関
連

団
体

か
ら

の
財

物
の

交
付

(金
銭

・
建

造
物

・
物

品
な

ど
の

寄
付

。
電

力
会

社
の

株
式

と
社

債
を

除
き

、
対

価
性

の
な

い
も

の
に

限
る

）
に

つ
い

て
、

庁
内

及
び

先
方

と
の

協
議

・
打

ち
合

わ
せ

な
ど

の
会

議
の

開
催

状
況

、
内

容
が

わ
か

る
も

の
(職

員
の

メ
モ

及
び

備
忘

録
を

含
む

）
配

布
資

料
、

先
方

が
財

物
を

提
供

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
、

実
際

に
財

物
を

受
領

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
が

分
か

る
も

の
。

ま
た

、
電

力
会

社
の

株
式

及
び

社
債

の
保

有
状

況
(購

入
・
売

却
の

経
緯

も
分

か
る

も
の

）
、

配
当

及
び

償
還

の
時

期
と

金
額

が
分

か
る

も
の

。
た

だ
し

、
そ

れ
ぞ

れ
、

文
書

が
膨

大
(目

安
は

3
0
0
頁

）
に

な
る

場
合

は
そ

の
概

要
が

分
か

る
も

の
。

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

3
/
7

7
3
0

3
/
2

平
成

2
4
年

2
月

1
日

か
ら

平
成

2
4
年

2
月

2
9
日

ま
で

に
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
営

業
施

設
一

覧
　

※
仕

出
、

弁
当

、
惣

菜
、

移
動

屋
台

、
自

販
機

除
く

(項
目

：
屋

号
、

営
業

所
在

地
、

電
話

番
号

、
申

請
者

氏
名

）

健
康

福
祉

局
衛

生
部

食
品

保
健

課

平
成

2
4
年

2
月

1
日

か
ら

平
成

2
4
年

2
月

2
9
日

ま
で

に
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
営

業
施

設
一

覧
　

※
仕

出
、

弁
当

、
惣

菜
、

移
動

屋
台

、
自

販
機

除
く

(項
目

：
屋

号
、

営
業

所
在

地
、

電
話

番
号

、
申

請
者

氏
名

）

開
示

3
/
7

3
/
7

7
3
1

3
/
2

平
成

1
9
年

度
以

降
、

請
求

日
ま

で
の

間
、

電
力

会
社

(主
要

1
0
社

）
、

そ
の

子
会

社
(関

係
部

局
の

認
識

の
限

り
で

構
わ

な
い

）
、

電
気

事
業

者
連

合
会

な
ど

関
連

団
体

か
ら

の
財

物
の

交
付

(金
銭

・
建

造
物

・
物

品
な

ど
の

寄
付

。
電

力
会

社
の

株
式

と
社

債
を

除
き

、
対

価
性

の
な

い
も

の
に

限
る

）
に

つ
い

て
、

庁
内

及
び

先
方

と
の

協
議

・
打

ち
合

わ
せ

な
ど

の
会

議
の

開
催

状
況

、
内

容
が

わ
か

る
も

の
(職

員
の

メ
モ

及
び

備
忘

録
を

含
む

）
配

布
資

料
、

先
方

が
財

物
を

提
供

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
、

実
際

に
財

物
を

受
領

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
が

分
か

る
も

の
。

ま
た

、
電

力
会

社
の

株
式

及
び

社
債

の
保

有
状

況
(購

入
・
売

却
の

経
緯

も
分

か
る

も
の

）
、

配
当

及
び

償
還

の
時

期
と

金
額

が
分

か
る

も
の

。
た

だ
し

、
そ

れ
ぞ

れ
、

文
書

が
膨

大
(目

安
は

3
0
0
頁

）
に

な
る

場
合

は
そ

の
概

要
が

分
か

る
も

の
。

（
総

務
局

分
）

総
務

局
総

務
部

総
務

課

平
成

1
9
年

度
以

降
、

請
求

日
ま

で
の

間
、

電
力

会
社

(主
要

1
0
社

）
、

そ
の

子
会

社
(関

係
部

局
の

認
識

の
限

り
で

構
わ

な
い

）
、

電
気

事
業

者
連

合
会

な
ど

関
連

団
体

か
ら

の
財

物
の

交
付

(金
銭

・
建

造
物

・
物

品
な

ど
の

寄
付

。
電

力
会

社
の

株
式

と
社

債
を

除
き

、
対

価
性

の
な

い
も

の
に

限
る

）
に

つ
い

て
、

庁
内

及
び

先
方

と
の

協
議

・
打

ち
合

わ
せ

な
ど

の
会

議
の

開
催

状
況

、
内

容
が

わ
か

る
も

の
(職

員
の

メ
モ

及
び

備
忘

録
を

含
む

）
配

布
資

料
、

先
方

が
財

物
を

提
供

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
、

実
際

に
財

物
を

受
領

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
が

分
か

る
も

の
。

ま
た

、
電

力
会

社
の

株
式

及
び

社
債

の
保

有
状

況
(購

入
・
売

却
の

経
緯

も
分

か
る

も
の

）
、

配
当

及
び

償
還

の
時

期
と

金
額

が
分

か
る

も
の

。
た

だ
し

、
そ

れ
ぞ

れ
、

文
書

が
膨

大
(目

安
は

3
0
0
頁

）
に

な
る

場
合

は
そ

の
概

要
が

分
か

る
も

の
。

（
総

務
局

分
）

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

3
/
9

‐80‐



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
3
2

3
/
2

平
成

1
9
年

度
以

降
、

請
求

日
ま

で
の

間
、

電
力

会
社

(主
要

1
0
社

）
、

そ
の

子
会

社
(関

係
部

局
の

認
識

の
限

り
で

構
わ

な
い

）
、

電
気

事
業

者
連

合
会

な
ど

関
連

団
体

か
ら

の
財

物
の

交
付

(金
銭

・
建

造
物

・
物

品
な

ど
の

寄
付

。
電

力
会

社
の

株
式

と
社

債
を

除
き

、
対

価
性

の
な

い
も

の
に

限
る

）
に

つ
い

て
、

庁
内

及
び

先
方

と
の

協
議

・
打

ち
合

わ
せ

な
ど

の
会

議
の

開
催

状
況

、
内

容
が

わ
か

る
も

の
(職

員
の

メ
モ

及
び

備
忘

録
を

含
む

）
配

布
資

料
、

先
方

が
財

物
を

提
供

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
、

実
際

に
財

物
を

受
領

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
が

分
か

る
も

の
。

ま
た

、
電

力
会

社
の

株
式

及
び

社
債

の
保

有
状

況
(購

入
・
売

却
の

経
緯

も
分

か
る

も
の

）
、

配
当

及
び

償
還

の
時

期
と

金
額

が
分

か
る

も
の

。
た

だ
し

、
そ

れ
ぞ

れ
、

文
書

が
膨

大
(目

安
は

3
0
0
頁

）
に

な
る

場
合

は
そ

の
概

要
が

分
か

る
も

の
。

（
企

画
財

政
局

分
）

企
画

財
政

局
企

画
情

報
部

企
画

課

平
成

1
9
年

度
以

降
、

請
求

日
ま

で
の

間
、

電
力

会
社

(主
要

1
0
社

）
、

そ
の

子
会

社
(関

係
部

局
の

認
識

の
限

り
で

構
わ

な
い

）
、

電
気

事
業

者
連

合
会

な
ど

関
連

団
体

か
ら

の
財

物
の

交
付

(金
銭

・
建

造
物

・
物

品
な

ど
の

寄
付

。
電

力
会

社
の

株
式

と
社

債
を

除
き

、
対

価
性

の
な

い
も

の
に

限
る

）
に

つ
い

て
、

庁
内

及
び

先
方

と
の

協
議

・
打

ち
合

わ
せ

な
ど

の
会

議
の

開
催

状
況

、
内

容
が

わ
か

る
も

の
(職

員
の

メ
モ

及
び

備
忘

録
を

含
む

）
配

布
資

料
、

先
方

が
財

物
を

提
供

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
、

実
際

に
財

物
を

受
領

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
が

分
か

る
も

の
。

ま
た

、
電

力
会

社
の

株
式

及
び

社
債

の
保

有
状

況
(購

入
・
売

却
の

経
緯

も
分

か
る

も
の

）
、

配
当

及
び

償
還

の
時

期
と

金
額

が
分

か
る

も
の

。
た

だ
し

、
そ

れ
ぞ

れ
、

文
書

が
膨

大
(目

安
は

3
0
0
頁

）
に

な
る

場
合

は
そ

の
概

要
が

分
か

る
も

の
。

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

3
/
1
4

7
3
3

3
/
2

平
成

1
9
年

度
以

降
、

請
求

日
ま

で
の

間
、

電
力

会
社

(主
要

1
0
社

）
、

そ
の

子
会

社
(関

係
部

局
の

認
識

の
限

り
で

構
わ

な
い

）
、

電
気

事
業

者
連

合
会

な
ど

関
連

団
体

か
ら

の
財

物
の

交
付

(金
銭

・
建

造
物

・
物

品
な

ど
の

寄
付

。
電

力
会

社
の

株
式

と
社

債
を

除
き

、
対

価
性

の
な

い
も

の
に

限
る

）
に

つ
い

て
、

庁
内

及
び

先
方

と
の

協
議

・
打

ち
合

わ
せ

な
ど

の
会

議
の

開
催

状
況

、
内

容
が

わ
か

る
も

の
(職

員
の

メ
モ

及
び

備
忘

録
を

含
む

）
配

布
資

料
、

先
方

が
財

物
を

提
供

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
、

実
際

に
財

物
を

受
領

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
が

分
か

る
も

の
。

ま
た

、
電

力
会

社
の

株
式

及
び

社
債

の
保

有
状

況
(購

入
・
売

却
の

経
緯

も
分

か
る

も
の

）
、

配
当

及
び

償
還

の
時

期
と

金
額

が
分

か
る

も
の

。
た

だ
し

、
そ

れ
ぞ

れ
、

文
書

が
膨

大
(目

安
は

3
0
0
頁

）
に

な
る

場
合

は
そ

の
概

要
が

分
か

る
も

の
。

（
市

民
生

活
局

分
）

市
民

生
活

局
市

民
生

活
部

市
民

協
働

推
進

課

平
成

1
9
年

度
以

降
、

請
求

日
ま

で
の

間
、

電
力

会
社

、
そ

の
子

会
社

、
電

気
事

業
者

連
合

会
な

ど
関

連
団

体
か

ら
の

財
物

の
交

付
に

つ
い

て
、

庁
内

及
び

先
方

と
の

協
議

・
打

ち
合

わ
せ

な
ど

の
会

議
の

開
催

状
況

、
内

容
が

わ
か

る
も

の
、

配
布

資
料

、
先

方
が

財
物

を
提

供
し

た
時

期
と

金
額

及
び

名
目

、
実

際
に

財
物

を
受

領
し

た
時

期
と

金
額

及
び

名
目

が
分

か
る

も
の

。
ま

た
、

電
力

会
社

の
株

式
及

び
社

債
の

保
有

状
況

、
配

当
及

び
償

還
の

時
期

と
金

額
が

分
か

る
も

の
。

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
4

3
/
1
9

7
3
4

3
/
2

平
成

1
9
年

度
以

降
、

請
求

日
ま

で
の

間
、

電
力

会
社

(主
要

1
0
社

）
、

そ
の

子
会

社
(関

係
部

局
の

認
識

の
限

り
で

構
わ

な
い

）
、

電
気

事
業

者
連

合
会

な
ど

関
連

団
体

か
ら

の
財

物
の

交
付

(金
銭

・
建

造
物

・
物

品
な

ど
の

寄
付

。
電

力
会

社
の

株
式

と
社

債
を

除
き

、
対

価
性

の
な

い
も

の
に

限
る

）
に

つ
い

て
、

庁
内

及
び

先
方

と
の

協
議

・
打

ち
合

わ
せ

な
ど

の
会

議
の

開
催

状
況

、
内

容
が

わ
か

る
も

の
(職

員
の

メ
モ

及
び

備
忘

録
を

含
む

）
配

布
資

料
、

先
方

が
財

物
を

提
供

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
、

実
際

に
財

物
を

受
領

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
が

分
か

る
も

の
。

ま
た

、
電

力
会

社
の

株
式

及
び

社
債

の
保

有
状

況
(購

入
・
売

却
の

経
緯

も
分

か
る

も
の

）
、

配
当

及
び

償
還

の
時

期
と

金
額

が
分

か
る

も
の

。
た

だ
し

、
そ

れ
ぞ

れ
、

文
書

が
膨

大
(目

安
は

3
0
0
頁

）
に

な
る

場
合

は
そ

の
概

要
が

分
か

る
も

の
。

（
健

康
福

祉
局

分
）

健
康

福
祉

局
健

康
政

策
部

健
康

福
祉

政
策

課

平
成

1
9
年

度
以

降
、

請
求

日
ま

で
の

間
、

電
力

会
社

(主
要

1
0
社

）
、

そ
の

子
会

社
(関

係
部

局
の

認
識

の
限

り
で

構
わ

な
い

）
、

電
気

事
業

者
連

合
会

な
ど

関
連

団
体

か
ら

の
財

物
の

交
付

(金
銭

・
建

造
物

・
物

品
な

ど
の

寄
付

。
電

力
会

社
の

株
式

と
社

債
を

除
き

、
対

価
性

の
な

い
も

の
に

限
る

）
に

つ
い

て
、

庁
内

及
び

先
方

と
の

協
議

・
打

ち
合

わ
せ

な
ど

の
会

議
の

開
催

状
況

、
内

容
が

わ
か

る
も

の
(職

員
の

メ
モ

及
び

備
忘

録
を

含
む

）
配

布
資

料
、

先
方

が
財

物
を

提
供

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
、

実
際

に
財

物
を

受
領

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
が

分
か

る
も

の
。

ま
た

、
電

力
会

社
の

株
式

及
び

社
債

の
保

有
状

況
(購

入
・
売

却
の

経
緯

も
分

か
る

も
の

）
、

配
当

及
び

償
還

の
時

期
と

金
額

が
分

か
る

も
の

。
た

だ
し

、
そ

れ
ぞ

れ
、

文
書

が
膨

大
(目

安
は

3
0
0
頁

）
に

な
る

場
合

は
そ

の
概

要
が

分
か

る
も

の
。

（
健

康
福

祉
局

分
）

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

3
/
1
4

7
3
5

3
/
2

平
成

1
9
年

度
以

降
、

請
求

日
ま

で
の

間
、

電
力

会
社

(主
要

1
0
社

）
、

そ
の

子
会

社
(関

係
部

局
の

認
識

の
限

り
で

構
わ

な
い

）
、

電
気

事
業

者
連

合
会

な
ど

関
連

団
体

か
ら

の
財

物
の

交
付

(金
銭

・
建

造
物

・
物

品
な

ど
の

寄
付

。
電

力
会

社
の

株
式

と
社

債
を

除
き

、
対

価
性

の
な

い
も

の
に

限
る

）
に

つ
い

て
、

庁
内

及
び

先
方

と
の

協
議

・
打

ち
合

わ
せ

な
ど

の
会

議
の

開
催

状
況

、
内

容
が

わ
か

る
も

の
(職

員
の

メ
モ

及
び

備
忘

録
を

含
む

）
配

布
資

料
、

先
方

が
財

物
を

提
供

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
、

実
際

に
財

物
を

受
領

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
が

分
か

る
も

の
。

ま
た

、
電

力
会

社
の

株
式

及
び

社
債

の
保

有
状

況
(購

入
・
売

却
の

経
緯

も
分

か
る

も
の

）
、

配
当

及
び

償
還

の
時

期
と

金
額

が
分

か
る

も
の

。
た

だ
し

、
そ

れ
ぞ

れ
、

文
書

が
膨

大
(目

安
は

3
0
0
頁

）
に

な
る

場
合

は
そ

の
概

要
が

分
か

る
も

の
。

（
子

ど
も

未
来

局
分

）

子
ど

も
未

来
局

子
ど

も
育

成
部

子
ど

も
政

策
課

平
成

1
9
年

度
以

降
、

請
求

日
ま

で
の

間
、

電
力

会
社

(主
要

1
0
社

）
、

そ
の

子
会

社
(関

係
部

局
の

認
識

の
限

り
で

構
わ

な
い

）
、

電
気

事
業

者
連

合
会

な
ど

関
連

団
体

か
ら

の
財

物
の

交
付

(金
銭

・
建

造
物

・
物

品
な

ど
の

寄
付

。
電

力
会

社
の

株
式

と
社

債
を

除
き

、
対

価
性

の
な

い
も

の
に

限
る

）
に

つ
い

て
、

庁
内

及
び

先
方

と
の

協
議

・
打

ち
合

わ
せ

な
ど

の
会

議
の

開
催

状
況

、
内

容
が

わ
か

る
も

の
(職

員
の

メ
モ

及
び

備
忘

録
を

含
む

）
配

布
資

料
、

先
方

が
財

物
を

提
供

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
、

実
際

に
財

物
を

受
領

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
が

分
か

る
も

の
。

ま
た

、
電

力
会

社
の

株
式

及
び

社
債

の
保

有
状

況
(購

入
・
売

却
の

経
緯

も
分

か
る

も
の

）
、

配
当

及
び

償
還

の
時

期
と

金
額

が
分

か
る

も
の

。
た

だ
し

、
そ

れ
ぞ

れ
、

文
書

が
膨

大
(目

安
は

3
0
0
頁

）
に

な
る

場
合

は
そ

の
概

要
が

分
か

る
も

の
。

（
子

ど
も

未
来

局
分

）

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

3
/
1
4

‐81‐



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
3
6

3
/
2

平
成

1
9
年

度
以

降
、

請
求

日
ま

で
の

間
、

電
力

会
社

(主
要

1
0
社

）
、

そ
の

子
会

社
(関

係
部

局
の

認
識

の
限

り
で

構
わ

な
い

）
、

電
気

事
業

者
連

合
会

な
ど

関
連

団
体

か
ら

の
財

物
の

交
付

(金
銭

・
建

造
物

・
物

品
な

ど
の

寄
付

。
電

力
会

社
の

株
式

と
社

債
を

除
き

、
対

価
性

の
な

い
も

の
に

限
る

）
に

つ
い

て
、

庁
内

及
び

先
方

と
の

協
議

・
打

ち
合

わ
せ

な
ど

の
会

議
の

開
催

状
況

、
内

容
が

わ
か

る
も

の
(職

員
の

メ
モ

及
び

備
忘

録
を

含
む

）
配

布
資

料
、

先
方

が
財

物
を

提
供

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
、

実
際

に
財

物
を

受
領

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
が

分
か

る
も

の
。

ま
た

、
電

力
会

社
の

株
式

及
び

社
債

の
保

有
状

況
(購

入
・
売

却
の

経
緯

も
分

か
る

も
の

）
、

配
当

及
び

償
還

の
時

期
と

金
額

が
分

か
る

も
の

。
た

だ
し

、
そ

れ
ぞ

れ
、

文
書

が
膨

大
(目

安
は

3
0
0
頁

）
に

な
る

場
合

は
そ

の
概

要
が

分
か

る
も

の
。

（
環

境
保

全
局

）

環
境

保
全

局
環

境
保

全
部

環
境

企
画

課

平
成

1
9
年

度
以

降
、

請
求

日
ま

で
の

間
、

電
力

会
社

(主
要

1
0
社

）
、

そ
の

子
会

社
(関

係
部

局
の

認
識

の
限

り
で

構
わ

な
い

）
、

電
気

事
業

者
連

合
会

な
ど

関
連

団
体

か
ら

の
財

物
の

交
付

(金
銭

・
建

造
物

・
物

品
な

ど
の

寄
付

。
電

力
会

社
の

株
式

と
社

債
を

除
き

、
対

価
性

の
な

い
も

の
に

限
る

）
に

つ
い

て
、

庁
内

及
び

先
方

と
の

協
議

・
打

ち
合

わ
せ

な
ど

の
会

議
の

開
催

状
況

、
内

容
が

わ
か

る
も

の
(職

員
の

メ
モ

及
び

備
忘

録
を

含
む

）
配

布
資

料
、

先
方

が
財

物
を

提
供

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
、

実
際

に
財

物
を

受
領

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
が

分
か

る
も

の
。

ま
た

、
電

力
会

社
の

株
式

及
び

社
債

の
保

有
状

況
(購

入
・
売

却
の

経
緯

も
分

か
る

も
の

）
、

配
当

及
び

償
還

の
時

期
と

金
額

が
分

か
る

も
の

。
た

だ
し

、
そ

れ
ぞ

れ
、

文
書

が
膨

大
(目

安
は

3
0
0
頁

）
に

な
る

場
合

は
そ

の
概

要
が

分
か

る
も

の
。

（
環

境
保

全
局

）

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

3
/
1
4

7
3
7

3
/
2

平
成

1
9
年

度
以

降
、

請
求

日
ま

で
の

間
、

電
力

会
社

(主
要

1
0
社

）
、

そ
の

子
会

社
(関

係
部

局
の

認
識

の
限

り
で

構
わ

な
い

）
、

電
気

事
業

者
連

合
会

な
ど

関
連

団
体

か
ら

の
財

物
の

交
付

(金
銭

・
建

造
物

・
物

品
な

ど
の

寄
付

。
電

力
会

社
の

株
式

と
社

債
を

除
き

、
対

価
性

の
な

い
も

の
に

限
る

）
に

つ
い

て
、

庁
内

及
び

先
方

と
の

協
議

・
打

ち
合

わ
せ

な
ど

の
会

議
の

開
催

状
況

、
内

容
が

わ
か

る
も

の
(職

員
の

メ
モ

及
び

備
忘

録
を

含
む

）
配

布
資

料
、

先
方

が
財

物
を

提
供

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
、

実
際

に
財

物
を

受
領

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
が

分
か

る
も

の
。

ま
た

、
電

力
会

社
の

株
式

及
び

社
債

の
保

有
状

況
(購

入
・
売

却
の

経
緯

も
分

か
る

も
の

）
、

配
当

及
び

償
還

の
時

期
と

金
額

が
分

か
る

も
の

。
た

だ
し

、
そ

れ
ぞ

れ
、

文
書

が
膨

大
(目

安
は

3
0
0
頁

）
に

な
る

場
合

は
そ

の
概

要
が

分
か

る
も

の
。

（
農

水
商

工
局

分
）

農
水

商
工

局
商

工
振

興
部

産
業

政
策

課

平
成

1
9
年

度
以

降
、

請
求

日
ま

で
の

間
、

電
力

会
社

(主
要

1
0
社

）
、

そ
の

子
会

社
(関

係
部

局
の

認
識

の
限

り
で

構
わ

な
い

）
、

電
気

事
業

者
連

合
会

な
ど

関
連

団
体

か
ら

の
財

物
の

交
付

(金
銭

・
建

造
物

・
物

品
な

ど
の

寄
付

。
電

力
会

社
の

株
式

と
社

債
を

除
き

、
対

価
性

の
な

い
も

の
に

限
る

）
に

つ
い

て
、

庁
内

及
び

先
方

と
の

協
議

・
打

ち
合

わ
せ

な
ど

の
会

議
の

開
催

状
況

、
内

容
が

わ
か

る
も

の
(職

員
の

メ
モ

及
び

備
忘

録
を

含
む

）
配

布
資

料
、

先
方

が
財

物
を

提
供

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
、

実
際

に
財

物
を

受
領

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
が

分
か

る
も

の
。

ま
た

、
電

力
会

社
の

株
式

及
び

社
債

の
保

有
状

況
(購

入
・
売

却
の

経
緯

も
分

か
る

も
の

）
、

配
当

及
び

償
還

の
時

期
と

金
額

が
分

か
る

も
の

。
た

だ
し

、
そ

れ
ぞ

れ
、

文
書

が
膨

大
(目

安
は

3
0
0
頁

）
に

な
る

場
合

は
そ

の
概

要
が

分
か

る
も

の
。

（
農

水
商

工
局

分
）

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

3
/
1
4

7
3
8

3
/
2

平
成

1
9
年

度
以

降
、

請
求

日
ま

で
の

間
、

電
力

会
社

(主
要

1
0
社

）
、

そ
の

子
会

社
(関

係
部

局
の

認
識

の
限

り
で

構
わ

な
い

）
、

電
気

事
業

者
連

合
会

な
ど

関
連

団
体

か
ら

の
財

物
の

交
付

(金
銭

・
建

造
物

・
物

品
な

ど
の

寄
付

。
電

力
会

社
の

株
式

と
社

債
を

除
き

、
対

価
性

の
な

い
も

の
に

限
る

）
に

つ
い

て
、

庁
内

及
び

先
方

と
の

協
議

・
打

ち
合

わ
せ

な
ど

の
会

議
の

開
催

状
況

、
内

容
が

わ
か

る
も

の
(職

員
の

メ
モ

及
び

備
忘

録
を

含
む

）
配

布
資

料
、

先
方

が
財

物
を

提
供

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
、

実
際

に
財

物
を

受
領

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
が

分
か

る
も

の
。

ま
た

、
電

力
会

社
の

株
式

及
び

社
債

の
保

有
状

況
(購

入
・
売

却
の

経
緯

も
分

か
る

も
の

）
、

配
当

及
び

償
還

の
時

期
と

金
額

が
分

か
る

も
の

。
た

だ
し

、
そ

れ
ぞ

れ
、

文
書

が
膨

大
(目

安
は

3
0
0
頁

）
に

な
る

場
合

は
そ

の
概

要
が

分
か

る
も

の
。

（
観

光
文

化
交

流
局

分
）

観
光

文
化

交
流

局
観

光
交

流
部

ｼ
ﾃ

ｨﾌ
ﾟﾛ

ﾓ
ｰ

ｼ
ｮﾝ

課

平
成

1
9
年

度
以

降
、

請
求

日
ま

で
の

間
、

電
力

会
社

(主
要

1
0
社

）
、

そ
の

子
会

社
(関

係
部

局
の

認
識

の
限

り
で

構
わ

な
い

）
、

電
気

事
業

者
連

合
会

な
ど

関
連

団
体

か
ら

の
財

物
の

交
付

(金
銭

・
建

造
物

・
物

品
な

ど
の

寄
付

。
電

力
会

社
の

株
式

と
社

債
を

除
き

、
対

価
性

の
な

い
も

の
に

限
る

）
に

つ
い

て
、

庁
内

及
び

先
方

と
の

協
議

・
打

ち
合

わ
せ

な
ど

の
会

議
の

開
催

状
況

、
内

容
が

わ
か

る
も

の
(職

員
の

メ
モ

及
び

備
忘

録
を

含
む

）
配

布
資

料
、

先
方

が
財

物
を

提
供

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
、

実
際

に
財

物
を

受
領

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
が

分
か

る
も

の
。

ま
た

、
電

力
会

社
の

株
式

及
び

社
債

の
保

有
状

況
(購

入
・
売

却
の

経
緯

も
分

か
る

も
の

）
、

配
当

及
び

償
還

の
時

期
と

金
額

が
分

か
る

も
の

。
た

だ
し

、
そ

れ
ぞ

れ
、

文
書

が
膨

大
(目

安
は

3
0
0
頁

）
に

な
る

場
合

は
そ

の
概

要
が

分
か

る
も

の
。

（
観

光
文

化
交

流
局

分
）

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

3
/
8

7
3
9

3
/
2

平
成

1
9
年

度
以

降
、

請
求

日
ま

で
の

間
、

電
力

会
社

(主
要

1
0
社

）
、

そ
の

子
会

社
(関

係
部

局
の

認
識

の
限

り
で

構
わ

な
い

）
、

電
気

事
業

者
連

合
会

な
ど

関
連

団
体

か
ら

の
財

物
の

交
付

(金
銭

・
建

造
物

・
物

品
な

ど
の

寄
付

。
電

力
会

社
の

株
式

と
社

債
を

除
き

、
対

価
性

の
な

い
も

の
に

限
る

）
に

つ
い

て
、

庁
内

及
び

先
方

と
の

協
議

・
打

ち
合

わ
せ

な
ど

の
会

議
の

開
催

状
況

、
内

容
が

わ
か

る
も

の
(職

員
の

メ
モ

及
び

備
忘

録
を

含
む

）
配

布
資

料
、

先
方

が
財

物
を

提
供

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
、

実
際

に
財

物
を

受
領

し
た

時
期

と
金

額
及

び
名

目
が

分
か

る
も

の
。

ま
た

、
電

力
会

社
の

株
式

及
び

社
債

の
保

有
状

況
(購

入
・
売

却
の

経
緯

も
分

か
る

も
の

）
、

配
当

及
び

償
還

の
時

期
と

金
額

が
分

か
る

も
の

。
た

だ
し

、
そ

れ
ぞ

れ
、

文
書

が
膨

大
(目

安
は

3
0
0
頁

）
に

な
る

場
合

は
そ

の
概

要
が

分
か

る
も

の
。

（
都

市
建

設
局

分
）

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

都
市

計
画

課

電
力

会
社

、
そ

の
子

会
社

、
電

気
事

業
者

連
合

会
な

ど
の

関
連

団
体

か
ら

の
財

物
の

交
付

に
か

か
る

文
書

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

3
/
1
3
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
.公

募
委

員
選

考
規

定
・
等

　
・
環

境
審

議
会

の
公

募
委

員
の

選
考

に
関

す
る

要
領

2
.応

募
原

稿
の

選
考

評
価

配
点

基
準

規
定

等
の

わ
か

る
資

料
一

式
　

・
第

1
回

環
境

審
議

会
公

募
委

員
選

考
委

員
選

考
委

員
会

審
議

決
定

事
項 3
.面

接
の

選
考

評
価

配
点

基
準

規
定

等
の

わ
か

る
資

料
一

式
　

・
第

1
回

環
境

審
議

会
公

募
委

員
選

考
委

員
選

考
委

員
会

審
議

決
定

事
項

開
示

3
/
1
3

3
/
1
5

3
.面

接
の

選
考

評
価

配
点

基
準

規
定

等
の

わ
か

る
資

料
一

式
　

・
第

2
回

環
境

審
議

会
公

募
委

員
選

考
委

員
選

考
委

員
会

審
議

決
定

事
項 4
.応

募
者

全
員

の
応

募
原

稿
に

対
す

る
評

価
配

点
の

わ
か

る
資

料
一

式
　

・
環

境
審

議
会

公
募

委
員

選
考

評
点

集
計

表
(小

論
文

）
5
.応

募
者

全
員

の
面

接
に

対
す

る
評

価
配

点
の

わ
か

る
資

料
一

式
　

・
環

境
審

議
会

公
募

委
員

選
考

評
点

集
計

表
(面

接
）

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
3

3
/
1
5

6
.応

募
者

全
員

の
個

人
情

報
を

除
く

応
募

原
稿

不
開

示
2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
3
/
1
3

7
.応

募
原

稿
、

面
接

で
の

評
価

配
転

基
準

で
の

最
も

優
れ

て
い

る
5
点

・
優

れ
て

い
る

点
4
点

、
普

通
3
点

、
等

と
す

る
具

体
的

基
準

の
わ

か
る

資
料

一
式 8
.応

募
原

稿
の

評
価

配
点

の
基

準
と

な
る

具
体

的
事

例
、

凡
例

、
満

点
基

準
の

わ
か

る
資

料
一

式

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

3
/
1
3

7
4
1

3
/
7

都
市

計
画

道
路

　
子

飼
新

大
江

線
橋

梁
下

部
工

工
事

（
P
2
橋

脚
）

都
市

計
画

道
路

　
子

飼
新

大
江

線
橋

梁
下

部
工

工
事

（
P
1
橋

脚
）

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
土

木
部

道
路

整
備

課

都
市

計
画

道
路

　
子

飼
新

大
江

線
橋

梁
下

部
工

工
事

（
P
2
橋

脚
）

都
市

計
画

道
路

　
子

飼
新

大
江

線
橋

梁
下

部
工

工
事

（
P
1
橋

脚
）

金
入

設
計

書
開

示
3
/
8

3
/
1
3

7
4
2

3
/
1
3

2
 政

令
指

定
都

市
移

行
に

伴
う

2
)各

区
役

所
に

配
置

す
る

職
員

増
加

に
伴

う
、

熊
本

市
役

所
全

体
と

し
て

の
職

員
増

加
人

員
と

人
件

費
(通

勤
手

当
額

増
額

も
含

む
)増

加
額

の
金

額
等

が
わ

か
る

資
料

等
一

覧
表

総
務

局
総

務
部

人
事

課

各
区

役
所

に
配

置
す

る
職

員
増

加
に

伴
う

熊
本

市
役

所
全

体
と

し
て

の
職

員
増

加
人

数
と

人
件

費
(通

勤
手

当
額

増
加

も
含

む
）
増

加
額

の
金

額
等

の
わ

か
る

資
料

等
一

覧
表

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

3
/
2
7

7
4
3

3
/
1
3

2
 政

令
指

定
都

市
移

行
に

伴
う

3
)各

区
役

所
を

結
ぶ

ｵ
ﾝ

ﾗ
ｲ
ﾝ

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
設

計
外

注
経

費
・
保

守
点

検
経

費
等

の
金

額
等

が
わ

か
る

資
料

等
一

式

企
画

財
政

局
企

画
情

報
部

情
報

政
策

課

2
　

今
回

の
熊

本
市

・
政

令
指

定
都

市
移

行
に

伴
う

血
税

投
資

に
よ

る
投

資
対

効
果

に
於

け
る

事
項

と
し

て
、

3
）
　

各
区

役
所

を
結

ぶ
ｵ

ﾝ
ﾗ
ｲ
ﾝ

ｼ
ｽ
ﾃ

ﾑ
設

計
外

注
経

費
・
保

守
点

検
費

・
等

の
金

額
等

の
わ

か
る

資
料

等
一

式

開
示

3
/
2
6

3
/
2
6

7
4
0

3
/
2

○
熊

本
市

環
境

審
議

会
の

公
募

委
員

選
考

に
つ

い
て

1
.公

募
委

員
選

考
規

定
・
等

2
.応

募
原

稿
の

選
考

評
価

配
点

基
準

規
定

等
の

わ
か

る
資

料
一

式
3
.面

接
の

選
考

評
価

配
点

基
準

規
定

等
の

わ
か

る
資

料
一

式
4
.応

募
者

全
員

の
応

募
原

稿
に

対
す

る
評

価
配

点
の

わ
か

る
資

料
一

式
5
.応

募
者

全
員

の
面

接
に

対
す

る
評

価
配

点
の

わ
か

る
資

料
一

式
6
.応

募
者

全
員

の
個

人
情

報
を

除
く

応
募

原
稿

7
.応

募
原

稿
、

面
接

で
の

評
価

配
転

基
準

で
の

最
も

優
れ

て
い

る
5
点

・
優

れ
て

い
る

点
4
点

、
普

通
3
点

、
等

と
す

る
具

体
的

基
準

の
わ

か
る

資
料

一
式 8
.応

募
原

稿
の

評
価

配
点

の
基

準
と

な
る

具
体

的
事

例
、

凡
例

、
満

点
基

準
の

わ
か

る
資

料
一

式
環

境
保

全
局

環
境

保
全

部
環

境
企

画
課
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

①
第

1
-
1
-
1
)

②
　

　
〃

　
2
）
-
(1

)
③

　
　

　
　

〃
　

　
(4

)中
の

【
会

議
録

一
式

】
以

外
の

も
の

⑤
　

〃
2
-
1
)

⑥
　

〃
　

2
)

⑦
　

〃
　

3
)

⑧
　

〃
　

4
)

⑨
　

〃
　

5
)

⑩
第

2
-
2
-
1
)

⑪
　

　
〃

　
2
)中

の
【
分

析
資

料
】
以

外
の

も
の

⑫
　

　
〃

　
3
)

⑬
　

　
〃

　
4
)中

の
【
地

図
図

式
】

⑭
　

　
〃

　
5
)

1
5
　

　
〃

　
6
)中

の
中

断
【
B

地
点

の
交

差
点

立
証

資
料

】
1
6
　

　
〃

　
　

中
の

中
断

【
通

称
春

日
交

差
点

立
証

資
料

】
1
7
　

　
〃

　
　

中
の

中
断

【
そ

れ
ら

し
き

も
の

の
資

料
】

1
8
　

　
〃

　
7
)

1
9
　

　
〃

　
8
)

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

3
/
2
7

④
第

1
-
1
-
2
)-

(4
)中

の
【
※

小
型

ﾊ
ﾞｽ

関
係

】

不
開

示
5
号

　
審

議
検

討
に

関
す

る
情

報
3
/
2
7

①
第

1
-
1
-
2
)-

(2
)

②
　

　
　

〃
　

-
(3

)
③

第
1
-
1
-
2
)-

(4
)中

の
【
会

議
録

一
式

】
③

　
　

　
〃

　
-
(5

)
④

第
2
-
1

⑤
　

〃
2
-
2
)中

の
【
分

析
資

料
】

⑥
　

　
〃

4
)中

の
【
法

的
根

拠
】

⑦
　

　
〃

6
)中

の
前

段
【
詳

細
設

計
図

の
資

料
等

】

開
示

3
/
2
7

4
/
6

7
4
4

○
「
苦

情
に

基
づ

く
調

査
結

果
通

知
書

・
平

成
2
3
年

度
第

1
3
号

・
平

成
2
4

年
2
月

2
8
日

付
」
の

別
紙

内
容

に
つ

い
て

の
開

示
請

求
。

第
1
　

市
の

回
答

1
　

1
)春

日
陸

橋
撤

去
に

つ
い

て
、

平
成

2
0
年

4
月

2
4
日

に
熊

本
県

が
地

元
説

明
会

を
行

い
、

「
平

成
2
2
年

度
末

春
日

池
上

線
開

通
ま

で
は

、
経

過
交

通
は

暫
定

的
に

新
幹

線
側

道
を

経
由

し
て

従
来

の
道

路
を

利
用

す
る

が
、

春
日

池
上

線
の

開
通

後
は

、
同

路
線

に
切

り
替

わ
る

。
」
と

あ
る

が
、

(1
)そ

の
時

の
会

議
録

　
(2

)説
明

資
料

・
ｽ
ﾗ
ｲ
ﾄﾞ

(ｶ
ﾗ
-
)の

開
示

請
求

。
2
)(

1
)平

成
2
0
年

4
月

2
4
日

の
熊

本
県

地
元

説
明

会
か

ら
平

成
2
2
年

3
月

1
7

日
熊

本
市

の
期

間
の

間
に

、
地

元
住

民
に

対
し

て
「
ﾊ

ﾞｽ
ﾙ

ｰ
ﾄが

変
更

に
な

り
、

五
反

ﾊ
ﾞｽ

停
・
春

日
寺

前
ﾊ

ﾞｽ
停

が
剥

奪
・
喪

失
さ

れ
て

も
良

い
か

、
異

議
は

な
い

か
」
等

の
ｱ

ﾝ
ｹ

ｰ
ﾄ調

査
・
意

識
調

査
を

し
た

実
績

の
集

計
資

料
等

の
開

示
請

求
。

(2
)平

成
2
3
年

2
月

中
旬

に
、

突
然

ﾊ
ﾞｽ

ﾙ
ｰ

ﾄが
変

更
に

な
っ

た
が

、
何

月
何

日
何

時
か

ら
ﾊ

ﾞｽ
ﾙ

ｰ
ﾄが

こ
の

様
に

変
更

に
な

り
ま

す
よ

と
の

ﾁ
ﾗ
ｼ

・
自

治
会

回
覧

等
の

開
示

請
求

。
(3

)平
成

2
2
年

3
月

1
7
日

熊
本

市
説

明
会

に
於

け
る

会
議

録
一

式
と

ﾊ
ﾞｽ

ﾙ
ｰ

ﾄの
変

更
と

両
ﾊ

ﾞｽ
停

の
移

設
等

の
図

式
資

料
等

(ｶ
ﾗ
ｰ

)の
開

示
請

求
。

(4
)平

成
2
2
年

1
2
月

8
日

熊
本

市
説

明
会

に
於

け
る

会
議

録
一

式
と

要
望

、
質

問
を

検
討

し
た

結
果

等
を

纏
め

た
資

料
等

と
ど

の
様

に
説

明
し

た
か

の
わ

か
る

資
料

の
開

示
請

求
。

※
特

に
、

小
型

ﾊ
ﾞｽ

運
行

に
つ

い
て

の
関

係
機

関
等

と
の

、
今

ま
で

の
経

過
・
出

席
者

年
月

日
時

間
場

所
等

の
分

析
審

議
等

の
会

議
録

等
一

式
。

(5
)平

成
2
3
年

2
月

1
日

熊
本

市
説

明
会

に
於

け
る

会
議

録
一

式
と

説
明

会
で

の
ﾊ

ﾞｽ
ﾙ

ｰ
ﾄに

関
し

て
使

用
し

た
説

明
資

料
。

(ｶ
ﾗ
ｰ

が
あ

れ
ば

ｶ
ﾗ
ｰ

)、
道

路
構

造
上

ﾊ
ﾞｽ

ﾙ
ｰ

ﾄが
不

可
能

、
迂

回
付

替
え

道
路

の
幅

員
、

ﾊ
ﾞｽ

走
行

が
不

可
能

と
す

る
迂

回
付

替
え

道
路

の
わ

か
る

地
図

図
式

の
開

示
請

求
。

2
　

両
ﾊ

ﾞｽ
停

を
同

じ
場

所
に

再
び

設
置

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
関

係
機

関
と

協
議

し
て

き
た

と
あ

る
が

、
1
)第

1
工

区
及

び
第

2
工

区
に

信
号

機
を

設
置

し
た

場
合

、
ど

の
様

な
不

都
合

が
あ

る
の

か
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2
)春

日
池

上
線

の
第

1
工

区
・
第

2
工

区
で

は
「
交

通
安

全
確

保
の

観
点

か
ら

困
難

で
あ

る
。

」
と

す
る

根
拠

等
、

交
差

点
・
踏

切
り

・
右

折
左

折
等

が
不

可
能

と
す

る
地

図
・
図

式
等

の
開

示
請

求
。

3
）
迂

回
付

替
え

道
路

の
ﾊ

ﾞｽ
通

行
が

交
通

安
全

確
保

が
困

難
で

あ
る

と
す

る
根

拠
の

道
路

地
図

図
式

の
開

示
請

求
。

4
）
迂

回
付

替
え

道
路

の
舗

装
新

設
工

事
の

総
工

事
費

・
着

工
・
竣

工
の

資
料

の
開

示
請

求
。

3
/
1
3

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

‐84‐



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

3
/
2
7

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
3
/
2
7

3
/
2
9

7
4
6

3
/
1
3

○
「
文

書
等

開
示

請
求

書
･第

3
2
6
号

・
平

成
2
3
年

9
月

2
1
日

受
付

」
に

よ
り

、
「
文

書
等

開
示

請
求

拒
否

決
定

通
知

書
・
教

健
発

第
7
4
3
号

・
平

成
2
3

年
9
月

3
0
日

付
」
の

｢不
存

在
」
項

目
に

つ
い

て
。

1
.検

査
項

目
･調

査
書

〔
（
4
）
浮

遊
粉

じ
ん

（
6
）
一

酸
化

炭
素

（
7
）
二

酸
化

炭
素

（
8
）
揮

発
性

有
機

化
合

物
（
1
2
）
騒

音
レ

ベ
ル

〕
2
.審

査
・
審

議
等

の
議

事
録

等
の

文
書

3
.更

に
騒

音
ﾚ
ﾍ

ﾞﾙ
に

つ
い

て
は

、
平

成
2
3
年

1
0
月

分
と

平
成

2
4
年

2
月

分
を

含
む

教
育

委
員

会
事

務
局

学
校

教
育

部
健

康
教

育
課

学
校

環
境

衛
生

基
準

に
基

づ
い

た
検

査
項

目
・

調
査

書
〔
（
4
）
浮

遊
粉

じ
ん

（
8
）
揮

発
性

有
機

化
合

物
〕
と

審
査

・
審

議
等

の
議

事
録

等
の

文
書

、
今

後
の

環
境

衛
生

調
査

の
実

施
ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

表
等

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

3
/
1
6

7
4
7

3
/
1
5

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

の
様

式
3
号

（
平

成
2
3
年

1
2
月

1
1
日

～
平

成
2
4
年

1
月

1
0
日

届
出

分
）

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

開
発

景
観

課

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

の
様

式
3
号

（
平

成
2
3
年

1
2
月

1
1
日

～
平

成
2
4
年

1
月

1
0
日

届
出

分
）

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
3
/
2
9

3
/
2
9

7
4
8

3
/
1
6

都
市

計
画

事
業

　
東

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

雨
水

滞
水

池
築

造
(土

木
）
工

事
（
7
3
5
工

区
）

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

都
市

計
画

事
業

東
部

浄
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

雨
水

滞
水

池
築

造
(土

木
）
工

事
（
7
3
5
工

区
）

の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
2
3

4
/
2

7
4
9

3
/
1
7

平
成

2
4
年

3
月

8
日

落
札

決
定

の
熊

本
市

上
下

水
道

局
発

注
工

事
「
都

市
計

画
事

業
　

中
部

汚
水

3
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
7
6
7
工

区
）

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

都
市

計
画

事
業

中
部

汚
水

3
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
7
6
7
工

区
）

開
示

3
/
2
6

3
/
2
9

5
)｢

熊
本

市
自

治
基

本
条

例
第

3
条

｣に
測

り
、

具
体

的
に

｢住
民

の
意

志
｣

を
適

切
反

映
さ

せ
る

為
に

、
具

体
的

に
ど

の
様

な
市

政
執

行
を

行
う

の
か

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

第
2
　

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

の
判

断
の

記
述

内
容

に
つ

い
て

の
開

示
請

求
。

1
両

ﾊ
ﾞｽ

停
は

平
成

2
3
年

3
月

、
春

日
寺

前
ﾊ

ﾞｽ
停

(春
日

保
育

園
前

ﾊ
ﾞｽ

停
)に

移
設

さ
れ

て
お

り
ま

す
と

あ
る

が
、

剥
奪

撤
去

さ
れ

た
の

は
平

成
2
3

年
2
月

中
旬

で
あ

る
。

何
の

根
拠

資
料

に
よ

っ
て

記
述

さ
れ

た
の

か
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2
　

1
)平

成
1
3
年

3
月

熊
本

駅
周

辺
の

都
市

計
画

施
設

の
都

市
計

画
決

定
に

よ
り

、
春

日
陸

橋
撤

去
に

伴
う

迂
回

付
替

え
道

路
に

係
る

ﾊ
ﾞｽ

ﾙ
ｰ

ﾄ変
更

、
春

日
池

上
線

新
設

に
伴

う
ﾊ

ﾞｽ
ﾙ

ｰ
ﾄ変

更
等

が
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2
)道

路
管

理
者

及
び

ﾊ
ﾞｽ

事
業

者
の

同
意

が
得

ら
れ

な
か

っ
た

と
の

記
述

の
根

拠
と

な
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
3
)ど

の
地

点
か

ら
接

近
し

て
信

号
機

設
置

が
だ

め
と

す
る

法
的

根
拠

、
地

図
図

式
の

資
料

等
の

開
示

請
求

。
4
)ど

の
交

差
点

か
ら

交
差

点
が

連
続

し
て

距
離

が
何

m
以

内
で

あ
れ

ば
だ

め
と

す
る

法
的

根
拠

、
地

図
図

式
の

資
料

等
の

開
示

請
求

。
5
)円

滑
な

交
通

の
妨

げ
る

こ
と

に
な

る
と

の
法

的
根

拠
、

地
図

図
式

の
資

料
等

の
開

示
請

求
。

6
)都

市
計

画
決

定
の

項
目

に
ど

の
交

差
点

設
置

が
明

記
さ

れ
、

詳
細

設
計

書
と

一
緒

に
決

定
さ

れ
た

詳
細

設
計

図
の

資
料

等
の

開
示

請
求

。
B

地
点

の
交

差
点

と
通

称
春

日
交

差
点

の
詳

細
設

計
書

が
今

ま
で

不
存

在
で

あ
っ

た
が

、
作

成
済

と
わ

か
る

資
料

の
開

示
請

求
。

工
事

の
設

計
変

更
の

許
容

範
囲

が
、

工
事

経
費

金
額

と
工

法
変

更
範

囲
が

法
的

に
わ

か
る

資
料

の
開

示
請

求
。

7
)換

地
指

定
が

完
了

し
て

い
る

た
め

、
ど

の
様

に
く

い
こ

む
・
何

m
な

の
か

わ
か

る
地

図
図

面
の

開
示

請
求

。
8
)｢

新
た

な
計

画
｣は

都
市

計
画

決
定

項
目

な
の

か
、

今
後

ど
の

様
な

整
備

計
画

が
想

定
さ

れ
る

の
か

が
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
不

透
明

整
備

項
目

が
都

市
計

画
決

定
項

目
な

の
か

、
都

市
計

画
決

定
を

必
要

と
し

な
い

範
囲

を
規

定
し

た
熊

本
市

資
料

等
の

開
示

請
求

。

7
4
5

3
/
1
3

第
2
　

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

の
判

断
の

記
述

内
容

に
つ

い
て

の
開

示
請

求
。

1
両

ﾊ
ﾞｽ

停
は

平
成

2
3
年

3
月

、
春

日
寺

前
ﾊ

ﾞｽ
停

(春
日

保
育

園
前

ﾊ
ﾞｽ

停
)に

移
設

さ
れ

て
お

り
ま

す
と

あ
る

が
、

剥
奪

撤
去

さ
れ

た
の

は
平

成
2
3

年
2
月

中
旬

で
あ

る
。

何
の

根
拠

資
料

に
よ

っ
て

記
述

さ
れ

た
の

か
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2
　

1
)平

成
1
3
年

3
月

熊
本

駅
周

辺
の

都
市

計
画

施
設

の
都

市
計

画
決

定
に

よ
り

、
春

日
陸

橋
撤

去
に

伴
う

迂
回

付
替

え
道

路
に

係
る

ﾊ
ﾞｽ

ﾙ
ｰ

ﾄ変
更

、
春

日
池

上
線

新
設

に
伴

う
ﾊ

ﾞｽ
ﾙ

ｰ
ﾄ変

更
等

が
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2
)道

路
管

理
者

及
び

ﾊ
ﾞｽ

事
業

者
の

同
意

が
得

ら
れ

な
か

っ
た

と
の

記
述

の
根

拠
と

な
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
3
)ど

の
地

点
か

ら
接

近
し

て
信

号
機

設
置

が
だ

め
と

す
る

法
的

根
拠

、
地

図
図

式
の

資
料

等
の

開
示

請
求

。
4
)ど

の
交

差
点

か
ら

交
差

点
が

連
続

し
て

距
離

が
何

m
以

内
で

あ
れ

ば
だ

め
と

す
る

法
的

根
拠

、
地

図
図

式
の

資
料

等
の

開
示

請
求

。
5
)円

滑
な

交
通

の
妨

げ
る

こ
と

に
な

る
と

の
法

的
根

拠
、

地
図

図
式

の
資

料
等

の
開

示
請

求
。

6
)都

市
計

画
決

定
の

項
目

に
ど

の
交

差
点

設
置

が
明

記
さ

れ
、

詳
細

設
計

書
と

一
緒

に
決

定
さ

れ
た

詳
細

設
計

図
の

資
料

等
の

開
示

請
求

。
B

地
点

の
交

差
点

と
通

称
春

日
交

差
点

の
詳

細
設

計
書

が
今

ま
で

不
存

在
で

あ
っ

た
が

、
作

成
済

と
わ

か
る

資
料

の
開

示
請

求
。

工
事

の
設

計
変

更
の

許
容

範
囲

が
、

工
事

経
費

金
額

と
工

法
変

更
範

囲
が

法
的

に
わ

か
る

資
料

の
開

示
請

求
。

7
)換

地
指

定
が

完
了

し
て

い
る

た
め

、
ど

の
様

に
く

い
こ

む
・
何

m
な

の
か

わ
か

る
地

図
図

面
の

開
示

請
求

。
8
)｢

新
た

な
計

画
｣は

都
市

計
画

決
定

項
目

な
の

か
、

今
後

ど
の

様
な

整
備

計
画

が
想

定
さ

れ
る

の
か

が
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
不

透
明

整
備

項
目

が
都

市
計

画
決

定
項

目
な

の
か

、
都

市
計

画
決

定
を

必
要

と
し

な
い

範
囲

を
規

定
し

た
熊

本
市

資
料

等
の

開
示

請
求

。

企
画

財
政

局
ｵ

ﾝ
ﾌ

ﾞｽ
ﾞﾏ

ﾝ
事

務
局
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
5
0

3
/
1
9

○
「
市

長
へ

の
手

紙
」
平

成
2
3
年

1
月

1
1
日

受
付

の
回

答
で

、
｢今

後
も

春
日

池
上

線
の

完
成

に
向

け
、

新
幹

線
開

業
後

の
自

動
車

の
通

行
や

ﾊ
ﾞｽ

利
用

者
の

方
々

の
状

況
を

考
慮

す
る

と
と

も
に

、
地

域
の

皆
様

の
ご

意
見

を
お

聴
き

し
な

が
ら

、
再

度
見

直
し

の
検

討
を

進
め

て
ま

い
り

ま
す

の
で

～
｣

と
あ

る
が

、
1
　

平
成

2
3
年

2
月

1
5
日

付
の

回
答

以
降

、
今

日
平

成
2
4
年

3
月

1
9
日

ま
で

に
、

「
利

用
者

の
方

々
の

状
況

を
考

慮
す

る
」
と

あ
る

が
、

ど
の

様
な

考
慮

を
し

た
と

す
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2
　

1
の

期
間

内
に

、
「
地

域
の

皆
様

の
ご

意
見

を
お

聴
き

し
な

が
ら

」
と

あ
る

が
、

地
域

の
皆

様
の

ご
意

見
を

聴
い

た
と

す
る

具
体

的
な

資
料

等
、

年
月

日
時

等
・
意

見
の

内
容

等
の

全
て

の
意

見
等

が
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
3
　

再
度

見
直

し
の

検
討

を
進

め
て

ま
い

り
ま

す
と

あ
る

が
、

1
の

期
間

内
に

再
度

検
討

し
た

実
績

の
年

月
日

時
場

所
・
出

席
者

役
職

名
氏

名
・
会

議
録

・
そ

こ
で

使
用

し
た

資
料

一
式

・
今

後
の

方
向

性
等

が
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

企
画

財
政

局
企

画
情

報
部

広
聴

課

「
市

長
へ

の
手

紙
」
(平

成
2
3
年

1
月

1
1
日

受
付

･第
6
6
1
号

)の
回

答
文

に
関

連
し

て
以

下
に

記
載

す
る

も
の

1
　

平
成

2
3
年

2
月

1
5
日

付
の

回
答

以
降

、
今

日
平

成
2
4
年

3
月

1
9
日

ま
で

に
、

「
利

用
者

の
方

々
の

状
況

を
考

慮
す

る
」
と

あ
る

が
、

ど
の

様
な

考
慮

を
し

た
と

す
る

資
料

等
2
　

1
の

期
間

内
に

、
「
地

域
の

皆
様

の
ご

意
見

を
お

聴
き

し
な

が
ら

」
と

あ
る

が
、

地
域

の
皆

様
の

ご
意

見
を

聴
い

た
と

す
る

具
体

的
な

資
料

等
、

年
月

日
時

等
・
意

見
の

内
容

等
の

全
て

の
意

見
等

が
わ

か
る

資
料

等
3
　

再
度

見
直

し
の

検
討

を
進

め
て

ま
い

り
ま

す
と

あ
る

が
、

1
の

期
間

内
に

再
度

検
討

し
た

実
績

の
年

月
日

時
場

所
・
出

席
者

役
職

名
氏

名
・
会

議
録

・
そ

こ
で

使
用

し
た

資
料

一
式

・
今

後
の

方
向

性
等

が
わ

か
る

資
料

等

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

3
/
2
7

1
.平

成
2
3
年

2
月

1
5
日

付
の

回
答

以
降

、
今

日
平

成
2
4
年

3
月

1
9
日

ま
で

に
、

「
利

用
者

の
方

々
の

状
況

を
考

慮
す

る
」
と

あ
る

が
、

ど
の

様
な

考
慮

を
し

た
と

す
る

資
料

等
の

そ
こ

だ
け

が
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
3
.再

度
見

直
し

の
検

討
を

進
め

て
ま

い
り

ま
す

と
あ

る
が

、
1
の

期
間

内
に

再
度

検
討

し
た

実
績

の
年

月
日

時
場

所
・
出

席
者

役
職

名
氏

名
・
会

議
録

・
そ

こ
で

使
用

し
た

資
料

一
式

・
今

後
の

方
向

性
等

が
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

不
開

示
5
号

　
審

議
検

討
に

関
す

る
情

報
3
/
3
0

2
.1

の
期

間
内

に
、

「
地

域
の

皆
様

の
ご

意
見

を
お

聴
き

し
な

が
ら

」
と

あ
る

が
、

地
域

の
皆

様
の

ご
意

見
を

聴
い

た
と

す
る

具
体

的
な

資
料

等
、

年
月

日
時

等
・
意

見
の

内
容

等
の

全
て

の
意

見
等

が
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

・
不

存
在

第
1
1
条

第
2
項

3
/
3
0

7
5
2

3
/
1
9

○
「
市

長
へ

の
手

紙
」
平

成
2
3
年

1
月

1
1
日

受
付

の
回

答
で

、
｢今

後
も

春
日

池
上

線
の

完
成

に
向

け
、

新
幹

線
開

業
後

の
自

動
車

の
通

行
や

ﾊ
ﾞｽ

利
用

者
の

方
々

の
状

況
を

考
慮

す
る

と
と

も
に

、
地

域
の

皆
様

の
ご

意
見

を
お

聴
き

し
な

が
ら

、
再

度
見

直
し

の
検

討
を

進
め

て
ま

い
り

ま
す

の
で

～
｣

と
あ

る
が

、
1
　

平
成

2
3
年

2
月

1
5
日

付
の

回
答

以
降

、
今

日
平

成
2
4
年

3
月

1
9
日

ま
で

に
、

「
利

用
者

の
方

々
の

状
況

を
考

慮
す

る
」
と

あ
る

が
、

ど
の

様
な

考
慮

を
し

た
と

す
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2
　

1
の

期
間

内
に

、
「
地

域
の

皆
様

の
ご

意
見

を
お

聴
き

し
な

が
ら

」
と

あ
る

が
、

地
域

の
皆

様
の

ご
意

見
を

聴
い

た
と

す
る

具
体

的
な

資
料

等
、

年
月

日
時

等
・
意

見
の

内
容

等
の

全
て

の
意

見
等

が
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
3
　

再
度

見
直

し
の

検
討

を
進

め
て

ま
い

り
ま

す
と

あ
る

が
、

1
の

期
間

内
に

再
度

検
討

し
た

実
績

の
年

月
日

時
場

所
・
出

席
者

役
職

名
氏

名
・
会

議
録

・
そ

こ
で

使
用

し
た

資
料

一
式

・
今

後
の

方
向

性
等

が
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

都
市

建
設

局
交

通
政

策
総

室

平
成

2
3
年

2
月

1
5
日

付
市

長
か

ら
受

け
取

っ
た

手
紙

の
内

容
に

対
し

行
っ

た
取

組
み

の
資

料

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

3
/
2
8

7
5
3

3
/
2
1

工
事

(委
託

)番
号

　
1
1
8
0
4
9
0
　

工
事

・
業

務
名

　
都

市
計

画
事

業
中

部
汚

水
3
号

線
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(7
4
4
工

区
)　

場
所

　
熊

本
市

貢
町

外
地

内
　

開
札

(予
定

)日
　

平
成

2
4
年

2
月

1
日

　
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

都
市

計
画

事
業

中
部

汚
水

3
号

線
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(7
4
4
工

区
)

開
示

3
/
2
6

3
/
2
6

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

○
「
市

長
へ

の
手

紙
」
平

成
2
3
年

1
月

1
1
日

受
付

の
回

答
で

、
｢今

後
も

春
日

池
上

線
の

完
成

に
向

け
、

新
幹

線
開

業
後

の
自

動
車

の
通

行
や

ﾊ
ﾞｽ

利
用

者
の

方
々

の
状

況
を

考
慮

す
る

と
と

も
に

、
地

域
の

皆
様

の
ご

意
見

を
お

聴
き

し
な

が
ら

、
再

度
見

直
し

の
検

討
を

進
め

て
ま

い
り

ま
す

の
で

～
｣

と
あ

る
が

、
1
　

平
成

2
3
年

2
月

1
5
日

付
の

回
答

以
降

、
今

日
平

成
2
4
年

3
月

1
9
日

ま
で

に
、

「
利

用
者

の
方

々
の

状
況

を
考

慮
す

る
」
と

あ
る

が
、

ど
の

様
な

考
慮

を
し

た
と

す
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2
　

1
の

期
間

内
に

、
「
地

域
の

皆
様

の
ご

意
見

を
お

聴
き

し
な

が
ら

」
と

あ
る

が
、

地
域

の
皆

様
の

ご
意

見
を

聴
い

た
と

す
る

具
体

的
な

資
料

等
、

年
月

日
時

等
・
意

見
の

内
容

等
の

全
て

の
意

見
等

が
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
3
　

再
度

見
直

し
の

検
討

を
進

め
て

ま
い

り
ま

す
と

あ
る

が
、

1
の

期
間

内
に

再
度

検
討

し
た

実
績

の
年

月
日

時
場

所
・
出

席
者

役
職

名
氏

名
・
会

議
録

・
そ

こ
で

使
用

し
た

資
料

一
式

・
今

後
の

方
向

性
等

が
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

7
5
1

3
/
1
9
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
5
4

3
/
2
1

工
事

(委
託

)番
号

　
1
1
8
0
4
8
9
　

工
事

・
業

務
名

　
都

市
計

画
事

業
東

部
汚

水
4
4
号

線
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(7
2
1
工

区
)　

場
所

　
熊

本
市

画
図

町
所

島
外

地
内

　
開

札
(予

定
)日

　
平

成
2
4
年

2
月

1
日

　
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

都
市

計
画

事
業

東
部

汚
水

4
4
号

線
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(7
2
1
工

区
)

の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
2
3

3
/
2
6

7
5
5

3
/
2
1

工
事

(委
託

)番
号

　
1
1
8
0
4
9
8
　

工
事

・
業

務
名

　
都

市
計

画
事

業
　

西
部

汚
水

2
6
号

線
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(7
5
8
工

区
)　

場
所

　
熊

本
市

島
崎

6
丁

目
地

内
　

開
札

(予
定

)日
　

平
成

2
4
年

2
月

8
日

　
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

2
6
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
（
7
5
8
工

区
）

の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
2
6

3
/
2
6

7
5
6

3
/
2
1

平
成

1
9
年

9
月

2
日

付
け

炭
化

水
素

計
の

物
品

購
入

に
か

か
る

入
札

・
入

札
調

書
　

・
契

約
書

　
・
仕

様
書

環
境

保
全

局
環

境
保

全
部

環
境

企
画

課

平
成

1
9
年

9
月

2
日

付
け

炭
化

水
素

計
の

物
品

購
入

に
か

か
る

入
札

・
入

札
調

書
　

・
契

約
書

　
・
仕

様
書

開
示

3
/
2
7

3
/
2
9

7
5
7

3
/
2
2

熊
本

駅
西

3
8
か

ら
4
1
街

区
φ

1
5
0
･1

0
0
粍

配
水

管
布

設
他

１
件

工
事

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

・
熊

本
駅

西
3
8
か

ら
4
1
街

区
φ

1
5
0
･1

0
0
粍

配
水

管
布

設
他

１
件

工
事

金
入

り
設

計
書

開
示

3
/
2
9

4
/
6

7
5
8

3
/
2
2

県
道

田
迎

木
原

線
（
犬

渕
跨

道
橋

か
ら

釈
迦

堂
橋

間
）
￠

2
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
金

入
設

計

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

・
県

道
田

迎
木

原
線

（
犬

渕
跨

道
橋

か
ら

釈
迦

堂
橋

間
）
￠

2
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
上

記
の

金
入

り
設

計
書

開
示

3
/
2
9

4
/
9

7
5
9

3
/
2
3

平
成

2
4
年

3
月

1
4
日

開
札

都
市

計
画

事
業

　
中

央
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(7
4
7
工

区
)

都
市

計
画

事
業

　
東

部
汚

水
1
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(7

6
6
工

区
)　

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

都
市

計
画

事
業

中
央

汚
水

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(7

4
7
工

区
)

東
部

汚
水

1
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(7

6
6
工

区
)の

金
入

設
計

書
開

示
3
/
2
7

4
/
3

7
6
0

3
/
2
3

平
成

2
4
年

3
月

1
4
日

開
札

都
市

計
画

事
業

　
加

勢
川

第
6
排

水
区

雨
水

調
整

池
遮

水
工

事
(2

工
区

)
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
都

市
整

備
部

河
川

課

工
事

名
：
都

市
計

画
事

業
　

加
勢

川
第

6
排

水
区

雨
水

調
整

池
遮

水
工

事
(2

工
区

)
開

札
日

：
平

成
2
4
年

3
月

1
4
日

　
開

示
文

書
：
金

入
設

計
書

開
示

3
/
3
0

4
/
3

7
6
1

3
/
2
6

・
平

成
2
3
年

度
○

△
会

□
×

支
部

に
対

す
る

補
助

金
支

出
負

担
行

為
・

支
払

い
命

令
書

・
平

成
2
4
年

度
○

△
会

□
×

支
部

に
対

す
る

補
助

金
予

算
書

企
画

財
政

局
城

南
総

合
支

所
城

南
ま

ち
づ

く
り

交
流

室

・
平

成
2
3
年

度
○

△
会

□
×

支
部

に
対

す
る

補
助

金
支

出
負

担
行

為
・

支
払

い
命

令
書

・
平

成
2
4
年

度
○

△
会

□
×

支
部

に
対

す
る

補
助

金
予

算
書

開
示

4
/
6

4
/
6

7
6
2

3
/
2
6

○
熊

本
市

議
会

開
催

中
(平

成
2
4
年

3
月

1
3
日

)に
、

総
務

・
教

育
常

任
委

員
会

に
於

い
て

、
計

5
件

の
陳

情
書

の
内

容
説

明
を

行
っ

た
。

1
.｢

行
政

文
書

等
の

管
理

に
関

す
る

条
例

｣の
制

定
2
.｢

熊
本

市
情

報
公

開
条

例
｣の

見
直

し
3
.｢

熊
本

市
市

民
参

画
と

協
働

の
推

進
条

例
｣の

｢ﾊ
ﾟﾌ

ﾞﾘ
ｯ
ｸ
ｺ
ﾒ
ﾝ

ﾄ｣
の

条
文

見
直

し
と

｢ﾊ
ﾟﾌ

ﾞﾘ
ｯ
ｸ
ｺ
ﾒ
ﾝ

ﾄ｣
の

個
別

条
例

の
制

定
4
.｢

熊
本

市
市

民
参

画
と

協
働

の
推

進
条

例
｣の

｢審
議

会
｣の

条
文

見
直

し
と

｢審
議

会
｣の

個
別

条
例

の
制

定
5
.「

ま
ち

づ
く

り
条

例
」
の

制
定

を
　

求
め

る
陳

情
書

。
上

記
の

陳
情

書
が

、
各

常
任

委
員

会
に

於
い

て
、

ど
の

様
な

分
析

行
わ

れ
た

か
、

取
り

扱
わ

れ
て

い
る

か
等

の
会

議
録

等
の

各
件

名
が

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

議
会

事
務

局
議

事
課

○
熊

本
市

議
会

開
催

中
(平

成
2
4
年

3
月

1
3
日

)に
、

総
務

・
教

育
常

任
委

員
会

に
於

い
て

、
計

5
件

の
陳

情
書

の
内

容
説

明
を

行
っ

た
。

1
.｢

行
政

文
書

等
の

管
理

に
関

す
る

条
例

｣の
制

定
2
.｢

熊
本

市
情

報
公

開
条

例
｣の

見
直

し
3
.｢

熊
本

市
市

民
参

画
と

協
働

の
推

進
条

例
｣の

｢ﾊ
ﾟﾌ

ﾞﾘ
ｯ
ｸ
ｺ
ﾒ
ﾝ

ﾄ｣
の

条
文

見
直

し
と

｢ﾊ
ﾟﾌ

ﾞﾘ
ｯ
ｸ
ｺ
ﾒ
ﾝ

ﾄ｣
の

個
別

条
例

の
制

定
4
.｢

熊
本

市
市

民
参

画
と

協
働

の
推

進
条

例
｣の

｢審
議

会
｣の

条
文

見
直

し
と

｢審
議

会
｣の

個
別

条
例

の
制

定
5
.「

ま
ち

づ
く

り
条

例
」
の

制
定

を
　

求
め

る
陳

情
書

。
上

記
の

陳
情

書
が

、
各

常
任

委
員

会
に

於
い

て
、

ど
の

様
な

分
析

行
わ

れ
た

か
、

取
り

扱
わ

れ
て

い
る

か
等

の
会

議
録

等
の

各
件

名
が

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

4
/
4

7
6
3

3
/
2
6

植
木

町
正

清
￠

1
5
0
粍

推
進

及
び

配
水

管
布

設
替

工
事

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

整
備

課

・
植

木
町

正
清

￠
1
5
0
粍

推
進

及
び

配
水

管
布

設
替

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書
開

示
3
/
2
9

4
/
6

7
6
4

3
/
2
7

保
健

所
　

生
活

衛
生

課
管

轄
空

気
環

境
測

定
　

対
象

物
件

ﾘｽ
ﾄ(

物
件

名
、

住
所

)
健

康
福

祉
局

衛
生

部
生

活
衛

生
課

熊
本

市
域

内
で

届
出

の
あ

る
特

定
建

築
物

の
名

称
及

び
所

在
地

開
示

3
/
2
9

4
/
4

7
6
5

3
/
2
7

平
成

2
4
年

3
月

1
4
日

開
札

都
市

計
画

事
業

　
西

部
汚

水
7
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(7

7
9
工

区
)　

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

7
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(7

7
9
工

区
)

の
金

入
設

計
書

開
示

3
/
2
9

4
/
9

7
6
6

3
/
2
7

平
成

2
4
年

3
月

1
4
日

開
札

春
日

2
丁

目
第

1
2
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

平
成

2
4
年

3
月

1
4
日

開
札

春
日

2
丁

目
第

1
2
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
3
/
2
9

4
/
9
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
6
7

3
/
2
7

平
成

2
3
年

1
2
月

1
4
日

開
札

富
合

総
合

支
所

前
道

路
改

良
外

工
事

設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書

企
画

財
政

局
富

合
総

合
支

所
建

設
課

工
事

名
　

富
合

総
合

支
所

前
道

路
改

良
外

工
事

上
記

工
事

の
設

計
変

更
後

金
入

設
計

書
開

示
3
/
3
0

4
/
9

7
6
8

3
/
2
7

平
成

2
4
年

1
月

2
5
日

開
札

区
画

道
路

1
1
-
1
号

線
外

道
路

築
造

外
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

平
成

2
4
年

1
月

2
5
日

開
札

区
画

道
路

1
1
-
1
号

線
外

道
路

築
造

外
工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
3
/
3
0

4
/
9

7
6
9

3
/
2
7

平
成

2
4
年

2
月

1
日

開
札

中
部

汚
水

3
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(7

4
4
工

区
)

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

都
市

計
画

事
業

中
部

汚
水

3
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(7

4
4
工

区
)

開
示

4
/
5

4
/
9

7
7
0

3
/
2
9

大
江

2
丁

目
新

大
江

3
丁

目
第

1
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
　

変
更

後
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
土

木
部

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

工
事

名
　

大
江

2
丁

目
新

大
江

3
丁

目
第

1
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
開

札
日

　
平

成
2
3
年

1
0
月

2
6
日

　
金

入
設

計
書

開
示

3
/
3
0

4
/
9

7
7
1

3
/
2
9

熊
本

市
九

品
寺

○
丁

目
△

-
□

及
び

同
所

△
-
×

の
土

地
に

建
物

を
所

有
す

る
4
名

と
の

土
地

賃
貸

借
契

約
書

都
市

建
設

局
建

築
部

住
宅

課

公
有

財
産

有
償

貸
付

契
約

書
開

示
（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
4
/
6

4
/
6

7
7
2

3
/
2
9

水
の

科
学

館
　

H
2
2
年

度
決

算
書

上
下

水
道

局
総

務
部

経
営

企
画

課

水
の

科
学

館
　

H
2
2
年

度
決

算
書

開
示

4
/
1
2

4
/
1
3
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
7
3

3
/
2
9

総
務

局
総

務
部

総
務

課

1
　

何
の

法
的

根
拠

等
、

熊
本

市
情

報
公

開
・
個

人
情

報
保

護
審

議
会

の
答

申
「
不

開
示

は
妥

当
で

な
い

」
と

の
答

申
を

、
敢

え
て

無
視

、
不

遵
守

し
て

の
隠

蔽
し

た
の

か
、

せ
ざ

る
を

得
な

か
っ

た
の

か
、

等
の

わ
か

る
確

た
る

根
拠

等
2
　

当
審

議
会

は
、

「
事

業
等

の
是

非
に

つ
い

て
は

判
断

し
な

い
」
と

し
て

判
断

し
な

か
っ

た
が

、
こ

れ
を

正
当

と
し

て
幸

山
市

長
決

裁
を

可
能

と
す

る
、

法
的

根
拠

等
の

わ
か

る
条

例
等

資
料

等
。

　
更

に
、

こ
の

事
に

つ
い

て
、

庁
舎

内
で

ど
の

様
な

分
析

審
議

議
論

決
裁

等
が

行
な

わ
れ

た
か

、
関

係
協

議
者

出
席

氏
名

、
開

催
年

月
日

時
、

場
所

等
の

わ
か

る
資

料
等

。
3
　

写
し

の
交

付
に

際
し

て
は

、
「
第

2
9
回

、
第

3
3
回

」
の

資
料

を
、

「
黒

色
で

隠
蔽

し
て

交
付

す
る

こ
と

」
と

の
記

載
さ

れ
て

い
る

箇
所

の
わ

か
る

資
料

等
。

「
不

存
在

」
の

場
合

は
、

当
審

議
会

の
答

申
に

遵
法

し
な

く
て

も
構

わ
な

い
と

す
る

、
法

的
優

越
根

拠
の

わ
か

る
資

料
等

。

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

4
/
9

7
7
4

3
/
2
9

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

B
.庁

舎
内

で
の

ど
の

様
な

分
析

審
議

議
論

決
裁

等
が

行
わ

れ
た

か
、

関
係

協
議

者
出

席
氏

名
・
開

催
年

月
日

日
時

・
場

所
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

開
示

4
/
1
2

4
/
1
6

7
7
5

3
/
2
9

平
成

2
4
年

3
月

1
4
日

開
札

都
市

計
画

事
業

　
城

南
汚

水
幹

線
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(7
8
6
工

区
)

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

部
下

水
道

建
設

課

都
市

計
画

事
業

城
南

汚
水

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(7

8
6
工

区
)

の
金

入
設

計
書

開
示

4
/
5

4
/
9

7
7
6

3
/
3
0

簡
易

専
用

水
道

取
扱

要
領

1
.簡

易
専

用
水

道
設

置
届

(様
式

第
1
号

)
2
.簡

易
専

用
水

道
設

置
届

出
記

載
事

項
変

更
届

出
(様

式
第

2
号

)
3
.簡

易
専

用
水

道
廃

(休
)止

届
(様

式
第

3
号

)
　

平
成

2
3
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

2
4
月

3
0
日

ま
で

(1
,2

,3
)

4
.特

定
建

築
物

の
名

称
及

び
所

在
地

5
.専

用
水

道
施

設
の

名
称

及
び

所
在

地
　

平
成

2
4
年

3
月

3
0
日

現
在

(4
,5

)

健
康

福
祉

局
衛

生
部

生
活

衛
生

課

1
.簡

易
専

用
水

道
設

置
届

(様
式

第
1
号

)
2
.簡

易
専

用
水

道
設

置
届

出
記

載
事

項
変

更
届

出
(様

式
第

2
号

)
3
.簡

易
専

用
水

道
廃

(休
)止

届
(様

式
第

3
号

)
　

平
成

2
3
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

2
4
月

3
0
日

ま
で

(1
～

3
)

4
.特

定
建

築
物

の
名

称
及

び
所

在
地

5
.専

用
水

道
施

設
の

名
称

及
び

所
在

地
　

平
成

2
4
年

3
月

3
0
日

現
在

(4
、

5
)

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
4
/
1
3

4
/
1
7

○
｢決

定
書

の
謄

本
に

つ
い

て
(送

付
)・

駅
整

発
第

2
1
2
-
1
号

・
駅

整
発

第
2
1
2
-
2
号

・
平

成
2
4
年

3
月

2
1
日

付
｣に

つ
い

て
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
1
.決

定
書

　
主

文
　

熊
本

市
長

が
平

成
2
2
年

7
月

9
日

付
け

で
異

議
申

立
人

に
対

し
て

行
っ

た
文

書
等

の
開

示
請

求
拒

否
決

定
処

分
を

取
り

消
し

ま
す

。
と

の
審

議
会

の
判

断
が

な
さ

れ
て

い
る

。
A

.に
も

拘
ら

ず
、

「
駅

整
発

2
1
2
-
2
号

」
で

は
、

第
2
7
～

3
4
回

熊
本

駅
周

辺
工

事
に

関
す

る
関

係
者

協
議

の
内

容
が

黒
色

で
隠

蔽
し

て
い

る
。

依
っ

て
、

何
の

法
的

根
拠

等
、

熊
本

市
情

報
公

開
・
個

人
情

報
保

護
審

議
会

の
答

申
「
不

開
示

は
妥

当
で

な
い

」
と

の
答

申
を

、
敢

え
て

無
視

・
不

遵
守

し
て

の
隠

蔽
し

た
の

か
、

せ
ざ

る
を

得
な

か
っ

た
の

か
、

等
の

わ
か

る
確

た
る

根
拠

等
の

開
示

請
求

。
B

.5
　

審
議

会
の

判
断

(2
)判

断
に

当
た

っ
て

の
基

本
的

な
考

え
方

　
当

審
議

会
は

、
条

例
に

基
づ

き
請

求
拒

否
(不

開
示

)の
妥

当
性

を
判

断
す

る
も

の
で

あ
り

、
事

業
等

の
是

非
に

つ
い

て
は

判
断

し
な

い
。

と
あ

る
が

、
当

審
議

会
は

、
【
事

業
等

の
是

非
に

つ
い

て
は

判
断

し
な

い
】
と

し
て

判
断

し
な

か
っ

た
が

、
こ

れ
を

正
当

と
し

て
幸

山
市

長
決

裁
を

可
能

と
す

る
、

法
的

根
拠

等
の

わ
か

る
条

例
等

資
料

等
の

開
示

請
求

。
　

更
に

、
こ

の
事

に
つ

い
て

、
庁

舎
内

で
ど

の
様

な
分

析
審

議
議

論
決

裁
等

が
行

な
わ

れ
た

か
、

関
係

協
議

者
出

席
氏

名
、

開
催

年
月

日
時

、
場

所
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
C

.熊
本

市
情

報
公

開
・
個

人
情

報
保

護
審

議
会

｢情
個

審
答

申
第

1
号

・
平

成
2
4
年

2
月

2
4
日

付
｣の

答
申

内
容

に
は

、
第

2
9
・
3
3
回

の
協

議
に

対
し

て
、

｢当
審

議
会

が
ｲ
ﾝ

ｶ
ﾒ
ﾗ
で

確
認

し
た

と
こ

ろ
、

同
文

書
の

記
載

内
容

か
ら

し
て

、
こ

れ
を

公
表

し
た

と
し

て
も

、
意

思
決

定
の

中
立

性
が

不
当

に
損

な
わ

れ
た

り
、

不
当

に
市

民
の

間
に

混
乱

を
生

じ
さ

せ
る

と
ま

で
い

え
な

い
と

考
え

ら
れ

る
。

　
ま

た
、

開
示

す
る

こ
と

に
よ

り
事

業
の

執
行

に
影

響
が

あ
る

旨
の

具
体

的
な

主
張

さ
れ

て
い

る
と

も
い

え
な

い
。

　
し

た
が

っ
て

、
同

文
書

を
不

開
示

し
た

実
施

機
関

の
判

断
は

、
妥

当
で

は
な

い
。

」
と

記
述

が
あ

り
、

写
し

の
交

付
に

際
し

て
は

、
「
第

2
9
回

、
第

3
3

回
」
の

資
料

を
、

「
黒

色
　

で
隠

蔽
し

て
交

付
す

る
こ

と
」
と

の
記

載
さ

れ
て

い
る

箇
所

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
も

し
「
不

存
在

」
の

場
合

は
、

当
審

議
会

の
答

申
に

遵
法

し
な

く
て

も
構

わ
な

い
と

す
る

、
法

的
優

越
根

拠
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
7
7

3
/
3
0

水
質

汚
濁

防
止

法
の

有
害

物
質

の
使

用
状

況
の

最
新

の
届

出
内

容
（
設

置
又

は
構

造
等

）
(社

)○
△

　
□

×
　

〒
8
6
0
-
0
8
1
1
　

熊
本

本
荘

●
丁

目
▲

番
■

号

環
境

保
全

局
環

境
保

全
部

水
保

全
課

○
水

質
汚

濁
防

止
法

特
定

施
設

使
用

届
出

○
特

定
事

業
場

に
お

け
る

有
害

物
質

の
使

用
状

況
報

告
書

開
示

4
/
9

4
/
1
0

7
7
8

3
/
3
0

①
判

定
年

月
日

　
H

1
6
.1

2
.1

5
　

判
定

番
号

0
4
年

第
6
3
8
号

②
判

定
年

月
日

　
H

1
1
.8

.3
1
　

判
定

番
号

9
9
年

第
1
8
3
号

の
関

係
資

料

都
市

建
設

局
都

市
政

策
部

建
築

指
導

課

①
判

定
年

月
日

　
H

1
6
.1

2
.1

5
　

判
定

番
号

0
4
年

第
6
3
8
号

②
判

定
年

月
日

　
H

1
1
.8

.3
1
　

判
定

番
号

9
9
年

第
1
8
3
号

の
関

係
資

料

開
示

（
一

部
請

求
拒

否
）

2
号

　
個

人
情

報
4
/
2

4
/
3

○
私

の
「
文

書
等

開
示

請
求

書
・
第

7
4
5
号

・
平

成
2
4
年

3
月

1
3
日

付
」
に

対
し

、
「
文

書
等

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)決
定

通
知

書
・
ｵ

ﾝ
ﾌ

ﾞﾏ
ﾝ

発
第

1
0
-
1
号

・
平

成
2
4
年

3
月

2
7
日

付
」
で

別
添

添
付

資
料

の
交

付
を

受
領

し
た

。
こ

の
事

に
つ

い
て

、
再

開
示

請
求

。
・
私

の
開

示
請

求
内

容
は

、
「
第

2
ｵ

ﾝ
ﾌ

ﾞｽ
ﾞﾏ

ﾝ
の

判
断

の
記

述
内

容
に

つ
い

て
の

開
示

請
求

。
2
.平

成
1
3
年

3
月

、
熊

本
駅

周
辺

の
都

市
計

画
施

設
の

都
市

計
画

決
定

が
な

さ
れ

ま
し

た
が

、
～

春
日

陸
橋

が
撤

去
さ

れ
通

行
不

可
能

と
な

る
の

で
、

あ
ら

た
に

JR
線

路
の

東
西

を
つ

な
ぐ

道
路

と
し

て
新

設
さ

れ
る

道
路

(春
日

池
上

線
)に

転
換

す
る

こ
と

し
て

い
た

こ
と

か
ら

、
平

成
2
3
年

3
月

に
新

設
道

路
の

春
日

池
上

線
が

開
通

し
、

両
ﾊ

ﾞｽ
停

が
(春

日
保

育
園

前
ﾊ

ﾞｽ
停

)に
移

設
し

た
も

の
で

す
。

と
あ

る
が

1
)平

成
1
3
年

3
月

、
熊

本
駅

周
辺

の
都

市
計

画
施

設
の

都
市

計
画

決
定

が
な

さ
れ

て
、

そ
の

決
定

内
容

に
、

春
日

(北
岡

)陸
橋

撤
去

に
伴

う
　

迂
回

付
替

え
新

設
道

路
し

て
ﾊ

ﾞｽ
ﾙ

ｰ
ﾄ変

更
・
そ

の
後

春
日

池
上

線
新

設
に

伴
い

ﾊ
ﾞｽ

ﾙ
ｰ

ﾄ変
更

・
等

　
の

都
市

計
画

決
定

し
た

と
す

る
そ

こ
だ

け
が

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

と
な

っ
て

い
た

筈
で

あ
る

。
・
「
ｵ

ﾝ
ﾌ

ﾞｽ
ﾞ発

第
1
0
-
1
号

」
の

内
容

も
、

同
様

の
記

述
が

な
さ

れ
て

、
別

紙
添

付
資

料
の

内
容

が
交

付
さ

れ
た

。
「
平

成
2
3
年

度
第

1
3
号

　
苦

情
申

立
4
　

調
査

項
目

(1
)「

五
反

」
「
春

日
寺

前
」
バ

ス
停

の
廃

止
経

緯
～

と
記

述
さ

れ
た

資
料

で
あ

り
、

都
市

計
画

決
定

書
面

と
認

定
立

証
す

る
資

料
と

し
て

は
、

無
理

が
あ

る
。

・
私

は
、

当
時

の
「
都

市
計

画
決

定
書

面
縦

覧
」
を

、
全

て
確

認
し

て
い

る
の

で
、

「
ﾊ

ﾞｽ
ﾙ

ｰ
ﾄの

変
更

」
等

の
細

部
に

亘
る

具
体

的
資

料
等

が
提

示
し

て
い

た
と

の
記

憶
が

な
い

。
・
に

も
拘

ら
ず

、
堂

々
と

「
ﾊ

ﾞｽ
ﾙ

ｰ
ﾄの

変
更

等
」
が

、
都

市
計

画
決

定
時

に
あ

っ
た

と
の

偽
証

的
記

述
が

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

事
務

局
で

も
な

さ
れ

て
い

る
の

で
、

驚
い

て
い

る
。

こ
の

事
の

　
信

憑
性

・
真

実
性

・
熊

本
市

市
政

執
行

遵
法

理
念

・
等

の
偽

証
罪

的
名

誉
回

復
の

為
に

も
、

後
年

に
作

成
し

た
も

の
で

は
な

く
、

都
市

計
画

審
議

会
で

使
用

し
た

審
査

対
象

当
時

の
「
都

市
計

画
決

定
の

縦
覧

に
使

用
さ

れ
た

・
そ

こ
だ

け
が

わ
か

る
資

料
」
の

開
示

請
求

。

4
/
1
0

第
1
1
条

第
2
項

不
存

在
企

画
財

政
局

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

事
務

局

○
私

の
「
文

書
等

開
示

請
求

書
・
第

7
4
5
号

・
平

成
2
4
年

3
月

1
3
日

付
」
に

対
し

、
「
文

書
等

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)決
定

通
知

書
・
ｵ

ﾝ
ﾌ

ﾞﾏ
ﾝ

発
第

1
0
-
1
号

・
平

成
2
4
年

3
月

2
7
日

付
」
で

別
添

添
付

資
料

の
交

付
を

受
領

し
た

。
こ

の
事

に
つ

い
て

、
再

開
示

請
求

。
・
私

の
開

示
請

求
内

容
は

、
「
第

2
ｵ

ﾝ
ﾌ

ﾞｽ
ﾞﾏ

ﾝ
の

判
断

の
記

述
内

容
に

つ
い

て
の

開
示

請
求

。
2
.平

成
1
3
年

3
月

、
熊

本
駅

周
辺

の
都

市
計

画
施

設
の

都
市

計
画

決
定

が
な

さ
れ

ま
し

た
が

、
～

春
日

陸
橋

が
撤

去
さ

れ
通

行
不

可
能

と
な

る
の

で
、

あ
ら

た
に

JR
線

路
の

東
西

を
つ

な
ぐ

道
路

と
し

て
新

設
さ

れ
る

道
路

(春
日

池
上

線
)に

転
換

す
る

こ
と

し
て

い
た

こ
と

か
ら

、
平

成
2
3
年

3
月

に
新

設
道

路
の

春
日

池
上

線
が

開
通

し
、

両
ﾊ

ﾞｽ
停

が
(春

日
保

育
園

前
ﾊ

ﾞｽ
停

)に
移

設
し

た
も

の
で

す
。

と
あ

る
が

1
)平

成
1
3
年

3
月

、
熊

本
駅

周
辺

の
都

市
計

画
施

設
の

都
市

計
画

決
定

が
な

さ
れ

て
、

そ
の

決
定

内
容

に
、

春
日

(北
岡

)陸
橋

撤
去

に
伴

う
　

迂
回

付
替

え
新

設
道

路
し

て
ﾊ

ﾞｽ
ﾙ

ｰ
ﾄ変

更
・
そ

の
後

春
日

池
上

線
新

設
に

伴
い

ﾊ
ﾞｽ

ﾙ
ｰ

ﾄ変
更

・
等

　
の

都
市

計
画

決
定

し
た

と
す

る
そ

こ
だ

け
が

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

と
な

っ
て

い
た

筈
で

あ
る

。
・
「
ｵ

ﾝ
ﾌ

ﾞｽ
ﾞ発

第
1
0
-
1
号

」
の

内
容

も
、

同
様

の
記

述
が

な
さ

れ
て

、
別

紙
添

付
資

料
の

内
容

が
交

付
さ

れ
た

。
「
平

成
2
3
年

度
第

1
3
号

　
苦

情
申

立
4
　

調
査

項
目

(1
)「

五
反

」
「
春

日
寺

前
」
バ

ス
停

の
廃

止
経

緯
～

と
記

述
さ

れ
た

資
料

で
あ

り
、

都
市

計
画

決
定

書
面

と
認

定
立

証
す

る
資

料
と

し
て

は
、

無
理

が
あ

る
。

・
私

は
、

当
時

の
「
都

市
計

画
決

定
書

面
縦

覧
」
を

、
全

て
確

認
し

て
い

る
の

で
、

「
ﾊ

ﾞｽ
ﾙ

ｰ
ﾄの

変
更

」
等

の
細

部
に

亘
る

具
体

的
資

料
等

が
提

示
し

て
い

た
と

の
記

憶
が

な
い

。
・
に

も
拘

ら
ず

、
堂

々
と

「
ﾊ

ﾞｽ
ﾙ

ｰ
ﾄの

変
更

等
」
が

、
都

市
計

画
決

定
時

に
あ

っ
た

と
の

偽
証

的
記

述
が

ｵ
ﾝ

ﾌ
ﾞｽ

ﾞﾏ
ﾝ

事
務

局
で

も
な

さ
れ

て
い

る
の

で
、

驚
い

て
い

る
。

こ
の

事
の

　
信

憑
性

・
真

実
性

・
熊

本
市

市
政

執
行

遵
法

理
念

・
等

の
偽

証
罪

的
名

誉
回

復
の

為
に

も
、

後
年

に
作

成
し

た
も

の
で

は
な

く
、

都
市

計
画

審
議

会
で

使
用

し
た

審
査

対
象

当
時

の
「
都

市
計

画
決

定
の

縦
覧

に
使

用
さ

れ
た

・
そ

こ
だ

け
が

わ
か

る
資

料
」
の

開
示

請
求

。

3
/
3
0

7
7
9
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

「
市

長
へ

の
手

紙
」
(平

成
2
3
年

1
月

1
1
日

受
付

･第
6
6
1
号

)の
回

答
文

に
関

連
し

て
以

下
に

記
載

す
る

も
の

2
　

特
に

「
今

後
も

、
春

日
池

上
線

の
完

成
に

向
け

、
新

幹
線

開
業

後
も

自
動

車
の

通
行

や
ﾊ

ﾞｽ
利

用
者

の
方

々
の

状
況

を
考

慮
す

る
と

と
も

に
、

地
域

の
皆

様
の

ご
意

見
を

お
聞

き
し

な
が

ら
、

再
度

見
直

し
の

検
討

を
進

め
て

ま
い

り
ま

す
の

で
ご

理
解

を
い

た
だ

き
ま

す
よ

う
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

」
と

の
記

述
分

の
根

拠
と

な
っ

た
そ

こ
だ

け
が

わ
か

る
主

幹
局

、
広

聴
課

等
の

根
拠

資
料

。
3
　

平
成

2
4
年

3
月

1
9
日

付
・
情

報
公

開
窓

口
受

付
第

7
5
0
号

に
対

し
て

、
広

聴
発

第
4
7
号

･平
成

2
4
年

3
月

2
7
日

付
で

、
1
.2

.3
の

全
て

の
項

目
が

不
存

在
に

な
っ

て
い

る
。

つ
ま

り
、

広
聴

課
は

回
答

書
は

主
幹

局
等

と
調

整
し

て
、

「
美

辞
麗

句
を

並
べ

て
回

答
書

を
作

成
す

る
が

、
回

答
内

容
に

つ
い

て
は

責
任

は
持

た
な

い
、

後
の

事
は

知
っ

た
こ

と
で

は
な

い
、

責
任

も
な

い
」
と

の
市

政
執

行
な

の
か

の
熊

本
市

条
例

理
念

の
法

的
根

拠
。

不
存

在
第

1
1
条

第
2
項

4
/
5

1
　

「
市

長
へ

の
手

紙
」
(平

成
2
3
年

1
月

1
1
日

受
付

･第
6
6
1
号

)の
回

答
文

の
根

拠
に

な
っ

た
、

担
当

課
回

答
文

。

開
示

4
/
5

4
/
1
7

7
8
1

3
/
3
0

金
入

り
設

計
書

県
道

田
迎

木
原

線
（
御

幸
木

部
橋

か
ら

犬
淵

大
橋

間
）
￠

2
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事

上
下

水
道

局
水

道
部

水
道

建
設

課

県
道

田
迎

木
原

線
（
御

幸
木

部
橋

か
ら

犬
淵

大
橋

間
）
￠

2
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
上

記
の

金
入

り
設

計
書

開
示

4
/
1
3

4
/
1
9

企
画

財
政

局
企

画
情

報
部

広
聴

課

○
平

成
2
3
年

2
月

1
5
日

付
・
熊

本
市

長
幸

山
政

史
直

筆
ｻ

ｲ
ﾝ

入
り

の
回

答
書

・
関

連
の

開
示

請
求

。
1
.熊

本
市

広
聴

課
が

、
私

の
　

「
市

長
へ

の
手

紙
」
に

対
し

て
、

勝
手

に
美

辞
麗

句
を

並
べ

て
回

答
書

を
作

成
し

、
幸

山
市

長
の

決
裁

を
受

け
た

と
も

思
わ

れ
な

い
の

で
、

主
管

局
が

等
の

裏
面

回
答

調
書

に
基

づ
き

作
成

さ
れ

た
も

の
と

思
わ

れ
る

の
で

、
こ

の
平

成
2
3
年

2
月

1
5
日

付
・
幸

山
市

長
直

筆
ｻ

ｲ
ﾝ

入
り

回
答

書
に

使
わ

れ
た

根
拠

と
な

る
資

料
等

一
式

の
開

示
請

求
。

2
.ま

た
、

特
に

「
今

後
も

、
春

日
池

上
線

の
完

成
に

向
け

、
新

幹
線

開
業

後
も

自
動

車
の

通
行

や
ﾊ

ﾞｽ
利

用
者

の
方

々
の

状
況

を
考

慮
す

る
と

と
も

に
、

地
域

の
皆

様
の

ご
意

見
を

お
聞

き
し

な
が

ら
、

再
度

見
直

し
の

検
討

を
進

め
て

ま
い

り
ま

す
の

で
ご

理
解

を
い

た
だ

き
ま

す
よ

う
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

」
と

の
記

述
分

の
根

拠
と

な
っ

た
そ

こ
だ

け
が

わ
か

る
主

幹
局

、
広

聴
課

等
の

根
拠

資
料

等
の

開
示

請
求

。
3
　

平
成

2
4
年

3
月

1
9
日

付
・
情

報
公

開
窓

口
受

付
第

7
5
0
号

に
対

し
て

、
広

聴
発

第
4
7
号

･平
成

2
4
年

3
月

2
7
日

付
で

、
「
1
.2

.3
の

全
て

の
項

目
が

『
不

存
在

』
」
に

な
っ

て
い

る
。

つ
ま

り
、

広
聴

課
は

回
答

書
は

主
幹

局
等

と
調

整
し

て
、

「
美

辞
麗

句
を

並
べ

て
回

答
書

を
作

成
す

る
が

、
回

答
内

容
に

つ
い

て
は

責
任

は
持

た
な

い
?
後

の
事

は
知

っ
た

こ
と

で
は

な
い

?
責

任
も

な
い

?
」
と

の
業

務
市

政
執

行
な

の
か

の
熊

本
市

条
例

理
念

の
法

的
根

拠
の

開
示

請
求

。

3
/
3
0

7
8
0
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受付
番号

受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

1 4/8

平成18年12月26日～平成23年4月8日迄の
ﾚｾﾌﾟﾄ
①ﾘｳﾏﾁ科整形外科での
平成18年12月26日からの最初の診療日と平
成19年6月頃の最後の診療日のﾚｾﾌﾟﾄ
②病院に上記期間中受診した分（平成19年
6月28日）のﾚｾﾌﾟﾄ
③病院の上記期間中受診した分（平成20年
12月22日）ﾚｾﾌﾟﾄ

開示 -
健康福祉局
保健福祉部
保護第二課

5/19 5/20

2 4/8

平成13年7月9日（交通事故）～平成14年8月
2日迄通院した病院に伴う
①聞き取り調査日と内容
②指導した日付と内容

一部開示
2号　評価・診断等情報
6号　第三者情報

健康福祉局
衛生部
地域医療課

4/20 5/20

3 4/21
障害福祉ｻｰﾋﾞｽの支給決定に関する書類一
式
平成22年度に行われた3回分について

一部開示
2号　評価・診断等情報
6号　第三者情報

健康福祉局
保健福祉部
障がい保健福祉課

5/2 5/17

4 4/21
亡父が、4月1日病院に搬送され、そのまま亡
くなったが、その後の市の老健施設への聞き
取り調査資料

一部開示 6号　第三者情報
健康福祉局
保健福祉部
高齢介護福祉課

5/2 5/6

5 4/22
戸籍関係請求書、住民票関係請求書
(平成23年4月1日から平成23年4月21日ま
で)

開示 -
市民生活局
市民生活部
東部市民ｾﾝﾀｰ

5/2 5/2

6 5/9
住民票関係請求書、前住所の除票を含む
(平成23年3月1日から平成23年4月30日ま
で)

開示 -
市民生活局
市民生活部
市民課

5/16 5/16

7 5/9
戸籍関係請求書
(平成23年3月1日から平成23年4月30日ま
で)

不存在
市民生活局
市民生活部
市民課

5/16 5/18

8 5/9
住民票関係請求書、前住所の除票を含む
(平成23年3月1日から平成23年4月30日ま
で)

開示 -
市民生活局
市民生活部
市民課

5/16 5/18

9 5/9
戸籍関係請求書
(平成23年3月1日から平成23年4月30日ま
で)

不存在
市民生活局
市民生活部
市民課

5/16 5/16

10 5/10
病院及び歯科医院（各1ヵ所）の平成22年9
月より4月分までのﾚｾﾌﾟﾄ 開示 -

健康福祉局
保健福祉部
保護第一課

5/24 5/25

11 5/16
住民票関係請求書
(平成22年12月1日から平成23年5月15日ま
で)

開示 -
市民生活局
市民生活部
市民課

5/20 5/25

12 5/16
戸籍関係請求書
(平成22年12月1日から平成23年5月15日ま
で)

不存在
市民生活局
市民生活部
市民課

5/20 5/25

13 5/18

平成22年度熊本市職員採用試験一次試験
の成績
（一次試験の総合順位、総合得点、種目別
得点、合格最低点がそれぞれ記載してある
もの）

開示 - 人事委員会事務局 5/27 5/27

14 5/30
印鑑登録証明書交付申請書
(平成21年5月30日から平成23年5月30日ま
で)

開示 -
市民生活局
市民生活部
市民課

6/8 6/10

15 6/1
印鑑登録証明書交付申請書
(平成22年6月1日から平成23年5月31日ま
で)

不存在
市民生活局
市民生活部
市民課

6/8 6/8

16 6/9
平成２２年度の障害福祉ｻｰﾋﾞｽの支給決定
に関する資料一式 一部開示

2号　評価・診断等情報
6号　第三者情報

健康福祉局
保健福祉部
障がい保健福祉課

6/22 6/23

17 6/13
戸籍関係請求書
(平成23年5月6日から平成23年5月6日まで) 開示 -

市民生活局
市民生活部
市民課

6/16 6/16

18 6/15
介護保険のｻｰﾋﾞｽ利用実績
Ｈ20年～現在 開示 -

健康福祉局
保健福祉部
高齢介護福祉課

6/27 7/6

19 7/28
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ資料の勘案事項整理票（全
部） 一部開示 6号　第三者情報

健康福祉局
保健福祉部
障がい保健福祉課

8/8 8/11

20 8/1
印鑑登録証明書交付申請書
(平成21年8月2日から平成23年8月1日まで) 開示 -

市民生活局
市民生活部
市民課

8/8 8/8

21 8/11
建設ﾘｻｲｸﾙ法に基づく届出書の委任状

開示 -
都市建設局
都市政策部
建築指導課

8/11 8/11

平　成　２３　年　度　個　人　情　報　開　示　請　求　一　覧
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受付
番号

受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

22 8/12
自宅火災の原因が表示されている書類

一部開示 6号　第三者情報
消防局
総務課

8/26 8/29

23 8/17
植木総合支所の職員が家を訪問した理由が
わかる書類（誰が何の通報をしたかがわかる
書類を含む）

一部開示
2号　評価・診断等情報
3号　行政運営情報
6号　第三者情報

企画財政局
植木総合支所
保健福祉課

8/30 9/1

24 8/19
自宅火災で全焼したことを証明する書類

一部開示 6号　第三者情報
消防局
総務課

9/2 9/5

25 8/25
私の現在の印鑑登録日がわかるもの

一部開示 3号　行政運営情報
市民生活局
市民生活部
市民課

8/31 9/1

26 8/25
亡き母の要介護認定の状況がわかる書類一
式（要介護1～3、Ｈ12～Ｈ22） 開示 -

健康福祉局
健康政策部
中央保健福祉ｾﾝﾀｰ

8/31 8/31

27 8/25
亡き母に係る口座変更手続きの書類

開示 -
健康福祉局
健康福祉部
高齢介護福祉課

9/6 9/7

28 9/8
亡き母の印鑑登録の改印をした時期のわか
る書類 一部開示 3号　行政運営情報

市民生活局
市民生活部
市民課

9/21 9/22

29 9/12
住民票関係請求書
(平成11年3月31日から平成23年9月8日ま
で)

不存在
市民生活局
市民生活部
市民課

9/21
9/23
郵送

30 9/20

亡き父の戸籍関係請求書（戸籍附票、郵送
請求を含む）
(平成20年8月18日から平成23年9月20日ま
で)

開示 -
市民生活局
市民生活部
市民課

10/4 10/4

31 10/4
住民票関係請求書
(平成21年10月1日から平成23年8月1日ま
で)

開示 -
市民生活局
市民生活部
市民課

10/13 10/13

32 10/20
平成23年5月20日受け取りの苦情・相談処
理簿の中の県相談窓口より送付された書類 一部開示 6号　第三者情報

健康福祉局
衛生部
地域医療課

11/8
延長有

11/11

33 10/20
住民票関係請求書
(平成22年10月20日から平成23年10月20日
まで)

一部開示 6号　第三者情報
市民生活局
市民生活部
市民課

10/28 10/31

開示 -
一部開示 6号　第三者情報
不存在

35 10/24
印鑑登録証明書交付申請書
(平成23年1月1日から平成23年10月24日ま
で)

開示 -
市民生活局
市民生活部
市民課

10/25 10/27

36 10/25
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ調査票一式

一部開示 6号　第三者情報
健康福祉局
保健福祉部
障がい保健福祉課

10/27 10/28

37 11/2

平成20年10月23日～11.19日○病院に入院
時、介護福祉課に介護福祉の手続き書類を
提出した人。21年2月24日～4月16日△病院
入院時介護手続きの書類を手続きされた方

開示 -
健康福祉局
保健福祉部
高齢介護福祉課

11/10
11/15
郵送

38 11/7
亡き母の4施設の介護報酬の書類、認定情
報の書類 開示 -

健康福祉局
保健福祉部
高齢介護福祉課

11/22 11/24

39 11/14
所有する土地に関する道路協定書

開示 -
都市建設局
都市政策部
建築指導課

11/16 11/16

40 11/21
ひまわりｶｰﾄﾞの交付～変更までの分
児童手当の交付と変更手続きの書類 一部開示 6号　第三者情報

子ども未来局
子ども支援部
子育て支援課

11/25 11/29

41 11/25
池田2丁目公園の売買に関する書類

不存在
企画財政局
財務部
管財課

12/9 12/9

42 12/1
離婚する時の世帯分離の際のｹｰｽ記録

一部開示
2号　評価・診断等情報
3号　行政運営情報
6号　第三者情報

健康福祉局
保健福祉部
保護第一課

12/14 12/20

43 12/1
離婚に際し、ひまわりｶｰﾄﾞの変更手続きの受
付け書類等 一部開示 6号　第三者情報

子ども未来局
子ども支援部
子育て支援課

12/5 12/5

44 12/5
印鑑登録証明書交付申請書
(平成21年12月5日から平成23年12月5日ま
で)

一部開示 6号　第三者情報
市民生活局
市民生活部
幸田市民ｾﾝﾀｰ

12/8 12/15

45 12/7
平成21年5月1日付け交付手続きにおいての
書類写し 一部開示 6号　第三者情報

健康福祉局
健康政策部
国民健康保険課

12/20 12/20

10/3110/28
34 10/21

住民票関係請求書
(平成20年10月21日から平成23年10月21日
まで)

市民生活局
市民生活部
市民課
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受付
番号

受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

46 12/13
住民票関係請求書
(平成23年6月2日分） 一部開示 6号　第三者情報

市民生活局
市民生活部
市民課

12/13 12/13

47 12/14

娘に対するH19.8.1～最後までの記録全て

一部開示

2号　評価・診断等情報
3号　行政運営情報
5号　国等協力関係情報
6号　第三者情報

子ども未来局
子ども育成部
児童相談所

12/27
1/11
郵送

48 12/20

世帯分離の際に書いた申請書類等の書類
の写し
別れた後の妻・子世帯のために夫が不動産
屋に手続きした書類
H21.5.1～7.3までのｹｰｽ記録

一部開示
2号　評価・診断等情報
3号　行政運営情報
6号　第三者情報

健康福祉局
保健福祉部
保護第一課

1/4 1/5

49 12/21
亡夫の救急報告書

開示 -
消防局
総務課

12/28 1/4

50 12/21
建築確認申請書

開示 -
都市建設局
都市政策部
建築指導課

12/26 12/26

51 12/26
印鑑登録証明書交付申請書
(平成23年1月1日から平成23年12月26日ま
で)

不存在
市民生活局
市民生活部
市民課

1/4
1/4
郵送

52 12/27
住民票関係請求書
(平成23年10月1日から平成23年12月27日ま
で)

一部開示 6号　第三者情報
市民生活局
市民生活部
市民課

1/10 1/12

53 1/5
救急搬送の記録
これまでに開示したもの「平成23年3月16日
の分）

一部開示 4号　公共の安全情報
消防局
総務課

1/17 1/23

54 1/10
亡母の高齢介護ｻｰﾋﾞｽ費の給付額（H18年
度からH23年5月分まで） 開示 -

健康福祉局
保健福祉部
高齢介護福祉課

1/20 1/20

55 1/11
戸籍関係請求書
(平成23年11月23日から平成24年1月5日ま
で)

不存在
市民生活局
市民生活部
市民課

1/17
1/17
郵送

56 1/12
生活保護相談から決定を経て、離婚後の平
成21年12月末日までのｹｰｽ記録 一部開示

2号　評価・診断等情報
3号　行政運営情報
6号　第三者情報

健康福祉局
保健福祉部
保護第一課

1/30 1/31

57 1/16
印鑑登録証明書交付申請書
(平成22年1月16日から平成24年1月16日ま
で)

開示 -
市民生活局
市民生活部
市民課

1/24 1/26

58 1/19

私の委任状で発行された証明書の請求関係
書（平成23年11月22日～平成24年1月19日
まで）
・固定資産台帳(名寄せ帳）
・所得証明書
・固定資産評価証明

不存在
企画財政局
税務部
主税課

2/2
2/2
郵送

59 1/19
住民票関係請求書（家族全員の謄本）
(平成23年11月22日から平成24年1月19日ま
で)

不存在
市民生活局
市民生活部
市民課

1/31
2/2
郵送

60 1/19

戸籍関係請求書（戸籍証明書、戸籍謄本・
抄本）
(平成23年11月22日から平成24年1月19日ま
で)

不存在
市民生活局
市民生活部
市民課

1/31
2/2
郵送

61 1/23
亡き娘の救急車出動の開始から終了までの
経緯、家族からの事情聴取内容等の記録 一部開示 6号　第三者情報

消防局
総務課

2/6 2/6

62 2/1
私が相談した記録

一部開示 6号　第三者情報
健康福祉局
衛生部
地域医療課

2/8 2/8

63 2/3
亡き母の介護記録

開示 -
健康福祉局
保健福祉部
高齢介護福祉課

2/15
2/20
郵送

64 2/3
戸籍関係請求書
(平成21年2月3日から平成24年2月3日まで) 一部開示 6号　第三者情報

市民生活局
市民生活部
市民課

2/8 2/8

65 2/9
自己所有地に係る代替用地の処分一覧表

一部開示 6号　第三者情報
都市建設局
土木部
道路整備課

2/21 2/23

66 2/17

私が相談した心のなやみ等を含む記録

一部開示 6号　第三者情報

市民生活局
市民生活部
男女共同参画ｾﾝﾀｰ
ﾊｰﾓﾆｰ

2/28 3/2

67 2/17
亡き母の介護認定を受けた時の書類全て
（意思の意見書含む） 開示 -

健康福祉局
保健福祉部
高齢介護福祉課

3/1 3/1
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受付
番号

受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

68 2/20
長男に関する学校が市教育委員会に提出
する「事故報告書」 開示 -

教育委員会事務局
学校教育部
指導課

2/29 2/29

69 2/20
長男に関する学校が日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ
へ提出する「災害報告書」 開示 -

教育委員会事務局
学校教育部
健康教育課

2/29 2/29

70 3/6

熊本市環境審議会の公募委員の選考結果
について
1.私の応募原稿についての評価・配点のわ
かる資料一式
2.面接での評価・配点のわかる資料一式

開示 -
環境保全局
環境保全部
環境企画課

3/13 3/15

71 3/14
被相続人亡母の要介護度の資料の開示

開示 -
健康福祉局
保健福祉部
高齢介護福祉課

3/22 3/22

72 3/21
子の高校入試試験（点数）等中学校の内申
書、点数等がわかる科目ごとの書類（答案用
紙）

開示 -
教育委員会事務局
学校教育部
指導課

3/24 3/24

73 3/21
住民票関係請求書
(平成23年3月21日から平成24年3月21日ま
で)

一部開示 6号　第三者情報
市民生活局
市民生活部
市民課

4/4 4/5

74 3/22
事故後、救急搬送された時のいつ（日時）・
どこから・誰が・どういう内容の119番通報した
か

開示 -
消防局
総務課

4/5 4/9

75 3/26
家屋の火災報告書

一部開示
6号　第三者情報
7号　未成年情報

消防局
総務課

4/9 4/9

76 3/27
戸籍関係請求書（戸籍の附票）
(平成20年10月1日から平成21年1月30日ま
で)

不存在
市民生活局
市民生活部
市民課

4/10
4/10
郵送

77 3/27
亡父の介護算定資料

開示 -
健康福祉局
保健福祉部
高齢介護福祉課

4/6 4/17

78 3/28
子に関する市教育委員会への小学校からの
事故報告書（第８報以降の分の関係資料） 開示 -

教育委員会事務局
学校教育部
指導課

4/11 4/25

79 3/28
子の幼稚園でのけが事故報告書

開示 -
教育委員会事務局
学校教育部
健康教育課

4/3 4/6

80 3/29
高校の受験の答案用紙（国語のみ）

開示 -
教育委員会事務局
学校教育部
指導課

4/3 4/5
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情 個 審 答 申 第 ２ 号 
平成２３年 ６月 ７日 

 
 熊本市長 様 
 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 
会 長  江  藤    孝 

 
 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 
 

平成２２年６月１５日付け環企発第３２０号による下記の諮問について、別紙のとおり

答申します。 
 

記 
 

熊本市公共事業環境配慮指針における文書等の開示請求に伴う請求拒否決定に対する異

議申立てについて 
 
 

文書等の件名  １ 熊本市環境行政では、第３種事業 60,000 千円未満は、環境特性把

握シート及び事業別環境配慮チェックシートの作成を省略となって

いる。環境配慮チェックシートを省略しても良いとする環境に影響

を及ぼさない・影響無い・とする根拠・事例・等のわかる資料等 
２ 熊本市公共事業環境配慮指針では、一地域周辺での熊本市事業

主・熊本県事業主・民間企業事業主・国事業主・等が競合しての公

共工事の環境影響評価の複合拡幅競合影響の総合的評価調査説明責

任が熊本市事業主にあると思う。熊本市民・住民への環境保全・予

防医学的健康被害防止策・等の責務が、当然市政理念に包含されて

いる筈であるから、この熊本市公共事業環境配慮指針の中のどの部

分が適用・機能・するのかの文書 
３ この指針の中で適用しない・機能しない・不存在の場合は、何故・

必要ない・適用しなくて良い・機能させないで良い・とする根拠・

事例等・のわかる資料等 
４ 熊本市事業主、熊本県事業主、国事業主、民間事業主、等による

巨大公共事業が競合して、諸々の公共事業が施行されていて、熊本
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駅西地域一帯に車の洪水氾濫を誘導させて、浮遊粒子状物質・微粒

子・等を上空に滞留させ、市民在住約 6,000 人等の予防医学的見地

からの健康等環境影響調査説明責任に対して、この熊本市公共事業

環境配慮指針が機能するのか？機能するとする根拠のわかる法的根

拠の資料 
 
 
 
 
 
 
 

［ 諮問第５号 ］ 
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 別 紙 
                                   
 

答     申 
 
１ 審議会の結論 
 
  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当である。 
 
２ 異議申立ての経緯 
 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が熊本市情報公開条例（以

下「条例」という。）に基づき、下記の文書のとおり４件を開示請求したことに対し、実

施機関が開示請求拒否決定（不存在）を行ったことについて、当該決定の取消しを求め

たものである。 
○ 環境配慮チェックシートを省略しても良いとする環境に影響を及ぼさない・影響

無い・とする根拠・事例・等のわかる資料等（以下「本件文書Ⅰ」という。） 
○ 熊本市民・住民への環境保全・予防医学的健康被害防止策・等の責務が、当然市

政理念に包含されている筈であるから、この熊本市公共事業環境配慮指針の中のど

の部分が適用・機能・するのかの文書（以下「本件文書Ⅱ」という。） 
○ この指針の中で適用しない・機能しない・不存在の場合は、何故・必要ない・適

用しなくて良い・機能させないで良い・とする根拠・事例等・のわかる資料等（以

下「本件文書Ⅲ」という。） 
○ 熊本駅西地域一帯に車の洪水氾濫を誘導させて、浮遊粒子状物質・微粒子・等を

上空に滞留させ、市民在住約 6,000 人等の予防医学的見地からの健康等環境影響調

査説明責任に対して、この熊本市公共事業環境配慮指針が機能するのか？機能する

とする根拠のわかる法的根拠の資料（以下「本件文書Ⅳ」という。） 
  
３ 申立人の主張の趣旨 
 
  申立人が、異議申立書及び意見書で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 
 
 (1) 本件文書Ⅰの存否について 

熊本県環境政策課等からの研修を何度も受講しながら、長年制定もせず、十数年か

けて 環境配慮指針が産声をあげたにも拘らず、環境特性把握シート・事業別環境配

慮チェックシートを省略しても良いとの熊本市環境行政理念が、何処からの発想なの

か、不可解である。指導機関、熊本県環境行政指針とは格差が大きくて、熊本市環境

諮問第５号 
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行政が、この様なお粗末な理念指針であってよい筈がない。不存在を取り消して、存

在、法的根拠の資料提示を行っていただきたい。 
 

(2) 本件文書Ⅱの存否について 
熊本市環境配慮指針では、熊本市民の環境を守り健康を守る規定が、不存在とは、

責務放棄・不作為であり、血税をはむ熊本市環境行政職員の中に居る筈がない。更に、

他の事業者には県条例等の遵守を規定しながら、熊本市職員は、遵守をしなくても良

いとの理屈、理念が現存する筈もなく、不存在を取り消して、存在、根拠提示を行っ

ていただきたい。 
 
(3) 本件文書Ⅲの存否について 

熊本市長環境行政執行で、市民の健康被害の予防医学的配慮・事前配置・生活環境

の保全のための配慮の仕組みづくり・等は、表紙の裏の目的理念として掲げるだけで

良いとの、上司の命令に従っているとはとても思えない。熊本市民の福祉向上・健康

被害防止策の為のあらゆる事前配慮・熊本市民生活環境保全等に配慮した指針、とな

っている筈であり、不存在を取り消して、「存在・わかる資料等」を開示・提示してい

ただきたい。 
 

(4) 本件文書Ⅳの存否について 
環境業務執行職員の自覚・環境保全への諸法令等への理念認識欠落等に呆れ、「率先

して取り組み」、「世界に誇れる環境先進都市を目指す」などは美辞麗句を並べるだけ

であり、現実の問題点を分析審議して頂き、不存在を取り消し、「存在・根拠証拠」を

提示・建議していただきたい。 
 
４ 実施機関の説明の趣旨 
 
  実施機関が、請求拒否理由説明書において主張した内容は、おおむね次のとおりであ

る。 
 

(1) 本件文書Ⅰの存否について 
  環境配慮指針は、本市が実施するすべての公共事業を対象とすると規定しており、

すべての公共事業に環境配慮を行うことが前提となっている。その上で、その対応方

法は事業規模によって定めており、６千万円未満の事業・工事については、環境特性

把握シート及び事業別環境配慮チェックシートの作成を省略することとしており、環

境配慮を行わないものではない。そのため、環境に影響を及ぼさない・影響無いとす

る根拠、事例等のわかる資料については存在しない。 
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(2) 本件文書Ⅱの存否について 
環境配慮指針は、公共事業における、温暖化対策や資源の有効利用など環境負荷の

低減、自然環境の保全及び歴史的環境、生活環境保全のための配慮の仕組みを規定し

ているものであり、一地域周辺での熊本市事業主、熊本県、民間企業、国等が競合し

ての公共工事の総合的評価説明責任、さらに熊本市民・住民への環境保全・予防医学

的健康被害防止策等の責務については規定しておらず不存在である。 
 

(3) 本件文書Ⅲの存否について 
本件文書Ⅱと同じ理由で、その根拠・事例等については不存在である。 

 
(4) 本件文書Ⅳの存否について 

環境配慮指針は、予防医学的見地からの健康等環境影響調査説明責任に対して機能

しないため、その法的根拠資料は不存在である。 
 
５ 審議会の判断 
 

(1) 本件文書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳについて 
開示請求書及び異議申立書からすると、本件文書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳは、次のとおりで

ある。 
 

ア 本件文書Ⅰは、熊本市環境行政では、第３種事業 60,000 千円未満は、環境特性

把握シート及び事業別環境配慮チェックシートの作成を省略となっている。環境

配慮チェックシートを省略しても良いとする環境に影響を及ぼさない・影響無

い・とする根拠・事例・等のわかる資料等 
イ 本件文書Ⅱは、熊本市公共事業環境配慮指針では、一地域周辺での熊本市事業

主・熊本県事業主・民間企業事業主・国事業主・等が競合しての公共工事の環境

影響評価の複合拡幅競合影響の総合的評価調査説明責任が熊本市事業主にあると

思う。熊本市民・住民への環境保全・予防医学的健康被害防止策・等の責務が、

当然市政理念に包含されている筈であるから、この熊本市公共事業環境配慮指針

の中のどの部分が適用・機能・するのかの文書 
ウ 本件文書Ⅲは、この指針の中で適用しない・機能しない・不存在の場合は、何

故・必要ない・適用しなくて良い・機能させないで良い・とする根拠・事例等・

のわかる資料等 
エ 本件文書Ⅳは、熊本市事業主、熊本県事業主、国事業主、民間事業主、等によ

る巨大公共事業が競合して、諸々の公共事業が施行されていて、熊本駅西地域一

帯に車の洪水氾濫を誘導させて、浮遊粒子状物質・微粒子・等を上空に滞留させ、

市民在住約 6,000 人等の予防医学的見地からの健康等環境影響調査説明責任に対
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して、この熊本市公共事業環境配慮指針が機能するのか、機能するとする根拠の

わかる法的根拠の資料 
 

(2) 判断に当たっての基本的な考え方 
   当審議会は、条例に基づき請求拒否（不存在）の妥当性を判断するものであり、事

業等の是非については判断しない。 
  

(3) 本件文書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの存否について 
本件文書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳが存在しないとする実施機関の説明は前記４のとおりであ

り、いずれも十分に合理性を認めることができる。これに対し、申立人の主張は、い

ずれも実施機関が行った事務事業や判断についての不服を述べているに過ぎず、文書

の存在を疑わせる合理的な理由は認められず、不存在であることに不合理性も認めら

れない。 
よって、本件文書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳはいずれも存在しないと認められる。 

 
(4) 結論 

以上により、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 
 
 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 
会     長  江 藤  孝 
会長職務代理者  荒 木 昭次郎 
委     員  大 江 正 昭 
委     員  高 木 絹 子 
委     員  馬 場  啓 
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〔参考〕

審議会の審議経過

年　　月　　日 審　　議　　経　　過

平成２２年　　６月１５日 　熊本市長から諮問を受けた。

平成２２年　　６月２８日 　実施機関から請求拒否理由説明書を受理した。

平成２２年　　７月１４日
　異議申立人から請求拒否理由説明書に対する意見書を
　受理した。

平成２２年　１２月２１日 　諮問の審議を行った。

平成２３年　　２月１６日 　諮問の審議を行った。

平成２３年　　３月２２日 　諮問の審議を行った。

平成２３年　　５月　９日 　答申（案）の審議を行った。

平成２３年　　６月　７日 　答申（案）の審議を行った。
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情 個 審 答 申 第 ３ 号 
平成２３年 ６月 ７日 

 
 熊本市長 様 
 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 
会 長  江  藤    孝 

 
 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 
 

平成２２年６月２９日付け市協発第１５４号による下記の諮問について、別紙のとおり

答申します。 
 

記 
 

熊本市自治推進委員会委員の公募における文書等の開示請求に伴う請求拒否決定に対す

る異議申立てについて 
 
 

文書等の件名  １ 熊本市自治推進委員会の公募委員選考で使用した応募者全員の小

論文 
２ 小論文の模範回答、百点満点等の基準のわかる資料 
３ 学識経験者選考基準・根拠等のわかる資料 

 
 
 
 
 
 
 

［ 諮問第６号 ］ 
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 別 紙 
                                   
 

答     申 
 
１ 審議会の結論 
 
  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当である。 
 
２ 異議申立ての経緯 
 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が熊本市情報公開条例（以

下「条例」という。）に基づき、熊本市自治推進委員会の公募委員選考で使用した応募者

全員の小論文（以下「本件文書Ⅰ」という。）、小論文の模範回答、百点満点等の基準の

わかる資料（以下「本件文書Ⅱ」という。）及び学識経験者選考基準・根拠等のわかる資

料（以下「本件文書Ⅲ」という。）を開示請求したことに対し、実施機関が開示請求拒否

決定を行ったことについて、当該決定の取消しを求めたものである。 
   
３ 申立人の主張の趣旨 
 
  申立人が、異議申立書及び意見書で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 
   

(1) 本件文書Ⅰの存否について 
   実施機関の請求拒否理由説明書に対して意見書の中で、自分の応募原稿を開示して

も良いか、との市職員の要請に拒否する応募者がいるとは、とても思われない、応募

原稿内容が素晴らしい・熊本市政にとって市民へ広く告知して、価値ある原稿内容を

役立てる役割を持つ原稿を隠蔽して、市政への損失を招く事は断じて許される執行職

員のとるべき職務行為ではない。即刻不開示でなく開示していただきたい。 
 

(2) 本件文書Ⅱの存否について 
模範回答、百点満点等の基準のわかる資料が存在して、はじめて評価・採点点数配

分が可能である。 
これだけの語句・文章等が包含しておれば、語句数・文章表現によって、配点を付

与する・全体表現によって、何点加算する等が、正常な採点方法である。 
ただ何の基準も無く「選考委員が総合的に判断し、審査する」とあるが、すべての

選考委員の判断に任せ配点させる方法は、公正・公平・透明性の熊本市自治基本条例

理念等とは、程遠い業務執行である。 

諮問第６号 
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模範解答・百点満点回答等の基準もなく、選考委員の総合的判断に任せていれば、

信頼失墜市政の危機を招く。 
 

(3) 本件文書Ⅲの存否について 
自治基本条例の中の「識見を有する者」の基準もなく、漠然と総合的に判断するだ

けでは、法理念に叶った選任とは程遠い選考である。 
一定の基準・レベルがあって、法理念を機能させているとの血税納税者の理解が得ら

れる筈である。選任基準が欠落していれば、市民との合意形成は機能しない筈であり、

何らかの支障を来たす結果となるので、不存在はありえないはずであり、「存在・開示」

していただきたい。 
 
４ 実施機関の説明の趣旨 
 
  実施機関が、請求拒否理由説明書において主張した内容は、おおむね次のとおりであ

る。 
 

(1) 本件文書Ⅰの存否について 
 

ア 条例第７条第２号の該当性について 
当該文書には、与えられたテーマについて、応募者個人のこれまでの活動や社会的

関心、さらにはこれまでの経験に基づく意見、信条、理念等が記載されており、これ

らは、応募者個人の人格、思想、社会観と密接に結びついたものである。 
なお、同種の文書（小論文や手紙等）については、公表することを前提として提供

された場合を除き、これまで公表したことはなく、情報公開においては本人に同意を

得て開示した例が過去に一度はあるが、それ以外はない。 
さらに、当該文書については公開することを前提に提出されたものではないことを

踏まえると、応募者は当該文書を公開することを予想してはおらず、また、開示決定

までに公開する旨の同意もないことから、これらの情報を開示すると個人識別性のあ

る部分を除いたとしても、個人の人格や財産権その他個人の正当な利益を害するおそ

れがある。 
したがって、条例第７条第２号に該当すると判断する。 

 
イ 条例第７条第６号の該当性について 

当該文書は、自治推進委員会における公募委員を選考する際に提出されたもので、

選考という事務事業に関する情報であることは明白である。 
    また、本件のように委員会の委員を選考する際に提出してもらう小論文について

は、与えられたテーマに基づき、応募者個人のこれまでの活動や社会的関心、さら
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にはこれまでの経験に基づく意見、信条、理念等を率直に記述してもらうことによ

り、より精度の高い人物評価が行えるものであるが、これが今後公表されるとなる

と、応募者は記載の仕方や表現に違いがでることは容易に推測され、どうしても一

般的な意見しか記述しなくなる。 
    さらに、公募委員に多くの人が応募してもらうことは、選考に当たって信頼され   

る市政運営や市民協働体制の推進を図る上からも重要なことであるが、小論文が公

表されるとなると応募を躊躇する者、また、中には筆跡や記載内容が公開されるこ

とにより、自分が分かるのではないかと危惧する者が出ることは否定できない。 
    よって、市が当該文書を公開するとすれば、選考という事務事業の目的が損なわ

れることになり、今後行われる同種の事務事業の適正な執行に支障を及ぼすのは明

白である。 
したがって、条例第７条第６号に該当すると判断する。 

 
ウ 条例第１４条の該当性について 

本件については、当該文書が条例第７条第２号及び第６号に明らかに該当すると判

断したため、当該手続きは行わなかったものである。 
 

(2) 本件文書Ⅱの存否について 
   公募委員の選考にあたっては、「熊本市自治推進委員会の委員選考等に関する要綱」  

に定める「熊本市自治推進委員会の公募委員選考基準」に基づき、小論文の内容と面

接の結果をもって選考委員が総合的に判断し、審査することとしているため、「満点・

模範回答」は作成しておらず不存在である。 
 

(3) 本件文書Ⅲの存否について 
学識経験者については、審議する中でのアドバイス、専門家としての検証、意見を

行うという役割から、地方自治や参画、協働に関し知識や経験を豊富に有する者が適

任であると考え、専門分野やこれまでの実績に基づき自治推進委員会事務局である市

民協働推進課が総合的に判断し選考しているため、「学識経験者選考基準や根拠等のわ

かる資料」は作成しておらず不存在である。 
 
５ 審議会の判断 
 

(1) 本件文書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて 
開示請求書及び異議申立書からすると、本件文書は、次のとおりである。 

 
① 本件文書Ⅰは、熊本市自治推進委員会の公募委員選考で使用した応募者全員の

小論文 
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② 本件文書Ⅱは、小論文の模範回答、百点満点等の基準のわかる資料 
③ 本件文書Ⅲは、学識経験者選考基準・根拠等のわかる資料 

 
 

(2) 判断に当たっての基本的な考え方 
   当審議会は、条例に基づき請求拒否の妥当性を判断するものであり、事業等の是非

については判断しない。 
 

(3) 個別の判断 
 

① 本件文書Ⅰについて 
ア  条例第７条第２号該当性について 

     実施機関が保有する文書等の中には、開示することにより、個人又は法人等の

正当な利益を害したり、公共の安全、行政事務事業の適正な遂行等に支障を及ぼす

もの等があるため、条例第７条において一定の合理的理由に基づき不開示とする必

要がある情報を不開示情報と規定したものである。 
同条第２号本文において、「個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、

又は他の情報と照合することにより識別され得るもの」を不開示情報と規定してお  

り、ただし書のアからオまでにおいて例外規定を設けている。 
(ｱ) 法令等の規定により、何人も閲覧することができる情報 
(ｲ) 実施機関が作成し、又は取得した情報で、公表することを目的としているも   

の 
(ｳ) 氏名その他特定の個人が識別され得る情報の部分を除くことにより、開示し

ても、この号の規定により保護される個人の利益が害されるおそれがないと認

められることとなる情報 
(ｴ) 公務員等の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職及び氏名に

関する情報であって、開示しても、当該公務員等の権利を不当に侵害し、また

は生活に不当に影響を与えるおそれがないと認められるもの 
(ｵ) 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、開示することがより

必要であると認められる情報 
 

本件文書Ⅰは、熊本市自治推進委員会委員の公募選考のために使用した応募

者全員の小論文で、条例第７条第２号に該当するかどうかを検討する。 
小論文には応募者個人のこれまでの活動や社会的関心、さらにはこれまでの経験

に基づく意見、信条、理念等が記載されている。これらの情報は、応募者個人の人

格、思想、社会観と密接に結びついたものであり、条例第７条第２号に規定する個

人情報に該当する。このため、同条ただし書きに該当するかどうかを検討する。 

‐107‐



本条ただし書ア、イ、エ、オに該当しないことは明らかである。 
ただし書ウに該当するかどうかについて検討する。 
本件文書Ⅰには前述のとおりの個人情報が記載されており、それらの情報を社会

に開示するか否か等については元来各応募者が自ら決すべき利益を有していると

認めるのが相当であり、そのことは、開示の対象となるべき文書から作成者が識別

される部分を除いたとしても同様というべきである。 
また、応募者は論文を提出するに当たり、それが後に公開されることは予想して

いなかったと推測される。 
以上のとおり、応募者においては、本件文書Ⅰの開示の可否について自ら決すべ

き利益を有するものであり、また、提出した論文が開示されることは予想し得ない

ことであったことからみるならば、本件文書Ⅰを「開示しても、この号の規定によ

り保護される個人の利益が害されるおそれがない」ものと認めることはできないと

いうべきである。 
したがって本件文書Ⅰはただし書ウには該当せず、条例第７条第２号の不開示情

報に該当する。 
 

イ 条例第７条第６号該当性について 
条例第７条第６号は、実施機関の事務事業の適正な遂行を確保するため、監査、

検査、取締り、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理その他実施機関

の事務事業に関する情報のうち、開示することにより、当該事務事業の性質上、

その適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報を不開示情報にすることを定め

たものである。ここでいう「支障」の程度とは名目的なものでは足りず、実質的

なものが要求されており、また「おそれ」の程度も単なる可能性ではなく、法的

保護に値する蓋然性が求められるものである。 
かかる文書が公開されるとなると、応募者は記載の仕方や表現に違いが出るこ

とは容易に推測され、一般的な意見しか記述しなくなる。さらに、応募を躊躇す

る者、又、筆跡や記載内容から個人が特定されると危惧する者が出ることも否定

できず、よって、選考という事務事業の目的が損なわれることになり、今後行わ

れる同種の選考事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがある。 
本件における当該委員の募集に際しても、応募された小論文の扱いについては、

なんら触れられておらず、当該論文を公開するとも明記されていなければ、公開

しないとも明記されていない。 
このような状況下で応募者は、自己の提出した小論文がいずれ公開されること

になるとは予想だにしないのが通常であり、むしろ公開されないことを前提と捉

え、小論文の内容もなんら制約されることなく、自由な発想のもとで記述された

ものと考えられる。 
このような応募者の意向を無視して、実施機関が本件文書Ⅰを意のままに開示
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すれば応募者と市との間の信頼関係が損なわれることは明らかであり、始動し始

めたばかりの委員会を運営する事務事業の適正な執行に支障を及ぼすことにな

ると認められる。 
したがって本件文書Ⅰは条例第７条第６号に該当する。 

 
ウ 条例第１４条について 

本条の意見聴取は、第三者の正当な権利利益を保護するために、不開示情報に

該当するかどうかを適切に判断するための調査であるが、当該情報が不開示情報

に明らかに該当するとき又は明らかに該当しないときは行わないこととしている。 
今回、実施機関は、判例による全国的な動向等も検討した結果、本件文書Ⅰが条

例第７条第２号に明らかに該当すると判断し、また、同条第６号にも明らかに該当

すると判断できたため、当該手続きは行わなかったものである。 
また、実施機関は、応募者と実施機関との間の信頼関係を重視するとともに今後

も事務事業の適正な執行を確保する観点から、本件文書Ⅰは条例第７条第６号の不

開示情報に明らかに該当するため、承諾をとるための手続きは行っていない。 
そもそも、条例第１４条は、第三者の正当な権利利益を保護するために、不開示

情報に該当するかどうかを適切に判断するために第三者に意見を聴くことができ

ると規定したものであり、第三者に意見を聴くことを実施機関に義務付けたもので

はない。実施機関は、本件文書Ⅰが不開示情報の規定に明らかに該当すると判断し

たため、本条の手続きを行わなかったものである。 
 

② 本件文書Ⅱ・Ⅲについて 
本件文書Ⅱ・Ⅲが存在しないとする実施機関の説明は前記４のとおりであり、い

ずれも十分に合理性を認めることができる。これに対し、申立人の主張は、いずれ

も実施機関が行った事務事業や判断についての不服を述べているに過ぎず、文書の

存在を疑わせる合理的な理由は認められず、不存在であることに不合理性も認めら

れない。 
よって、本件文書Ⅱ・Ⅲはいずれも存在しないと認められる。 

 
(4) 結論 

以上により、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 
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熊本市情報公開・個人情報保護審議会 
会     長  江 藤  孝 
会長職務代理者  荒 木 昭次郎 
委     員  大 江 正 昭 
委     員  高 木 絹 子 
委     員  馬 場  啓 
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〔参考〕

審議会の審議経過

年　　月　　日 審　　議　　経　　過

平成２２年　　６月２９日 　熊本市長から諮問を受けた。

平成２２年　　７月１６日 　実施機関から請求拒否理由説明書を受理した。

平成２２年　　８月　４日
　異議申立人から請求拒否理由説明書に対する意見書を
　受理した。

平成２２年　１２月２１日 　諮問の審議を行った。

平成２３年　　２月１６日 　諮問の審議を行った。

平成２３年　　３月２２日 　諮問の審議を行った。

平成２３年　　５月　９日 　答申（案）の審議を行った。

平成２３年　　６月　７日 　答申（案）の審議を行った。
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情 個 審 答 申 第 ４ 号 
平成２３年 ６月 ７日 

 
 熊本市長 様 
 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 
会 長  江  藤    孝 

 
 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 
 

平成２２年７月２２日付け政指発第２３１号による下記の諮問について、別紙のとおり

答申します。 
 

記 
 

熊本市行政区画の編成及び区役所の位置についての検討案のパブリックコメントにおけ

る文書等の開示請求に伴う請求拒否決定に対する異議申立てについて 
 
 

文書等の件名  １ 行政区画の編成・区役所の位置についての意見公募制度遂行の法

的根拠等のわかる資料 
２ パブコメ 4 項目目は、「熊本市パブリックコメント（意見公募）制

度実施要綱」第８条第１項第２号に該当するとのことだが、この文

章の何処が案件に合致しないのか、合致しないとした議論記録等法

的根拠等の資料 
３ パブコメ５項目目も、「熊本市パブリックコメント（意見公募）制

度実施要綱」第８条第１項第２号に該当するとのことだが、この文

章の何処が案件に合致しないのか、法第８条第１項第２号に該当す

るのか？とする法的根拠等を議論した記録等とそのわかる資料 
４ パブコメ 6 項目目も、「熊本市パブリックコメント（意見公募）制

度実施要綱」第８条第１項第２号に該当するとのことだが、この文

章が案件に合致しないとする記述を列挙し、その立証の根拠となる

審議記録等のわかる資料 
 
 
 

［ 諮問第７号 ］ 
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 別 紙 
                                   
 

答     申 
 
１ 審議会の結論 
 
  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当である。 
 
２ 異議申立ての経緯 
 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が熊本市情報公開条例（以

下「条例」という。）に基づき、下記の文書のとおり４件を開示請求したことに対し、実

施機関が開示請求拒否決定（不存在）を行ったことについて、当該決定の取消しを求め

たものである。 
○ 行政区画の編成・区役所の位置についての意見公募制度遂行の法的根拠等のわか

る資料（以下「本件文書Ⅰ」という。） 
○ パブコメ４項目目は、「熊本市パブリックコメント（意見公募）制度実施要綱」第

８条第１項第２号に該当するとのことだが、この文章の何処が案件に合致しないの

か、合致しないとした議論記録等法的根拠等の資料（以下「本件文書Ⅱ」という。） 
○ パブコメ５項目目も、「熊本市パブリックコメント（意見公募）制度実施要綱」第

８条第１項第２号に該当するとのことだが、この文章の何処が案件に合致しないの

か、法第８条第１項第２号に該当するのか？とする法的根拠等を議論した記録等と

そのわかる資料（以下「本件文書Ⅲ」という。） 
○ パブコメ６項目目も、「熊本市パブリックコメント（意見公募）制度実施要綱」第

８条第１項第２号に該当するとのことだが、この文章が案件に合致しないとする記

述を列挙し、その立証の根拠となる審議記録等のわかる資料（以下「本件文書Ⅳ」

という。） 
   
３ 申立人の主張の趣旨 
 
  申立人が、異議申立書及び意見書で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 
 
 (1) 本件文書Ⅰの存否について 

６項目あったにも拘らず、１項目しか公表されていないのは面倒くさい、不作為、

現行条例を理解できてない等の考えで、熊本市最重要課題の今後の熊本市発展の為の

協働のまちづくり理念の理解の考慮欠落等々とは、とても思えない。何らかの法的根

諮問第７号 
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拠に基づく喪失根拠と思われるので、「不存在」を取り消して開示していただきたい。 
 
(2) 本件文書Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの存否について 

私の意見の内容は特殊な現状・実情を訴えた意見であり、とても類似した文章があ

ったとする解釈は、市政執行の暴挙と言わざるを得ない。 
   熊本市パブリックコメント制度実施要綱・業務執行行政の不名誉の挽回・回復のた

めにも、政令指定都市発足の市政環境欠落補填のためにも、「存在・根拠証拠」を提示・

建議していただきたい。 
 
４ 実施機関の説明の趣旨 
 
  実施機関が、請求拒否理由説明書において主張した内容は、おおむね次のとおりであ

る。 
 

(1) 本件文書Ⅰの存否について 
今回の案件に対するパブリックコメントは、諮問している「熊本市行政区画等審議

会」より素案（５区、６区）が示され、住民生活にもかかわりのある案件であり、審

議会から市長への答申の際の参考とするために実施したものである。 
これ以外に遂行の理由はないことから、法的根拠等の分かる資料としては、文書不

存在としたものである。 
 

(2) 本件文書Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの存否について 
本件文書Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの件に関しては、「熊本市パブリックコメント（意見公募）制度

実施要綱」第８条第１項第２号に該当するということで開示決定を行ったところであ

り、パブリックコメントの結果公表に関する決裁（室長決裁）はとったものの、決定

に関しての審議記録等は残していないため、文書不存在としたものである。 
 
５ 審議会の判断 
 

(1) 本件文書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳについて 
開示請求書及び異議申立書からすると、本件文書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳは、次のとおりで

ある。 
 

ア 本件文書Ⅰは、行政区画の編成・区役所の位置についての意見公募制度遂行の

法的根拠等のわかる資料 
イ 本件文書Ⅱは、パブコメ４項目目は、「熊本市パブリックコメント（意見公募）

制度実施要綱」第８条第１項第２号に該当するとのことだが、この文章の何処が
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案件に合致しないのか、合致しないとした議論記録等法的根拠等の資料 
ウ 本件文書Ⅲは、パブコメ５項目目も、「熊本市パブリックコメント（意見公募）

制度実施要綱」第８条第１項第２号に該当するとのことだが、この文章の何処が

案件に合致しないのか、法第８条第１項第２号に該当するのか？とする法的根拠

等を議論した記録等とそのわかる資料 
エ 本件文書Ⅳは、パブコメ６項目目も、「熊本市パブリックコメント（意見公募）

制度実施要綱」第８条第１項第２号に該当するとのことだが、この文章が案件に

合致しないとする記述を列挙し、その立証の根拠となる審議記録等のわかる資料 
 

(2) 判断に当たっての基本的な考え方 
   当審議会は、条例に基づき請求拒否（不存在）の妥当性を判断するものであり、事

業等の是非については判断しない。 
  

(3) 本件文書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの存否について 
本件文書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳが存在しないとする実施機関の説明は前記４のとおりであ

り、いずれも十分に合理性を認めることができる。これに対し、申立人の主張は、い

ずれも実施機関が行った事務事業や判断についての不服を述べているに過ぎず、文書

の存在を疑わせる合理的な理由は認められず、不存在であることに不合理性も認めら

れない。 
よって、本件文書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳはいずれも存在しないと認められる。 

 
(4) 結論 

以上により、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 
 
 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 
会     長  江 藤  孝 
会長職務代理者  荒 木 昭次郎 
委     員  大 江 正 昭 
委     員  高 木 絹 子 
委     員  馬 場  啓 

‐115‐



〔参考〕

審議会の審議経過

年　　月　　日 審　　議　　経　　過

平成２２年　　７月２２日 　熊本市長から諮問を受けた。

平成２２年　　８月１２日 　実施機関から請求拒否理由説明書を受理した。

平成２２年　　８月２３日
　異議申立人から請求拒否理由説明書に対する意見書を
　受理した。

平成２２年　１２月２１日 　諮問の審議を行った。

平成２３年　　２月１６日 　諮問の審議を行った。

平成２３年　　３月２２日 　諮問の審議を行った。

平成２３年　　５月　９日 　答申（案）の審議を行った。

平成２３年　　６月　７日 　答申（案）の審議を行った。
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情 個 審 答 申 第 ５ 号 
平成２３年１０月 ３日 

 
 熊本市長 様 
 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 
会 長  江  藤    孝 

 
 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 
 

平成２２年８月６日付け公園発第２７０号による下記の諮問について、別紙のとおり答

申します。 
 

記 
 
 本件開示請求に係る２筆の土地の取得価格に関する文書の開示請求に伴う請求拒否決定

に対する異議申立てについて 
 
 
 
 
 
 
 

［ 諮問第８号 ］ 
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 別 紙 
 
 

答     申 
 
１ 審議会の結論 
 
  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当でない。 

  本件開示請求に係る２筆の土地（以下「本件各土地」という。）の取得価格については、

開示すべきである。 
 
２ 異議申立ての経緯 

 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が熊本市情報公開条例（以

下「条例」という。）に基づき、熊本市が公園用地として取得した本件各土地の取得価格

に関する文書の開示請求に対し、実施機関が開示請求拒否決定（不開示）を行ったこと

について、当該決定の取消しを求めたものである。 
 

３ 申立人の主張の趣旨 

 
  申立人が、異議申立書で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 
 

実施機関の開示請求拒否の理由に「法務局備付の登録簿で所有者の住所氏名が登記さ

れている事で特定される個人の収入・財産に関する情報となるため」とあるが、申立人

は既にこれらの情報を取得している。請求により、情報が開示されたとしても、収入の

全てを知る事はできないし、その必要もない。 
請求の目的は、公金の公正なる支出か否かを判断するためであり、特定の個人の収入、

財産の所在状況を知る目的としていない。 
熊本市民として、公金支出の適否を知る権利が存するものとの判断から請求したもの

である。 
 

４ 実施機関の説明趣旨 

 
  実施機関が、請求拒否理由説明書において主張した内容は、おおむね次のとおりであ

る。 
 
  条例第７条第２号（個人に関する情報）の該当性について、本号は、個人に関する情

諮問第８号 
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報を原則として、不開示情報にすることを定めたものである。 
本件開示請求に係る情報を含む文書（本件においては、土地売買契約書）を開示する

ことによって、法務局備付けの登記簿に所有者の住所氏名が登記されていることから、

個人の収入に関する情報を識別することができることになるため、条例第７条第２号の

「個人に関する情報」に該当するものである。 
また、条例第７条第２号ウにより、氏名その他特定の個人が識別され得る情報の部分

を除いたとしても、取得価格を開示した場合は、上記同様の方法で、識別可能であるた

め、全部不開示としたものである。 
なお、本件開示請求に係る情報を含む文書については、公表されることを前提とした

ものではないため、公表したことはなく、情報公開においては、契約の相手方、契約金

額を不開示にして、開示した例があるだけである。 
 
５ 審議会の判断 

 

(1)  本件請求文書について 

本件請求文書は、本件各土地の取得価格に関する文書である。 
 

(2)  判断に当たっての基本的な考え方 

当審議会においては、条例に基づき請求拒否（不開示）の妥当性を判断するもの

であり、事業等の是非については判断しない。 
 

(3)  本件文書について 
   本件各土地に関しては、市の公園用地として取得されたものであり、取引価格は

熊本市の公共事業の施行に伴う損失補償基準により算定されたものである。この基

準によると、近傍類地の取引価格を基準として算定した本件各土地の相当な価格、

すなわち正常な取引価格でなければならないとされており、売買の当事者間の自由

な交渉の結果が買収価格に反映することは比較的に少ないものというべきである。 

本件各土地が熊本市に買い取られた事実については、不動産登記簿に登記されて

公示されるものである上、本件各土地の価格に影響する諸要因、例えば駅や商店街

への接近の程度、周辺の環境、前面道路の状況、公法上の規制、本件各土地の形状、

地積等については、一般に周知されている事項か、容易に調査することができる事

項であるから、これらの価格要因に基づいて公示価格を基準として算定した価格又

は近傍類地の取引価格等を考慮して算定した相当な価格は、本件各土地の客観的性

状から推認し得る一定の範囲内の価格であって、一般人であればおおよその見当を

つけることができる一定の範囲内の価格であるということができる。 

ところで、条例第７条第２号イは、不開示情報から除かれる個人情報として「実

施機関が作成し、又は取得した情報で、公表することを目的としているもの」と規
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定しているところ、この規定は、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、

公表することがもともと予定されているものも含まれると解するのが相当である。  
しかるに、取得価格に関する情報は、前記のとおり性質上その内容が不特定の者

に知られ得る状態にあるものとして、公表することがもともと予定されているもの

ということができる。したがって、条例第７条第２号イの「実施機関が作成し、又

は取得した情報で、公表することを目的としているもの」に当たる。また、実施機

関は同号ウに該当しない旨述べているが、同号イに該当するものである以上、同号

ウの該当性は問題とならない。 
以上により同号の非開示情報には該当しないというべきである。 

 
(4)   結論 

以上により、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

 
熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  江 藤  孝 
会長職務代理者  荒 木 昭次郎 
委     員  大 江 正 昭 
委     員  高 木 絹 子 
委     員  馬 場  啓 
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〔参考〕

審議会の審議経過

年　　月　　日 審　　議　　経　　過

平成２２年　　８月　６日 　熊本市長から諮問を受けた。

平成２２年　　９月　３日 　実施機関から請求拒否理由説明書を受理した。

平成２３年　　５月　９日 　諮問の審議を行った。

平成２３年　　６月　７日 　諮問の審議を行った。

平成２３年　　７月２５日 　諮問の審議を行った。

平成２３年　　８月３０日 　答申（案）の審議を行った。

平成２３年　１０月　３日 　答申（案）の審議を行った。
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情 個 審 答 申 第 ６ 号 
平成２３年１０月 ３日 

 
 熊本市教育委員会 様 
 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 
会 長  江  藤    孝 

 
 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 
 

平成２２年９月１日付け総企発第５８５号による下記の諮問について、別紙のとおり答

申します。 
 

記 
 

熊本駅周辺の整備計画に対し、熊本市教育長が許可を与えたのか等の関連についての文

書等の開示請求に伴う請求拒否決定に対する異議申立てについて 
 
 

文書等の件名  １ 春日小学校周辺整備に対し、大気汚染等による健康被害が予測さ

れる中で、整備計画を許可した根拠等のわかる資料等 
２ 春日小学校の施設整備等に対して、具体的に、どのような安全安

心設備の整備を計画中かのわかる資料等 
 
 
 
 
 
 
 

［ 諮問第９号 ］ 
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 別 紙 
                                   
 

答     申 
 
１ 審議会の結論 
 
  熊本市教育委員会（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当であ

る。 
 
２ 異議申立ての経緯 
 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が熊本市情報公開条例（以

下「条例」という。）に基づき、「春日小学校周辺整備に対し、大気汚染等による健康被

害が予測される中で、整備計画を許可した根拠等のわかる資料等」（以下「本件文書Ⅰ」

という。）及び「春日小学校の施設整備等に対して、具体的に、どのような安全安心設備

の整備を計画中かのわかる資料等」（以下「本件文書Ⅱ」という。）を開示請求したこと

に対し、実施機関が開示請求拒否決定（不存在）を行ったことについて、当該決定の取

消しを求めたものである。 
   
３ 申立人の主張の趣旨 
 
  申立人が、異議申立書及び意見書で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 
 
 (1) 本件文書Ⅰ・Ⅱの存否について 

教育委員会職員等の現状認識・予防医学的見識・等の見解が、熊本市民の見識と比

べて理解し難く、拒否理由説明書内容では、児童教育施設・幼児教育施設・を総括す

る熊本市教育長の反論立証・請求拒否理由説明書等・として余りにも 責任放棄・責

務喪失・等に終始した理由説明書となっているので、再度意見書・異議申立書を提出

しますので、熊本市教育施設・環境行政の総合的見地からの 慎重審議・隠された要

因等・「不存在でなく、存在すること」の真摯な解明を求めます。 
「請求拒否理由説明書」の内容を見るに、児童教育施設・春日小学校正門前・の１

８．１ｈａの広大な地域を熊本市事業主が、さまざまな公共工事を計画立案、庁内審

議稟議、熊本市と春日校区住民等との話し合い、都市計画審議会審議決定、熊本市工

事施行中、今も工事真っ最中、にも拘らず、「熊本駅周辺の各整備事業の対象外であり、

熊本市教育長には整備計画に許可等を与える権限はない。」との記述に、熊本市教育長

は何の為に存在するのか、理解出来ない。児童教育施設が、巨大公共工事競合により 

諮問第９号 
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どの様な影響を受けるのか、ましてや、同じ熊本市事業主による公共工事によって、

春日小学校正門・取り巻くその周辺施設が激変する事は、一定のレベル能力を持った 

児童教育理念を習得した職員であれば、教育環境激変予測が出来る事である。まして

や高度の知識を要求され、児童教育保護者等の意向及び地域の実情を的確に把握し、

教育執行サービスの質を向上させ児童教育保護者等の満足度を高める重要な責務を要

求される要職にあるにも拘らず、権限もないので、児童教育環境に重大な悪影響が起

ころうとも知った事ではない、何も教育環境保全理念の行動・執行もせず、何も改善

発言もせず、ただ権限がないので 児童教育がどうなろうと、たださわらぬ神に祟り

なし理念で、歴代の熊本市教育長・現熊本市教育長・が傍観・不作為・無視・し続け

ておられたとの「不存在」が、現・熊本市幸山政史執行下に於て、幹部職員が現存し

ているとはとても思われない。依って「不存在」を取り消して、「存在・資料開示」し

て戴きたい。 
 
４ 実施機関の説明の趣旨 
 
  実施機関が請求拒否の理由として主張した内容は、おおむね次のとおりである。 
 

(1) 本件文書Ⅰの存否について 
  異議申立人の請求は、春日小学校の正門が新幹線熊本駅前西口広場から９０ｍ地点

に位置することにより大気汚染等による健康被害が予測される中で、熊本市教育長が

安全安心の教育環境が確保できるとして整備計画を許可した根拠等のわかる資料等で

あるが、春日小学校は熊本駅西土地区画整理事業を始め、熊本駅周辺の各整備事業の

対象区域外であり、熊本市教育長には整備計画に許可等を与える権限はない。そのた

め、当該請求に係る資料等は存在しない。 
 

(2) 本件文書Ⅱの存否について 
異議申立人の請求は、春日小学校における具体的な安全安心設備の整備計画に関す

る資料等であるが、本市においては、平成１３年に発生した大阪教育大学付属池田小

学校での事件を受け、校門や通用門の整備が必要な学校に門扉を設置するとともに、

旧熊本市のすべての小学校において緊急警報システムの整備を終えており、現在、そ

の他の安全安心設備の整備計画はない。そのため、当該請求に係る資料等は存在しな

い。 
 
５ 審議会の判断 
 

(1) 本件文書Ⅰ・Ⅱについて 
開示請求書及び異議申立書からすると、本件文書Ⅰ・Ⅱは、次のとおりである。 
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ア 本件文書Ⅰは、春日小学校周辺整備に対し、大気汚染等による健康被害が予測

される中で、整備計画を許可した根拠等のわかる資料等 
イ 本件文書Ⅱは、春日小学校の施設整備等に対して、具体的に、どのような安全

安心設備の整備を計画中かのわかる資料等 
 

(2) 判断に当たっての基本的な考え方 
   当審議会は、条例に基づき請求拒否（不存在）の妥当性を判断するものであり、事

業等の是非については判断しない。 
 

(3) 本件文書Ⅰ・Ⅱの存否について 
本件文書Ⅰ・Ⅱが存在しないとする実施機関の説明は前記４のとおりであり、いず

れも十分に合理性を認めることができる。これに対し、申立人の主張は、いずれも実

施機関が行った事務事業や判断についての不服を述べているに過ぎず、文書の存在を

疑わせる合理的な理由は認められず、不存在であることに不合理性も認められない。 
よって、本件文書Ⅰ・Ⅱはいずれも存在しないと認められる。 

 
(4) 結論 

以上により、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 
 
 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 
会     長  江 藤  孝 
会長職務代理者  荒 木 昭次郎 
委     員  大 江 正 昭 
委     員  高 木 絹 子 
委     員  馬 場  啓 
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〔参考〕

審議会の審議経過

年　　月　　日 審　　議　　経　　過

平成２２年　　９月　１日 　熊本市教育委員会から諮問を受けた。

平成２２年　　９月１６日 　実施機関から請求拒否理由説明書を受理した。

平成２２年　１０月　４日
　異議申立人から請求拒否理由説明書に対する意見書を
　受理した。

平成２３年　　６月　７日 　諮問の審議を行った。

平成２３年　　７月２５日 　諮問の審議を行った。

平成２３年　　８月３０日 　諮問の審議を行った。

平成２３年　１０月　３日 　答申（案）の審議を行った。
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情 個 審 答 申 第 ７ 号 
平成２３年１０月 ３日 

 
 熊本市長 様 
 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 
会 長  江  藤    孝 

 
 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 
 

平成２２年９月６日付け広聴発第１４３号による下記の諮問について、別紙のとおり答

申します。 
 

記 
 

熊本市公的オンブズマン条例検討委員会公募に関する文書等の開示請求に伴う請求拒否

決定に対する異議申立てについて 
 
 

文書等の件名 
百点満点とする模範解答の応募原稿事例等 

 
 
 
 
 
 
 

［ 諮問第１０号 ］ 
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 別 紙 
                                   
 

答     申 
 
１ 審議会の結論 
 
  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当である。 
 
２ 異議申立ての経緯 
 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が熊本市情報公開条例（以

下「条例」という。）に基づき、「百点満点とする模範解答の応募原稿事例等」（以下「本

件文書」という。）を開示請求したことに対し、実施機関が開示請求拒否決定（不存在）

を行ったことについて、当該決定の取消しを求めたものである。 
   
３ 申立人の主張の趣旨 
 
  申立人が、異議申立書及び意見書で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 
 

百点満点の模範回答が現存するから、企画情報責任者はその情報根拠を基に評価を下

し、小論文の、３審査項目→１、テーマの意味を理解し、明解に自分の考えをのべてい

るか・２ 市民参画・協働の促進が必要であると理解しているか・３ 開かれた「市政

づくり」への関心度・主体性が伺えるか・４ 公平・公正かつ許容性のある考え方とな

っているか、との審査項目に対して、企画情報責任者が全て配点・評点出来る筈がない。 
何らかの法的根拠・裏面評点資料・満点模範回答・等の基準に基づき、公募委員選考

小論文配点の執行を可能にさせている筈である。よって、不存在を取り消して「開示・

満点模範回答の交付」を即・執行して頂きたい。 
 
４ 実施機関の説明の趣旨 
 
  実施機関が請求拒否の理由として主張した内容は、おおむね次のとおりである。 
 

(1) 熊本市公的オンブズマン条例検討委員会公募委員の選考について 
   「熊本市公的オンブズマン条例検討委員会運営要綱」第３条に基づき、公募委員１

名の選考を行った。 
   選考の公正を期すため、「熊本市公的オンブズマン条例検討委員会の公募委員選考基

諮問第１０号 
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準」の審査項目に基づく小論文と面接の総合点で評価し、「熊本市公的オンブズマン条

例検討委員会の公募委員の選考に関する要綱」第３条に基づき、検討委員会公募委員

選考委員会による選考を行った。 
 

(2) 文書等開示請求拒否決定に係る理由について 
   当課が募集した小論文は、異議申立書にある「試験」のように、知識などを試す為

のものではなく、テーマに対する市民の方の意見をいただきたいとの意向から求めた

ものである。公的オンブズマン制度制定に伴い、より良い条例をつくるため、市民の

立場での忌憚のない意見が必要であり、模範解答を想定する性質のものではないため

解答書等は作成していない。よって、平成２２年６月１０日開示請求の「３．百点満

点とする模範回答の応募原稿の事例等」に合致する文書は存在しない。 
 
５ 審議会の判断 
 

(1) 本件文書について 
本件文書は、百点満点とする模範解答の応募原稿事例等に関する文書である。 

 
(2) 判断に当たっての基本的な考え方 

   当審議会は、条例に基づき請求拒否（不存在）の妥当性を判断するものであり、事

業等の是非については判断しない。 
  

(3) 本件文書の存否について 
本件文書が存在しないとする実施機関の説明は前記４のとおりであり、十分に合理

性を認めることができる。これに対し、申立人の主張は、実施機関が行った事務事業

や判断についての不服を述べているに過ぎず、文書の存在を疑わせる合理的な理由は

認められず、不存在であることに不合理性も認められない。 
よって、本件文書は存在しないと認められる。 

 
(4) 結論 

以上により、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 
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熊本市情報公開・個人情報保護審議会 
会     長  江 藤  孝 
会長職務代理者  荒 木 昭次郎 
委     員  大 江 正 昭 
委     員  高 木 絹 子 
委     員  馬 場  啓 
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〔参考〕

審議会の審議経過

年　　月　　日 審　　議　　経　　過

平成２２年　　９月　６日 　熊本市長から諮問を受けた。

平成２２年　１０月２２日 　実施機関から請求拒否理由説明書を受理した。

平成２２年　１１月２４日
　異議申立人から請求拒否理由説明書に対する意見書を
　受理した。

平成２３年　　６月　７日 　諮問の審議を行った。

平成２３年　　７月２５日 　諮問の審議を行った。

平成２３年　　８月３０日 　諮問の審議を行った。

平成２３年　１０月　３日 　答申（案）の審議を行った。
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情 個 審 答 申 第 ８ 号 
平成２３年１０月 ３日 

 
 熊本市長 様 
 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 
会 長  江  藤    孝 

 
 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 
 

平成２２年９月１７日付け環企発第４９４号による下記の諮問について、別紙のとおり

答申します。 
 

記 
 

熊本市事業主・熊本駅西土地区画整理事業１８．１ｈａの該当地区内に、民間企業が４

００台収容の立体駐車場を新設・施行中である。この事に関連する文書等の開示請求に伴

う請求拒否決定に対する異議申立てについて 
 
 

文書等の件名  １ 熊本市環境基本条例に関連して 
⑴ この民間事業主との間で、熊本市は熊本市環境基本条例理念に

基づき、どの様な話し合い・調整・法令・県条例等の責務説明責

任を果たしたのか？等のわかる日時・場所・両出席者名・議事録

質疑応答等のわかる資料一式 
⑵ この民間事業者が、自己の責任と負担で必要な措置を講じた・

計画中・等のわかる資料一式等 
⑶ この民間事業者が４００台収容立体駐車場新設に伴う環境影響

調査調書の提出を受けた調書（熊本県提出届出書の内容にある騒

音影響調書） 
２ .熊本市公共事業環境配慮指針（2009 年 10 月 1 日施行）の中の、

環境配慮技術 23．交通網の整備により交通量の分散化、交通量の

円滑化を図る。に関連して。 
⑴ この４００台立体駐車場新設の位置は、小売店舗用駐車場出入

り口の北側には、一戸建て住宅地・春日クリニック病院等が隣接

し、南側には、春日第二団地９３戸住民居住地帯である。幹線・

田崎春日線、幹線・西口線、幹線・熊本駅南線、そして幹線・春
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日池上線幅員３０ｍ４車線 一日交通量 25,000 台通過大部分駅前

進入、の予測の中で、どの様な分散化を図り・大気汚染環境負荷

の低減を図るのか、のわかる具体的車の動線・誘導分散のわかる

資料図等 
⑵ この民間事業主が、小売り店舗を営業するとの事であるが、こ

の物流拠点施設と幹線道路との接続をどのようにして、輸送効率

の向上を図るのか等の具体的図式等 
⑶ ４００台立体駐車場への流出入の複雑化で、駐車場への流出入

の円滑化を図るとのことであるが、具体的図式等 
⑷ 交差点での付加車線の設置とあるが、児童教育施設・春日小学

校正門前は、新幹線熊本駅前・西口広場から９０ｍ到達地点に位

置する。この春日小学校正門前の交差点に、どの様な付加車線を

設置して交通容量の増加を図るのか？のわかる資料図等 
⑸ 駐車場の適正配置、迅速誘導の案内板の設置とあるが、どの地

点・どの位置等に設置するのか？等のわかる資料図式等 
３ 熊本市公共事業環境配慮指針の中の環境配慮技術 25．周辺への

大気汚染や騒音による影響を低減する。に関連して。 
⑴ 緩衝緑地帯をどの様に配置する計画なのか？のわかる資料図式    

等 
⑵ ４００台収容立体駐車場施設や車の洪水氾濫の進入進出道路沿

道では、環境緑地帯を設けて大気汚染の防止や騒音の低減を図る

為、どの様な地域・位置に環境緑地帯を設置するのかわかる資料

図式等 
⑶ 低騒音舗装を施行した熊本市事業主・熊本駅西土地区画整理事

業該当地区１８．１ｈａの中の新設・幹線道路、新設・区画道路

等のわかる資料図等 
⑷ 低騒音型室外機等を設置した熊本市事業主・熊本駅西土地区画

整理事業該当地区内に設置した位置・計画中・のわかる資料図式

等 
⑸ 沿道の背後地に騒音の影響が及ばないよう、道路沿道にビルな

どの騒音の伝搬を遮断する施設の配置を検討している地域・位置

等のわかる資料図式等 
 
 
 

［ 諮問第１１号 ］ 
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 別 紙 
                                   
 

答     申 
 
１ 審議会の結論 
 
  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当である。 
 
２ 異議申立ての経緯 
 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が熊本市情報公開条例（以

下「条例」という。）に基づき、「熊本市事業主・熊本駅西土地区画整理事業１８．１ｈ

ａの該当地区内に、民間企業が４００台収容の立体駐車場を新設・施行中である、この

事に関連して、熊本市環境基本条例に関連する文書」（以下「本件文書Ⅰ」という。）、「熊

本市公共事業環境配慮指針（2009 年 10 月 1 日施行）の中の、環境配慮技術 23．交通

網の整備により交通量の分散化、交通量の円滑化を図る。に関連する文書」（以下「本件

文書Ⅱ」という。）及び「熊本市公共事業環境配慮指針の中の環境配慮技術 25．周辺へ

の大気汚染や騒音による影響を低減する。に関連する文書」（以下「本件文書Ⅲ」という。）

を開示請求したことに対し、実施機関が開示請求拒否決定（不存在）を行ったことにつ

いて、当該決定の取消しを求めたものである。 
 
３ 申立人の主張の趣旨 
 
  申立人が、異議申立書及び意見書で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 
 
 (1) 本件文書Ⅰの存否について 

熊本市環境基本条例理念に基づき、「市と事業主との話し合いや事業者からの資料の

提出を行なうことが規定されているわけではないため、」と怠慢を決め込んだ熊本市環

境行政が、幸山市政で自治基本・環境基本条例理念の基で通用するとはとても思われ

ない。「大規模小売店舗立地法に基づく届出に対する意見について・熊本駅新幹線高架

下商業施設」の諮問が、担当課から意見書の提出を求められている筈である。その時、

環境行政主幹課としての真摯な正当な業務分析・検討・審議・をしておれば、当然疑

問噴出で、更なる深度化された資料の要請の必要性を痛感している筈である。指針配

慮事項・意見理由・要望理由・等の項目を分析・検討・審議・も、熊本市環境行政執

行主幹課が、不作為・怠慢・をしていたので、「～ 関連する資料等は、不存在。」な

どとの記述はあり得ない。よって、「不存在」を取り消して「存在・該当資料交付」し

諮問第１１号 
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て戴きたい。 
 

(2) 本件文書Ⅱ・Ⅲの存否について 
新幹線熊本駅前の乗降客・車の洪水氾濫・等を誘導させる公共工事を施行している

のは「熊本市事業主」であり、その近隣周辺に換地指定・再築・一戸建て・一般住宅

用地・での地権者を居住・日常生活をおくらせる・事業工事遂行している公共事業主

が、一戸建て居住住民・病院・等の近隣に４００台収容立体駐車場 が新設建設され

ても、それは 民間企業が勝手に建設しているので、・設計協議も必要ない・居住市民

への日常生活環境影響も知ったことでは無い・住民への車の大気汚染・排気ガスによ

る予防医学的予測の健康被害等への環境影響調査説明責任など知ったことでは無い・ 

と 市民の見地では受けとめられる。不存在はあり得ない・存在する筈であり当該資

料交付・が出る筈であると確信します。 
 
４ 実施機関の説明の趣旨 
 
  実施機関が請求拒否の理由として主張した内容は、おおむね次のとおりである。 
 

(1) 本件文書Ⅰの存否について 
  「熊本市環境基本条例」は、その目的を市民生活における良好な環境の確保を図り、

市民福祉の増進に寄与する事としており、良好な環境を確保するための市、事業者及び

市民の責務を規定している。また、良好な環境に対する侵害の防止、又は除去のため、

市民及び事業者に対し、必要な指導、助言及び勧告を行なうことができると規定してい

るが、事業者の行なうすべての事業について、市と事業主との話し合いや事業者からの

資料の提出を行なうことが規定されているわけではない。現状において本市は、第９条

に基づく「環境紛争調整委員会」を設置しており、当事者による申請の際、事業に関連

する資料の提出を求めているが、本件においてはその申請がなく、話し合い等も行なわ

れていない。よって関連する資料等は、不存在。 

 
(2) 本件文書Ⅱ・Ⅲの存否について 

「熊本市公共事業環境配慮指針」は、本市が実施するすべての公共事業を対象とし

ているが、当該事業は民間事業者が実施する事業であり、「熊本市公共事業環境配慮指

針」の対象外であるため、当該事業に関する書類は、不存在。 
 
５ 審議会の判断 
 

(1) 本件文書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて 
本件文書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを整理、確認すると次のとおりである。 
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ア 本件文書Ⅰ 
  熊本駅西土地区画整理事業の区域内において民間企業が建設した立体駐車場

（以下「本件駐車場」という。）に関し、熊本市環境基本条例に基づいて作成・

取得された文書 
 
イ 本件文書Ⅱ 
  本件駐車場に関し、熊本市公共事業環境配慮指針に基づき、交通量の分散化

及び交通流の円滑化のために作成・取得された文書 
 
ウ 本件文書Ⅲ 

本件駐車場に関し、熊本市公共事業環境配慮指針に基づき、周辺への大気汚

染や騒音による影響を低減するために作成・取得された文書 
 

(2) 判断に当たっての基本的な考え方 
   当審議会は、条例に基づき請求拒否（不存在）の妥当性を判断するものであり、事

業等の是非については判断しない。 
  

(3) 本件文書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの存否について 
本件文書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲが存在しないとする実施機関の説明は前記４のとおりであり、

いずれも十分に合理性を認めることができる。これに対し、申立人の主張は、いずれ

も実施機関が行った事務事業や判断についての不服を述べているに過ぎず、文書の存

在を疑わせる合理的な理由は認められず、不存在であることに不合理性も認められな

い。 
よって、本件文書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲはいずれも存在しないと認められる。 

 
(4) 結論 

以上により、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 
 
 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 
会     長  江 藤  孝 
会長職務代理者  荒 木 昭次郎 
委     員  大 江 正 昭 
委     員  高 木 絹 子 
委     員  馬 場  啓 
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〔参考〕

審議会の審議経過

年　　月　　日 審　　議　　経　　過

平成２２年　　９月１７日 　熊本市長から諮問を受けた。

平成２２年　１０月１８日 　実施機関から請求拒否理由説明書を受理した。

平成２２年　１１月２４日
　異議申立人から請求拒否理由説明書に対する意見書を
　受理した。

平成２３年　　６月　７日 　諮問の審議を行った。

平成２３年　　７月２５日 　諮問の審議を行った。

平成２３年　　８月３０日 　諮問の審議を行った。

平成２３年　１０月　３日 　答申（案）の審議を行った。
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情 個 審 答 申 第 １ 号 
平成２４年２月２４日 

 
 熊本市長 様 
 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 
会 長  江  藤    孝 

 
 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 
 

平成２２年９月２１日付け駅整発第７２１号による下記の諮問について、別紙のとおり

答申します。 
 

記 
 

平成２２年３月１７日（水）19：00～・於いて加茂公民館、主催→熊本市熊本駅西土地

区画整理事務所長、熊本市河川課長、熊本県熊本土木事務所工務第１課長、連名による工

事説明会でのその後の経緯についての説明が欠落の為についての文書等の開示請求に伴う

請求拒否決定に対する異議申立てについて 
 
 

文書等の件名  １ 熊本市事業主・春日池上線第２工区・に於ける横断生活道路確保

の為の関係機関との調整・審査審議・解明・等の会議による住民福

祉維持を図るためのこの新設道路中間横断歩道確保への会議録等・

方向性のわかる資料等・開催日時・場所・出席機関・氏名・会議録・

等 
 

２ 春日寺バス停、五反バス停の喪失でなく、現状維持への関係機関

との調整・周辺住民の利便性維持管理の為、関係機関との分析・審

査審議・解明・等の会議による住民福祉維持を図る為・公共交通機

関利用維持への会議録・方向性のわかる資料等・開催日時・場所・

出席機関・氏名・会議録・等 
 
 
 

［ 諮問第１２号 ］ 
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 別 紙 
                                   
 

答     申 
 
１ 審議会の結論 
 
  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当ではない。 
   
２ 異議申立ての経緯 
 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が熊本市情報公開条例（以

下「条例」という。）に基づき、「熊本市事業主、春日池上線第２工区に於ける横断生活

道路確保の為の関係機関との調整、審査審議、解明等の会議による住民福祉維持を図る

ためのこの新設道路中間横断歩道確保への会議録等、方向性のわかる資料等、開催日時、

場所、出席機関、氏名、会議録等」（以下「本件文書Ⅰ」という。）及び「春日寺バス停、

五反バス停の喪失でなく、現状維持への関係機関との調整、周辺住民の利便性維持管理

の為、関係機関との分析、審査審議、解明等の会議による住民福祉維持を図る為、公共

交通機関利用維持への会議録、方向性のわかる資料等、開催日時、場所、出席機関、氏

名、会議録等」（以下「本件文書Ⅱ」という。）を開示請求したことに対し、実施機関が

開示請求拒否決定（不開示）を行ったことについて、当該決定の取消しを求めたもので

ある。 
   
３ 申立人の主張の趣旨 
 
  申立人が、異議申立書及び意見書で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 
 
 (1) 本件文書Ⅰについて 

熊本市事業主である、工事該当地区、１８．１ｈａの中に新設する幹線道路、春日

池上線幅員３０ｍ４車線の第２工区区間に、今まで３本の日常生活道路が現存してい

た生活環境横断道路が、皆無、喪失させて、南北横断道路欠落による生活環境改悪に

対し、事前の説明も対応策も無視、住民の意見収集、代替配慮、住民への福祉維持等

を考慮せず、公共事業を遂行しているとは、幸山市政理念では、とても考えられない。 
協議中の過程状況も、特定個人に開示すると率直な意見の交換や意思決定の中立性

が不当に損なわれ、不当に市民の間に混乱を生じる事態を及ぼすおそれがあるものと

の判断から、不開示との記述には、工事現場の竣工状態を確認しての記述なのか、と

呆れている。即刻、不開示を取り消して、開示して頂きたい。 

諮問第１２号 
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 (2) 本件文書Ⅱについて 
平成２２年３月１７日の説明会後に地域住民からバス路線現行維持の要望を受け、

バス路線存続の可能性について関係機関と協議中である。とある。この様に記述しな

がら、重要な起点となる、古道踏切り迂回付替え道路用地の整備を、バス迂回用地確

保、保留もせず、予定前提工事を着々と進めながら、偽善記述語句を羅列しているだ

けである。本当にどの様な、関係機関と協議中なのかを確認するのは、市民のまちづ

くり責務であり、拒否する根拠は、何も無いはずである。 
一切の住民の意見、要望等を無視し続ける熊本市政執行工事施行が、幸山市政理念

とは想像も出来ない市政執行である。不開示は不当であり、即刻、開示して頂きたい。 
 
４ 実施機関の説明の趣旨 
 
  実施機関が請求拒否の理由として主張した内容は、おおむね次のとおりである。 
 

(1) 本件文書Ⅰについて 
  春日池上線第２工区においての横断歩道に関する会議録等の請求であるが春日池上

線は県道であり、熊本県施行の第１工区及び第３工区も含めた横断歩道の位置につい

て交通管理者（熊本県警）と協議中である。 
この協議内容は、熊本市情報公開条例第７条第５号に該当し、実施機関相互の審議、

検討又は協議に関する情報であって、特定個人に開示することにより、率直な意見の

交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市民の間に混乱を生じさせ

る事態を及ぼすおそれがあるものとの判断から当該請求に係る資料等は不開示。 
 

(2) 本件文書Ⅱについて 
平成２２年３月１７日の説明会後に地域住民からバス路線現行維持の要望を受け、

バス路線存続の可能性について関係機関と協議中である。 
この協議内容は、地域全体の意見を公平に集約して適切な判断を行う予定であり、

熊本市情報公開条例第７条第５号に該当し、実施機関相互の審議、検討又は協議に関

する情報であって、特定個人に開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思

決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市民の間に混乱を生じさせる事態を及ぼすお

それがあるものとの判断から当該請求に係る資料等は不開示。 
 
５ 審議会の判断 
 

(1) 本件文書Ⅰ・Ⅱについて 
開示請求書及び異議申立書からすると、本件文書Ⅰ・Ⅱは、次のとおりである。 
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ア 本件文書Ⅰ 
熊本市事業主、春日池上線第２工区に於ける横断生活道路確保の為の関係機関

との調整、審査審議、解明等の会議による住民福祉維持を図るためのこの新設道

路中間横断歩道確保への会議録等、方向性のわかる資料等、開催日時、場所、出

席機関、氏名、会議録等 
 

イ 本件文書Ⅱ 
春日寺バス停、五反バス停の喪失でなく、現状維持への関係機関との調整、周

辺住民の利便性維持管理の為、関係機関との分析、審査審議、解明等の会議によ

る住民福祉維持を図る為、公共交通機関利用維持への会議録、方向性のわかる資

料等、開催日時、場所、出席機関、氏名、会議録等 
 

(2) 判断に当たっての基本的な考え方 
当審議会は、条例に基づき請求拒否（不開示）の妥当性を判断するものであり、事

業等の是非については判断しない。 
 

(3) 本件文書Ⅰについて 
当審議会の調査の結果、本件文書Ⅰに該当する文書は、「熊本駅周辺工事に関する関

係者協議（第２９回）」の議事次第等である。 
実施機関は、同文書は熊本市情報公開条例第７条第５号に該当し、実施機関相互の

審議、検討又は協議に関する情報であって、特定個人に開示することにより、率直な

意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市民の間に混乱を生

じさせる事態を及ぼすおそれがあると判断している。 
しかしながら、当審議会がインカメラで確認したところ、同文書の記載内容からし

て、これを公表したとしても、意思決定の中立性が不当に損なわれたり、不当に市民

の間に混乱を生じさせるとまではいえないと考えられる。 
また、開示することにより事業の執行に影響がある旨の具体的な主張がなされてい

るともいえない。 
したがって、同文書を不開示とした実施機関の判断は、妥当ではない。 

 
(4) 本件文書Ⅱについて 

当審議会の調査の結果、本件文書Ⅱに該当する文書は、「熊本駅周辺工事に関する関

係者協議（第３３回）」の議事次第等である。 
実施機関は、同文書は熊本市情報公開条例第７条第５号に該当し、実施機関相互の

審議、検討又は協議に関する情報であって、特定個人に開示することにより、率直な

意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市民の間に混乱を生

じさせる事態を及ぼすおそれがあると判断している。 
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しかしながら、当審議会がインカメラで確認したところ、同文書の記載内容からし

て、前項の文書と同様、これを公表したとしても、意思決定の中立性が不当に損なわ

れたり、不当に市民の間に混乱を生じさせるとまではいえないと考えられるし、また、

開示することにより事業の執行に影響がある旨の具体的な主張がなされているともい

えない。 
したがって、同文書を不開示とした実施機関の判断は、妥当ではない。 

 
(5) 結論 

以上により、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 
 
 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 
会     長  江 藤  孝 
会長職務代理者  荒 木 昭次郎 
委     員  大 江 正 昭 
委     員  高 木 絹 子 
委     員  馬 場  啓 
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〔参考〕

審議会の審議経過

年　　月　　日 審　　議　　経　　過

平成２２年　　９月２１日 　熊本市長から諮問を受けた。

平成２２年　１０月１８日 　実施機関から請求拒否理由説明書を受理した。

平成２２年　１１月２４日
　異議申立人から請求拒否理由説明書に対する意見書を
　受理した。

平成２３年　１０月　３日 　諮問の審議を行った。

平成２３年　１１月　４日 　諮問の審議を行った。

平成２３年　１１月２８日 　諮問の審議を行った。

平成２３年　１２月１９日 　諮問の審議を行った。

平成２４年　　１月２３日 　諮問の審議を行った。

平成２４年　　２月２４日 　答申（案）の審議を行った。
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情 個 審 答 申 第 ２ 号 
平成２４年２月２４日 

 
 熊本市長 様 
 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 
会 長  江  藤    孝 

 
 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 
 

平成２２年９月２１日付け駅整発第７２２号による下記の諮問について、別紙のとおり

答申します。 
 

記 
 

熊本市事業主・熊本駅西土地区画整理事業１８．１ｈａの該当地区内に、民間企業が４

００台収容の立体駐車場を新設・施行中である。この事に関連する文書等の開示請求に伴

う請求拒否決定に対する異議申立てについて 
 
 

文書等の件名  １ 熊本市環境基本条例に関連して 
⑴ この民間事業主との間で、熊本市は熊本市環境基本条例理念に

基づき、どの様な話し合い・調整・法令・県条例等の責務説明責

任を果たしたのか？等のわかる日時・場所・両出席者名・議事録

質疑応答等のわかる資料一式 
⑵ この民間事業者が、自己の責任と負担で必要な措置を講じた・

計画中・等のわかる資料一式等 
⑶ この民間事業者が４００台収容立体駐車場新設に伴う環境影響

調査調書の提出を受けた調書（熊本県提出届出書の内容にある騒

音影響調書） 
２ .熊本市公共事業環境配慮指針（2009 年 10 月 1 日施行）の中の、

環境配慮技術 23．交通網の整備により交通量の分散化、交通量の

円滑化を図る。に関連して。 
⑴ この４００台立体駐車場新設の位置は、小売店舗用駐車場出入

り口の北側には、一戸建て住宅地・春日クリニック病院等が隣接

し、南側には、春日第二団地９３戸住民居住地帯である。幹線・

田崎春日線、幹線・西口線、幹線・熊本駅南線、そして幹線・春
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日池線幅員３０ｍ４車線 一日交通量 25,000 台通過大部分駅前進

入、の予測の中で、どの様な分散化を図り・大気汚染環境負荷の

低減を図るのか、のわかる具体的車の動線・誘導分散のわかる資

料図等 
⑵ この民間事業主が、小売り店舗を営業するとの事であるが、こ

の物流拠点施設と幹線道路との接続をどのようにして、輸送効率

の向上を図るのか等の具体的図式等 
⑶ ４００台立体駐車場への流出入の複雑化で、駐車場への流出入

の円滑化を図るとのことであるが、具体的図式等 
⑷ 駐車場の適正配置、迅速誘導の案内板の設置とあるが、どの地

点・どの位置等に設置するのか？等のわかる資料図式等 
３ 熊本市公共事業環境配慮指針の中の環境配慮技術 2５．周辺への

大気汚染や騒音による影響を低減する。に関連して。 
⑴ 緩衝緑地帯をどの様に配置する計画なのか？のわかる資料図式  

等 
⑵ ４００台収容立体駐車場施設や車の洪水氾濫の進入進出道路沿

道では、環境緑地帯を設けて大気汚染の防止や騒音の低減を図る

為、どの様な地域・位置に環境緑地帯を設置するのかわかる資料

図式等 
⑶ 低騒音型室外機等を設置した熊本市事業主・熊本駅西土地区画

整理事業該当地区内に設置した位置・計画中・のわかる資料図式

等 
⑷ 沿道の背後地に騒音の影響が及ばないよう、道路沿道にビルな

どの騒音の伝搬を遮断する施設の配置を検討している地域・位置

等のわかる資料図式等 
 
 
 

［ 諮問第１３号 ］ 
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 別 紙 
                                   
 

答     申 
 
１ 審議会の結論 
 
  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当である。 
 
２ 異議申立ての経緯 
 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が熊本市情報公開条例（以

下「条例」という。）に基づき、「熊本市事業主、熊本駅西土地区画整理事業１８．１ｈ

ａの該当地区内に、民間企業が４００台収容の立体駐車場を新設、施行中である。この

事に関連して、熊本市環境基本条例に関連する文書」（以下「本件文書Ⅰ」という。）、「熊

本市公共事業環境配慮指針（2009 年 10 月 1 日施行）の中の、環境配慮技術 23．交通網

の整備により交通量の分散化、交通量の円滑化を図る。に関連する文書」（以下「本件文

書Ⅱ」という。）及び「熊本市公共事業環境配慮指針の中の環境配慮技術 25．周辺への大

気汚染や騒音による影響を低減する。に関連する文書」（以下「本件文書Ⅲ」という。）

を開示請求したことに対し、実施機関が開示請求拒否決定（不存在）を行ったことにつ

いて、当該決定の取消しを求めたものである。 
 
３ 申立人の主張の趣旨 
 
  申立人が、異議申立書及び意見書で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 
 
 (1) 本件文書Ⅰの存否について 

熊本市、熊本駅周辺整備事務所、熊本駅西土地区画整理事務所が公共工事主幹事業

主であるが、何もしていない、不作為を続けていても構わないとは到底考え難い。熊

本市環境基本条例理念に基づき、工事該当地区１８．１ｈａの中に新設する、４００

台収容立体駐車場に対して、その事業者民間企業との市と事業者との話し合いや、事

業者からの資料の提出を行って、その周辺に、換地指定、再築、一戸建て、一般宅地

として地権者を日常生活させる公共工事を施行中であるから、住民、病院等への環境

影響、健康被害等への予防医学的見地からの環境配慮を実施するのは、熊本市公共工

事事業主の責務である。よって、「不存在」を取り消して「存在・当該資料交付」を即、

実施して頂きたい。 
 

諮問第１３号 
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(2) 本件文書Ⅱの存否について 
熊本駅西土地区画整理事業は、熊本市、熊本駅周辺整備事務所、熊本駅西土地区画

整理事務所が、その事業主である事を再確認して頂きたい。当該地区１８．１ｈａの

中に、計画人口 1,450 人を居住させる計画も、熊本市、熊本駅周辺整備事務所、熊本

駅西土地区画整理事務所の責任に於て計画施行中である。にも拘らず、その該当地区

に、民間企業が４００台収容立体駐車場新設しても、第２次熊本市自治基本条例理念、

熊本市環境基本条例理念、熊本市公共事業環境配慮指針理念等、に基づく熊本市公共

事業環境行政工事執行職員が、遵法しなくても良い、との理論、根拠が何処からの発

想なのか、全く不可解な熊本市政、協働、参画等のまちづくり理念である。即刻、「不

存在」を取り消して、「存在・該当資料の交付」を施行して頂きたい。 
 
⑶ 本件文書Ⅲの存否について 

熊本市事業主、熊本駅西土地区画整理事業の公共工事主は、「熊本市事業主」である

事を忘却している事を再確認して頂きたい。新幹線熊本駅前の乗降客、車の洪水氾濫、

等を誘導させる公共工事を施行しているのは、「熊本市事業主」であり、その近隣周辺 

に換地指定、再築、一戸建て、一般住宅用地での地権者を、居住、日常生活をおくら

せる、事業工事遂行している公共事業主が、一戸建て居住住民・病院・等の近隣に、

４００台収容立体駐車場が新設建設されても、それは、民間企業が勝手に建設してい

るので、設計協議も必要ない、居住市民への日常生活環境影響も知ったことでは無い、

住民への車の大気汚染、排気ガスによる予防医学的予測の健康被害等への環境影響調

査説明責任など知ったことでは無いと、市民の見地では受けとめられる。不存在はあ

り得ない、存在する筈であり当該資料交付とする答申が出る筈であると確信します。 
 
４ 実施機関の説明の趣旨 
 
  実施機関が請求拒否の理由として主張した内容は、おおむね次のとおりである。 
 

(1) 本件文書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの存否について 
  異議申立人の請求は、民間企業が４００台収容の立体駐車場を新設する事に関連し

て熊本駅西土地区画整理事業所として熊本市環境基本条例に基づく協議、確認事項等

を行った資料請求であるが、熊本駅西土地区画整理事業所に許可等を与える権限はな

いため協議、確認等を行っておらず、その資料は存在しない。 
また、熊本市公共工事環境配慮指針を引用して、民間企業が４００台収容の立体駐

車場を新設する事に関連しての資料請求であるが、熊本駅西土地区画整理事業の対象

地区内にあっても、立体駐車場新設は民間事業者の事業であり、熊本駅西土地区画整

理事業所が民間事業者に対して公共事業環境配慮指針に係る資料の提出等を求める必

要はなかった。 
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５ 審議会の判断 
 

(1) 本件文書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて 
本件文書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを整理、確認すると次のとおりである。 
ア 本件文書Ⅰ 
  熊本駅西土地区画整理事業の区域内において民間企業が建設した立体駐車場

（以下「本件駐車場」という。）に関し、熊本市環境基本条例に基づいて作成・

取得された文書 
 

イ 本件文書Ⅱ 
  本件駐車場に関し、熊本市公共事業環境配慮指針に基づき、交通量の分散化

及び交通流の円滑化のために作成・取得された文書 
 

ウ 本件文書Ⅲ 
本件駐車場に関し、熊本市公共事業環境配慮指針に基づき、周辺への大気汚

染や騒音による影響を低減するために作成・取得された文書 
 

(2) 判断に当たっての基本的な考え方 
   当審議会は、条例に基づき請求拒否（不存在）の妥当性を判断するものであり、事

業等の是非については判断しない。 
 

(3) 本件文書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの存否について 
本件文書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲが存在しないとする実施機関の説明は前記４のとおりであり、

いずれも十分に合理性を認めることができる。これに対し、申立人の主張は、いずれ

も実施機関が行った事務事業や判断についての不服を述べているに過ぎず、文書の存

在を疑わせる合理的な理由は認められず、不存在であることに不合理性も認められな

い。 
よって、本件文書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲはいずれも存在しないと認められる。 

 
(4) 結論 

以上により、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 
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熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  江 藤  孝 
会長職務代理者  荒 木 昭次郎 
委     員  大 江 正 昭 
委     員  高 木 絹 子 
委     員  馬 場  啓 
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〔参考〕

審議会の審議経過

年　　月　　日 審　　議　　経　　過

平成２２年　　９月２１日 　熊本市長から諮問を受けた。

平成２２年　１０月１８日 　実施機関から請求拒否理由説明書を受理した。

平成２２年　１１月２４日
　異議申立人から請求拒否理由説明書に対する意見書を
　受理した。

平成２３年　１０月　３日 　諮問の審議を行った。

平成２３年　１１月　４日 　諮問の審議を行った。

平成２３年　１１月２８日 　諮問の審議を行った。

平成２４年　　１月２３日 　諮問の審議を行った。

平成２４年　　２月２４日 　答申（案）の審議を行った。
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情 個 審 答 申 第 ３ 号 
平成２４年２月２４日 

 
 熊本市長 様 
 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 
会 長  江  藤    孝 

 
 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 
 

平成２２年９月２９日付け水保発第４１６号による下記の諮問について、別紙のとおり

答申します。 
 

記 
 

熊本市公共事業環境配慮指針における文書等の開示請求に伴う請求拒否決定に対する異

議申立てについて 
 
 

文書等の件名  １ 新幹線熊本駅舎・高架下・大規模小売り店舗設置近隣の地下連絡

通路掘削トンネルで、地下水噴出が発生した。現在は、熊本市事業

主・熊本駅西土地区画整理事業該当地区内の地下の下水道に、不作

為に放水して久しいが、「熊本市公共事業環境配慮指針・平成２１年

１０月１日施行」のＰ６７～６８・Ｐ７０～７１の環境配慮指針を

見るに、工事中の濁水の発生に伴う周辺環境への影響を低減する、

放流先の水環境を保全する、等の指針理念が唄ってあるが、熊本市

事業主の環境影響対策・指針の総括主幹は、熊本市環境企画課・水

保全課の管轄なので、環境配慮指針の法理念に基づいて、早急・迅

速にどの様な、対応・処置をしたかのわかる資料等 
 
 
 

［ 諮問第１４号 ］ 
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 別 紙 
                                   
 

答     申 
 
１ 審議会の結論 
 
  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当である。 
 
２ 異議申立ての経緯 
 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が熊本市情報公開条例（以

下「条例」という。）に基づき、「新幹線熊本駅舎・高架下・大規模小売り店舗設置近隣

の地下連絡通路掘削トンネルで、地下水噴出が発生した。環境配慮指針の法理念に基づ

いて、早急・迅速にどの様な、対応・処置をしたかのわかる資料等」（以下「本件文書」

という。）を開示請求したことに対し、実施機関が開示請求拒否決定（不存在）を行った

ことについて、当該決定の取消しを求めたものである。 
   
３ 申立人の主張の趣旨 
 
  申立人が、異議申立書及び意見書で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 
 
  熊本市地下水保全維持の為、日頃の業務として、木目の細かい指導を来庁舎の市民等へ

の水道水の節水を呼びかけ、各種企業等への働きかけを教宣活動として、地下水保全かん

養地の確保等を干渉指導を施行しているにも拘らず、地下通路掘削工事での地下水噴出に

対しての対応が、この程度のものとはとても思えない。今までに、この地下水噴出で、何

㎥の貴重な市民の財産が無造作、不作為、に放水されたか、毎秒何㎥の地下水をドブに流

したか、何の活用策も講ずる事なく放置した損失額は幾らか等の計算・現価計算はなされ

たのか、更にこの工事に対する認識が全く欠落した、市民住民への環境影響配慮意識理念

が何なのか、不存在を取り消して、開示・資料交付を即・執行して戴きたい。 
 
４ 実施機関の説明の趣旨 
 
  実施機関が請求拒否の理由として主張した内容は、おおむね次のとおりである。 
 

「熊本市公共事業環境配慮指針」は、熊本市が実施するすべての公共事業を対象とし

ており、新幹線駅舎等の建設に付随する地下連絡通路掘削工事は民間企業の工事であり、

諮問第１４号 
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「熊本市公共事業環境配慮指針」の対象外であるため、当該工事に関する資料について

は、不存在。 
 
５ 審議会の判断 
 

(1) 本件文書について 
本件文書は、地下連絡通路掘削トンネルで発生した地下水噴出の、対応・処置に関

わる資料等である。 
 

(2) 判断に当たっての基本的な考え方 
   当審議会は、条例に基づき請求拒否（不存在）の妥当性を判断するものであり、事

業等の是非については判断しない。 
 

(3) 本件文書の存否について 
本件文書が存在しないとする実施機関の説明は前記４のとおりであり、十分に合理

性を認めることができる。これに対し、申立人の主張は、実施機関が行った事務事業

や判断についての不服を述べているに過ぎず、文書の存在を疑わせる合理的な理由は

認められず、不存在であることに不合理性も認められない。 
よって、本件文書は存在しないと認められる。 

 
(4) 結論 

以上により、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 
 
 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 
会     長  江 藤  孝 
会長職務代理者  荒 木 昭次郎 
委     員  大 江 正 昭 
委     員  高 木 絹 子 
委     員  馬 場  啓 
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〔参考〕

審議会の審議経過

年　　月　　日 審　　議　　経　　過

平成２２年　　９月２９日 　熊本市長から諮問を受けた。

平成２２年　１０月１４日 　実施機関から請求拒否理由説明書を受理した。

平成２２年　１１月２４日
　異議申立人から請求拒否理由説明書に対する意見書を
　受理した。

平成２３年　１１月　４日 　諮問の審議を行った。

平成２３年　１１月２８日 　諮問の審議を行った。

平成２４年　　１月２３日 　諮問の審議を行った。

平成２４年　　２月２４日 　答申（案）の審議を行った。
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情 個 審 答 申 第 ４ 号 
平成２４年２月２４日 

 
 熊本市長 様 
 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 
会 長  江  藤    孝 

 
 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 
 

平成２２年９月２９日付け環企発第５１０号による下記の諮問について、別紙のとおり

答申します。 
 

記 
 

熊本市公共事業環境配慮指針における文書等の開示請求に伴う請求拒否決定に対する異

議申立てについて 
 
 

文書等の件名  １ 新幹線熊本駅舎・高架下・大規模小売り店舗設置近隣の地下連絡

通路掘削トンネルで、地下水噴出が発生した。現在は、熊本市事業

主・熊本駅西土地区画整理事業該当地区内の地下の下水道に、不作

為に放水して久しいが、「熊本市公共事業環境配慮指針・平成２１年

１０月１日施行」のＰ６７～６８・Ｐ７０～７１の環境配慮指針を

見るに、工事中の濁水の発生に伴う周辺環境への影響を低減する、

放流先の水環境を保全する、等の指針理念が唄ってあるが、熊本市

事業主の環境影響対策・指針の総括主幹は、熊本市環境企画課・水

保全課の管轄なので、環境配慮指針の法理念に基づいて、早急・迅

速にどの様な、対応・処置をしたかのわかる資料等 
 
 
 

［ 諮問第１５号 ］ 
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 別 紙 
                                   
 

答     申 
 
１ 審議会の結論 
 
  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当である。 
 
２ 異議申立ての経緯 
 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が熊本市情報公開条例（以

下「条例」という。）に基づき、「新幹線熊本駅舎・高架下・大規模小売り店舗設置近隣

の地下連絡通路掘削トンネルで、地下水噴出が発生した。環境配慮指針の法理念に基づ

いて、早急・迅速にどの様な、対応・処置をしたかのわかる資料等」（以下「本件文書」

という。）を開示請求したことに対し、実施機関が開示請求拒否決定（不存在）を行った

ことについて、当該決定の取消しを求めたものである。 
   
３ 申立人の主張の趣旨 
 
  申立人が、異議申立書及び意見書で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 
 
  市の負担も血税負担も明確に規定しているにも拘らず、「当該工事は民間企業の工事で

あり、対象外。」と決めつける事が言えるのか。誠に、公僕理念の欠落記述と言わざるを

得ない。国民県民市民の血税での公共工事施行に対して、民間企業の工事であるから、熊

本市・環境主幹課は何も知らない、現行条例に照合しなくて良い、地下水噴出した市民の

財産を不作為・怠慢に長期間垂れ流していても構わない、今まで膨大な大切な水資源を垂

れ流しても何の責務も過失も認められない事だ等の、熊本市環境行政理念が、幸山市政下

で、この儘・まかり通っている現実が継続するとは、とても思われない。熊本市事業主・

熊本駅西土地区画整理事業敷地内の一般宅地等の地下を通って、地下水噴出の無放図な膨

大な水量が放水されており、地下配水管・雨水汚水配水管等への影響、地盤沈下の影響、

地下水吸い上げによる地下空洞の地盤沈下による熊本市事業主熊本駅西土地区画整理事

業の一般宅地で日常生活している熊本市民への影響予測等々の熊本市環境行政理念執行

は、放棄・不作為で良いとは、とても思えない。不存在を取り消して、開示・資料交付を

即・執行して戴きたい。 
 
 

諮問第１５号 
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４ 実施機関の説明の趣旨 
 
  実施機関が請求拒否の理由として主張した内容は、おおむね次のとおりである。 
 

「熊本市公共事業環境配慮指針」は、本市が実施するすべての公共事業を対象として

いるが、当該工事は民間企業の工事であり、「熊本市公共事業環境配慮指針」の対象外で

あるため、当該工事に関する資料については、不存在。 
 
５ 審議会の判断 
 

(1) 本件文書について 
本件文書は、地下連絡通路掘削トンネルで発生した地下水噴出の、対応・処置に関

わる資料等である。 
 

(2) 判断に当たっての基本的な考え方 
   当審議会は、条例に基づき請求拒否（不存在）の妥当性を判断するものであり、事

業等の是非については判断しない。 
  

(3) 本件文書の存否について 
本件文書が存在しないとする実施機関の説明は前記４のとおりであり、十分に合理

性を認めることができる。これに対し、申立人の主張は、実施機関が行った事務事業

や判断についての不服を述べているに過ぎず、文書の存在を疑わせる合理的な理由は

認められず、不存在であることに不合理性も認められない。 
よって、本件文書は存在しないと認められる。 

 
(4) 結論 

以上により、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 
 
 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 
会     長  江 藤  孝 
会長職務代理者  荒 木 昭次郎 
委     員  大 江 正 昭 
委     員  高 木 絹 子 
委     員  馬 場  啓 
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〔参考〕

審議会の審議経過

年　　月　　日 審　　議　　経　　過

平成２２年　　９月２９日 　熊本市長から諮問を受けた。

平成２２年　１０月１８日 　実施機関から請求拒否理由説明書を受理した。

平成２２年　１１月２４日
　異議申立人から請求拒否理由説明書に対する意見書を
　受理した。

平成２３年　１１月　４日 　諮問の審議を行った。

平成２３年　１１月２８日 　諮問の審議を行った。

平成２４年　　１月２３日 　諮問の審議を行った。

平成２４年　　２月２４日 　答申（案）の審議を行った。
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